
�

�

�

�

�

������ �	
�������

�	�������

������� !"�

#$%�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&'()*+,�

�

�-./01234567�
�



�

8�

�

�� ��

9:;<�=>?@ABCDEFGHIJB� KLMNOPQRSTU;<�=>?

@ABVKWXSY"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�[ 
[Z[Z�;< \HI;<��B]!�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�[ 
[Z[Z[�;< \B]!�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�[ 
[Z[Z��^�_�HI`��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�� 
[Z[Za��bc�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�� 
[Z[Z�� \de�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a 
[Z[Zf�;<��B]!�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�� 

[Z�Z���FG�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�g 
[Z�Z[�h��ijBklm$HInopqrs���ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�g 
[Z�Z��tl�	�����ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�g 
[Z�Za� \u\6�������ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�g 
[Z�Z��vw�����ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�g 
[Z�Zf�xy \z�	���ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�{ 

[ZaZ�>?@ABVB\|�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�} 
[ZaZ[�~�eEVB\|�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�} 
[ZaZ������BVB\|�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�[� 
[ZaZa�����B������ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�[[ 
[ZaZ������r�4��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�[� 
[ZaZf����B���4��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�[a 
[ZaZ������zKWXSJB�B��Y"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�[� 

(:� _�KWXSY"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�[{ 
):����� KWXSY"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�[} 
aZ[Z������ K¡�¢�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�[} 
aZ�Z�t�B���£KWXS!¤�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
aZaZ�¥¦§|¨B���£KWXS!¤�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
aZ�Z�=©jªB��K¡�¢�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��f 

«:��K��XS¨B¬KWXSY"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
�Z[Z���B� ®¯HIA°p±?²#§|%�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
�Z�Z���� ®¯�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��{ 
�Z�Z[�³´µ¶�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��{ 
�Z�Z��·¸µ¶BFG�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��{ 
�Z�Za�tlµBFG�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��} 
�Z�Z��xy \�	klµ�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��} 
�Z�Zf�¹º�r�B� �ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��} 
�Z�Z��^�K»M¼¢B��Y"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a� 



�

88�

�

�Z�Zg�JB��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a� 
½:;<�=>?@A¾� XS¨¾¿|XSMÀBÁÂBÃÄJB�B;<�=>?

@A¾� XS¨B¿|KWXSY"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a[ 
fZ[Z�Y�¨¿|K»M¼¢BVBÁÂ"dB\|�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a[ 
fZ[Z[�ÃÅ"dÆÇ�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a[ 
fZ[Z���È"dÆÇ�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a[ 

fZ�Z�Y�¨¿|K»M¼¢BÁÂ4��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a� 
fZ�Z[�Y�¨B¿|4��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a� 
fZ�Z��ÉÊÁÂB4��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a� 
fZ�Za���Y"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�af 

fZaZ�ËÌB��ªY�¨Í¿|ÎEÏ¼MbÊBÐNÑ�K¡�¢�ZZZZZZZZZZZZZZ�a� 
Ò:;<�=>?@AKWXSÓÔB� ÕÖKWXS×ØB^ÙKWXSY"�ZZZZZ�ag 
Ú:Y�¨KÛ�QÜSÝÞÍªUS�ßàáKWXSY"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a{ 
gZ[Z� \�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a{ 
gZ�Z�\6�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a{ 

â:Y�¨Íã;<�=>?@A¾� XSKLMNã�BäåæWzBçzK;Î¢

ØèXTUY"ãéê¾ëìKÐNÑíMÀKî!Eï¦JB�B;<�=>?@

ABëìÏ¡O�E� BOPBMÀKðñKòNY�¨ÍóôTUï¦KWXS

Y"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a} 
{Z[Z�ØèK¡�¢�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a} 
{Z[Z[�� klµBõöÞ÷ø�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a} 
{Z[Z����ùú¨HI��BWû¨�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a} 
{Z[Za���Øèµ�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a} 
{Z[Z��üÇuýþj��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a} 

{Z�Z��Ç�Bõ��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�a} 
{ZaZ��ÙK¡�¢�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
{Z�Z�éêBP��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
{ZfZ���×ØBÐNÑ��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
{Z�Z�ðñKÃ�U	��¨ÍóôTUï¦�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
{Z�Z[���B^
HI���ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
{Z�Z���ìEÐNÑ��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
{Z�Za��zB��B���ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
{Z�Z����B���ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��[ 
{Z�Zf��i���ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��[ 
{Z�Z����u��µ¶z�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��[ 
{Z�Zg���B���ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��[ 
{Z�Z{��� �B!"z�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��[ 
{Z�Z}�#$e%&�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��[ 
{Z�Z[��'��(M)*¸�BÐNÑ��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��[ 
{Z�Z[[�ðñ+,�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 



�

888�

�

{Z�Z[��ðñ+,`BÐNÑ��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
{Z�Z[a�ðñFGB-.�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��a 
{Z�Z[��ðñB+/�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��a 
{Z�Z[f���klµB³´�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��a 
{Z�Z[����klµB-.�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��a 
{Z�Z[g���B0U12�B;3�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��a 

4:Y�¨Í;<�=>?@A¾� XSKLMN56¨K%&¾78MbÊK9�¢ã

JB%&B:;KWÎðñKòNY�¨Í�íTUùú#�<:;�B=|KòN

�BäåæWzÍL>%&B:;BùÀKúôSbÊK9?S@;K3ôSùú¾

ABC%KWXSY"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
9D:;<�=>?@AKûS�5 g E5 { "K=|XSÁÂKWXSY"�ZZZZZZZZZ��f 
[�Z[Z��Ç4��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��f 
[�Z�Z�� ÕÖKWXS�ÇB`_�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��f 
[�ZaZ��Ç4�HI"d�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��f 
[�Z�Z��	
�������	������ßF¨�GH�BØè�ZZZZZZZZZZZZZ��f 

99:JB�;<�=>?@AB� KWÎî!EY"�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
[[Z[Z�;<�=>?@AB� ÕÖzBý��GH�BØèHI�I�ZZZZZZZZZZZZZ��� 
[[Z�Z�1234567Býþj��ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
[[ZaZ�Y�¨Í�í���B»SJEù�z�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
[[ZaZ[�KLz�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 
[[ZaZ��HküÇK¡�¢�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� 

�

�

�



�

�

������ �	
�������	������������� !"#$%�

�

��BM�KòS�=>?@ABNOKWXS�P#&' [{ *�P5 f[ QCR*S�T

Þ�íC%KÃ�U��BM�KòS�=>?@ABNOK¡�¢)ã�=>?@AKòS

�y¾V�XS��BmbKm¼¢ã�=>?@ABi$K¡�¢WXBYZÎ¾ä�ã

JB� K¡�¢ã[\Ï¡�ìE��B]ÞªY�¨B��Þ��¾ë^K_`QÜS

ÝÞKòNã��BMÀãòNaVÏ¡bcE�=>?@A¾�dXSÝÞ¾d�X]B

ª»SC�

e�¾f(8ã�-./01234567#R*S1234567TÞ�íC%)ã�

=>?@ANOÃh4g#&' �� * g , � hiö¿|%�IK9�¢������B;<

ÞÎ¢j|QRM ������ �	
�������	������#R*Sh��TÞ�íC%

K¡�¢ã�=>?@ANOÃh4gKÓ¼¢ãh� !"¾|ÀS]BÞXSC�



�

[�

�

����	
��������������������� !"#$��

	
����%�&'"()�

�

*+*+����,����-.�/0�

�

[Z[Z[�;< \B]!�

k[l�;< \�

 \mn� � �	
�������

op3� � � qrstuvãtuw
��x�

y3z{� � a{Za|} ~%�

~%h��B;<y3)�	
������B����ª»NãJBz{)ã

&' �a * � ,dp a{Za|} ª»SC&'(«*��K��B��?rB��^�

¾� §|ª»Nãñ [�|} Í��QRã��^��K)ñ f�Za|} ÞESCCD

)ã���«S��B^�§|T¾��BÝÞC�

�

k�l� \]!�

;<ÞES \)ã�	
������B����K�¦XS��� \ª»SC�

CD)ã���[SJ!�� \#�Tã����SJ!��w#�Tã���aSxy

 \#�T¾��BÝÞC�

I [� JE;< \#��

�?rm�
z{

#|}%
mn� J! \�

���?

r�
�Z��

���b�

�

�����r�?#�As�ru��AB%kf��fa �lã

����b#� %ã¡¢£ã�¤bã�

v¥ã¦§#�[� �%�

¨B©ª� ¨B©ª#ªç ggZ�«ã¬G [�Z�[�Z�«%�

®¯	�

�?r�

aZ�� ®¯���b� ¯ã°±ã²³°ãv¥�

�Z{�

´Fµ�
wY¶k� ·lã¸¹�wk[[ ·lãº»¼#a ·%ãH

B½#[ ·%ã¶¾#[ ·%ã°±ãv¥�

¿Þv�

&¼¿À#[ ·%ãÁÂ¿À#�[ ·%ãÁÂ¼Ã¿k� ·l�ã

vÄ#[ ·lã¶¾#[ ·%ã¶#[ ·%ã¸¹�w#� ·%ã

°±ãv¥�

�Za�

�BÅ�� ¸¹�w#� ·%ãv¥�

ÆFµ�

JÇÈ#[ ·%ã�ÇÈ#[ ·%ãÉÊ#� ·%ãÁÂË

Ì#[ ·%ãwY¶#� ·%ãÁÂ¿À#� ·%ãÁÂ¿

À¿#� ·%ã¸¹�w#[ ·%ã¯ã°±�

ÆÍÎÏ�

�

ÆÍÎÏ##ÐÑÒÙ \%fgf �%ãÏÓãmÔ�

�

[�Z{� ´BÅ��

&¼�w#[ ·%ãÁÂ¿À#{ ·%ã¼Ã¿#� ·%ã

¶#[ ·%ã¸¹�w#[f ·%ã�

Õ#a�f{� �%ã´Ç§ãÖ�U×Î½k[��[a �l�

��BØ�

�?r�
fZ}� ÇNB�b� Ù��b#�[��ag �%ãv¥�

��B��

�?r�

�Zg�

�
��B�� v¥�

k� a{Za� � �

*Ú)��c¾ÛxXS \ÜwÝ \#R*Sxy \TÞ�íC%¾ÙXC�



�

��

�

I �� JE��^�§| \#��

�?rm�
z{

#|}%�
mn� J! \�

��B��

�?r�

ñ [�� ��B�� ��vw½#Þn%k[���[ �lã>ß�às#áÂ g� �lã

âãä \#a�� �l�

�

[Z[Z��^�_�HI`��

I a� ^�_�HI`��

å�º� ^�_�� ^�`��

����� � , [ hf , a[ h� }æ��[gæ���

� , [ h{ , a[ h� }æ��[{æ���

} , [ ha , a[ h� }æ��[gæ���

�

ç¡�h)ã[� , a[ hHIã[ ,B5 a ,èhÞJBéhC�
çêë_ãàìrs^í`zK9�¢)ãY�¨Í1234567çKõöÎã©�¾îMeª

^�`�B-.¾äíÝÞÍªUSC�

ç^�_�K9�¢]ã|_ÈüzB� KòN¡�Íî!EbÊ)ãY�¨Í1234567

çKõöÎã©�¾îMeª¡�ÞXSC�

�

[Z[Za��bc�

I �� �bc�

�ï�
��#[f ðRe

�f ðñòB¨%

ó²ô?�

#�f ðReB¨%�

õ��

#õu�ö�%

��#9Ì%� ��� ÷� [�� ÷� �� ÷�

øj#9Ì%� [�� ÷� [�� ÷� �� ÷�

*�ùAú?s#9*�%� ����� ÷� [���� ÷� ��� ÷�

çûü¨uýþ®�u�tü&¨P���®�¾³ÙQRM4ÞJB��B49m

)�cC�

çøj)õö�ReB¨ �� �Re�

ç�	
������)ã�	��Þsm��Í#jÞÎ¢klQR¢�S]B

ª»Nã�	
������B®¯	B�bc)ãqrsÍ�K|À¢Ûx

XSsm
������B�bcÞ©`KÛxXSC�

ç�c�bh	R*BÞ9N�c�bh¾\?SÝÞÞÎã�*�Bh�)9�,


(ªK/�XSC�

u�Bv�ä����	«,9hÒ,)Dh�_��9h��

u�Bv�ä,�� � 	9D,9h9D,)9h�_��(h��

u��NBh� � � � � 	½,«h�9h��

u������� � � � 	½,½h�9h��

çõö��ÎU)�ö��)ÝR×K�LXS¨B��c�

u��Bh� � � � � � 	4,5),èh�9h��

çòÒ½ðReB¨B��c�



�

a�

�

�

[Z[Z�� \de�

�	
������BÃh��)ã 
��Ð!BP"¾/#¢BhwBÝ$%

NÞãë^E \B&'Ü%ÏNÜX�®(NBÒÙE�BÐ!B)�¾/#¢ãÖ

�`�¾j*ªUSb¾�´XS+ÝÞª»SC�

�	
������)ãqrsÍÐ!B®,PiHI����ÞÎ¢Bæ�-�

¾.SÝÞ¾deÞÎ¢qrsÍ56/��XSsm
������Þ#jÞE¼

¢��QR¢�S��ª»Nã�HIqrsÍ0êE12¾.N¡¡ã3��B,4

¾\?ôK��¾ä¼¢�S]Bª»SC�

�	
������)*�B«�?rÏ×Ñ'QR¢�SC�

S���?rT	��BÉÊ$FÜ56E>?@A¾³�XSæ�HI��ijB�

�æ�¾68S�?rCÔ�¨) \ÕÖ¾¡Ï�ã��ÜÐ!KWXS×Ø¾î¢

Ï×ãÖ��j7B84�Þ�¼¢�UC�

S®¯	�?rT	®¯	B59Íh eãÉÊeK&'QRS�	
���

���B�:�?rC;B<ÈÞ=8×RSÆFµãûïBÁ��>BÌË�ª»¼

MÞ=8×RS´FµE�K»S�wÜãJR×¾ÐN?@ª�M®¯E�ÍÐÑB

eK&'QRãÖ�BA�BBÍò�Í8SC�

S��BØ�?rT	®¯	BCDK�¦ÎãEFÐÑÜÖ�BG3HI¾'dÎã

BIBIÞÎMJ?KrAL?AB�ªã��BM?N¾*#EÍ×ã¢�OÎÀS

bª»SC�

S��B��?rT	S�»S�¾P¡ÞÞ]KãS��B�T¾'dÎã�¾/Î¢

56EÝÞ¾öIj7ªUSòíKES�?rC�

h��)SÖ��BPÍQÝ8STÞ�íÃhß?n¾ÃKãR* g ¡¾Ãh4g

ÞÎ¢�SR�

S Ð!BP"Þ)��

Ð!BP"¾)ÏNãT�E®¯	E�UÍ�B A�+B
(NÞVWX�YB8

4¾Z[QÜSÐ!BijeE\]¾)ÏÎM56¾�Àã%Í�Í84K^S��

_ä��ÞXSC�

` a�»SHI/®,�UN�

�UÖ�`�BIb¾*#QÜS56¾)ÏNãcU:KdNã��Benr*#Þ

RSa�»SHIB��ÞXSR�

f gÎ���_äB�h�

�ieE¡EÍN¾]¡Ð!Bj5ªklEFG¾ã%ÏNÜXUãCÎU�+ªU

Sòíãmw½E�BÒÙ \ÜYö \ãj7/ön \ãop \z¾56ÎãO

ÎUöIã�ãgÎ���_ä¾�hXS��ÞXSC�

q �i.rBsÈÞÎ¢�

84B�IeEÐ!ÞB12¾)ÏSE�ã��_ä¾/#¢84B�6Þ�t�+

¾uÀã�i.rBsÈÞES��ÞXSR�

v �A�å?ówr®,B56�

xy¾/#¢z]Í#h�N�{òUOÎU|}ÜSòíã~��Ü�IbE�¢�



�

��

�

OÎÀS�A�å?ówr®,¾58SÞÞ]Kãj5EíÎÜ�^E$FE�>?

@Aæ�B-�¾)ÏN�OÎ���_ä��ÞXSR�

� 3���B#�¾�í�

��b��A�å?ówro�s�?ABsÈÞÎ¢B��¾��ã({�UNB�

ÞÎ¢ã3�B)�äE�3�K�7XS��ÞXSR�

� ��eE56B���

��B���Ção�K]Þ��M56¾1¯eKä�ãç�`�¾Ï?¢�Ò'ç

Î¢�U��ÞXSR�

&'9)*�B^�`Ï×&'(9*��B�b¨��k)ñ½DD��ª»Nã

&'((*�K)ñÒ«��B46K��QR¢�SC�

Y�K»M¼¢)ãe�ß?nB]ÞKã
��Ð!BP"¾/#¢BhwBÝ

$%NÞãë^E \B&'Ü%ÏNÜX�®(NBÒÙE�BÐ!B)�¾/#¢ã

Ö�`�¾j*ªUSb¾�´XSMÀKã�¯eE�!�[ÞÔ�¨K;XS>?

@A�e¾d�Îã#'eE�	����¾äí]Bª»SC�

#CD)ã���½S������ �	
�������	����Ãh4gT#R*

SÃh4gTÞ�íC%¾��BÝÞC%�

�

[Z[Zf�;<��B]!�

k[l�;<��BÑ'�

h��)ã��ðñKòNãh��K9�¢ã�	��\¦B� ¾f(8ãJB

��¾�����QÜSTUã��B�	����i$K¡�¢klm$¾ä�ãd

�HI��kl¾ |ÎãJB#'e��4gB]Þªã��¡�BMÀBäíYÜ

�Ø¢YBtlum$u� ã�bcÛxã£¤uP�¥6ã����¨K;XS>

?@AB³�ã���Mã¦§ã����¨B�iu�:BOPã3�¨©Üv�z

ÞBõªã�B \��¨ÞB12ã�wÜ�«wz�� \B����ã¬ãv

wBþ'u����ãxy \B�	E�j®K%MS��¾ÉÊeE�5B]Þã

�t12¾P{ãë^K�¯��¾ä�¡¡� XS]Bª»SC�

ÝBí{ã°±uwÝ \ã��bzã����¨�B>?@A�eK�XSxy

 \K¡�¢)ã1234567Ï×B���ª�	����¾äí]Bª)EUã

Y�¨Í²m³´ª�	����¾äí]Bª»SCxy \K9?S>?@A³�

Íã���KòS��B�	����Þ3¤¾EXY�ÞÎ¢ãt�K�µ�¶¾�

�Îã����¨KÞ¼¢�·�ÍÁUa�B»S����ÍÒ^QRSòíãY�

¨B����¾_¸XS]Bª»SC�

Q×Kã���ªäí��K�8ã��B�·�Üa�¾òN#¹ÁÀSMÀã1

234567çBº�¾�?MeªãY�¨B³$KòN-3Û�cz¾»À¢²m

³´KòN¼`B°±uwÝ \B�	ÜäíY¾äíY�#R*S½JY�TÞ�

íC%K¡�¢ã�¶eKä%RSÝÞ¾_¸XSC�

�

h��)ã�dª�SÞ���KòNäíSh��ijBklm$HInopqr

s��TãStl�	����TãS \u\6������THISvw����TÞã



�

f�

�

Y�¨B³$KòN²m³´ªäíxy \B�	HI½JY�#R*Sxy \z

�	��TÞ�íC%KòNÑ'QRSC�

�

E9ãHkeB~�ÞÎ¢ãY�¨)ã���¾xy \z�	��B� K��

¢)E×E�C�

(Mã���ªäíY�Þ²m³´ªäíxy \z�	��B¾�ÕÖKWXS

��¶)ï?¢5�Îã*�¿ÀÁK¿´µ¶¾³´XSÝÞÞXSC�

�

Q×Kh��)ã���MB#®ÞÎ¢ãv���Bºø�KûS
��B�5ã

1234567Íäí�ÂäY�B;3¾� XSE�ãäåÞ12¾äí]Bª»

SC�

�

ÝR×j®K%MS��)�tKêÃKW1XS]Bª»Nã��B÷ÄE�	�

���BMÀãÉÊeE�5B]ÞK� QRS]Bª»SC�

E9ã�\��eBN��Yã \Pi��ãÅÆ¬��ãÅÆ¥6��ã�Ç

E�B���z)h��K)A(Rôã1234567Í�ÈäíC�

�

h��B� K»M¼¢)ãv��Wû��z¾f(8M����BMÀBÉ¾

e�F¾ßÎã(M#|B>?@AEÄB��HI����¨B�iOPBMÀãe

���¾�|eKäíÞÞ]KãYÊuË&zÌ§Y$K]ÍÎE;3Í��ÞES

��j�¾58SÝÞÍî!ª»SC�

�

h��KA(RS;<��)*�BÞ9Nª»NãJB��FG¾ÙXC���K

»M¼¢)ã����¨Í�iuÏëK��ªUSòíãë^K� XSÝÞÞXSC

#CD)ã���ÒS������ �	
�������	������=/Ð5µT#R

*S=/Ð5µTÞ�íC%ã���Ú9D#S������ �	
�������	�

�������Ð5µ#h��ijBklm$HInopqrs%T#R*S��Ð5

µ#klm$%TÞ�íC%z%ã���99S������ �	
������xy \

���	=|µT#R*S���	=|µTÞ�íC%¾��BÝÞC%�

�

k�l�;<��"d�

[l����	������#���KòNäí��%�

S�h��ijBklm$HInopqrs���

uh��ijBklm$HInopqrs�

u�bcÛxã¼æBï¦ãJB�h��Í÷ÄKä%RSMÀBÑ��� z�

`�tl�	�����

utl�Ø#äíYtl�	ã�Øã��Ò�rßÓº)�B�Ôu�5%�

u����¨�B���Mã����¨�B>?@Aã�F£¤� z�

f� \u\6�������

u��pÕuP�Èüz#�wã�w\6ã�Ö�bã�×ãØN\6ãÙEu



�

��

�

ÚE \ãÛE \ãEI \ãJB�\6%�

u¬#�F¬ã�F�w¬%� z�

q�vw�����

� � uGÜNã ããÝEãÞ|z�

�

�l�xy \z�	��#-3Û�cz¾»ÀMeª²m³´KòNäí��%�

S�xy \�	���

� � u°±uwÝ \ã��bzB�	�

`�½JY��

� � u¼`°±uwÝ \zB�	�

�

kal���ijß�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Sh��ijBklm$HI�

nopqrs��#à�%�

`tl�	�����

f \u\6�������

qvw�����

��5��

vxy \z�	���

ç���)-LÎE��
v���KÃ�U\¦�
�zBº�¾!XSC(Mã
 \Û�cã-3Û�c(
M)�wÛ�c¾ÛxX
SC�

�à���

���ðñ� �\¦��º���



�

g�

�

*+1+�-.���

�

[Z�Z[�h��ijBklm$HInopqrs���

h��B�	����i$K¡�¢ãd�HI��kl¾ |ÎãJB#'e��

4gB*ªãtl�	����ã \u\6������ãvw����zãj®K

%MS��K¡�¢ÉÊeE�5B]Þ�t12¾P{ãë^E�¯��¾äíÞÞ

]Kã�bcBÛxY�ã1234567B� XS56upÕ�YK9?S� 4

gBüázBâãu�5ã¼æBï¦ãJB�h��Í÷ÄKä%RSMÀBÑ��

¾äí��ª»SC#CD)ã���ÒS=/Ð5µTHI���ÚS��Ð5µ#k

lm$%T¾��BÝÞC%�

�

[Z�Z��tl�	�����

��¡�BMÀBäíY#äc�z��¾����¨Ï×ÛxXSÝÞzÍªUS

]B¾AB%Ü�Ø¢YBtlum$u� u��¨��HI��Ò�rßÓºK;

XS�Ôu�5¾äí��ª»SC(Mã����¨B�:u�i¾OPÎã÷ÄK

��Î¢]×íMÀKã���MHI��$FzB����¨K;XS>?@AB³

�ã����¨B \§ñzB��ã�F£¤ãh��KW%S½����z¾äí

ÝÞC#CD)ã���ÒS=/Ð5µTHI���âS������ �	
�����

��	��������Ð5µ#tl�	��%T#R*S��Ð5µ#tl%TÞ�íC%

¾��BÝÞC%�

�

[Z�Za� \u\6�������

k[l���pÕuP�Èü�

�wã�Ö�bãØN\6ãÙEuÚE \zK¡�¢ão!BdeÍ¶MQRS

òíãhåãëæ£ÌÈüuP�ÈüÎãåK�iªaçEÕèK»Sòíã��B

ÕÖK3#¢é%�oBêëEìp�)ì-¾ë^KäíC(MãÛE \ÜØN\

6BÛ�í¾kîÎ��¾O�KäíÞÞ]KãEI \KWÎ¢)ã��zB�i

¾OPXSòíãEV��¾O�KäíC#CD)ã���ÒS=/Ð5µTHI��

�4S������ �	
�������	��������Ð5µ# \u\6���

�%T#R*S��Ð5µ# \u\6%TÞ�íC%¾��BÝÞC%�

k�l�¬�

����B��ãïðHIÙEzB��íKñ3Î¢ë^Eï¦¾ÞNã�FÜ�

wB¬¾ä�ãå`��F¾¬òKXSC(Mã�FKïðÍóôÎMbÊ)ãÎ

ÜÏK�FB¬¾ä�ã��K�üÍ�#E�òíë^Eï¦¾ÞSCE9ãïð

)Â¶}ÞK|À×RMõ�4�KÓ¼¢ãë^Kõ�XSC#CD)ã���ÒS=

/Ð5µTHI���4S��Ð5µ# \u\6%T¾��BÝÞC%�

�

[Z�Z��vw�����

&'�wzÜö÷®,Þ�øÎMÖ�`�BIbù´BMÀã��ÕÖãIbzK

3#M,GãúÔÂB,ûãÙÜNã ããüEãý°BÞ|z¾äíÝÞKòNã



�

{�

�

�FBvwÍåKaçEÕèK»SòíKvw��¾äíÞÞ]Kã����¨Kþ

UzÍE�òíë^E��¾äíC#CD)ã���ÒS=/Ð5µTHI���9D

S������ �	
�������	��������Ð5µ#vw��%T#R*S�

�Ð5µ#vw%TÞ�íC%¾��BÝÞC%�

�

[Z�Zf�xy \z�	���

[Z�Z�[Z�Z� B��Þ12Î¢����¨>?@AB�e¾.SMÀã°±uwÝ

 \ã��bE�Bxy \B�	��¾ä%E?R�E×E�C(Mã��B�·

�Üa�¾òN#¹ÁÀSMÀã²m³´KòNäíäíYÜêë_K9?S¼`w

Ý \zB½JY�¾äíÝÞÍªUSC�

×jeK)ãv���5 f Eã5 � E(M)5 [� EB®¯U¾ä¼Meªã� 

\B \Û�cã-3Û�c(M)�wÛ�c¾1234567K���ã���)

Sxy \#�TªÙX \B�	��Üãêë_K9?S¼`wÝ \u¼`��

bzB�	��¾ä�ãxy \zB�	K9�¢îM�y)Y�¨Bx�ÞXSC

(Mãxy \Bí{ãî� \)��B^�h`Kå`	�XS \ã�í \)

��B^�h`Fª�	h`¾Y�¨Í\|Î	�XS \ª»SC�

E9ã� \B��cK¡�¢)ã��b)ã1234567çB�|XSc

¾e�ÞÎã�HeK�+Íî×RSc\|ÞXSCJB�xy \B��cz

K¡�¢)ã1234567çÞõöBeãö÷¶�Y�KÃ�Uãxy \ijB

x�Bô�rA¾��EÍ×ãvbÂ KÄ#¢|ÀSC#xy \BCD)ã���

)Sxy \#�THI���99S���	=|µT¾��BÝÞC%C�

�



�

}�

�

*+2+�����%�,3�

�

h��B� K»MNã>'XTU~�eEV#h� !" [ZaZ[ ��%HI����

BV#h� !" [ZaZ� ��%)R*BÞ9NÞXSC�

�

[ZaZ[�~�eEVB\|�

h��KWXS~�eEV)I f BÞ9NÞXSC�

I f� ~�eEV�

ÃheE4g� J!Y"� >'XTUV�

h��¾/Î

¢ã��B��

¾jUB��

��¨Í�*

ªUSòíE

����¾�

�ÞXS�

����¨�

BOP#ç[%�

u� h��B*�HIx�_}ÞB����¨�#&' �� *�

&' �� *�B�£&	
Re�&' �� *�&' �� *

�B�£&	
	�[ � } ���*ã5 [ x�_ [} � } ��ã

5 � x�_ } ��ã5 a x�_ [} � } ��ã5 � x�_ [�

� } ���%�

u� ��Ï×B*�HIx�_}ÞB��¨�#&' �� *�

&' �� *�B�£&	
Re�&' �� *�&' �� *�

B�£&	
	&	 a� � } ���*ã5 [ x�_ [� � g

��ã5 � x�_ g � � ��ã5 a x�_ } � } ��ã5 �

x�_ � � { ���%�

��¨ò�

B�e#ç��a%�

u� *�HIx�_}ÞB��B�	KWXSSòãÜÜòT

BÌ���ç(#&' �� *�&' �� *��£
Re�&

' �� *�&' �� *��£
�SòãÜÜòTBÌ�

���*� }[�ã5 [ x�_ }[�ã5 � x�_ }[�ã5 a

x�_ }[�ã5 � x�_ }[��%�

u� *�HIx�_ÁBS�� \ÞÎ¢B%ÏNÜXQK¡�

¢#�à�ãÒÙwã`ßã+��E�%TKWXSSòã

ÜÜòTBÌ���ça� B&	
#&' �� *�&' ��

*��£
Re�&' �� *�&' �� *��£
�*��

}��ã5 [ x�_ }��ã5 � x�_ }��ã5 a x�_ }��ã5

� x�_ }���%�

×Ø���B

-�#ç�%�

unA��KòSØÓ¤�ça#&' �� *�&' �� *�B�

£&	
Re�&' �� *�&' �� *�B�£&	
�n

A��ØÓ¤��af� ¤�%�

u�?ÅL?pBÉºA�A¤�#&' �� *�&' �� *�

B�£&	
Re�&' �� *�&' �� *�B�£&	
�

�?ÅL?pºA�A¤� ��g � a �¤�%�

j 5E��K

e��ÅB³

�#çf%�

u���UNE�Bj7Ke��ÅB^íÌ�ã����#&

' �� *��£
Þ©��Re�&' �� *��£ a�� Ì�á

T���� � � � ���%�

�

ç9�����¨�Bk4�)���ÒS=/Ð5µTKòSC�

ç(�*�HIx�_ÁBS��B��KWXSºr°?s�ÇTk���9ÚlB [� ª1234

567Í�|XS\!C�

×jeK)ãÝB��¾��Î¢BÉÊeEò�K¡�¢T¾SòTÞSÜÜòTÞ

Ì�ÎM�BÊkB�ÊB&	
CE9ã�Ì�]ï"KABC�

ç)�*�HIx�_ÁBS����KWXSºr°?s�ÇTk���[glB [� ª123456

7Í�|XS\!C� ×jeK)ãS�� \ÞÎ¢B%ÏNÜXQK¡�¢#�à�ãÒ

Ùwã`ßã+��E�%T¾SòTÞSÜÜòTÞÌ�ÎM�BÊkB�ÊB&	
C�

E9ã�Ì�]ï"KABC�

ç«�nA��ØÓ¤�Bd�Þ)ãR*BJR#RB¤�ÞÊk¤�C�

���KòSßc�èzK¡�¢)$%rsªUE�Íã���Kò×E�½JY�zKò

S�Ø)$%rsªUS]BÞXSC�

uß�@#&�'u�(%u�pJ#)*ã+*%B(,¤�ªã9-.K¡U9$%rsÞXSC�

/Î�?ÅL?pzàr�?o�s�Y01),UC�



�

[��

�

ç½�j7Ke��ÅK¡�¢)ã^�RÔ1¯� ÎL��K9�¢|2ÎMS���UNTã�

� S39ÝÎj7TK¡�¢)ãåK� XSC�

(MãÝRRúK �Z�Za�`�4%Btl³$KòNäíj7Ke��Å¾Ê%Ü¢� X

SÝÞÞÎã����K¡�¢)ãÝR×5�Bj7Ke��ÅijB��¨ÞXSC�

(Mã^íÌ�K¡�¢)JB� e$%rsÍ67ª»SÍã/*K�NåK� Î¢

8UÝÞÏ×ã*)hB9�h¾,�M)Ò(h¾ã^íÌ�ÞXSC�

�

[ZaZ������BVB\|�

:KÙX����BV¾OPXSÝÞCE9ã����BVã9òI�bEÄ)ã

���ÒS=/Ð5µTHI���Ú99#S��Ð5µ#klm$%Tz%KòSC�

M$Îã����BVB�bEÄ)ãtlµ#h� !" �Z�Za ��%K9�¢N

;³$¾äíÝÞÍªUSC�

����BVB�bEÄÞ<ES³$¾äíbÊ)�=¾ÙXÝÞC�

(Mã\k�íÍ-.ÞES³$¾XSbÊ)ãL>�ÂÞ-.�íã-.Í��

E�=¾ÙXÝÞC�

�

k[l�h��ijBklm$HInopqrs���

j®K%MS��K¡�¢ë^Ed�¾|ÀãÉÊeE�5B]Þ�t12¾P{

¡¡ã� B4�Í¿|QRãQ×KãÝR×B��¾É�Îãë^E�¯��Íä

%R¢�SÝÞC�

(Mã�bcBÛxã�À�B»�E�¾äíÝÞJB�h��Í÷ÄKä%RS

MÀBÑ��¾� XSÝÞC#CD)ã���ÚS��Ð5µ#klm$%T¾��

BÝÞC%�

�

k�l�tl�	�����

����¨Bò�ÍÁ��ì²ªPMR¢�SÝÞ¾deÞÎãjÂj5E��

��¨B�?>¾ë^K?@ÎMí8ªã�|QRM��FG¾� Îã����¨

�Bë^E�Mu>?@Aã��¡�BMÀBäíYã��Ò�rßÓºÞBaçE

12K�?M�Ôu�5¾äíÞÞ]Kãå`ë^E�Øã×Ø��¾ä�ø��¾

�eXSÝÞC#CD)ã���âS��Ð5µ#tl%T¾��BÝÞC%�

�

kal� \u\6�������

[l���pÕuP�Èü�

�wã�Ö�bãØN\6ãÙEuÚE \zB��Íå`ë^EÕèªPMR

¢�SÞÞ]Kã����¨B�iÍOPQR¢�SÝÞ¾deÞÎã�|QRM

��FG¾� Îã�wã�Ö�bzBæ�HIAäBÕè¾�ÇXSÞÞ]Kã

<å�)AäÍ»SbÊ)ãî!K3#;3ï¦ÍBXu�äQR¢�SÝÞC#C

D)ã���4S��Ð5µ# \u\6%T¾��BÝÞC%�

�l�¬�

ÏëE��®,ÍPMR¢�SÝÞ¾deÞÎã�|QRM��FG¾� Îã

 \FúBÙR¾,ûÎã�)ÙR¾§CXSÝÞC#CD)ã���4S��Ð5

µ# \u\6%T¾��BÝÞC%�



�

[[�

�

�

k�l�vw�����

h��B� Ü��ãæ�¾f(8Mù´¾deÞÎã��ijB��ÕÖãIbã

yDãHI�wB�þ®,zK3#ã½�vwÜ�EvwzB\�K»¼M*���

kl¾«'ÎãvwÍåKaçEÕèK»SÝÞC#CD)ã���9DS��Ð5µ

#vw%T¾��BÝÞC%�

�

kfl�xy \z�	���

����¨�B>?@A�e¾deÞÎã����B~�euà#eE��B]Þã

�	������ÞB12�5¾.NEÍ×ã����¨B�·�ÍÁ(Nã�iu

ÏëÏ¡¬òE®,ÍPMR¢�SÝÞC(Mã½JY�¾äíbÊ)ã��B�·

�Üa�¾òN#¹ÁÀSòíë^KäíÝÞC#CD)ã���99S���	=|

µT¾��BÝÞC%�

�

[ZaZa�����B������

h��¾� XSK»M¼¢)ãY�¨B����¾_`Îãh��Í��K³�

XSF�u>?@ABVB�e#~�eEVB�eã��B�eã¾�GHz%KI

ÀS]BÞXSC�

�

k[l�tl³$�

Y�¨)ã�È|ÀS5JKÓ�ãh��Í��K³�XSF�u>?@AB~�

eEV#h� !" [ZaZ[ ��%B�eBbÈÏ×ãR*BY"¾³$Îtlµ#h

� !" �Z�Za ��%¾³´XSÝÞCE9ãtlµK�1ÎM³$K¡�¢)ãK

äB �¾�í]BÞXSC�

S�����¨�BOPKWXS³$�

`���¨ò�B�eKWXS³$�

f��	
������BLMK;XS�+�KWXS³$�

q�3�\�¾�ÏÎMvw��KWXS³$�

v���\�HI�Nã \¾�ÏÎM�	��KWXS³$�

��j5E��Ke��ÅB³�KWXS³$�

��×Ø���B-�KWXS³$�

O�3�uv�ÞB12)�KWXS³$�

P�����¨zB�i¾OPXS��®�KWXS³$�

Q�Ì§`HIRå`B;3KWXS³$�

S�½JY�KWXS³$�

T�xy \B�	KWXS³$�

�

k�l����B�bEÄÞÎ¢ÙQRMÐ5µK;XSN;³$�

Y�¨)ã*�KÙX��B�bBEÄ#h� !" [ZaZ� ��%ÞÎ¢ÙQRM

Ð5µK;ÎãN;XTU³$Í»SbÊ)ã�È|ÀS5JKÓ�ã×jeE4�



�

[��

�

z¾ÙXÞÞ]Kã�bEÄÍOPªUSÃsz¾³ÙÎtlµ#h� !" �Z�Za

��%¾³´XSÝÞCE9ãtlµK�1ÎM³$K¡�¢)ãKäB �¾�í

]BÞXSC�

S�h��ijBklm$HInopqrs���

`�tl�	�����

f� \u\6�������

q�vw�����

v�xy \z�	���

(Mã\k�íÍ-.ÞES³$¾XSbÊ)ãL>�ÂÞ-.�íã-.Í��

E�=ãtl³$ÞBW1Í»SbÊ)>LUo¾ÙXÞÞ]KãN;³$ª-.¾

³$ÎM�íRú)ã�ÙÎ¢�S�íKÃ�U��¾äíÝÞC�

�

�

kal�xy \�	�£µHIklµ�

Y�¨)ã�xy \B�	�£9òI�	kl¾×jeK�VÎSxy \�	

�£µT#5J9�4%HISxy \�	klµT#5J)%¾³´XSÝÞC�

�

[ZaZ������r�4��

1234567)ã~�eEVHI����BVK¡�¢ãJB� ÕÖ¾OøX

SMÀã��� 
KY�¨Í«'ÎM��klµ¾]ÞKãJB>'ÕÖK¡�¢

I � KÙX����r��Ç¾� XSCE9ã����r��ÇBW¶)ã123

4567KòN�IQRSÝÞÍ»SC�

I �� ����r��Ç�

J!Y"� >'XTUV� ����r�4�� � ¨�

� � � �

¨ � B O

P�

uh��ijB*�HIx�_

}ÞB����¨��

u��Ï×B*�HIx�_Á

B����¨��

u��,ØBOø#Á,� %� 12345

67�

� � ¨ ò

 � B �

e�

u*�HIx�_}ÞB���

�¨BSòuÜÜòTBÌ

����

uS���� \ÞÎ¢B%Ï

NÜXQTK¡�¢*�HIx

�_ÁB����¨BSòu

ÜÜòTBÌ����

uºr°?s�Ç#«ÌRe�

*%�

12345

67�

× Ø � �

��

unA��KòSØÓ¤�� u��,ØBOø#Á,� %� 12345

67�

u�?ÅL?pBºA�A¤� u��,ØBOø#Á,� %� 12345

67�

j 5 E �

� K e �

� Å B ³

��

u���UNE�Bj7Ke�

�ÅB^íÌ�ã�����

u��,ØBOø#Á,� %� 12345

67�



�

[a�

�

� � � �

B V B O

P�

uS[ZaZ� ����BVB\|T

K�1ÎMFGBOP�

u��,ØBOø#Á,� %� 12345

67�

�

1234567)ã����¨¾;<ÞÎ¢ã���9ÚS��B��KWXSº

r°?s�ÇTK»S�ÇXKòNºr°?s�Ç¾*� � ÌRe#� ,B&hu

¡h�9h%� XSC>rK²�)*�ª [���� ¤��ÞÎãºr°?s�Ç)ã

��Y?s�ZK9�¢ã;zJªäí§|ª»SC�

�

[ZaZf����B���4��

k[l��	�������

}l�Y�¨)ã³´ÎM��klµKÃ��¢ã�	������¾� XSÝÞKò

Nã>'XTUV#h� !" [ZaZ[ ��%BOPKIÀSÞÞ]Kã����B

V#h� !" [ZaZ� ��%B�bEÄ¾OPÎE?R�E×E�C�

[l1234567)ãe�BKäFG¾OøÎãüÇÎMí8ªãHk*�#«,9

hÏ×é*),)9h(ª%¾ÃÄÞÎãx�_ÁK���¾��í]BÞÎãJ

B���)ëìE¸@µ¾��ÎMhÏ×[´Î¢)DhRFÞXSCM$Îãü

ÇBW¶ãVHI�bEÄÍOPQR¢�E�bÊ)ãë^K��¾äíòíN;

B�Ù#��BKä�¾ABC%¾äíÝÞÞÎãY�¨)!\ï]¾ä�ã��N

;klµ¾³´Îã÷^¾îE��Nã���B¸@)ªUE�]BÞXSCE9ã

���B¸@)ã��klµHI�*��x�_�î!¾�F_µKÃ�Uã`À

Øèµã�´Øèµãd"w¤ØèµKòS�*�Bx�_K9?So!aÞXSC�

bl��*�B���BO|a)ã��K!ÎM¾�B��aÞ�*�B���B��B

��aB�ôRÏb�aÞXSC�

cl����B���K¡�¢)ãHk�5((Eã§´¿´HIHk�5½âEKÃ�

UõöÍ5¼MbÊK9�¢ãY�¨)���B]´�¾x�_ÁK¸@ªUSÍã

��BN;B�ÙÍ»¼MbÊK)ãY�¨)!\ï]¾ä�ã��N;klµ¾

³´Îã÷^¾îE��Nã���B¸@)ªUE�]BÞXSCE9ã���B

¸@)ã��klµHI�*��x�_�î!¾�F_µKÃ�Uã�*�Bx�

_K9?So!aÞXSC�

dl�Y�¨B�	����BùúKs×E�Y=KòNã��� 
KY�¨Í«'Î

M��klµ¾]ÞK\|ÎM~�eEVHI����BVB�bEÄÍñ>'B

bÊK)ã���BHa)ä%E�C�

�

k�l�xy \z�	���

xy \Ü½JY�B�	K9�¢îM�y)Y�¨Bx�ÞÎã� \B \Û

�cã-3Û�c(M)�wÛ�c#CD)ã���99S���	=|µT¾��

BÝÞC%¾1234567K��í]BÞXSC \Û�cã-3Û�c(M)�w

Û�cK¡�¢)ãº��ãð�Ûxe1234567É�fçÍ�äXS»�è�

µKòNã»�è�Ï×(DhRFK»�ÎE?R�E×E�C#���99S���



�

[��

�

	=|µT¾��BÝÞC%�

E9ã1234567)ã¾g×hB-�JB�\Kî!Í»SÞøÀSbÊK)ã

 \Û�cã-3Û�c(M)�wÛ�c¾N|XSÝÞÍªUSC�

�

[ZaZ������zKWXSJB�B��Y"�

k[l�ij��

�	������¾� XSK»MNã���Ò9D#S=/Ð5µTz%K�1

B»S]B¾,Uã����¨ÍÛ�XSij�ãh��¾äíí8ªY�¨ÍÛ�

XSij�Ü�"�K¡�¢)�ÛÎE�C(Mã1234567Ï×�ÛXSw�

#CD)ã���9)S³�w��µT¾��BÝÞC%K¡�¢)ã%&ÎMbÊ)

ØÕ&k¾Y�¨B��KòNä¼Meªã1234567�lmXS]BÞXSC�

�

k�l��ÇE��

1234567)ãY�¨Íh��¾� XSBKî!E�ÇE�¾�;ª³�X

S]BÞXS#xy \HI½JY�B� KûS]B¾,UC%C�

�ÇE�K¡�¢)ãÃheK�FKû%Si¢BÛ�K¡�¢ã#�Î¢�ÛH

�òN¸@QRSMÀãY�¨)�ÇnGz#h� !" {Z[Z� ��%B�ÙKÓ�ã

R*B«�¾äí]BÞXSC�

S���Kq?�?¾\¦XSE�ãxy \KÏÏS]BHI½JY�B� KÏ

ÏS]BBÛ�íÍ^Nï?×RSòíKÎã�ÇnGzB�ÙXShK�q?

�?¾OøÎãÁ,BÛ�íBkI¾«'XS]BÞXSC�

`�1234567ãY�¨ãJB�B�ÇE�¾��XTU]BBCDE��a

k´¾äE�ãJB\×ÏKÎM´|I¾ãkIÞÞ]K�ÇnGzK�ÙQ

RM_h(ªK³´XS]BÞXSC�

f�JB�ã�ÇE�BÛ�Ï×��KoSÑ$BY�õ�K¡�¢ã�ÇnGzB

�ÙKÓ�ã(Mõ�XS]BÞXSC�

�

kal���z-.KòSp���HI%&B���

��zB-.KòNY�¨K�#MÊ�eEp���HI%&)ãR*BSÏ×`

B�ôRÏK>LXSbÊK)1234567Í��ÎãJRRúB��-.zKò

Sp���HI%&K¡�¢)Y�¨Í��XSC�

S�h��K¶ e�)\�Kqr¾HsX��ãäåÃÄzB�|�)Nt�

`�i�u#34i�u¾AB%JB�Bu��#��uJB�Y�¨B�yKvQ

RSuKWXS]B¾,UC%Bu�HIvu;<B-.wIKu��#Y�¨B

�yKvQRSuKWXS]B¾,UC%Bg\�

�

k�l�xy \z�	��KWXS��Y"�

xy \z�	��KWÎãtlµK9�¢³$QRMFGK¡�¢)ãL>Y�

Í����KxQ%ÎUE�bÊzãJB� ¾º�ÎE�bÊÍ»SMÀãh��

Bðñ��ª1234567KõöXS]BÞXSC�



�

[f�

�

Y�¨Í1234567ÞBõöB�Kã½JY�¾� XSbÊK)ã»×MÀ

¢1234567Ï×î!Eº�¾îE?R�E×E�CJBiãY�¨)1234

567K;Î¢-3Û�c(M)�wÛ�c¾»ÀSî!Í»SbÊÍ»SC�



�

[��

�

kfl�Y�¨Þ1234567Bùúï��

�

I g� Y�¨Þ1234567Bùúï��

ç*�pÕ��#����� �÷#uyU%%)ãêëE����pÕK!ÎM��B&' [} *&' �[

*B�£&	ÞdpBÕÖ¾f(8Maª»Nãh��K9�¢Y�¨KòSÝRÞ©��BpÕ

"d�

1234

567�

Y�¨�

�

�

�	

��

���

xy

 \

� F� � � G� � � �

cÛx��� �bc#xy \�	KûS]B¾,U%BÛx���

#Ûxc)ã1234567K»�%�
� +� �

�� \B��� �� \B��#v���5 f EKÃ�U\¦u��Î

¢�S \),UC%�
� +� �

xy \B��� xy \B��� � � +�

w�B��� 1234567òN³�B»¼Mw�B��� � +� +�

z×u!{;3�  \��ã�	��FGK;XSË�HI����¨Ï×

Bz×ã|}ã!{�B;3�
� +� +�

e�RúBbÊ� +� � �

YÊuË&`;

3�

hÐ5µzK�1QRM��FGKòS;3� � +� +�

e�RúBbÊ� +� � �

wÂ-�� �¤�ãw��zwÂ-�K~í¾�Bp� � +� +�

� /Îãa��[��� ReBwÂ-�ÍY�(RSbÊ� +� � �

�-�� �B-�K~í¾�Bp� � +� +�

�	h`B-.� ^�h`B-.#Y�¨KòS³$%K~í¾�BpH� � +� �

� xy \B�	h`B-.K~í¾�BpH� � � +�

ºø�� v���KÃ�Uºø�� +� � �

� ����¨B��HIµ¶.�®¯UBìâ� � +� �

 \uw�zB

pÕ�

Y�¨BùÀK!XTUY=KòSbÊ#Y�¨KòS�

�ÍWë^EMÀKpÕÍî!KE¼MbÊ]ABC%#R

*ÝBIK9�¢SSTÞ�íC%�

� +� +�

� pÕKÏÏS��Í [ ¤»MN [�� �÷¾�8E�bÊÏ

¡*�pÕ�� ����� �÷#uyU%ç¾�8E�bÊ#e

�S¾,UC%C�

� +� �

� xy \B�wBÑhKW%Sfï¾,UpÕKÏÏS�

�#e�S¾,UC%C�
� � +�

� e�)"dRúBbÊ�

ç§´BÕÖKòN \BÛ����)¼`9�ÞXSb

ÊK)ã*���klB-.¾õöXS]BÞXSC�

+� � �

W���� �=�E½�Ë&z#Ë&; hf�	klKÃ�U¥�

j�ReBj�¾ÞSòíEYè%BW���#R*ÝB

IK9�¢S`TÞ�íC%KòN�� \K�Î�%&¾

�?MbÊKã��¾#`9�XSE�Î¢ä%E?R�

E×E� \ã\6zB&kz�

çe�`KòN \BÛ����)¼`9�ÞXSbÊK

)ã;3¾õöXS]BÞXSC�

+� � �

����¨�B

%&�

Y�¨BùÀK!XTUY=KòNã����¨K%&¾

78MbÊ#Y�¨BWë^E�	�)ã \��KòS

����¨BþUz%�

� +� +�

=/Ð5µ5 �gEBP�B�PHIYÊBì;KûSbÊ � +� +�

e�("dRúBbÊ� +� � �

56¨�B%&� Y�¨BùÀK!XTUY=KòNã56¨K%&¾78

MbÊ�
� +� +�

e�RúBbÊ� +� � �



�

[g�

�

¾Y�@ª�SC�£)ã���[{S�wHI�«wKWXSpÕK�T¾��BÝÞC�

�

k�l��czB«'u³´B�Ù�

h��B�äeãî!K3#¢1234567)Y�¨Ï×��ÕÖ¾?@XSM

ÀB�cHI�cK��XS�?�B«'HI³´¾�ÙXSCY�¨Í12345

67K;Î¢³�ÎM�cHI�cK��XS�?�B�«�#Y�¨K��Í!"

ÎE�]B¾,UC%)XT¢ãY�¨K"XSCM$ÎãY�¨)ã1234567

K;Î¢ãh��Bde¾>'XSMÀKî!E��ªãL>'¶w¾�;ªÛ�Q

ÜSC�

�

kgl��ØuäíY¾�K¡�¢�

�ØuäíY¾��B���B�´K»M¼¢)ã�	
������B\¦L

M¾f(8ã��B�ØuäíYÞÎ¢xQ%Î�]Bª»SÞÞ]Kã�=�ÍÁ

Uã��¨ijKû%S]Bªã�H/�e�+Bî×RS�?FªBî!E¾�K

�S]BÞXSC�

�



�

[{�

�

4���56�&'"()�

�

h��B� _�)ãR*BÞ9N§|Î¢�SC�

&' �� * � , [ h&' �g * a , a[ h�

�

/ÎãR*BbÊã� _��ª»¼¢]ãðñ¾�{^SbÊÍ»SC�

}l�1234567BüÇBW¶ãVHI�bEÄÍOPQR¢9×ôãë^K��¾

äíòíN;B�Ù#��BKä�¾ABC%¾ä¼MK]ÏÏ%×ôãY�¨Í�

�N;klµB³´¾�Sã»S�)ã÷^KNîE�ã(M)N;FGBKä

Í�ïK.×RE�E�ãh��BKäÍ�ÎU67ÞBXQRSÞUC�

[l��5 �� E5 [ "5 [ QàÏ×��)©"5 � QK>LXSÞUC�

bl��NlÎ���_¾ä¼MÞUC�

cl���øGÍ��¾à�XS¨�)Ó�GÞÎ¢��Î¢�SÝÞÍ\×ÏKE¼

MÞUC�

dl���ø�)��øWû¨ÞB�HeKR7QRSTUWû¾ßÎ¢�SÝÞÍ\

×ÏKE¼MÞUC�

�



�

[}�

�

7�89:;<=�&'"()�

�

2+*+�89:;<=�>?@�

�

����¨K!@QRS� )R*BÞ9Nª»SC�

�

}l��5 [f EK9�¢Ä�XS�5 [� E�QK>LXS¨ªE�ÝÞC�

[l�§´¿´HIHk�#�ø �� *��5 [�f QCR*S§¿�TÞ�íC%5 g� E

B=|K>LXS¨ªE�ÝÞC�

bl�§¿�5 g[ EB=|K>LXS¨ªE�ÝÞC�

cl�^�hK9�¢ã�-./0����� #i0Åà#� %S��B³�zTB

12u��3�B����� ¾ßXS¨ª»SÝÞ#h� !" �Z�Z� KÙX·

¸µ¶#R*S·¸µ¶TÞ�íC%B³´_�K9�¢ãdK����� ¾ßX

SÏã����� ·¸µÍ��QR¢�SÝÞÍOøªUSÝÞCE9ãh� 

!" �Z[ZKÙXStlµuxy \�	klµB��_�TK����� Bø|

ÍEQRE�bÊ)ã��K��XS� ¾ßÎE�¨BÎM��K>LÎã��

)��ÞESC%�

dl�·¸µ¶B³´_�BhÏ×^�B`(ªB_�Kã1234567çÏ×�m�

�¾�?¢�E�ÝÞC�

�l��B����¨�)o"XS=©jRúB=©jBÑ'GÞB�KR*BÃÄB

�ôRÏK>LXSWûÍE�ÝÞC�

S��hWû�

R*B�ôRÏK>LXS�¨BbÊCM$Îã9H��)9H�B#4Í.

�H��).�®¯Í"¯�BH�ª»SbÊ),UC�

�l�H�Þ9H�BWûK»SbÊ�

�l�H�¾©#UXS9H�©�BWûK»SbÊ�

`��eWû�

R*B�ôRÏK>LXS�¨BbÊCM$Î�lK¡�¢)ãH�B#4Í.

�H��).�®¯Í"¯�BH�ª»SbÊ),UC�

�l#4BH�B�GÍã�4BH�B�G¾dK��¢�SbÊ�

�l#4BH�B�GÍã�4BH�B�à�¾dK��¢�SbÊ�

 l���B�ì�¾&XSÞBXQRSbÊK)ãL>;<�=>?@AKûS��K

W7XS¨ªE�ÝÞC�

|l��	
�������	������ßF¨�GHBÑ'G�)Ñ'GÍ"X

SY�¨ªE�ÝÞC�

8l��é �B��E�K¡�¢�FB=Lª\�Î¢�SÝÞC�

¡l���Y�oª� ÎMS�	
���������	üá��TB��¨ªE�

ÝÞC�



�

���

�

2+1+�A-�-.�B�&'"0C�

�

h� !" [Z�ZK0¢S��¾�LXSt�z)ã��FGK3#¢:£KÙXSI

{� t�B���£zKWXS!¤T¾òMXÝÞCE9ã��� !¤BOø)ã·

¸µ¶B³´_�Bh¾]¼¢äí]BÞXSC�

�

�



�

�
[�

�

I
{
�
t
�
B
�
�
�
£
z
K
W
X
S
!
¤
�

�
�

S
h
�
�
i
j
B
k
l
m
$

H
I
n
o
p
q
r
s
�
�
�

`
t
l
�
	
�
�
�
�
�

f
 
\
u
\
6
�
�
�
�
�
�

q
v
w
�
�
�
�
�

v
x
y
 
\
z
�
	
�

�
�

�
�

u
h
�
�
i
j
B
k
l
m
$
H

I
n
o
p
q
r
s
�
�
K

î
!
E
!
¤
�

u
t
l
�
	
�
�
�
�
K
î

!
E
!
¤
�

u
 
\
u
\
6
�
�
�
�
�
�

K
î
!
E
!
¤
�

u
v
w
�
�
�
�
K
î
!
E

!
¤
�

u
x
y
 
\
z
�
	
�

�
K
î
!
E
!
¤
�

�
�
�

£
�

&
'
[
a
*
�
R
¤
K
`
À
Î
M
á
T
[
�
�
,
R
e
B
�
�
(
M
)
ã
·
¸
µ
¶
³
´
`
K
9
�
¢
á
T
[
�
�
,
1
¯
X
S
§
|
B
�
�
K
9
�
¢
9
¤

R
e
B
�
£
¾
ß
Î
¢
�
S
Ý
Þ
C
�

�
�

*
�
B
[
l

�
l
B
�
ô
R
Ï

¾
;
<
Þ
Î
M
�
�
i
j
B

k
l
m
$
H
I
n
o
p
q
r

s
�
�
#
h
�
 
!
"
[
Z
�
Z
[

�
�
%
B
�
£
¾
9
¤
R
e

ß
X
S
Ý
Þ
�

*
�
B
[
l

�
l
B
�
ô
R
Ï

¾
;
<
Þ
Î
M
t
l
�
	
�

�
�
�
#
h
�
 
!
"
[
Z
�
Z
�

�
�
%
B
�
£
¾
9
¤
R
e
ß

X
S
Ý
Þ
�

*
�
B
[
l

�
l
B
�
ô
R
Ï

¾
;
<
Þ
Î
M
 
\
u
\
6
�

�
�
�
�
�
#
h
�
 
!
"

[
Z
�
Z
a
�
�
%
B
�
£
¾
9
¤

R
e
ß
X
S
Ý
Þ
�

*
�
B
[
l

�
l
B
�
ô
R

Ï
¾
;
<
Þ
Î
M
v
w
�

�
�
�
#
h
�
 
!
"

[
Z
�
Z
�
�
�
%
B
�
£
¾
9

¤
R
e
ß
X
S
Ý
Þ
�

*
�
B
[
l

�
l
B
�
ô

R
Ï
¾
;
<
Þ
Î
M
x

y
 
\
z
�
	
�
�

#
h
�
 
!
"
[
Z
�
Z
f

�
�
%
B
�
£
#
x
y

 
\
B
í
{
ã
�
ô
R

Ï
9
Â
¶
R
e
B
�
	

¾
ä
¼
M
�
£
%
¾
9

¤
R
e
ß
X
S
Ý
Þ
�

�
�

[
l

v
�
�
B
Â
�
Þ
Î
¢
ã
3
�
�
�
ã
\
¥
�
�
ã
É
Ê
�
�
R
e
#
É
Ê
�
�
ã
�
�
�
�
ã
�
�
�
�
H
I
�
	
�
�
%
�

�
l
�
A
�
å
?
ó
w
r
 
\
ç
[
�
�
)
b
�
u
¦
�
 
\
ç
�
�
ª
ã
¦
Ü
�
×
z
¾
A
B
�
3
�
�
¾
ä
¼
¢
�
S
 
\
�

�
~
�

Y
"
�

=
©
j
z
B
�
I
¨
z
B
�

:
e

�
�
¾
�
¼
M
�
�
B

�
¾
�
£
Þ
X
S
�

=
©
j
z
B
#
G
#
�
I
¨
R
ú
%
Þ
Î
¢
B
�
£
]
ø
À
S
�

P
ß
�

 
¨
�

�
�

�
9
§

h
�
 
�
�
�
¨
�

¾
9
m
R
e
ß
X
S
�
�

ª
»
S
Ý
Þ
�

�

ç
[
æ
�
A
�
å
?
ó
w
r
 
\
	
J
K
¼
ú
K
9
�
¢
ã

v
�
�
�
B
�
�
 
\
Þ
©
5
E
 
\
B
Ñ
'
K
ò
N
W
\
|
j
�
B
�
�
¨
�
ß
c
ª
>
?
@
A
¾
³
�

Î
¢
�
S
]
B
k
�
	
�
�
3
ã
�
w
�
ã
v
w
�
ã
E
©
½
ã
ª
b
ã
ß
?
n
ù
?
A
ã
«
²
¬
b
z
l�

ç
�
æ
b
�
u
¦
�
 
\
	

®
ã
¯
º
?
�
à
�
ã
w
�
Ý
�
E
�
j
5
E
>
?
@
A
¾
#
'
e
K
W
\
|
j
�
B
�
�
¨
�
ß
c
ª
³
�
Î
¢
�
S
]
B
k
�
	
�
=
�

�
ß
²
ã
5
Ê
ó
w
�
°
r
�
�
r
�
?
z
l�
�



�

���

�

2+2+�DEF3G�-.�B�&'"0C�

�

h� !" [Z�ZK0¢S��¾�LXS¥¦§|¨)ã��FGK3#¢:£KÙX

SI }� ¥¦§|¨B���£zKWXS!¤T¾òMXÝÞCE9ã��� !¤B

Oø)ã·¸µ¶B³´_�Bh¾]¼¢äí]BÞXSC�

�



�

�
a�

�

I
}
�
¥
¦
§
|
¨
B
�
�
�
£
z
K
W
X
S
!
¤
�

�
�

S
h
�
�
i
j
B
k
l
m
$
H
I
n
o
p

q
r
s
�
�
B
�
�
ù
ú
¨
k
É
�
ù

ú
¨
l
�

`
t
l
�
	
�
�
�
�
B
�
�

ù
ú
¨
�

f
 
\
u
\
6
�
�
�
�
�

�
B
�
�
ù
ú
¨
�

q
v
w
�
�
�
�
B
�
�

ù
ú
¨
�

v
x
y
 
\
z
�
	
�
�
B

�
�
ù
ú
¨
�

�
�

�
�

B
�

¾
�

7
�

�
*
�
K
Ù
X
©
Â
�
)
¶
�
�
�
B
¾
7
¾
ß
X
S
Ý
Þ
�

© Â � � B ¾ 7
�

*
�
B
[
l

�
l
B
�
ô
R
Ï
¾
;
<
Þ
Î

M
�
	
�
�
�
�
�
�
K
W
X
S
k
l
m

$
H
I
n
o
p
q
r
s
�
�
#
h
�
 
!

"
[
Z
�
Z
[
�
�
%
B
�
£
¾
ß
Î
ã
Ï
¡
ã

*
�
B
�
l

±
l
B
�
ô
R
Ï
B
¾
7
¾
ß

X
S
Ý
Þ
�

*
�
B
[
l

�
l
B
�
ô
R
Ï
¾

;
<
Þ
Î
M
t
l
�
	
�
�
�

�
#
h
�
 
!
"
[
Z
�
Z
�
�
�
%

K
W
X
S
�
�
B
�
£
¾
ß
Î
ã

Ï
¡
ã
*
�
B
²
l�
)
³l
B
�
ô

R
Ï
B
¾
7
¾
ß
X
S
Ý
Þ
�

*
�
B
[
l

�
l
B
�
ô
R
Ï

¾
;
<
Þ
Î
M
 
\
u
\
6

�
�
�
�
�
�
#
h
�
 
!

"
[
Z
�
Z
a
�
�
%
K
W
X
S
�

�
B
�
£
¾
ß
Î
ã
Ï
¡
ã

*
�
B
²
l
�
)
³
l
B
�
ô
R

Ï
B
¾
7
¾
ß
X
S
Ý
Þ
�

*
�
B
[
l

�
l
B
�
ô
R

Ï
¾
;
<
Þ
Î
M
v
w
�

�
�
�
#
h
�
 
!
"

[
Z
�
Z
�
�
�
%
K
W
X
S
�

�
B
�
£
¾
ß
Î
ã
Ï
¡
ã

*
�
B
²
l
�
)
³
l
B
�
ô

R
Ï
B
¾
7
¾
ß
X
S
Ý

Þ
�

*
�
B
[
l

�
l
B
�
ô
R
Ï

¾
;
<
Þ
Î
M
x
y
 
\
z

�
	
�
�
#
h
�
 
!
"

[
Z
�
Z
f
�
�
%
K
W
X
S
�
�

B
�
£
#
x
y
 
\
B
í
{
ã

�
ô
R
Ï
9
Â
¶
R
e
B
�

	
¾
ä
¼
M
�
£
%
¾
ß
Î
ã

Ï
¡
ã
*
�
B
²
l
�
)
³
l
B

�
ô
R
Ï
B
¾
7
¾
ß
X
S

Ý
Þ
�

[
l

v
�
�
B
Â
�
Þ
Î
¢
ã
É
Ê
�
�
R
e
#
É
Ê
�
�
ã
�
�
�
�
ã
�
�
�
�
H
I
�
	
�
�
%
�

�
l
�
A
�
å
?
ó
w
r
 
\
ç
a
�
�
)
b
�
u
¦
�
 
\
ç
�
�
ª
ã
¦
Ü
�
×
z
¾
A
B
�
|
}
R
e
B
�
3
�
�
¾
ä
¼
¢
�
S
 
\
�

&
'
[
a
*
�
R
¤
K
`
À
Î
M
á
T
[
�
�
,
R
e
B
�
�
(
M
)
ã
·
¸
µ
¶
³
´
`
K
9
�
¢
á
T
[
�
�
,
1
¯
X
S
§
|
B
�
�
K
9
�
¢
�
£
¾
ß
Î
¢
�
S
Ý
Þ
C
�

�
l
á
T
(
*
R
e
B
É
�
ù
ú
¨
ç
[
�
B

¾
7
�

�
l
á
T
)
*
R
e
B
�
�
ù
ú
¨
ç
�
�
B

¾
7
�

±
l
É
�
ù
ú
¨
ç
[
(
M
)
�
�
ù
ú
¨

ç
�
B
¾
7
¾
ß
Î
ã
Ï
¡
¨
´
�
#
�

\
f
¾
	

v
H
I
3
4
k
l
%
(
M

)
¨
´
�
#
É
Ê
¨
´
ý
�
f
¾
	
�

\
%
B
�
 
¾
ß
X
S
¨
�

²
l
á
T
(
*
R
e
B
�
�
ù
ú
¨
ç
�
�
B
¾
7
�

³
l
á
T
)
*
R
e
B
�
�
¾
7
�

¶ � � � B ¾ 7
�

*
�
B
a
l

�
l
B
�
ô
R
Ï
¾
;
<
Þ
Î

M
�
	
�
�
�
�
�
�
K
W
X
S
k
l
m

$
H
I
n
o
p
q
r
s
�
�
#
h
�
 
!

"
[
Z
�
Z
[
�
�
%
B
�
£
¾
ß
Î
ã
Ï
¡
ã

*
�
B
�
l

±
l
B
�
ô
R
Ï
B
¾
7
¾
ß

X
S
Ý
Þ
�

*
�
B
a
l

�
l
B
�
ô
R
Ï
¾

;
<
Þ
Î
M
t
l
�
	
�
�
�

�
#
h
�
 
!
"
[
Z
�
Z
�
�
�
%

K
W
X
S
�
�
B
�
£
¾
ß
Î
ã

Ï
¡
ã
*
�
B
²
l�
)
³l
B
�
ô

R
Ï
B
¾
7
¾
ß
X
S
Ý
Þ
�

*
�
B
a
l

�
l
B
�
ô
R
Ï

¾
;
<
Þ
Î
M
 
\
u
\
6

�
�
�
�
�
�
#
h
�
 
!

"
[
Z
�
Z
a
�
�
%
K
W
X
S
�

�
B
�
£
¾
ß
Î
ã
Ï
¡
ã

*
�
B
²
l
�
)
³
l
B
�
ô
R

Ï
B
¾
7
¾
ß
X
S
Ý
Þ
�

*
�
B
a
l

�
l
B
�
ô
R

Ï
¾
;
<
Þ
Î
M
v
w
�

�
�
�
K
W
X
S
�
�

#
h
�
 
!
"
[
Z
�
Z
�
�

�
%
B
�
£
¾
ß
Î
ã
Ï

¡
ã
*
�
B
²
l
�
)
³
l
B

�
ô
R
Ï
B
¾
7
¾
ß
X

S
Ý
Þ
�

*
�
B
a
l

�
l
B
�
ô
R
Ï

¾
;
<
Þ
Î
M
x
y
 
\
z

�
	
�
�
#
h
�
 
!
"

[
Z
�
Z
f
�
�
%
K
W
X
S
�
�

B
�
£
#
x
y
 
\
B
í
{
ã

�
ô
R
Ï
9
Â
¶
R
e
B
�

	
¾
ä
¼
M
�
£
%
¾
ß
Î
ã

Ï
¡
ã
*
�
B
²
l
�
)
³
l
B

�
ô
R
Ï
B
¾
7
¾
ß
X
S

Ý
Þ
�



�

�
��

�

a
l

v
�
�
B
Â
�
Þ
Î
¢
ã
3
�
�
�
�
)
\
¥
�
�
�

�
l
�
A
�
å
?
ó
w
r
 
\
ç
a
�
�
)
b
�
u
¦
�
 
\
ç
�
�
ª
ã
¦
¾
A
B
�
3
�
�
¾
ä
¼
¢
�
S
 
\
�

&
'
[
a
*
�
R
¤
K
`
À
Î
M
á
T
[
�
�
,
R
e
B
�
�
(
M
)
ã
·
¸
µ
¶
³
´
`
K
9
�
¢
á
T
[
�
�
,
1
¯
X
S
§
|
B
�
�
K
9
�
¢
�
£
¾
ß
Î
¢
�
S
Ý
Þ
C
�

�
l
á
T
)
*
R
e
B
É
�
ù
ú
¨
ç
[
�
B

¾
7
�

�
l
á
T
«
*
R
e
B
�
�
ù
ú
¨
ç
�
�
B

¾
7
�

±
l
á
T
9
*
R
e
B
É
�
ù
ú
¨
ç
[
(

M
)
á
T
(
*
R
e
B
�
�
ù
ú
¨
ç

�
B
¾
7
¾
ß
Î
ã
Ï
¡
¨
´
�
#
�
\

f
¾
	

v
H
I
3
4
k
l
%
(
M
)

¨
´
�
#
É
Ê
¨
´
ý
�
f
¾
	
�
\
%

B
�
 
¾
ß
X
S
¨
�

²
l
á
T
)
*
R
e
B
�
�
ù
ú
¨
ç
�
�
B
¾
7
�

³
l
á
T
«
*
R
e
B
�
�
¾
7
�

�
 
�

�
�

��
�
�

9
§
h
�
 
�
�
�
¨
�

�
�
 

j
�
�
u
�
�
ù
ú
¨
ç
��
)
ã
&
'
�
�*
«
,
9
h
`
È
K
9
�
¢
ã
µ
j
t
�
�
)
=
©
j
B
Ñ
'
G
Þ
B
Z
Ã
e
E
�
�
W
û
Í
»
S
]
B
ª
»
S
Ý
Þ
C
t
l
µ
B
³
´
`

K
�
�
W
û
Í
�
�
b
Ê
)
ã
�
�
^


`
(
ª
K
�
�
W
û
K
»
S
Ý
Þ
#
�
�
W
û
K
»
S
Ý
Þ
¾
ñ
¶
X
S
�
µ
z
#
ú
�
µ
J
%
ª
O
ø
X
S
%
C
E
9
ã
µ
j

t
�
�
)
=
©
j
B
Z
Ã
e
E
�
�
W
û
Í
E
�
Ý
Þ
Í
B
\
Î
M
b
Ê
ã
S
·
¸
B
�
1
T
Þ
Î
¢
Ð
N
Ñ
í
C
�

u
µ
j
t
�
K
»
¼
¢
)
ã
e
�
S
B
�
�
ù
ú
¨
ç
�
�
[
m
¾
É
�
ù
ú
¨
ç
[�
Þ
X
S
Ý
Þ
C
�

u
=
©
j
K
»
¼
¢
)
ã
e
�
S
B
É
�
ù
ú
¨
ç
[
�
)
�
I
t
�
K
o
"
X
S
¨
Þ
X
S
Ý
Þ
C
�

u
É
�
ù
ú
¨
H
I
É
�
ù
ú
¨
R
ú
B
�
�
ù
ú
¨
)
ã
Ø
L
ã
�
 
_
�
�
É
ú
#
ç
½
%
Þ
X
S
C
E
9
ã
¹
N
u
º
»
z
B
Y
×
K
ò
N
Ü
B
¾
î
ô
É
�
ù
ú
¨

�
)
É
�
ù
ú
¨
R
ú
B
�
�
ù
ú
¨
¾
-
.
X
S
b
Ê
)
ã
e
�
K
0
¢
S
Ã
Ä
¾
ò
M
Î
ã
Ï
¡
ã
L
Ë
B
¨
Þ
©
z
R
e
B
¨
¾
¥
¦
X
S
]
B
Þ
Î
ã
§
À
1
2

3
4
5
6
7
B
÷
^
¾
î
S
]
B
Þ
X
S
C
�

u
É
�
ù
ú
¨
ç
[
�
)
�
�
�
B
�
�
ù
ú
¨
¾
�
�
X
S
Ý
Þ
Í
ª
U
S
C
(
M
ã
�
�
ù
ú
¨
ç
�
�
)
�
�
�
B
�
�
ù
ú
¨
ç
�
�
¾
�
�
X
S
Ý
Þ
Í
ª
U
S
C
�

u
^
�
_
�
�
)
ã
e
�
S

v
B
�
�
ù
ú
¨
B
í
{
ã
¼
E
U
Þ
]
�
m
R
e
Í
½
�
X
S
j
�
Þ
X
S
Ý
Þ
C
Q
×
K
�
�
ù
ú
¨
Í
½
�
Î
E
�
�
�
K
¡
�
¢
)
ã

J
B
�
�
K
�
/
Î
M
¨
¾
½
�
Q
Ü
S
]
B
Þ
Î
ã
Ì
§
;
3
¾
A
À
e
�
S

v
Í
÷
Ä
Ï
¡
Í
Î
K
ä
%
R
S
½
�
j
�
¾
Ð
S
Ý
Þ
C
E
9
J
E
�
�
Ó
Y
#
½

�
%
b
o
)
ã
�
�
�
�
�
r
�
?
#
9
¾
%
Þ
X
S
Ý
Þ
¾
Z
|
Î
¢
�
S
C
�

ç
[
æ
É
�
ù
ú
¨
Þ
)
ã
5
�
B
�
�
ï
�
K
¡
�
¢
i
j
e
K
É
�
X
S
m
b
B
¨
¾
�
í
C
M
$
Î
ã
x
y
 
\
z
�
	
�
�
�
B
�
�
�
B
�
´
)
ø
À
E
�
C

x
y
 
\
z
�
	
�
�
ù
ú
¨
Þ
�
�
X
S
b
Ê
ã
x
y
 
\
z
�
	
�
�
Þ
J
R
R
ú
B
�
�
Þ
B
Ó
Y
�
Ê
z
¾
\
O
K
�
ï
Î
E
?
R
�
E
×
E
�
C
�

ç
�
æ
�
�
ù
ú
¨
Þ
)
ã
�
�
�
�
B
ù
ú
¨
¾
�
í
C
M
$
Î
ã
x
y
 
\
z
�
	
�
�
ù
ú
¨
�
B
�
�
�
B
�
´
)
ø
À
E
�
C
x
y
 
\
z
�
	
�
�
ù
ú
¨

Þ
�
�
X
S
b
Ê
ã
x
y
 
\
z
�
	
�
�
Þ
J
R
R
ú
B
�
�
Þ
B
Ó
Y
�
Ê
z
¾
\
O
K
�
ï
Î
E
?
R
�
E
×
E
�
C
�

ç
a
æ
�
A
�
å
?
ó
w
r
 
\
	
J
K
¼
ú
K
9
�
¢
ã

v
�
�
�
B
�
�
 
\
Þ
©
5
E
 
\
B
Ñ
'
K
ò
N
W
\
|
j
�
B
�
�
¨
�
ß
c
ª
>
?
@
A
¾
³
�

Î
¢
�
S
]
B
k
�
	
�
�
3
ã
�
w
�
ã
v
w
�
ã
E
©
½
ã
ª
b
ã
ß
?
n
ù
?
A
ã
«
²
¬
b
z
l�

ç
�
æ
b
�
u
¦
�
 
\
	

®
ã
¯
º
?
�
à
�
ã
w
�
Ý
�
E
�
j
5
E
>
?
@
A
¾
#
'
e
K
W
\
|
j
�
B
�
�
¨
�
ß
c
ª
³
�
Î
¢
�
S
]
B
k
�
	
�
=
�

�
ß
²
ã
5
Ê
ó
w
�
°
r
�
�
r
�
?
z
l
�
�

ç
f
æ
É
ú
Þ
)
ã
�
B
�
Y
H
I
�
�
z
K
û
S
n
�
¾
�
ú
Ü
ô
ã
å
`
1
¯
e
K
L
>
�
�
K
û
S
n
�
K
B
�
Ó
Y
Î
¢
�
S
Ý
Þ
¾
�
í
C
M
$
Î
ã
ð
ñ
B

¿
W
�
ã
�
�
¾
^


X
S
(
ª
B
_
�
#
Ä
6
_
�
%
)
É
ú
¾
!
Î
E
�
C



�

�f�

�

2+H+�
IJK�89�>?@�

�

h��)ãh� !" aZ�Zª|ÀS!¤¾òMXµjt�ªÑ'QRS=©jKòN

� XSÝÞ]��ÞXSC�

=©jªh��¾� XSbÊã�It�)ãh��ijBklm$HInopqr

s��ãtl�	����ã \u\6������ãvw����ãxy \z�	

��¾~�eK��XSÝÞC�

�

}l�����¨)ã=©jÞÎ¢��XSbÊã*�B��¾�LXSt�¾\×ÏK

XS]BÞXSC�

�l�h��ijBklm$HInopqrs���

�l�tl�	�����

±l� \u\6�������

²l�vw�����

³l�xy \z�	���

[l�����¨)ã=©jÞÎ¢��XSbÊã�It�¾|ÀãL>�It�Í��u

ðñ®¯U¾äíÝÞÞXSC�It�)ãe� }l��l�h��ijBklm$HI

nopqrs��¾�LXSt�ÞXSC�

bl�����¨)ã=©jÞÎ¢��XSbÊã·¸µ¶B³´_�BhR¤)ã=©

j¾Ñ'XS¨B-.¾øÀE�CM$ÎãÜB¾îE�Y×Í�#MbÊ)ã1

234567)JBY×¾üáBí8ã�ÀB¿|¾XS]BÞXSC�

cl�=©jB�It�HIÑ'G)ãh� !" aZ[Z}lÏ× ¡lBi¢B!¤¾òMX

ÝÞC�

dl���KiÎ¢)ã�It�HIJB�BÑ'GB��HIùúBï�E×IK�I

t�B��¾�BÑ'GÍ�ÁuPÂXSM¾\�ÎMõ|µ¾«'Îã·¸µ¶

ÞÃÜ¢³´XSÝÞC�



�

���

�

L�89�:;'"G�MN�&'"()�

�

H+*+�89���OP���QRS�TUF3V�

�

S��è� � � � � � � � � � � � � � � � 	&' �a * � ,*Ä�

`�dbYö��_�� � � � � � � � � � 	&' �a * � ,*Ä&' �a * g ,�Ä�

f���zKWXSVÅ3�� � � � � � � 	&' �a * � ,*Ä&' �a * { ,�Ä�

q�·¸µ¶B��_�� � � � � � � � � 	&' �a * g ,*Ä�

v������ BOøW¶B/�� � � � 	&' �a * { ,�Ä�

��tlµuxy \�	klµB��_�	&' �a * } ,�Ä�

��¹º�r�� � � � � � � � � � � � � 	&' �a * } ,*Ä�

O�ÁÂ� � � � � � � � � � � � � � � � 	&' �a * } ,*Ä&' �a * [[ ,eÄ�

P���� � � � � � � � � � � � � � � � 	&' �a * [[ ,eÄ�

Q�^�� � � � � � � � � � � � � � � � 	&' �a * [[ ,eÄ�

S�	�§|¨B¿|� � � � � � � � � � 	&' �a * [[ ,eÄ�

T�ðñ¿W� � � � � � � � � � � � � � 	&' �� * [ ,eÄ�

ç�dbYöÞ»%Ü¢W1�c¾Æ�XSÝÞÍªUSCM$ÎãÆ��c)üá|

�B]Bª»Nãh��B� E¤ÞÎ¢³ÙXS]Bª)E�C�

ç�dbYö)§ñ�ÞXSC�&�¾P¡MÀV!K¡�¢)�h_µKòN;3X

SC�

�



�

�g�

�

É
Ê
Á
Â�

������ �	
�������	������� #$��#ÉÊÁÂ	�4J%�

®¯U¬e?#$%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

v���5 f EBº��

v���5 f EKÃ�Uº�B

·¸���

xy \�	klµB³´_�

89OP$WX�� YZ�,[\OP$WX��

xy \�	�£µB³´_�

�è�

ðñ¿W�

���

ÁÂ�

¹º�r��

tlµB��_��

����� BOøW¶B/��

·¸µ¶B��_��

^�u	�¨B¿|ã/��



�

�{�

�

H+1+�89��OP�

�

�Z�Z[�³´µ¶�

������K��XS¨#R*S����¨TÞ�íC%)ãh¤��KûS��

a#M$Îãxy \z�	��K!XS��)A(E�C%¾�1ÎMµ¶#R*

S��µTÞ�íC%ã·¸µ¶HItlµwIKxy \�	klµ¾³´XSC�

e�B��aK)ãh��K!XS#^BÑ¾�#xy \z�	��K!XS

��)A(E�%B [�f ïB [�� K�LXSa¾�1XSÝÞC�

E9ã³´QRM·¸µ¶HItlµ)ã����� BOøãtlµBÁÂRú

K³´¨K�XªÛ�ÎE�C�

�

�Z�Z��·¸µ¶BFG�

S������ Oø·¸µ#5J9�9%�

`�t�B���£#5J9�(%�

çz{ãv¥3ã�×¾��Î¢�MÝÞÍÂ\ªUS�c#ðñµBÇÎã 

�.zãF�ÇÈã3É.z%�

ç.zzªv¥3ã�×¾��Î¢�MÝÞÍÂ\ªUE�bÊ)ã.zzÞ�

ÊªUSd3ÇÈ¾��XSÝÞC�

ç�£ÞÎ¢�1ÎM��KûSðñµBÇÎ¾³´XSÝÞC�

f���ùú¨B���£#5J9�)%�

çz{ãv¥3ã�×¾��Î¢�MÝÞÍÂ\ªUS�c#ðñµBÇÎã 

�.zãF�ÇÈã3É.z%¾��XSÝÞC�

ç.zzªv¥3ã�×¾��Î¢�MÝÞÍÂ\ªUE�bÊ)ã.zzÞ�

ÊªUSd3ÇÈ¾��XSÝÞC�

çtlµB³´`K��WûÍ��bÊ)ã��^
`(ªK��QRS�µz

#ú�µJ%¾��XSÝÞC�

çî!ÞQRS� ¾Â\XSµ¶BÇÎ¾��XSÝÞC�

q��é�KWXS!¤#5J9�«%�

ç�é �KWXS=�¾|ÀM�Lz¾��XSÝÞC�

v���� j�#5J9�½%�

ç.Ê.#��� BMÀB��æÑ%¾��XSÝÞC#ú�µJ%�

��� 4g#5J9�Ò%�

ç*���klµ¾��XSÝÞC#ú�µJ%�

��'��(M)*¸�B§|#5J9�Ú%�

O�î!ÞQRS� ¾Â\XSµ¶BÇÎ#5J9�)K��BÝÞ%�

P�·¸µ¶³´`K��WûÍ��bÊB�µz#ú�µJ%�

Q���¾7Â\µ#5J9�â%�

S�xy \�	�£µ#5J9�4%�

T�=©jª��XSbÊBõ|µBÇÎ�

Ë�Ì Y=>L�BÆÇKî!E�cª»S����Y�¨zOøµ#5J9�[�%�



�

�}�

�

�

�Z�Za�tlµBFG�

����¨Í³´XStlµK)ãh� !"½:ªÙXÉÊÁÂ¾�?SMÀKã

:BY"¾�1XSCE9ã�ÄÁÂ"dzBCDK¡�¢)I [� ¾��BÝÞC�

S�I�#5J(�9%�

`�tl³$�

�l�����¨�BOPKWXS³$#5J(�(�9%�

�l���¨ò�B�eKWXS³$#5J(�(�(%�

±%�	
������BLMK;XS�+�KWXS³$#5J(�(�)%�

²l�3�\�¾�ÏÎMvw��KWXS³$#5J(�(�«%�

³l���\�HI�Nã \¾�ÏÎM�	��KWXS³$#5J(�(�½%�

Íl�j5E��Ke��ÅB³�KWXS³$#5J(�(�Ò%�

Îl�×Ø���B-�KWXS³$#5J(�(�Ú%�

Ïl�3�uv�ÞB12)�KWXS³$#5J(�(�â%�

Ðl�����¨zB�i¾OPXS��®�KWXS³$#5J(�(�4%�

Ñl�Ì§`HIRå`B;3KWXS³$#5J(�(�[�%�

Òl�½JY�KWXS³$#5J(�(�[[%�

Ól�xy \B�	KWXS³$#5J(�(�[�%�

E9ã�	������^
Ë*�Ï×� ÎE�³$Y"K¡�¢)ã^


*,¾�1XSÝÞC^
*,B�1BE�³$)Ë*�Ï×� XS]BÞX

SC(Mãtl³$Kò¼¢\k�í¾-.XSbÊK)ãîôfBN;³$]

äíÝÞC�

f�N;³$#5J(�(�[a%�

��B�bEÄÞÎ¢ÙQRMÐ5µK;XSN;³$¾äíbÊã³$¾ä

íFG¾\OKÎã³$¾äí�=ã³$BFGu�íã³$KòSVB���

e�¶�)¾�BGH�¶#»S�)JB34%¾×jeKÙXÝÞC�

(Mã\k�íÍ-.ÞES³$¾XSbÊK)ã>L�ÂÞ-.�íã-.

Í��E�=ãtl³$ÞBW1Í»SbÊ)>LUo¾JR#RÙXÝÞCN

;³$ª-.¾³$ÎM�íRú)ã�ÙÎ¢�S�íKÃ�U��¾äíÝÞC�

�

�Z�Z��xy \�	klµ�

5J)Sxy \�	klµT¾³´XSC�

�

�Z�Zf�¹º�r�B� �

}l�tlµKWXS¹º�r��

¹º�r�ª)ã� 4g9òItlµK�1QRMY"K¡�¢VÅ3�¾äíC

(Mã¹º�r�KòNã³$Í�d��EFGª»SÏ¾OøÎãÁÂ"dBîÈ

K_`QÜSC�

º� � bo	1234567�

à� � _�	�È/��



�

a��

�

%� ¹º�r�`�	�È/��

å� ´Ô¨	É�ùú¨B´Ô¾î�ÞÎã��ùú¨B´Ô]øÀSC�

�

�Z�Z��^�K»M¼¢B��Y"�

}l�^�)ã��¨�)JB���¾m{H%Ü¢äíCM$Îã��¨�)JB��

�Ím{H%E�bÊ)ã��Y�KWûBE�nG¾m{H%Ü¢äíC�

[l���¨�)JB���)ã̂ �`Õ�K9�¢)ã̂ �bK�bXSÝÞ)´ÔE

�C�

bl���¨�)JB���)ã̂ �bK�bÎòíÞXSÞU)ã��WûnGB@À

K3#����� ¾Â\XSµ¶ãûïÂ\µ�)����KWXS�úÕ¾³

Ù�)³´ÎE?R�E×E�C�

cl���¨�)JB���)ã���)ã�´��äÖ�Le1234567çÍ\K

ÜB¾îE�Y×Í»SÞøÀMbÊB×Ïã^�b¾ØbXSÝÞÍ´ÔE�C�

�

�Z�Zg�JB��

}l������ BOøHItlµBÁÂ)ã·¸µ¶HItlµB�c³´_�Bh

¾]¼¢äí]BÞXSC�

[l�·¸µ¶HItlµB�c«'HI³´KûS��)ã³´¨B��ÞXSC�

bl�1234567)ã³´QRM·¸µ¶HItlµB�c¾ã����� BOøã

tlµBÁÂRúK³´¨K�XªÛ�ÎE�C�

cl�³´QRM·¸µ¶HItlµB�c)ãlmÎE�C�

dl�³´_�R¤K9?S·¸µ¶�)tlµB�cÙÎÁ8HI'³´)øÀE�C�

�l�	�¨)ã5J9�9D#5âz%B#�XKÙXË�XBÇÎz¾³´XS]B

ÞXSCCD)5J9�9D¾��XSÝÞC�

�



�

a[�

�

]���	
���^��'"G^_3'"�`�ab�cd��e���

	
���^��'"G�_3�&'"()�

�

Y�¨B¿|)ãÉÊÁÂ4JKòS]BÞXSCE9ãh��KûStlµHI�

�� FGBÆÇuÁÂ)ã1234567ÍäíÍãÚb�¾OPXSMÀã56¨

BßF¨ªÑ'QRS�	
�������	������ßF¨�GHB�Y¾

ÛÐÎãÁÂ¾äí]BÞXSC�

E9ãY
Kãxy \�	klµ¾³´Îã	��ãv���5 f E5 [ "KÃ

�U�� \B\¦��º�·¸¾ä%E?R�E×E�C�

�

f+*+�(-G_3�g�h@�%�ab)��,3�

�

Y�¨¾¿|XSMÀBÁÂ)ã³´QRMtlµBFGÍh��BdeuLMKÜ

¼¢�ä��E]Bª»SÏ#ÃÅ"dÆÇ%ã(Mã�¶eE]Bª»SÏz#�È

"dÆÇ%K¡�¢äí]BÞXSC#h� !"I [� ¾��BÝÞC%�

�

fZ[Z[�ÃÅ"dÆÇ�

ÃÅ"dÆÇK9�¢)ã����¨ÍtlµK�1ÎMFGÍãh� !"I [�

BÃÅ"d¾òMÎ¢�SÝÞ¾OøXSCi¢òMÎMbÊ)ÃÅÈ f� È¾�7Îã

9¡ª]òMÎ¢�E�bÊ)Ý ÞXSC�

�

fZ[Z���È"dÆÇ�

ÃÅ"dÆÇªÊ ÎM����¨K;Î¢ãh� !"I [� B�È"dK¡�¢

ÆÇ¾äí#�´Èk [ff È%C�

56E�� \B����Þxy \zB�	¾#'eKäíÝÞÍî!ª»Nã

>?@AEÄ#V%B�eÜ����¨B�:�i¾OøXSÝÞ¾deÞÎ¢�SC

E9ã³$FGK¡�¢)ã×j�ã�d�Í»NãL>��K9�¢ë^Ï¡�¶

eE]Bª»SÏzãÞL�K¡�¢ÉÊeEbÈÏ×ÆÇÎîÈ¾78SC��´

ÈB�
)>?@ABVB�eBbÈÏ×ß!�K3#¢¥ÈÎ¢�SC�

�



�

a��

�

I [�� ÁÂ"dHIîÈ¥ï�

"

d�
�ï�

"

-
ÁÂ"d�

îÈ¥ï�
5J�

ÃÅÈ� �´È

S�

Ã

Å�

"

d�

Æ

Ç�

��=/�

�

9%� j��
[

���B��EÄÍ��QRSj�ª»SÏ�

#=©jª��XSbÊã�It��)¨ÞÑ'GB12

Í��Ej�ª»SÏ%�

��[�� à�

5J�

[���

[�{�

� ³$QRMFGÍ�d��Ej�ª»SÏ� ��[�� à�

(%��K;XSø

F�

a
���	��Bde¾�+ÎãkleE��B� Í=8

×R¢�SÏ�
��[�� à�

�
h��¾O�K� XSMÀBÃheE4gÍ\OÞE¼

¢�SÏ�
��[�� à�

)%däÃÄ�ì²

BVBOPB�è�
f

���B³$FG)ã1234567B!@EÄ#� !

"[ZaZ[�HI[ZaZ�%ÍOPQR¢�S]BÞE¼¢�SÏ�
��[�� à�

5J�

����[�

�

����[a

`�

�

È

"

d

Æ

Ç�

tl³$�

�

9%����¨�B

OP�
�

*�HIx�_}ÞB����¨�K9�¢d�ÞXS�

���¨�¾\|BeãJB����¨�OPK�?ã×

j�ã�d�Í»NãL��ÞÎ¢ÞL�B»S³$ÍÙ

QR¢�SÏC#d�
Þ×j�u�d�uÞL�BÊk

¾]¼¢ÁÂ¾äíC%�

à� �[f�
5J�

����[�

�

�

(%��¨ò�B

�e�

�

g

�

ºr°?sKòSò�#SòãÜÜòT%#�%K

9�¢ãd�ÞXS*�HIx�_}ÞB����¨Bò

�¾\|BeãJBò��B�eK�?ã×j�ã�

d�Í»NãL��ÞÎ¢ÞL�B»S³$ÍÙQR¢�

SÏC#d�
Þ×j�u�d�uÞL�BÊk¾]¼¢

ÁÂ¾äíC%�

�

à�

�

�[f�

�

5J�

������

�

)%�	
���

���BLMK;

XS�+��

{

h��B� Ü��ãæ�K¡�¢�+�ÍÁUãh��

Ba�B�eK�7XSÐ.K¡�¢ã×j�ã�d�Í

»NãL��ÞÎ¢ÞL�B»S³$ÍÙQR¢�SÏC

(Mã����¨�Bh��B��zK¡�¢B�+¡�

BMÀBÐ.K¡�¢ã×j�ã�d�Í»NãL��Þ

Î¢ÞL�B»S³$ÍÙQR¢�SÏC�

à� �[��
5J�

����a�

�

«l3�\�¾�Ï

ÎMvw���
}

h��Bv�ã�èáãIbz¾f(8ãö÷®,Þ�ø

Î¡¡��FB½��Nz¾)�ÎMa�B»S¦pIÜ

HIBù´K¡�¢ã×j�ã�d�Í»NãL��ÞÎ

¢ÞL�B»S³$ÍÙQR¢�SÏC�

à� �[��
5J�

������

� ½l��\�HI�

Nã \¾�ÏÎM

�	���

[�

h��B&'�wBæ�¾��QÜSMÀB����4�

K¡�¢×j�ã�d�Í»NãL��ÞÎ¢ÞL�B»

S³$ÍÙQR¢�SÏC�

à� �[��
5J�

����f�

�

Òlj5E��Ke

��ÅB³��
[[

h��B� Ü��ãæ�¾f(8ã(Mh��B56E

�Nz¾)�ÎMàìrsuäYz��Ke��ÅBÂ

¶u^í�Þ����Bd�¾\|BeãjUB����

¨Í��ãj7ã.rªUS½�ã��_äzKWXSj

5EàìrsuäYz��Ke��ÅB� K¡�¢ã×

j�ã�d�Í»NãL��ÞÎ¢ÞL�B»S³$ÍÙ

QR¢�SÏC�

à� �[��
5J�

������

�

Ú%×Ø���B-

��
[�

nA��ØÓ¤�Ü�?ÅL?pºA�A¤�Bd�¾\

|Beãh��Í³�XS>?@AFGÜ��Ba�zK

WXS�Ø¢Yu×ØB���K¡�¢ã×j�ã�d�

Í»NãL��ÞÎ¢ÞL�B»S³$ÍÙQR¢�SÏC�

à� �[��
5J�

���g�

�

â%3�ÞB12)

�uv�ÞBõª)

��

[a

ö÷½âjÜöãã3�Ë�zWûæWÜWû¨ÞB12

j�ãõ�j�BÑ�K¡�¢ã×j�ã�d�Í»Nã

L��ÞÎ¢ÞL�B»S³$ÍÙQR¢�SÏC(Mã

Ò�rßÓºÜ&äåøjÞB124 HIÒ�rßÓº)

�B-�u1¯K¡�¢ã×j�ã�d�Í»NãL��

ÞÎ¢ÞL�B»S³$ÍÙQR¢�SÏC�

à� �[f�
5J�

����{�

�

4%����¨zB

�i¾OPXS�

�®��

[�

h��B\�¾f(8Meªã����¨B�iu�:¾

OPXS \��HI�	��K¡�¢×jeª�d�ã

ÞL�B»S³$ÍÙQR¢�SÏC(Mãæ"3ÉÜh

��B\�¾f(8Meªãç?�zãè¬szªBé�

ô?>²�êàr;3K¡�¢ã×jeª�d�B»S³

$ÍÙQR¢�SÏCQ×Kã��A��¬#nGã¼`

nGãº²ôàsãJB�WûÓY¨%KWXSYÊ¾ñ

à� �[f�
5J�

����}�



�

aa�

�

�KCëÐ.K¡�¢ã×j�ã�d�Í»NãL��Þ

Î¢ÞL�B»S³$ÍÙQR¢�SÏC�

�

[�%Ì§`HIRå

`B;3�
[f

×jeEÌ§Yè¾Z|Îãd�eÏ¡�¶eE; Í³

$QR¢�SÏC(Mãs�ì²`ÜÌ§`K÷ÄK;3

ÎãÏ¡í&¾î�QÜE�MÀBj�ã; K¡�¢ã

×j�ã�d�Í»NãL��ÞÎ¢ÞL�B»S³$Í

ÙQR¢�SÏCQ×Kãêë_K9�¢ãïôÌðBM

ÀBj�Ñ�]AÀM;3 K¡�¢ã×j�ã�d�Í

»NãL��ÞÎ¢ÞL�B»S³$ÍÙQR¢�SÏC

à� �[f�
5J�

����[�

�

[[%½JY�B³$� [�

½JY�B� FGK¡�¢��Bdeua�B�eBb

ÈÏ×ã×j�ã�d�Í»NãL��ÞÎ¢ÞL�B»

S½JY�B4�ÍÙQR¢�SÏC�

à� �[��
5J�

����[[

�
[�%xy \B�	

KWXS³$�
[g

����¨ÒñòóôB�eK�?M�	K¡�¢ã×j�ã�

d�Í»NãL��ÞÎ¢ÞL�B»S³$ÍÙQR¢�

SÏC�

à� �[��

5J�

����[�

5J a�

� ÓÔB� 4�K;XSN;³$�

� 9%���B�bE

Ä#däÃÄ%ÞÎ

¢ÙQRMÐ5µ

K;XSãN;³$�

[{

VB��u�eKWXS³$Í»Nã� K¡�¢×je

E4�Í\�QR¢�SÏC(MãJR×¾� ��Ej

�ª»SÏC�

à� �[��
5J�

����[a

ÊkîÈ� �f�� �[ff �

�

�



�

a��

�

f+1+�(-G_3�g�h@�abij�

�

fZ�Z[�Y�¨B¿|4��

}l�����¨)ãSÂ THIStlµT¾]¼¢��¾Îã§¿�5 g} EB=|K

Ã��¢«'QRM§|Â B��B�?Fª��ÎM]BBí{ã*� �l�ÉÊ

ÁÂB4�Kò¼¢î×RM�
#R*SÁÂ
TÞ�íC%B�]Á�¨¾	�¨

ÞXSC�

M$Îã	�¨ÞESTU¨B��Â Kò¼¢)ãJB¨KòNL>ðñBF

GKëÊÎMKäÍEQRE�9JRÍ»SÞøÀ×RSÞUã�)JB¨Þðñ

¾¿WXSÝÞÍ�ìEÐ0Bõö¾ôXÝÞÞES9JRÍ»¼¢ã�ÎUWë

Lª»SÞøÀ×RSÞU)ã§|Â B��B�?FBÂ ¾]¼¢��ÎM�

B¨Bí{ãÁÂ
B�]Á�¨¾	�¨ÞXSÝÞÍ»SC�

[l�	�¨ÞESTU¨B��Â Í§¿�5 {f EKÃ�U�ÇÃÄÂ #§|Â 

K [� ïB � ¾µ#¢îMa%¾*ÌSbÊ)ã§¿�5 {� EB�Ç¾äí]BÞ

XSC�

bl�e�K9�¢ãÁÂ
B�]Á�¨Í(�Re»SÞU)ã>L¨KU#¾0ÏÜ

¢	�¨¾¿ÀSC(Mã��¨�)JB���ÍZÃU#¾0UÝÞÍªUE�

ÞU)ã��÷äY�KWûBE�nGÍÝRK�%¼¢U#¾0UY�¨¾¿|

XS]BÞXSC�

�

fZ�Z��ÉÊÁÂB4��

k[l�ÁÂ
B´´4��

ÁÂ
B´´4�)R*BÞ9NÞXSC�

³´QRMµ¶KûSh� !"I [� KòNî×RM¨´ÁÂÈÞL>��¨Ï

×@À×RSÂ ÁÂÈBÊk
#ÁÂ
%¾]¼¢äíC�

#ÁÂ
%ø#Â ÁÂÈ%ù#¨´ÁÂÈ%�

k�l�¨´ÁÂÈB´´4��

tlµBFGK3#ãh� !"I [� BÁÂ"dÁKÁÂ¾ä�ã̈ ´È¾78SC�

E9ã¨´ÁÂÈB�ÁÈ�) �� ÈÞXSC�

#¨´ÁÂÈ%ø��ú#¨´È%�#¨´ÈBòÈ%�

E9ãh��K9?S¨´ÈBòÈ) ��f È#ÃÅÈ f� Èù�´È [ff È%ÞXSC�

kal�Â ÁÂÈB´´4��

Â ÈBÁÂ4�)R*BÞ9NÞXSC�

#Â ÁÂÈ%ø#Â È%ú#9�#��Â %�#§|Â %%�

E9ãÂ È) a� ÈÞXSC�

k�l�ÃÅ"dÆÇBÁÂ4��

ÃÅ"dÆÇK¡�¢)ã��Í� ��E�bÃÄ¾ÙXI [[ BÁÂÃÄ¾òM

Î¢�SÏKò¼¢ÁÂXSC�

�

�



�

af�

�

�

I [[� ÃÅ"dÆÇBÁÂÃÄ�

�ï� ÁÂ"d� ÁÂÃÄ�

� j��

���B��EÄÍ��Q

RSj�ª»SÏC�

#=©jª��XSbÊã�

It��)¨ÞÑ'GB1

2Í��Ej�ª»SÏ%�

³$XS�	FGK;Î¢³$XSn��ïu��

Íë^K\ÙQR¢�SC#5J9�½%�

³$QRMFGÍ� ��

Ej�ª»SÏC�

³$XSn��ï}ÞK¡¢`�ã¡h¾=ûÎM

üª`�B\|Íä%R¢�SC�

d3j�HIêë_Bd3¾�ÔXSh�zBj

�#ùúj�ãd3j�%¾AÀë^K\ÙQR¢

�SC#5J9�½%�

�

��K;XS

øF�

h��Bde¾�+Îãkl

eE��B� Í=8×R

¢�SÏC�

*���kl#5J9�Ò��%K�1QRM��

FGÍãÐ5µK|ÀS��FGÞëÊÎ¢�SC

h��¾O�K� XSM

ÀBÃheE4gÍ\OÞ

E¼¢�SÏC�

tlµK�1QRM� 4gÍÐ5µK|ÀSÃ

h4gÞëÊÎ¢�SC�

däÃÄ�ì

²BVBOP

B�è�

���B³$FG)ã!@E

Ä#h� !"[ZaZ[HI

[ZaZ�%ÍOPQR¢�S]

BÞE¼¢�SÏC�

Ð5µK|ÀS� !ý¾òQÜS��B��

�£ã��ùú¨B��¾7B\ÙÍ»NãÝR×

¾f(8M5J(�(�9(�(�[aB³$F

GK¡�¢�d�ÍÁ�]BÞE¼¢�SC�

kfl��È"dÆÇBÁÂ4��

�È"dÆÇ)R*BÞ9NÞXSC�

�È"dÆÇBtl³$Bí{ã~�eEVKWXS³$"dK¡�¢)ã³$Î

M�
#d�
%ÞJB�d�K¡�¢ãJR#RÁÂ¾ä�ãJBÊkÈ¾ÁÂÈ

ÞXSCM$Îã�d�ÍþÎ�bÊ)d�
ÍÁU¢]�´ÎE�#DÈ%]BÞ

XSC�

e�RúB�È"dÆÇ)ã³$FGK;XS×j�ã�d�ã� j�ÞB5Ê

z¾ÉÊeK�$Î¢ØLÞÎ¢h� !"I [� B)��ÁÂKÃ��¢ÁÂXSC�

I [�� �´"dÆÇK9?SÁÂÃÄÞÁÂû��

ÁÂÃÄ� ÁÂû��

��
ijeK�RM³$ÞE¼¢�SC�)\KÁUÁÂXTU³$ÍEQR

¢�SC�
¥Èú[Z���

a�
#|B¥ûÜ��ÍEQR¢9NÁÂªUSÍã\K�RM³$)EQR

¢�E�C�
¥Èú�Zf��

�� \KÁÂXTU¥ûÜ��)Y×RE�C� ¥Èú�Z���

�

fZ�Za���Y"�

Y�¨Í¿|ÎMÞU)ã��EUãY�¨B�m�ÎU)mnã	�aãY�

¨B¿|B�=wIK³$QRMFGBí{×jeE� j�HI� 4�B]!K



�

a��

�

¡�¢�IXS]BÞXSC�

�

f+2+�kl�89K(-Gm_3n�oh�pq�r�s?�>?@�

�

ËÌB��ª§|Â B��B�?Fª��ÎM¨Í�E�ÞU)ãZ{K'�B��

¾äíÝÞÞÎãÝRKò¼¢]E9	�¨ÞESTU¨Í¿|ÎE�bÊ)ã��E¤

¾YZÎã'��è��K�XSÝÞÞXSC�

'�B�èKò¼¢]	�¨ÞESTU¨Í¿|ÎE�bÊã(M)��B� Kî!

E_�ÍOPªUE�zãÜB¾îE�bÊ)ã�ÈãL>��B� 4�¾üáu� 

XSÝÞÞÎãJBüáW¶HI�=¾�IXSÞÞ]Kãe�����zý��GH#R

*Sý��GHTÞ�íC%KØèXS]BÞXSC�



�

ag�

�

t���	
����&'"uv���wx�&'"yz�{|�&'"(

)�

�

ÓÔB� ÕÖKWXS×Ø)ã���9(«(BÞ9Nª»SC�



�

a{�

�

}�(-G�~� �"��mK$"�����&'"()�

�

�+*+��,�

�

���9SJ!�� \#�Tã���( J!��w#�+ã���)Sxy \#�T

KòSC�

�

�+1+�,��

�

}l�Û�ªUS\6K¡�¢)ãh��KWûXS�wu\6i¢ÞXSC�

[l�h��K�ü¾ÔQE��?K9�¢ãY�¨) \FKh��Kî!Eæ�u\

6z¾�{�BÝÞÍªUS]BÞXSÍã�{�@$æ�u\6K¡�¢)ë^E

��¾äíÝÞC�

�



�

a}�

�

��(-Gm���	
���^��'"����������&����

��n@z�'#$()���^���r�s��`��0��E��e

���	
������o>����������`������(-

Gm��#$�E�&'"()�

�

�+*+�z��>?@�

�

{Z[Z[�� klµBõöÞ÷ø�

���ÒS=/Ð5µTKòSC�

{Z[Z����ùú¨HI��BWû¨�

���ÒS=/Ð5µTKòSC�

{Z[Za���Øèµ�

���ÒS=/Ð5µTKòSC�

{Z[Z��üÇuýþj��

Y�¨Ï×BØè¾�?SK»MNã�ÇnGzBüÇuýþj�):BÞ9NÞ

XSC�

k[l��ÇnGz�

S�É��ÇnG�

�	
������Y�oç�

`�Jú�ÇnG�

�	
��������Y�o�Çu�VOPvç#�I%�

�	
��������Y�oÉ�vç�

f��ÇnG�

�	
��������Y�oÉ�v¾�ûç�

�	
������Y�o��v��ûç�

�	
������Y�o�Çu�VOPvtlûç�

k�l�üÇuýþj��

}l�Y�¨)ã��¿À�K�ÇnGz�1�XSÝÞC�

[l�Y�¨Ï×B1�¾�?MbÊK)ã�´��äÖ�Le1234567çÏ×ú

	QRMnG)ðñ.µKÃ�U��KäBüÇ¾äí]BÞXSC�

�

�+1+��� �¡¢�

�

}l��ÇnGz)ãY�¨KòS��BëìÏ¡O�E� ¾OPXSî!Í»SÞø

ÀS`)ãY�¨K;ÎãL>����BÕÖKWÎî!EØè¾@Àã�)Y�¨

BY�ozKm{�Nã��B� ÕÖ�)��ãµ¶JB�Bw¤¾üÇÎã�Î

U)Wû¨KV!XSÝÞÍªUSC�

[l�m{�NüÇ¾XS�ÇnGz)ãüÇz¾äíiK)ãL>üÇzÍ�5 �� E5

[ "KÃ�U]Bª»SÝÞ¾Y�¨K\ÙXSÞÞ]KãJBûï¾ÙXÂ\µ¾

2
ÎãWû¨K³ÙXS]BÞXSC�



�

���

�

�

�+2+�£|�>?@�

�

�ÇnGz)ãY�¨KòS��Bë^Ï¡O�E� ¾OPXSMÀKî!Í»S

ÞøÀSÞU)ãY�¨K;Îãî!Eï¦¾ÞSTUÝÞ¾�ÙªUS]BÞXSC�

(Mãe�Kò×ôã��BüÇuýþK9�¢��BVBb*K¡EÍS!�È¾

OøÎMbÊ)ãJBbª�Ù¾äíÝÞÍªUS]BÞXSC�

�

�+H+�����¤�

�

Y�¨)ãh��KWÎ¢�ÇnGzÍ^ÙÎM×Øz#��BY�z¾,U%HI

���ä|�ª«'ÎM³´wzKWXS×Ø¾�Î¢)E×E�]BÞÎãJBM

ÀBî!Eï¦¾óôSÝÞCY�¨#JB¨Í��ª»SbÊK»¼¢)ãJB�G%

�ÎU)JBnGJB�h��KÓYÎ¢�M¨)��e�NîMéê¾×Îã�)

��Î¢)E×E�CÝR×B¨Íéê¾×Îã�)��ÎMbÊK)ã�5 f� E

KòNKLBë�Í»SC�

�

�+f+�¥¦yz�r�s?�

�

���ÒS=/Ð5µT5Ú�KòSC�

�

�+§+����c¨$©9-Gm��#$�E�

�

{Z�Z[���B^
HI���

}l�Y�¨)ã¿WQRMhðñK|À×RM��^
hKãO�Kh��¾^
ÎE

?R�E×E�C�

[l�Y�¨)ãÜB¾îE�Y=KòNãh��¾��ÎòíÞXSÞU)ã§À12

34567B÷ø¾�?E?R�E×E�C�

�

{Z�Z���ìEÐNÑ��

}l�Y�¨)ãh��B� K»M¼¢ã����¨¾Ê�eE�=EU��Î¢)E

×E�C�

[l�Y�¨)ã����¨BÐNÑ�K¡�¢ã½×Íäí�BY�K9?S��Bß

�zKòN��Î¢)E×E�C�

�

{Z�Za��zB��B���

Y�¨)ãh��K9�¢ã�z¾�?ÐSÝÞ�)78SÝÞ¾Î¢)E×E

�CM$Îãxy \z�	��ÞÎ¢äíbÊE�ã1234567Ï×º�z¾

�?M��¾äíeªî!EbÊ¾,UC�

�



�

�[�

�

{Z�Z����B���

Y�¨)ãh��¾� XSK»MNë�¾�?SWû��z¾��ÎE?R�E

×E�C�

�

{Z�Zf��i���

Y�¨)ãh��KÓYXS¨Büª�i��KWXSü���K¡�¢)ãùú

¨¾|ÀãWû��KÓ¼¢ä%E?R�E×E�C�

�

{Z�Z����u��µ¶z�

Y�¨)ã� *�ÁKh��KWÎ¢«'ÎM��ÜHkKWXS��µ¶¾ã

h��¾¿ÀÎã�)��ÎMhB"XS*�Bé*�Ï×[´Î¢ f *�P�ÎE

?R�E×E�C�

E9ãäåæWBPßXS×ØB�^KWXS�PB5 � EKÃ�Uäå_µB^

Ù¸@ÍEQRMbÊã©�5 f EKÃ�UW^Ù×ØBOø¾ä¼Meªã5 � E

KòSfï^ÙÜ5 g EKòS�yeB�=KòS�íe^Ù¾OøÎã^Ù4�¾

\×ÏKÎã5 } EKÃ�UY�õ�eB67JB�ìLE�=Í»SÞU¾,Uã

^Ù¸@B»¼MhÏ× a� hRFK×Ø¾^ÙXSî!Í»SCJBMÀã̂ Ù¸@

B;<ÍY�¨BPßXS��u��µ¶zBbÊãY�¨)ã×Ø�^KÎÜÏK

;3ÎE?R�E×E�C�

�

{Z�Zg���B���

Y�¨)ãØLÞÎ¢hðñKÃ��¢�#M��Bif(M)#f¾56¨K�

�Î¢)E×E�C�

�

{Z�Z{��� �B!"z�

h��B� Í56¨B\º�ã�«�JB�B��K�(XSÞU)ãY�¨)ã

JBùúK9�¢ãî!Eï¦¾ó#E?R�E×E�C�

�

{Z�Z}�#$e%&�

h��¾äíK¡U�#M%&#h� !"4:K�1ÎM%&¾,UC%K¡�¢

)ãY�¨ÍJB��¾��XSCM$ÎãJB%&Bí{ã1234567BùK

!XTUY=KòN�#M]BK¡�¢)ã1234567Í��XSC�

�

{Z�Z[��'��(M)*¸�BÐNÑ��

}l�Y�¨#=©j¾ABC%)ãh��B� KLMNãJBif¾#�Î¢'��

Î¢)E×E�C�

[l�Y�¨)ãh��B� KLMNãJB#fK¡�¢'��¾äíbÊ)ãØLÞ

Î¢§ÀtlµK9�¢ã'��KWXSY"#'���BËoumnã'��X

S��B�?ã'��(M)*¸�¾äíÝÞBÊ��HIî!�ã'���B�

�Kä��wIKØèÛxJB�����B4�%K¡�¢�1ÎE?R�E×E



�

���

�

�C�

�

E9ãh��K9?SJMSfï¾'��XSÝÞ)ªUE�Ch��K9?SJ

MSfï)ã:BÞ9NÞXSC�

�

u��K9?SÉÊeklm$ã���ä��ã�bcBx�HI»�ã¦§uË

&`Bà���ã���®�B¿|HI�	������Kä¨ÞÎ¢B�¿e

E��¿|¾äíMÀB¨´eBXz�

�

bl�Y�¨)ãhðñ¿W�ÜB¾îE�Y×KòN'��¾äíbÊK)ã'��K

WXSY"¾\×ÏKÎMí8ªÉ��ÇnGB÷ø¾�?E?R�E×E�C�

cl�Y�¨)ãe� [lHI blKòN'��¾äíbÊK)ãY�¨Í1234567

K;Î¢�í �¾ë^KKäXSMÀã'���BY�¨K;Îãh� !" {Z�Z

HI {Z�ZK=|XSY"JB�BY"K¡�¢î!Eï¦¾ó#QÜSÞÞ]Kã

'���Ï×î!EØè¾ÛxXSÝÞÞXSC�

dl�e� [lÏ× cl(ªKÃ�UãY�¨Í'���BY�¨K��¾� QÜSbÊ

)ãXT¢Y�¨BùúK9�¢äí]BÞÎã'���BY�¨BùÀK!XT

UY=K¡�¢)ãY�¨BùÀK!XTUY=Þ�EÎ¢ãY�¨Íùú¾�í

]BÞXSC�

�

{Z�Z[[�ðñ+,�

1234567)ãY�¨Í:B�ôRÏK>LXSÞU)ãðñ¾+,XSÝÞ

ÍªUSC�

}l��5 �� E5 [ "5 [ QàÏ×��)©"5 � QK>LXSÞUC�

[l��NlÎ���_¾ä¼MÞUC�

bl���øGÍ��¾à�XS¨�)Ó�GÞÎ¢��Î¢�SÝÞÍ\×ÏKE

¼MÞUC�

cl���ø�)��øWû¨ÞB�HeKR7QRSTUWû¾ßÎ¢�SÝÞÍ

\×ÏKE¼MÞUC�

�

{Z�Z[��ðñ+,`BÐNÑ��

}l�e� {Z�Z[[ K>LÎãðñ¾+,ÎMbÊK)ã1234567)Y�¨K;Îã

L>+,Bh(ªKL>>?@A¾ðñKÃ�U� ÎM_�KÏÏS���¾�

ÛXSC�

[l�ÝBbÊãY�¨)ãðñaÏ×e� }lB���¾�,ÎMaB [�� ïB [�

K�LXSa¾�ñÞÎ¢1234567B�|XS_�K»�ÎE?R�E

×E�C�

bl�1234567)ãY�¨Í
"B=|KòSa¾1234567B�|XS_

h(ªK��%E�ÞU)ãJB���_�BéhÏ×[´Î¢���B»¼Mh

(ªBh�K3#¢ã* [�� ïB f B�Êªk´ÎMa¾á�ÞÎ¢»�QÜ



�

�a�

�

SÝÞÍªUSC�

cl�1234567)ãðñB+,HI�ñBÛx¾Î¢]E9%&:;B¸@¾X

SÝÞÍªUSC�

�

{Z�Z[a�ðñFGB-.�

1234567)ãî!Í»SbÊK)ã��BFG¾-.XSÝÞÍªUSCÝ

BbÊK9�¢����)� _�¾-.XSî!Í»SÞU)ã1234567H

IY�¨)õöÎãµzKòNÝR¾|ÀS]BÞXSC�

�

{Z�Z[��ðñB+/�

hðñKWÎ¢Å Í�#MY"K¡�¢)ãJB�ãY�¨Þ1234567

ÍõöXS]BÞXSC�

�

{Z�Z[f���klµB³´�

Y�¨)ãðñ¿WhB [� h
(ªK��klµ¾³´ÎãJBFGK¡�¢12

34567ÞõöBeã÷ø¾îE?R�E×E�C�

�

{Z�Z[����klµB-.�

��klµ¾-.ÎòíÞXSÞU)ã-.�B��klµK¡�¢123456

7Þõö¾ä�ã1234567B÷ø¾îE?R�E×E�CÝBbÊã���z

BðñFGB-.Bî!Í»SbÊ)ã1234567ÞõöÎµzK¢ÝR¾|À

S]BÞXSC�

�

{Z�Z[g���B0U12�B;3�

ðñÍ`ÀXSbÊã�)+,KESbÊK)ã�ÇnGzBmHB*ã�ÇnG

zÍ�ÙXS¨K;Îã��¾�¼¢ã÷ÄKY�B0U12¾ä%E?R�E×E

�C012K»M¼¢)ãî!E�cB«'HI³´¾ä�ãî!E�\z¾äí]

BÞXSCM$ÎãðñÍ0U¯U¿WQRãL>��¾1¯XSbÊ)ÝB�Nª

)E�C�

�



�

���

�

ª�(-Gm��	
���^��'"����«¬G�®^¯°�pq

�±?@���®�²³�&n�����(-Gm´�#$µ¶U�·

²³j�¸3��������&�m�¹®�²³�µ`�¶�"pq

�±º"»³�¼�"µ¶^½¾¿V�&'"()�

�

hðñ¾KäXSK»MNãY�¨�)JBnGJB�BL>�=>?@AKÓYX

S¨ÍãÊ��)|ÝKòNãL>�=>?@AB�y¨zB56¨K%&¾�8Mb

ÊK)ã:K|ÀSÞÝ�KòSC�

�

}l�1234567Í�<:;�59E59"zKÃ�UL>56¨K;XS:;¾

ä¼MÞU)ã1234567)Y�¨K;ÎãL>56¨K��¼M%&:;a

#L>%&B��K¡�¢1234567BùÀK!XTU�=Í"XSbÊ)ã

1234567Í½×:;BùÀKúôTUa¾�8SfïK�SC%K¡�¢@

;XSÝÞÍªUSC�

[lY�¨Í��5 g�} EzKÃ�UL>56¨K;XS:;¾ä¼MbÊª»¼¢ã

L>%&B��K¡�¢1234567BùÀK!XTU�=Í"XSÞU)ãY

�¨)1234567K;ÎãL>56¨K��¼M%&:;aBí{½×:;B

ùÀKúôTUa¾�8SfïK¡�¢@;XSÝÞÍªUSC�

�



�

�f�

�

�À���	
����Á"j« � Â« � )�¸3'"ab�&'"()�

�

*Ã+*+���ij�

�

1234567)ãY�¨Í� ÎM��BFGK¡�¢ãJBÁÂÍeOK� Q

RSòíKã� ÕÖB�Ç¾äí]BÞXSC�

�

*Ã+1+���wx�&'"���Ä5�

�

FiÉ���ÍäíÁÂB`_¾f(8ã&' �� * a , a[ h`ÈK9?SÕÖ¾�

ÇXS]BÞXSC�

�

*Ã+2+���ij��)��

�

h� !"S[ZaZ� >?@ABVB\|TKòN\|ÎMY"C�

�

*Ã+H+��\ÅÆÇÈÉÊ	Ë[\Ì¤ÍÎ-.�ÏGÐÑÒ �z��

�

e��Ç"dKWXSFGK¡�¢ãh��B� ÕÖz¾FiÉ����³´XS

KLMNã�	
�������	������ßF¨�GHKØè¾ä�ã�Y¾

ÛU]BÞXSC�



�

���

�

�����e��	
�������&n�0�()�

�

**+*+���	
������wx��ÓÎÐÑÒ �z���	Ô�

�

Y�¨B� ÕÖK¡�¢)ã�	
�������	������ßF¨�GH

KÙXØè¾f(8ã1234567K9�¢*�}ÞKÐN(ÞÀ¢ý��GH�Ø

èXSÞÞ]K�IXSÝÞÞXSC�

(Mã1234567)ãY�¨K;XSHk��KÃ�UýþuüÇBÕÖK¡�

¢ã��¿À�Ký��GH�ØèXSÞÞ]Kã�5 �� EHI�5 �g EKÃ�UØ

èÛÐãm{�NüÇã�Ùz¾ä¼MbÊ)ãJB�ãï¦BFGHI�=wIK

W¶B]!z¾ý��GH�ØèXSÝÞÞXSC�

�

**+1+�ÕÖ×iØ�Ù�ÓÚJÛ�

�

[l�hðñKûSýþ)ã�´��äÖ�LeÍã½×�)ìâ¨K	#¢ãm{H�ã

�ÙJB�Bë^E4�Kò¼¢äí]BÞXSC�

�l�h��B� ÕÖKûSýþ)ãh� !" {Z[Z� KòNäíC�

�

**+2+�(-Gm´�ÜÝÞ�g"ß�µ.��

�

[[ZaZ[�KLz�

}l�h��K9?S�bcB��KÓYXS¨)ã��#\â �� *�5 �f Q%JB�

BKLBë�K¡�¢)ã��KòN��KÓYXSnGÞ�EQRSC�

[l�:B�ôRÏK>LXS¨)ã�5 ff EB=|KòN a� �÷R*BKKõQR

SÝÞÞESC�

uh� !" {Z[ZKòSØè¾Üôã�ÎU)·¸BØè¾Îã�)h� !"

{Z[Z� KòSüÇ¾��ã�¢ã�ÎU)�ðÎã�ÎU)V!K;Î¢��

¾Üôã�ÎU)·¸B��¾ÎM¨�

uìLE�=EUãh� !" {ZaZKòS�ÙK�_ÎM¨�

bl���B�I¨�)���ÎU)�B���ãÛ��JB�BÓ�GÍãJB���

)�B��KWÎãe� [lB�_äÖ¾ÎMÞU)ã�5 f� EB=|KòNãä

Ö¨¾KXS×ÏãJB���)�K;Î¢
� [lB�¾�QRSÝÞÞESC�

�

[[ZaZ��HküÇK¡�¢�

Y�¨)ãS�=>?@ABFGÍHküÇ��5 �� EK>LXSÞUã�)`©

�5 �a E59"5ÚQK=|XSSY��ÎU)��B�~¨TK>LÎãHküÇ

�Íî!ÞøÀSÞUK)ã©�5 �f EHI5 �� EKòNãHküÇ�B� üÇ

¾�?MNã©�Ï×ZÃ�)1234567¾/#¢ã�cuØèµzB³´¾@

À×RMNV!¾�?MNXSÝÞÍ»SC�



 

 
 
 
 
 
 

H24-26 国営吉野ヶ里歴史公園 

運営維持管理業務 

 

 

別紙資料（案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年○月 

 
 
 

国土交通省九州地方整備局 

 
 



分類 資料No 資料名

別紙1 主要公園施設一覧

別紙2 主要建築物一覧

別紙3 収益施設一覧

別紙4 今後の開園予定

別紙5
H24-26
国営吉野ヶ里歴史公園　運営維持管理基本方針

別紙6
H24-26
国営吉野ヶ里歴史公園　運営維持管理業務共通仕様書

別紙7
H24-26国営吉野ヶ里歴史公園　運営維持管理業務　個別仕様書
（本業務全体の計画立案及びマネジメント）

別紙8
H24-26国営吉野ヶ里歴史公園　運営維持管理業務　個別仕様書
（企画運営管理）

別紙9
H24-26国営吉野ヶ里歴史公園　運営維持管理業務　個別仕様書
（施設・設備維持管理）

別紙10
H24-26国営吉野ヶ里歴史公園　運営維持管理業務　個別仕様書
（植物管理）

別紙11
H24-26
国営吉野ヶ里歴史公園収益施設管理運営規定書

別紙12 決算報告書

別紙13 提供物品調書（建物一覧表、機械器具一覧表）

別紙14 従来の実施状況に関する情報の開示

別紙15 開園時間延伸状況

別紙16 入園者数（個人・団体）

別紙17 公園利用に関するアンケート調査

別紙18 建物及び工作物に関する修繕履歴

別紙19 主要行催事一覧表（平成20年度～平成22年度）

別紙20 マスコミによる報道件数

別紙21 ホームページ総アクセス件数

別紙22 リース物件（リスト）

別紙23 備品以外の残存物品関係（リスト）

別紙24 H22年度提供品使用実績報告書

別紙25 園内施設利用状況（北墳丘墓）

別紙26 危機管理対応実績・報告＜事故対応・自然災害、火災＞

別紙27 職員・臨時職員・アルバイト等の園内配置（雇用、業務内容等）

178

188

204

150

167

175

176

17

28

53

60

76

93

105

148

実施要項（案）に関連する別紙・様式

頁番号

業
務
の
内
容
を
示
す
書
類

従
来
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
の
開
示
資
料

1

3

5

16

214

215

216

217

218

224

225

231



分類 資料No 資料名 頁番号

別紙28 総括責任者による外部会議への出席

別紙29 苦情、要望等対応処理（実績と業務へのフィードバック）

別紙30 ボランティア活動（活動概要、人数等）

別紙31 紙媒体（種類、データ、経費等）

別紙32 プレスリリース資料実績（記者発表資料実績）

別紙33 ホームページ更新実績

別紙34
利用者に無償で貸与している物品（ベビーカー、車椅子、双眼鏡等）
リスト及び対応記録等

別紙35 巡視計画書

別紙36 混雑時の状況

別紙37 清掃場所、箇所、内容、方法、頻度等

別紙38 一般廃棄物の排出量

別紙39 農薬、肥料、土壌改良材リスト

別紙40 農薬散布（位置、数量、時期、頻度等）

別紙41 植物性廃棄物の取扱（対処方法、経費、発生・処理・活用量等）

別紙42 収益施設利用者数、売り上げ等

別紙43 利用者アンケート（実施方法）

別紙44 施設点検一覧表

別紙45 建物に係る冬季対応（積雪、氷結対応等）

様式1-1 競争参加資格確認申請書

様式1-2 企業の業務実績

様式1-3 業務責任者の実務実績

様式1-4 守秘性に関する要件

様式1-5 業務実施体制

様式1-6 実施方針

様式1-7 再委託または下請負の予定

様式1-8 業務経験証明書

様式1-9-1 収益施設運営実績書

様
式

そ
の
他

従
来
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
の
開
示
資
料

235

236

237

238

239

241

242

243

247

248

250

251

253

254

257

258

267

268

269

270

271

272

273

276

278

280

281



分類 資料No 資料名 頁番号

様式1-9-2 施設運営に係わる誓約書

様式1-9-3 会社の概要

様式1-9-4 施設運営実績

様式1-10 入札参加事業者等確認書

様式2-1 表紙

様式2-2-1 公園利用者数の確保に関する提案

様式2-2-2 利用満足度の向上に関する提案

様式2-2-3 国営吉野ヶ里歴史公園の趣旨に対する理解度に関する提案

様式2-2-4 地域特性を生かした植物管理に関する提案

様式2-2-5 公園特性及び資源、施設を生かした運営管理に関する提案

様式2-2-6 多様な利用プログラムの提供に関する提案

様式2-2-7 情報受発信の充実に関する提案

様式2-2-8 地域･市民との連携活動に関する提案

様式2-2-9 公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案

様式2-2-10 緊急時及び非常時の対応に関する提案

様式2-2-11 自主事業に関する提案

様式2-2-12 収益施設の運営に関する提案

様式2-2-13 改善提案

様式3 収益施設運営計画書

様
式

296

282

283

284

285

297

312

306

307

308

309

305

304

301

298

300

302

303

299











収益施設一覧表 

番号 設置場所 面積(ｍ2) 種 類 数量 備  考 

① 歴史公園センター 
ﾚｽﾄﾗﾝ：432.72

売店：210.24
レストラン・売店 １箇所   

② 歴史公園センター 5,939.96 東口駐車場（大型） １箇所   

③ 歴史公園センター 4.720 自動販売機 7台  
容器回収箱含む 

（1.274㎡） 

 
番号 設置場所 面積(ｍ2) 種 類 数量 備  考 

④ 中のムラ休憩所 1.067 自動販売機 1台 幅(1,181mm)×奥行( 734mm) ※高さ(1,363mm) 
容器回収箱含む 

（0.200㎡） 

⑤ 北内郭休憩所 1.059 自動販売機 1台 幅(1,160mm)×奥行( 740mm) ※高さ(1,830mm) 
容器回収箱含む 

（0.200㎡） 

⑥ 祭りの広場休憩所 1.277 自動販売機 1台 幅(1,161mm)×奥行( 927mm) ※高さ(1,830mm) 
容器回収箱含む 

（0.200㎡） 

⑦ 弥生くらし館 2.117 自動販売機 2台 
幅(1.160mm)×奥行( 740mm) ※高さ(1,830mm) 

幅( 999mm)×奥行( 721mm) ※高さ(1,830mm) 

容器回収箱含む 

（0.400㎡） 

 

収益施設一覧表（古代の森開園区域） 

番号 設置場所 面積(ｍ2) 種 類 台 数 備  考 

⑧ 古代の森 2.560 自動販売機 2台 幅(2,550mm)×奥行(  925mm) ※高さ(1,830mm)※2台分 
容器回収箱含む 

（0.200㎡） 

 



 

収益施設位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤北内郭休憩所 

・自動販売機１台

④中のムラ休憩所

・自動販売機１台

⑥祭りの広場休憩所 

・自動販売機１台 

⑦弥生くらし館 

・自動販売機２台

①レストラン・売店

②東口駐車場

⑧古代の森 

（H24年度末開園予定） 

・自動販売機２台 

③歴史公園センター

・自動販売機７台 



①レストラン・売店（平面図） 

 



①レストラン・売店（立面図） 

 



②東口駐車場（大型）  

 
東口駐車場（大型）全体平面図 



③歴史公園センター 

 

自動販売機設置場所 

自動販売機 



④中のムラ休憩所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自動販売機設置場所 

自動販売機 



⑤北内郭休憩所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動販売機設置場所 自動販売機 



⑥祭りの広場休憩所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
自動販売機設置場所 自動販売機 



⑦弥生くらし館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動販売機設置場所 

自動販売機 



⑧古代の森（H24年度末開園予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自動販売機設置場所 

自動販売機 
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提供物品（建物）一覧表

公 園 
施設名 

建物 
番号 用  途 構  造 単位 数  量 面  積 摘  要 

管理施設 ① 歴史公園センター 
（ 庁 舎 ） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 棟 1 

（一部）
1,291.09㎡ 別紙図面のとおり

教養施設 ② 高 床 住 居 
（復元建物） 木 造 棟 1 

（一部）
19.27㎡ 〃 

教養施設 ③ 竪 穴 住 居 
（復元建物） 木 造 棟 1 39.48㎡ 〃 

管理施設 ④ 車 庫 
（園内バス） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 棟 1 72.00㎡ 〃 

管理施設 ⑤ 倉 庫 プ レ ハ ブ 棟 1 201.07㎡ 〃 

管理施設 ⑥ 倉 庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 棟 1 
（一部）

18.75㎡ 〃 

教養施設 ⑦ 体験学習施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 棟 1 
（一部）

179.73㎡ 〃 

教養施設 ⑧ 北 墳 丘 墓 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 棟 1 
（一部）

72.7㎡ 〃 

教養施設 ⑨ 古 代 植 物 館 
（ 仮 称 ） 鉄 骨 造 棟 1 1,404.72㎡ H24年度末 

開園予定 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



提 供 建 物 配 置 図 

①歴史公園センター

（庁 舎） 

②高 床 住 居 

（復 元 建 物） 

③竪 穴 住 居 

（復 元 建 物） 

④車  庫 

（園内バス） 

⑤倉 庫⑥倉 庫 ⑦体験学習施設 

⑧北 墳 丘 墓 

⑨古代植物館（仮称） 

（H24年度末開園予定） 



①歴史公園センター（庁舎） 

2階平面図

1階平面図



②高床住居（復元建物） 

平 面 図 

梁 間 立 面 図 桁 行 立 面 図

屋 根 伏 図 



③竪穴住居（復元建物） 

平 面 図 

梁 間 立 面 図

桁 行 立 面 図



④車庫（園内バス） 

車 庫 平 面 図 



⑤倉 庫 



⑥倉 庫 



⑦体験学習施設 



⑧北墳丘墓 



⑨古代植物館（仮称）（H24年度末開園予定） 

⑨古代植物館（仮称）



 
提供物品（機械器具）調書 

機 械 器 具 名 規     格 単
位

数
量

提供年月日 備  考 

軽自動車 ダイハツハイゼット４ＷＤ 台 1 H23.3.31現在  
小型貨物自動車 ニッサンウィングロード 台 1 〃  
小型乗用自動車 トヨタタウンエースノア 台 1 〃  
普通貨物自動車 日野ﾃﾞｭﾄﾛ２t車ﾕﾆｯｸｸﾚｰﾝ付 台 1 〃  
電気自動車  台 2 〃  
模型 遺跡出土品 個 565 〃  
ソフトウェア ＤＶＤ 個 5 〃  
パネル パネル 個 19 〃  
陳列ケース （展示ローケース） 個 3 〃  
テント （モンタニアⅡ型） 個 5 〃  
手押車 （乳母車） 個 20 〃  
収納台車 （乳母車用） 個 1 〃  
雑車 （車椅子） 個 5 〃  
担架 （米式） 個 1 〃  
映像装置 ガイダンスルーム映像施設 個 1 〃  
雑医療器具 （ベット） 個 1 〃  
雑医療器具 （マットレス） 個 1 〃  
雑医療器具 （診察台） 個 1 〃  
雑被服 着ぐるみ 個 1 〃  
雑机 （展示ステージ） 個 1 〃  
熱気球  個 1 〃  
充電器 車両用 個 2 〃  
映像ボックス 主祭殿用 台 1 〃  
センサー  〃 台 1 〃  
ＤＶＤプレーヤー  〃 台 1 〃  
アンプ  〃 台 1 〃  
スピーカー  〃 台 2 〃  
２０インチ液晶テレビ  〃 台 1 〃  
ハンディ型音声ガイド器具  台 40 〃  
増設メモリ 音声ガイド用 枚 80 〃  
充電器具  〃 台 1 〃  
警報ゲート  〃 台 2 〃  
ターミナル･アダプター  個 3 〃  
両袖机  個 6 〃  
片袖机  個 3 〃  
椅子  個 2 〃  
椅子  個 4 〃  
椅子  個 3 〃  
両袖机  個 1 〃  
椅子  個 1 〃  
一眼カメラ  個 1 〃  
片袖机  個 1 〃  
脇机  個 3 〃  
ＯＡテーブル  個 1 〃  
ＯＡテーブル  個 2 〃  
耐火金庫  個 1 〃  
ロッカー  個 3 〃  
シューズロッカー  個 1 〃  
保管庫  個 1 〃  

 



 
提供物品（機械器具）調書 

機 械 器 具 名 規     格 単
位

数
量

提供年月日 備  考 

保管庫   個 1 H23.3.31現在  
テーブル   個 2 〃  
応接セット   個 1 〃  
ＯＡ用椅子   個 1 〃  
椅子   個 1 〃  
書庫   個 9 〃  
保管庫   個 1 〃  
応接セット   個 1 〃  
応接セット   個 2 〃  
スクリーン   個 1 〃  
傘立て   個 1 〃  
台車   個 1 〃  
保管庫   個 5 〃  
保管庫   個 1 〃  
保管庫   個 1 〃  
保管庫   個 1 〃  
会議用テーブル   個 18 〃 消耗品 
会議用テーブル   個 2 〃  
保管庫   個 3 〃  
シュレッダー   個 1 〃  
スクリーン･パネル   個 1 〃  
スクリーン･パネル   個 2 〃  
リヤカー   個 1 〃  
ダスト・ボックス   個 2 〃  
ハイカウンター   個 6 〃  
ホワイトボード   個 1 〃  
耐火金庫   個 1 〃  
キッチンキャビネット   個 1 〃  
キッチンキャビネット   個 1 〃  
洗濯機   個 1 〃  
冷蔵庫   個 1 〃  
テレビ   個 1 〃  
ビデオデッキ   個 1 〃  
デジタル･カメラ   個 1 〃  
ビデオ･カメラ   個 1 〃  
騒音計   個 1 〃  
パトロール･レコーダー   個 1 〃  
脚立   個 1 〃  
喫煙システム   個 1 〃  
食堂用テーブル   個 2 〃  
会議用テーブル   個 2 〃  
片袖机   個 1 〃  
脇机   個 1 〃  
カウンター   個 1 〃  
台車（椅子運搬用）   個 4 〃  
演台   個 1 〃  
ベンチ   個 9 〃  
スクリーン･パネル   個 2 〃  

 
 



提供物品（機械器具）調書 

機 械 器 具 名 規     格 単
位

数
量

提供年月日 備  考 

スクリーン・パネル   個 1 H23.3.31現在  
ベンチ   個 2 〃  
ベンチ   個 6 〃  
会議用テーブル   個 3 〃  
台車   個 1 〃  
巻尺   個 1 〃  
ベビーシート   個 1 〃  
紙幣計算機   個 1 〃  
硬貨選別機   個 1 〃  
硬貨計数機   個 1 〃  
会議用テーブル(幕板なし）   個 15 〃  
小型消防ポンプ   個 1 〃  
吸水管   個 1 〃  
発電機   個 1 〃  
水中ポンプ   個 1 〃 消耗品 
ｽﾗｲﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰｾｯﾄ   個 1 〃  
ﾎﾟｰﾀﾞﾌﾞﾙﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟｾｯﾄ   個 2 〃  
糸ノコ盤   個 2 〃  
電気ドリル   個 2 〃  
テント   個 5 〃  
作業台   個 1 〃  
交換レンズ   個 1 〃  
百葉箱   個 1 〃  
自記温湿度計   個 1 〃  
転倒ます型自記雨量計   個 1 〃  
ベンチ   個 2 〃  
案内板   個 1 〃  
ロッカー   個 6 〃  
中量棚   個 1 〃  
中量棚   個 2 〃  
中量棚   個 1 〃  
中量棚   個 1 〃  
中量棚   個 1 〃  
中量棚   個 1 〃  
シューズロッカー   個 3 〃  
かがり火－大型   個 7 〃  
かがり火－大型   個 7 〃  
着脱式土器復元パズル   個 1 〃  
中量作業台   個 1 〃  
電動車いす   個 5 〃  
プロジェクター   個 1 〃  
簡易設置型スクリーン   個 1 〃  
ハードキャリングケース   個 1 〃  
映写機用テーブル   個 1 〃  
歴史公園ｾﾝﾀｰｴﾝﾄﾗﾝｽ案内看板   個 1 〃  
かがり火－大型   個 6 〃  
スピーカー   個 4 〃  
      
      

 
 
 



提供物品（機械器具）調書 

機 械 器 具 名 規     格 単
位

数
量

提供年月日 備  考 

スピーカースタンド   個 4 H23.3.31現在  
ミキサー＆ラックマウント   個 1 〃 消耗品 
４波用ワイヤレス受信機   個 1 〃  
チューナーユニット   個 2 〃  
ワイヤレスマイク   個 2 〃  
パワーアンプ   個 1 〃  
グラフィックイコワイザー   個 1 〃  
ＣＤカセットデッキ   個 1 〃  
ＭＤデッキ   個 1 〃  
Ｐディストリビュータ   個 1 〃  
パンフレット棚   個 1 〃  
本棚   個 1 〃  
投光器   個 3 〃  
投光器   個 1 〃  
発電機   個 4 〃  
着脱式土器復元パズル   個 1 〃  
吉野ヶ里歴史公園展示ｿﾌﾄｳｪｱ   個 1 〃  
吉野ヶ里歴史公園ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ用ｿﾌﾄ   個 1 〃  
卓上型木工施盤   個 1 〃  
ひみか着ぐるみ   個 1 〃  
本焼電気炉   個 1 〃  
電気炉自動制御装置   個 1 〃  
上蓋自動制御装置   個 1 〃  
主祭殿半割模型   個 1 〃  
主祭殿半割模型展示台   個 1 〃  
佐賀県観光案内パネル   個 1 〃  
ひみか人形   個 1 〃  
更衣ロッカー   個 1 〃  
片袖机   個 1 〃  
脇机   個 1 〃  
椅子   個 1 〃  
更衣ロッカー   個 1 〃  
引き違いガラス   個 4 〃  
両開き書庫   個 3 〃  
３連パネル   個 1 〃  
喫煙テーブル   個 1 〃  
ロビーチェアー   個 1 〃  
長谷川式土壌貫入計   個 1 〃  
長谷川式簡易現場透水試験器   個 1 〃  
チェンソー   個 1 〃  
片流れテント   個 3 c  
風防幕   個 3 〃  
シンラインキャビネット   個 3 〃  
キングテント   個 1 〃  
リヤカー   個 2 〃  
更衣ロッカー   個 1 〃  
発電機   個 1 〃  
ブロワー   個 1 〃  
中軽量棚   個 2 〃  
デジタルカメラ   個 1 〃 消耗品 

 
 



提供物品（機械器具）調書 

機 械 器 具 名 規     格 単
位

数
量

提供年月日 備  考 

デジタルカメラ   個 1 H23.3.31現在  
レンズ   個 1 〃  
洗濯機   個 3 〃  
映像ボックス   台 1 〃  
ＤＶＤプレーヤー   台 1 〃  
スピーカー   台 2 〃 消耗品 
アンプ   台 1 〃  
２０インチ液晶テレビ   台 1 〃  
中量物品棚   台 2 〃  
パワードミキサー   個 1 〃  
パワードスピーカー   個 1 〃  
スピーカー   個 2 〃  
ワイヤレス受信機   個 3 〃  
マイクロフォン ボディパック型 個 2 〃  
マイクロフォン ハンドベルト型 個 1 〃  
マイクロフォン ヘッドフォン型 個 2 〃 消耗品 
スピーカースタンド   個 3 〃 消耗品 
スピーカースタンドアダプタ   個 1 〃 消耗品 
スピーカーケーブル   個 2 〃 消耗品 
いす ロビー用 個 4 〃  
いす（肘付回転）   個 15 〃  
空気清浄機   個 6 〃  
雑誌架 パンフレットトレー 個 2 〃  
雑棚 移動棚（重量タイプ） 個 3 〃  
雑棚 移動棚（普通タイプ） 個 11 〃  
掃除機 乾湿両用 個 1 〃  
机（会議用）   個 1 〃  
机（作業用）   個 6 〃  
演卓   個 1 〃  
演壇   個 1 〃  
ホワイトボード   個 1 〃  
案内板 サインスタンド 個 2 〃  
ロッカー 多人数用 個 4 〃  
ロッカー 多人数用 個 4 〃  
台車 いす用 個 7 〃  
机（会議用）   個 104 〃  
模型 遺跡出土品 個 210 〃  
模型 遺跡出土品 個 34 〃  
いす（肘付回転）   個 2 〃  
いす（肘付回転）   個 2 〃  
台車   個 1 〃  
書庫   個 1 〃  
冷蔵庫   個 1 〃  
机（平）   個 1 〃  
いす   個 1 〃  
雑具 マジックハンド２ｍ 個 1 〃  
雑具 マジックハンド３ｍ 個 2 〃  
陳列ケース 1200*600*60 個 1 〃  
セット動噴  個 1 〃  
中量物品棚（単体型）  個 1 〃  
中量物品棚（単体型）  個 1 〃  

 



 
提供物品（機械器具）調書 

機 械 器 具 名 規     格 単
位

数
量

提供年月日 備  考 

除湿機  個 1 H23.3.31現在  
電動車椅子  個 1 〃  
ラミネーター  個 1 〃  
車椅子ランディーズ  個 6 〃  
自動体外式除細動器  個 4 〃  
AEDボックス DC  個 2 〃  
AEDボックス置き台  個 2 〃  
キャリングケース  個 4 〃  
集会用テント  個 5 〃  
風防幕  個 5 〃  
アルミワンタッチテント  個 5 〃  
アルミリヤカー  個 3 〃  
紙折り機  個 1 〃  
ポップ印刷機  個 1 〃  
耕耘機  個 1 〃  
ゼノア刈払機  個 1 〃  
新型パワーパイプテント  個 3 〃  
冷蔵庫  個 1 〃  
新ダイワエンジンブロアー  個 1 〃  
ワンタッチイベント天幕テント  個 5 〃  
折りたたみ式リヤカー  個 3 〃  
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｽﾛｰﾌﾟｱﾙﾐ 2折式  個 3 〃  
大型テント  個 1 〃  
土壌硬度計  個 1 〃  
残留塩素計  個 1 〃  
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維持修繕規模（金額）の総括表

＜建　物＞

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

大規模（50万円以上） 2 1,409,000 9 4,202,200 8 3,820,563 6 3,143,921

中規模（10～50万円未満） 18 3,022,486 39 7,287,683 14 3,868,430 24 4,726,200

小規模（10万円未満） 69 1,947,882 65 1,753,805 40 931,386 58 1,544,358

計 89 6,379,368 113 13,243,688 62 8,620,379 88 9,414,478

＜工作物＞

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

大規模（50万円以上） 1 745,000 5 3,540,100 5 3,951,500 4 2,745,533

中規模（10～50万円未満） 22 5,138,738 26 6,173,182 11 2,490,646 20 4,600,855

小規模（10万円未満） 29 557,255 47 907,004 48 997,908 41 820,722

計 52 6,440,993 78 10,620,286 64 7,440,054 65 8,167,111

建物及び工作物の合計

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

大規模（50万円以上） 3 2,154,000 5 7,742,300 5 7,772,063 4 5,889,454

中規模（10～50万円未満） 40 8,161,224 26 13,460,865 11 6,359,076 26 9,327,055

小規模（10万円未満） 98 2,505,137 47 2,660,809 48 1,929,294 64 2,365,080

計 141 12,820,361 78 23,863,974 64 16,060,433 94 17,581,589

平　均
規　模

平成19年度 平成20年度 平成21年度

平　均

規　模

平成19年度 平成20年度

※想定される年間修繕費（建物及び工作物の合計）は、3カ年平均と最大値である平成２０年度との中央値　2,072万円≒
2,000万円とする。

平成21年度 平　均

規　模

平成19年度 平成20年度 平成21年度
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H20

職員 臨時職員 計

国営エリア 10 21 31

計 10 21 31

H21

職員 臨時職員 合計

国営エリア 9 35 44

計 9 35 44

H22

職員 臨時職員 合計

国営エリア 9 37 46

計 9 37 46

職員・臨時職員・アルバイト等の園内配置（雇用、業務内容等）



  閑散期 通常期 繁忙期
 職員 ９ ９ ９
臨時職員 ２０ ２５ ３５
 計 ２９ ３４ ４４

 閑＝閑散期
通＝通常期
繁＝繁忙期

平成２０年度　スタッフ配置予定図

事務所
 ・ 職員 ９名 
 ・ 臨時職員等
  （閑２名、 通４名、 繁６名）
  （総務事務補助・経理事務補助・
   企画補助・ガイド育成）

弥生くらし館
 （閑２名、 通３名、 繁４名）
 （ボランティア担当・復元集落利用者指導）
 　閑１名、 通２名、 繁３名
 （公園利用者案内・団体対応）
 　閑１名、 通１名、 繁１名

東口発券改札
 （閑４名、 通５名、 繁６名）
 ・ 救急・看護
  閑１名、 通１名、 繁１名
 ・ 公園利用者案内
  閑３名、 通４名、 繁５名

体験担当
 （閑２名、 通２名、 繁４名）
 （復元集落利用者指導）

南のムラ
 （閑４名、 通５名、 繁７名）
 （復元集落利用者指導）

園内巡視
 （閑１名、 通２名、 繁３名）

電気自動車
 （閑１名、 通１名、 繁１名）
 （巡視・園内交通）

植物管理
 （閑１名、 通１名、 繁１名）

南内郭
 （閑１名、 通１名、 繁１名）
 （復元集落利用者指導）

北墳丘墓
 （閑１名、 通１名、 繁１名）
 （復元集落利用者指導）

北内郭
 （閑１名、 通１名、 繁１名）
 （復元集落利用者指導）



  閑散期 通常期 繁忙期
 職員 ９ ９ ９
臨時職員 ２１ ２５ ３２
 計 ３０ ３４ ４１

 閑＝閑散期
通＝通常期
繁＝繁忙期

平成２１年度　スタッフ配置予定図

事務所
 ・ 職員 ９名 
 ・ 臨時職員等
  （閑３名、 通４名、 繁５名）
  （歴史専門員・総務事務補助・
   経理事務補助・企画補助・
   ガイド育成）
 ・ 臨時職員等
  （閑１名、 通１名、 繁２名）
  （地域連携（誘致活動含む）担当）

弥生くらし館
 （閑２名、 通２名、 繁３名）
 （ボランティア担当・復元集落利用者指導）
 　閑１名、 通１名、 繁２名
 （公園利用者案内・団体対応）
 　閑１名、 通１名、 繁１名

東口発券改札
 （閑４名、 通５名、 繁６名）
 ・ 救急・看護
  閑１名、 通１名、 繁１名
 ・ 公園利用者案内
  閑３名、 通４名、 繁５名

体験担当
 （閑１名、 通２名、 繁２名）
 （復元集落利用者指導）

南のムラ
 （閑４名、 通５名、 繁６名）
 （復元集落利用者指導）

園内巡視
 （閑１名、 通１名、 繁２名）

電気自動車
 （閑１名、 通１名、 繁１名）
 （巡視・園内交通）

北墳丘墓
 （閑１名、 通１名、 繁１名）
 （巡視・北墳丘墓・園内交通交代要員）

北内郭・南内郭
 （閑３名、 通３名、 繁４名）
 （復元集落利用者指導）



  閑散期 通常期 繁忙期
 職員 ９ ９ ９
臨時職員 ２０ ２７ ３５
 計 ２９ ３６ ４４

 閑＝閑散期
通＝通常期
繁＝繁忙期

平成２２年度　スタッフ配置予定図

事務所
 ・ 職員 ９名 
 ・ 臨時職員等
  （閑２名、 通４名、 繁５名）
  （総務事務補助・経理事務補助・
   企画補助・ガイド育成）

弥生くらし館
 （閑２名、 通３名、 繁４名）
 （ボランティア担当・復元集落利用者指導）
 　閑１名、 通２名、 繁３名
 （公園利用者案内・団体対応）
 　閑１名、 通１名、 繁１名

東口発券改札
 （閑４名、 通５名、 繁６名）
 ・ 救急・看護
  （閑１名、 通１名、 繁１名）
 ・ 公園利用者案内
  （閑３名、 通４名、 繁５名）

体験担当
 （閑２名、 通５名、 繁７名）
 （復元集落利用者指導）

南のムラ
 （閑４名、 通５名、 繁７名）
 （復元集落利用者指導）

園内巡視
 （閑１名、 通１名、 繁２名）

電気自動車
 （閑１名、 通１名、 繁１名）
 （巡視・園内交通）

南内郭
 （閑１名、 通１名、 繁１名）
 （復元集落利用者指導）

北墳丘墓
 （閑１名、 通１名、 繁１名）
 （復元集落利用者指導）

北内郭
 （閑１名、 通１名、 繁１名）
 （復元集落利用者指導）
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1 20/5/3 23,795 21/5/5 22,872 22/5/2 32,994

2 20/5/4 19,320 21/5/3 18,738 22/5/3 27,338

3 20/10/25 18,273 21/10/24 18,015 22/5/4 20,187

4 20/10/26 16,873 21/10/18 14,767 22/10/23 18,018

5 20/4/29 16,248 21/10/25 14,501 22/10/17 13,172

6 21/3/21 13,990 22/3/22 10,176 22/5/5 12,790

7 20/5/5 13,114 21/5/6 8,134 22/6/6 10,755

8 20/11/2 12,498 21/11/23 8,112 22/11/7 9,380

9 20/10/13 10,952 21/4/29 7,999 23/3/13 8,826

10 20/5/6 10,492 22/3/7 7,816 22/10/10 8,519

11 20/10/12 9,735 21/10/11 6,808 22/10/11 8,393

12 21/3/15 7,890 22/3/28 6,525 23/2/6 8,303

13 20/10/19 7,502 22/3/21 6,484 22/7/4 8,224

14 21/3/20 6,967 21/5/2 6,339 23/3/27 8,154

15 20/11/23 6,955 21/5/4 6,059 22/12/5 7,753

16 21/3/22 6,897 22/1/24 5,816 22/11/21 7,076

17 21/3/29 6,863 21/11/21 5,707 22/4/4 6,703

18 21/3/8 6,738 21/11/15 5,688 23/1/23 6,368

19 20/4/27 6,378 21/10/12 5,624 22/11/23 6,190

20 20/7/20 5,377 21/11/8 5,397 22/4/29 6,145

20
 226,857 191,577  235,288



377 214 114  
430 275 143  

757 283
   

 1

 2



清掃人工実績

単位 ： 人/年単位 ： 人/年

  センター 園内建物 園地清掃 備考

 平成19年度 377 214 114
平成20年度 430 275 143
 平成21年度 757 283 環濠清掃の定期化

平成22年度    

建物清掃頻度
 建物区分 頻度

歴史公園センター 毎日

その他園内便益建物 毎日

復元建物（倉と市、南のムラ） １回/週

復元建物（その他） 毎日

復元建物（非公開棟） ２回/年 程度

249

89680201
テキストボックス
清掃箇所図
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国営吉野ヶ里歴史公園平面図 

未開園区域 
※古代の森ゾーン 

（Ｈ25 年開園予定）
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H24-26 国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務実施に要する提供施設等の取り扱いについて 

 

業務委託契約書第 14 条に基づく提供施設等については、下記により取り扱うものとする。 

 

記 

１．取り扱い 

(1) 運営維持管理業務受託者（以下「事業者」という。）は、提供品等を善良な管理者の注意をもって

使用・管理しなければならない。 

(2) 事業者は、提供施設等を業務委託契約書第１条の受託業務以外に使用してはならない。 

(3) 事業者は、提供施設等の修繕、改造その他、現状を変更（維持のための修繕等で軽微なものを除く。）

しようとするときは、公園管理者の承認を受けなければならない。 

(4) 事業者の責に帰すべき事由により提供品等を滅失し又は棄損したときは、事業者の負担において補

てんし又は修理しなければならない。但し、事業者の故意又は重大な過失によらない場合は、この限

りでない。 

(5) 事業者は、業務委託契約が完了した場合、又は解除になった場合は提供施設等を提供施設等返納書

（様式－１）により、直ちに公園管理者に引渡さなければならない。 

(6) 提供施設等を滅失し、又は棄損したときは、直ちに詳細な報告書を提出しなければならない。 

２．報告及び検査 

(1) 事業者は、毎月提供された機械器具のうち別に定めるものについて提供品等使用実績報告書（様式

－２）を翌月末までに公園管理者に提出しなければならない。 

(2) 事業者は、提供施設等を返納する場合、公園管理者の行う検査に合格しなければならない。 
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様式－１ 

平成  年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

 

住所 

 

氏名             印 

 

 

提 供 施 設 等 返 納 書 

 

 

下記のとおり提供物件を返納いたします。 

件   名  契約年月日  

物 件 名 規  格 単位 数 量 提供年月日 備   考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 
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様式－２ 

提  供  施  設  等  使  用  実  績  報  告  書 

年  月分（自  日） 

     （至  日） 

 

 借 受 人           印 

現場監督員の認印           印 作成者氏名           印 

稼働状況 
提供物件名 提供物件番号 おもな作業内容

主な作業の 
作 業 量 

（走行キロ数） 運転日数 運転時間 
維持修理費 

おもな修理箇所
及び取替部品名

摘  要 

    (日) (時間) (円)   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

（備考）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 

２．おもな作業内容の欄は、提供物件を二工種以上の異なる作業に使用したときは、運転時間または運転日数の も多い作業内容を記入する。 

３．おもな作業の作業量の欄は、おもな作業内容の欄に記入した作業の作業量を測定できるときに記入する。 

４．運転時間の欄は、運転時間の管理できない機械または管理の必要のない機械については、記入を省略することができる。 
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H24-26 国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務委託費で取得した備品の取り扱いについて 

 

国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務委託費で取得した備品ついては、下記により取り扱うものとする。 

 

記 

１．取り扱い 

(1) 運営維持管理業務受託者（以下「事業者」という。）は、備品を善良な管理者の注意をもって管理

しなければならない。 

(2) 前号の備品は、備品台帳に登載し、管理しなければならない。 

(3) 事業者は、業務委託契約が完了した場合、又は解除になった場合は備品を業務委託契約書第７条に

基づく検査の結果、合格の通知があった後、備品引渡書（様式－１）により、公園管理者に引渡さな

ければならない。ただし、翌年度において、当該委託契約が引き続き締結され、当該業務に継続して

使用する備品で備品継続使用承認申請書（様式－２）により公園管理者の承認を得た場合はこの限り

でない。 

(4) 事業者は、事業者の責に帰すべき事由により備品を滅失し又は棄損したときは、事業者の負担にお

いて補てんし又は修理しなければならない。但し、事業者の故意又は重大な過失によらない場合は、

この限りでない。 

(5) 備品を滅失し、又は棄損したときは、直ちに詳細な報告書を提出しなければならない。 

２．処 分 

(1) 備品が次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることができる。 

① 備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引き続き使用することが困難であると認められ

る場合。 

② 備品が事業者の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくなったと認めら

れる場合。 

③ 備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大の支障をきたすと認められる場合。 

(2) 処分の方法 

事業者は、前号に該当する備品を売り払った場合、その内容を証する書類を添えて公園管理者に書

面により報告し、公園管理者の発行する納入通知書により国庫に納入するものとする。また売り払う

ことが不利（備品の売払価値が、当該備品売払いのために要する費用に満たないと認められる場合）

又は売り払うことができないものは、廃棄することができる。又は、廃棄した場合はその都度その旨

を書面により公園管理者に報告しなければならない。 
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様式－１ 

平成  年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

 

住所 

 

氏名             印 

 

 

備  品  引  渡  書 

 

 

平成  年度 国営吉野ヶ里歴史公園の運営維持管理業務委託にかかる様式－１（別紙）を引渡します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 
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様式－１（別紙） 

取得年月日 品  名 規  格 数  量 単  価 価  格 経 費 区 分 摘  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。
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様式－２ 

平成  年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

 

住所 

 

氏名             印 

 

 

備 品 継 続 使 用 承 認 申 請 書 

 

 

平成  年度 国営吉野ヶ里歴史公園の運営維持管理業務委託にかかる様式－２（別紙）について、 

平成  年  月  日まで継続して使用したく申請いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 

 

8



 

様式－２（別紙） 

取得年月日 品  名 規  格 数  量 単  価 価  格 経 費 区 分 摘  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 
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国土交通本省委託契約取扱要領 

 

平成１３年４月２日 

国官会第２９３号 

 

改 正  平成１７年６月 ２日  国官会第３２１－２号 

改 正  平成１７年９月 １日  国官会第８２３号 

改 正  平成２０年８月 １日  国官会第８３６－２号 

改 正  平成２０年９月１７日  国官会第９８４号 

改 正  平成２２年３月２３日  国官会第２１１７号 

 

（通 則） 

第１ 国土交通本省の所掌業務を委託契約を締結して国以外の者に委託する場合の取扱い

については、他の法令等に定めるもの並びに各委託事業に係る委託契約書又は委託費

の取り扱いに関する要領等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

（委託業務実施要領） 

第２ 支出負担行為担当官（分任支出負担行為担当官を含む。以下「担当官」という。）は、

業務委託をしようとするときは、次に掲げる項目を明らかにした委託業務実施要領（以

下「実施要領」という。）を、委託しようとする者に送付するものとする。 

一 名称 

二 委託料の限度額 

三 業務の目的及び内容 

四 業務の実施場所 

五 業務の実施期間 

六 その他必要な事項（成果物の仕様） 

 

（委託料の算定） 

第３ 担当官は、実施要領に基づく委託料の積算調書を作成する。 

 

（実施計画書等の提出） 

第４ 担当官は、第２により実施要領の送付を受けこれを受託しようとする者（以下「受

託者」という。）から、次に掲げる計画書等を提出させるものとする。なお、変更しよ

うとするときも同様とする。 

一 実施計画書（別記様式第１） 

二 四半期別必要経費内訳書（別記様式第２） 

三 承諾書 

四 受託者が業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせ

ようとするとき（以下「再委託」という。）は、再委託（変更等）承諾申請書（別記様

式第３） 
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五 再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、

その履行体制に関する書面（別記様式第４） 

六 その他担当官が必要とする書類 

 

（契約の締結） 

第５ 担当官は、受託者から第４に掲げる書類を受理し、その内容を審査のうえ適当と認

めたときは、別紙委託契約書により委託契約を締結するものとする。 

２ 委託契約書の各条項により難い特別の事情がある場合においては、必要に応じ適宜

条項を変更することができる。 

 

（報告書等の提出） 

第６ 担当官は、受託者が当該業務の委託を完了したときは、遅滞なく、次に掲げる報告

書（正副２通）を成果物に添えて提出させるものとする。 

一 完了報告書（別記様式第５） 

二 精算報告書（別記様式第６） 

三 委託費経費内訳報告書（別記様式第７） 

四 残存物件報告書（別記様式第８） 

２ 担当官は、受託者が第７第３項による補正命令に基づき当該業務の委託を完了した

ときは、遅滞なく、次に掲げる報告書（正副２通）を成果物に添えて提出させるもの

とする。 

一 補正完了報告書（別記様式第５に準ずる様式） 

二 精算報告書 

三 残存物件報告書 

 

（検 査 等） 

第７ 担当官は、第６第１項の成果物及び完了報告書等を受理したときは、自ら又は国土

交通本省会計事務取扱細則（以下「細則」という。）第３２条に基づき補助者に命じて

検査を行うものとする。 

２ 前項により検査を命じられた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の検査の結

果不合格と認めたときは、細則第３３条に定める検査調書に次に掲げる付記して担当

官に提出するものとする。 

一 不合格である旨 

二 不合格と認めた理由 

三 その措置についての意見 

３ 担当官は、第１項の検査の結果不合格と認めたとき、又は前項の検査調書受理した

ときは受託者に対し、補正を命ずるものとする。 

４ 第１項の規定は、第６第２項の成果物及び補正完了報告書等を受理した場合に準用

する。 

５ 検査職員は、第１項（第４項において準用する場合を含む。）の検査の結果合格と認

めたときは、細則第３３条により検査調書を担当官に提出するものとする。 
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（担当職員の任命等） 

第８ 担当官は、必要があると認めたときは、次に掲げる事務を行わせるため、担当職員

を任命し、任命後すみやかに受託者に通知するものとする。 

一 委託業務の処理状況についての調査 

二 委託料の経理状況についての監査 

三 その他委託業務についての必要な指示 

 

（概 算 払） 

第９ 担当官は、必要があると認めたときは、受託者に対し概算払を請求させることがで

きる。 

 

（委託費の精算） 

第10 担当官は、受託者から第６の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適

正と認めたときは、委託費の額を確定し、これを受託者に通知するものとする。 

 

（請求書の受理） 

第11 担当官は、受託者から官署支出官官職宛ての請求書を受理するものとし、受理後は、

必要書類を添えて官署支出官に回付するものとする。 

 

附則 

１．この要領は、平成１３年４月２日から適用する。 

 

附則（平成１７年６月２日国官会第３２１－２号） 

１．この要領は、平成１７年６月２日から適用する。 

 

附則（平成１７年９月１日国官会第８２３号） 

１．この要領は、平成１７年９月１日から適用する。 

 

附則（平成２０年８月１日国官会第８３６－２号） 

１．この要領は、平成２０年８月１日から適用する。 

 

附則（平成２０年９月１７日国官会第９８４号） 

１．この要領は、平成２０年１０月１日以降に入札手続を開始する契約について適用する。 

 

附則（平成２２年３月２３日国官会第２１１７号） 

１．この要領は、平成２２年４月１日から適用する。 
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委 託 契 約 書 

 

委託業務の名称  （委託件名） 

委託業務実施期間 自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 

委託料の限度額  ￥ ◆◆，◆◆◆，◆◆◆― 

（うち消費税及び地方消費税額 ￥◆◆◆，◆◆◆―） 

成果物の納入場所 国土交通本省 

 

頭書業務の委託について、委託者 支出負担行為担当官国土交通省 ○○○○◆◆◆◆を

甲とし、受託者 □□□□◆◆◆◆を乙とし、次の条項により委託契約を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 乙は、委託業務実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、頭書の委託料の

限度額をもって、頭書の委託業務実施期間（以下「実施期間」という。）までに、頭

書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の実施要領に明記されていない事項があるときは、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継しては

ならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。 

 

（再委託の禁止等） 

第３条 乙は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面により甲の承諾

を得たときはこの限りではない。 

２ 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決

定及び技術的判断等をいうものとする。 

３ 乙は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせ

ようとするときは（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託の相手方の住所、

氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した

書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。 

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

４ 前項の規定は、乙がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算

処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業

務を再委託しようとするときには、適用しない。 

５ 第３項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。 

６ 乙が、委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行

為については、その責任を乙が負うものとする。 

13



（履行体制の把握） 

第４条 乙は、前条第３項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を

行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前条第４項の軽微な業務を除き、

あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲

を記載した書面（以下「履行体制に関する書面」という。）を甲に提出しなければな

らない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 

２ 乙は、前項の場合において、甲が契約の適正な履行確保のため必要な報告等を求

めた場合には、これに応じなければならない。 

３ 乙が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為

については、その責任を乙が負うものとする。 

 

（実施計画書等の変更等） 

第５条 乙は、実施計画書及び四半期別必要経費内訳書の変更（当該金額の相互間におけ

る二割以内の変更を除く。）をしようとするときは、変更後の実施計画書及び四半期

別必要経費内訳書を甲に提出し承認を受けなければならない。 

２ 甲は、前項の変更後の実施計画書及び四半期別必要経費内訳書について遅滞なく

その内容を審査し、不適当と認めたときには、乙と協議するものとする。 

３ 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査を行い、

又は報告を求めることができる。 

 

（委託業務の内容の変更等） 

第６条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止

し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、実施期間又は委託料を変

更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 

２ 前条第１項及び第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

３ 第１項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償するも

のとし、その額は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（実施期間の延長等） 

第７条 乙は、その責に帰することができない事由により、実施期間までに委託業務を完

了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅延なくその理由

を付して、実施期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日

数は、甲乙協議して定めるものとする。 

２ 甲は、乙の責に帰する事由により実施期間までに委託業務を完了することができ

ない場合において、実施期間後に完了する見込みがあると認めたときは、その内容

を審査し、損害金を付して実施期間を延長することができる。 

３ 前項の損害金は、委託料に対して延長日数に応じ年 5.00 パーセントの割合を乗じ

て計算した額とする。 
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（損害のために必要を生じた経費の負担） 

第８条 委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。）

のために必要を生じた経費は、乙が負担しなければならない。ただし、その損害が

甲の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、

甲が負担するものとし、その額は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（検査及び引き渡し） 

第９条 乙は、委託業務を完了したときは、遅延なく、成果物に添えて完了報告書、精算

報告書、委託費経費内訳報告書及び残存物件報告書を甲に提出しなければならない。 

２ 甲は、前項の成果物、完了報告書、精算報告書、委託費経費内訳報告書及び残存

物件報告書を受理したときは、その日から１０日以内に甲又は甲の指定した職員に

より検査を行わなければならない。 

３ 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、遅延なく当該

補正を行い、成果物に添えて補正完了報告書、精算報告書、委託費経費内訳報告書

及び残存物件報告書を甲に提出しなければならない。 

４ 第２項の規定は、甲が前項の成果物、補正完了報告書、精算報告書、委託費経費

内訳報告書及び残存物件報告書を受理した場合に準用する。 

５ 甲は、第２項（第４項において準用する場合を含む。）の検査の結果、合格と認め

た場合は、委託料の額を確定し、乙にその旨を通知しなければならない。 

６ 前項の委託料の確定額は、委託業務に要した経費の実支出額と委託料の限度額の

いずれか低い額とする。 

７ 乙は、第５項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該成果物を甲に引き渡さなけ

ればならない。 

 

（委託料の支払） 

第10条 乙は、前条第七項により、成果物の引き渡しを完了したきは、甲に対して、確定

した委託料の支払いを請求することができる。 

２ 甲は、前項の規定により、適法な請求書を受理したときは、その日から３０日以

内に委託料を支払わなければならない。 

３ 乙は、甲の責に帰すべき事由により、前項の委託料の支払いが遅れた場合には、

甲に対して遅延日数に応じ、年 3.30 パーセントの割合を乗じて得た額の遅延利息の

支払いを請求することができる。 

 

（概 算 払） 

第11条 乙は、実施計画書及び四半期別必要経費内訳書に基づいて、各四半期における所

要額として委託料の概算払いを請求することができる。 

２ 甲は、前項の請求により、必要があると認められる金額については、前条第１項

の規定にかかわらず、概算払をすることができるものとする。 

３ 前条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 
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２ 乙は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用（当該金額の相互間における

二割以内の変更を除く。）をしてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たと

きは、この限りではない。 

３ 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託料の経理状況について監査し、資料

の提出を求めることができる。 

４ 乙は、第１項の帳簿及び証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から５年間保存し

なければならない。 

 

（秘密の保持） 

第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第18条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、

契約額（この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額）の１

０分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反したことによ

り、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２第１項の規定に基づく課徴

金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確

定した当該納付命令が独占禁止法第５１条第２項の規定により取り消された場合を

含む。） 

二 納付命令又は独占禁止法第７条の規定に基づく排除措置命令（次号において「納

付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条

の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 納付命令又は排除措置命令により、乙に独占禁止法第３条の規定に違反する行為

があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場

合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委

員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における

課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期聞を除く。）に入札（見積書の

提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであると

き。 

四 この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項第１号若しく

は第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を

経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 5.00 パーセントの割合で計算

した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 
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（概算払の精算） 

第12条 乙は、第９条の精算報告の確認の結果、既に概算払により受領した金額に差額が

生じた場合は、甲にその旨を申請する。 

２ 乙は、前項の結果に不足額が生じた場合には、甲に不足額の支払いを請求するこ

とができる。 

３ 甲は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から３０日以内に委託

料を支払わなければならない。 

４ 乙は、第１項の結果に余剰額が生じた場合には、遅滞なくこれを甲に返還しなけ

ればならない。 

 

（無体財産権の帰属） 

第13条 委託業務の成果及び委託業務の実施の過程において、派生的に生じた著作権、特

許権及び実用新案権等の無体財産権については、甲が承継するものとする。 

 

（残存物件の返還） 

第14条 乙は、委託業務の実施により生じた残存物件の返還については、成果物の引渡し

前に甲と協議のうえ、甲の指示に従うものとする。 

 

（契約の解除及び違約金等） 

第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

一 乙の責に帰すべき事由により、実施期間内に委託業務が完了しないとき、又は完

了する見込みがないと明らかに認められるとき 

二 前号のほか、甲において、乙が第１６条第１項に定める帳簿及び証拠書類（以下

「根拠資料」という。）の整備保存、委託費の区分経理の実施、十分な根拠資料に基

づく精算報告書の作成・提出その他本契約条項又は実施要領の定めるところ若しく

はその他この契約に関する甲の指示に違反していると認めるとき、又は契約の目的

を達成することができないと認めるとき 

２ 乙は、前項により甲が契約を解除したときは、委託料の限度額の１０分の１に相

当する金額を違約金として甲の指定する期限までに納付しなければならない。 

３ 乙は、第１項により、甲が契約を解除した場合において第１１条により概算払を

受けているときは、甲に対してその概算払の額に、概算払日から返還の日までの日

数に応じ、年 5.00 パーセントの割合を乗じて得た額の利息を付して返還しなければ

ならない。 

 

（委託料の経理及び監査） 

第16条 乙は、委託料の経理について、別に帳簿を備え、その収入・支出をその都度記録

してこれを明らかにするとともに・、当該収入・支出を証する証拠書類を整備 保

存しなければならない。なお、当該帳簿については、乙において、委託費経費内訳

報告書を参考に、委託費の収入・支出を記録した正規の帳簿として作成し、保存す

るものとする。 
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（補 則） 

第19条 本契約に関し、前各条項に疑義を生じ、又は、各条項に規定のない事項について

は、甲・乙協議のうえ、これを解決するものとする。 

上記契約の証しとして、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

甲 東京都千代田区霞ヶ関２－１－３ 

支出負担行為担当官 

○○○○◆◆◆◆ 

乙 住 所 

団 体 名 

代表者氏名 
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（別 紙） 

 

委託契約に関する特約条項 

 

第１ 乙は、委託費の経理については、委託契約書の約定等に従い、国土交通本省委託契

約取扱要領第四に規定する実施計画書（別記様式第１）の経費積算内訳に計上した経

費ごとに、乙の財源負担による単独事業、国庫補助事業又は他の委託事業の経費等と

の区分経理の徹底を図ること。 

 

第２ 乙は、当該委託費に係る収入・支出の実績を確認しうる帳簿及び証拠書類（以下「根

拠資料」という。）を整備し、かつ、当該根拠資料を業務終了年度の翌年度から最低５

年間必ず保存すること。 

 

第３ 乙は、当該委託料の精算に当たっては、委託契約書に定める委託料の経理に係る帳

簿等の十分な根拠資料に基づく支払実績の計数、すなわち、根拠資料により確認しう

る委託料の支払実績額を精算報告書に記載し報告すること。 

 

第４ 甲は、当該委託業務の実施状況及び当該委託料の使途その他必要な事項について、

国土交通省の職員により所要の調査報告を求め、又は実地に調査する場合があるもの

とし、この場合、乙はこれに応じなければならないこと。 

 

第５ 当該委託料からの支出は、本委託業務の目的及び内容と直接的に関連性のあるもの

に限定することとし、また、各委託事業の契約書、委託費取扱要領等において指示す

る使途基準に従わなければならないこと。 

 

第６ 甲は、乙が前記第１から第５までの特約のいずれかに違反した場合には、委託料の

精算日から返還の日までの日数に応じ、年 5.00 パーセントの割合を乗じて得た額の違

約金を付して交付した委託料の返還を求めるものとし（委託料未交付の場合にはその

交付を要しないものとし）、乙は当該返還請求又は不交付の措置に応じなければならな

いこと。 
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別記様式第１（第４） 

 

 

実  施  計  画  書 

 

（受託の名称）                              

（単位：千円） 

受託の内容 実施期間 経費精算内訳 成果物 摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 

２ 必要に応じ適宜項を加除して使用すること。 

３ 受託の内容は、調査項目毎に区分すること。 

４ 経費精算内訳は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及

び諸経費に区分し、庁費にあっては、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信

運搬費、光熱水料、賃金、会議費及び雑役務費に細分して計上すること。な

お、区分等は必要に応じ適宜加除して計上すること。 

５ 変更にあたっては、変更後の部分を上段に（ ）書きすること。 

６ 業務委託の処理を第三者に委託する必要があるときは、摘要欄にその事務

の内容及び委託先等必要な事項を記載すること。 
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別記様式第２（第４） 

 

 

四 半 期 別 必 要 経 費 内 訳 書 

 

（受託の名称）                              

（単位：千円） 

四半期別 

経費区分 
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 計 摘 要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 

２ 経費区分は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸

経費の区分により記載すること。なお、区分は必要に応じ適宜加除して記載

すること。 

３ 変更にあたっては、変更後の部分を上段に（ ）書きすること。 
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別記様式第３（第４） 

再委託（変更等）承諾申請書 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

国土交通省 ○ ○ ○ ○ 殿 

受託者  住 所            

氏 名          印 

 

平成  年  月  日付けの「                  業務契約」

（契約金額 ￥◆◆，◆◆◆，◆◆◆円、税込み）に関して、下記の通り申請するの

で、手続き方お願いします。 

記 

１ 委託の（変更等）承諾を申請する業務及びその範囲（具体的に記載すること） 

２ 再委託の（変更等）承諾を申請する必要性（具体的に記載すること） 

３ 再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約（予定）金額（総計） 

４ 再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約金額の根拠 

・業務の再委託に際し、当該業務の履行（予定）者から、入札書・見積書を徴収

した結果（この場合、その「写し」を添付） 

・継続的な履行関係が存在する（この場合、その証明書（契約書、協定書）の

「写し」を添付） 

５ その他特記事項 

 

平成  年  月  日 

受託者氏名          殿 

 

平成  年  月  日付けで申請のあった上記については、承諾したので、その

旨通知する。なお、承諾内容等に変更等を生じる場合は、あらかじめ協議すること。 

また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。 

① 受託者は、再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めること。 

② 受託者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた

場合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。 

③ 受託者は、委託者（支出負担行為担当官等）からの求めに応じ、②の書類の写

しを提出すること。 

支出負担行為担当官        

国土交通省 ○ ○ ○ ○ 印 

 

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 

２ 必要に応じ適宜加除して使用すること。 
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別記様式第４（第４） 

履行体制に関する書面 

（実施計画書の別紙資料） 

平成  年  月  日 

 

○当該履行体制に関する書面は、「委託契約書第４条」に基づいて作成したものである。 

 

受託者  住 所            

氏 名            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備 考）本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが、次の項目は必須事項とする。 

① 再委託の相手方の住所 

② 氏名（若しくは代表者氏名） 

③ 再委託を行う業務の範囲 

 

受託者 

××株式会社 

（再委託先１） 

○○○有限会社 

住 所  

電 話 番 号  

代表者氏名  

担当業務範囲

若しくは内容

△△に関する□

□地区基礎調査

（再委託先○） 

・・・・・ ・・・・・ 

（再々委託先１） 

○○○株式会社 

住 所  

電 話 番 号  

代表者氏名  

担当業務範囲 

若しくは内容 
 

（再委託先２） 

○○○株式会社（予定） 

住 所  

電 話 番 号  

代表者氏名  

担当業務範囲

若しくは内容
 

（再委託先３） 

○○○合資会社（予定） 

住 所  

電 話 番 号  

代表者氏名  

担当業務範囲

若しくは内容
 

（再々委託先２） 

○○○株式会社 

住 所  

電 話 番 号  

代表者氏名  

担当業務範囲 

若しくは内容 
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別記様式第５（第６） 

完 了 報 告 書 

 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

国土交通省 ○ ○ ○ ○ 殿 

受託者  住 所            

氏 名          印 

 

平成  年  月  日付契約（契約金額 ￥◆◆，◆◆◆，◆◆◆円）の○○○

○が完了したので、成果物及び下記の書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

１．精 算 報 告 書          通 

 

２．残存物件報告書          通 

 

 

 

（備 考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 
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別記様式第６（第６） 

 

 

精  算  報  告  書 

 

（単位：円） 

過不足額 
経 費 区 分 予定経費（A） 支出額（B） 

（A）-（B） 
摘  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計     

 

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 

２ 経費区分は、別記様式第１備考４により記載すること。 

３ 第６第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。 
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別記様式第７（第６） 

 

平成○○年度×××委託費経費内訳報告書 
受託の 

名 称 
 （単位：円） 

支     出     費     目 

庁    費 予 定

経費額
支出額 

過不足

額 
直 接

人件費

技 術

経 費
謝 金 旅 費

備品費
消耗品

費 

印 刷

製本費

通 信 

運搬費 

光 熱

水 料
賃 金 会議費

雑役務

費 
小 計

再委託

費 
諸経費

備    考 

Ａ Ｂ Ａ-Ｂ  0    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年月日 件  名

0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伝票番号 支払い先 その他 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 

２ 年月日は、契約毎に、その都度、記載すること。 

３ 支出費目は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸経費に区分し、庁費にあたっては、備品費、消耗品費、印刷製本費、

通信運搬費、光熱水料、賃金、会議費及び雑役務費に細分して計上すること。なお、区分等は必要に応じ適宜加除して計上すること。また、各

区分の上段は予定経費額、中段は支出額、下段は過不足額である。 
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別記様式第８（第６） 

 

 

残 存 物 件 報 告 書 

 

 

取得年月日 物 件 名 規 格 数 量 単 価 価 格 経費区分 摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 

２ 価格は取得価格を記載し、受託中に派生的に取得した物件については、見

積額を記載すること。 

３ 経費区分は、別記様式第１備考４の区分により記載し、区分が明らかでな

いものは、摘要に取得の理由を記載すること。 

４ 第６第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。 
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業務名等 金　額 業務等の内容 実施期間 請負業者名等

委　　託　　業　　務　　実　　施　　の　　記　　録

実 施 予 定 当 期 ま で の 契 約 状 況

数量 実施額
内 訳

工　種 種　別 細　別 単位 予定額数量

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。
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 - 1 -

国営吉野ヶ里歴史公園消防計画 

 

平成２２年１０月 ５日 

 

第１ 目的およびその適用範囲等 

 

１ 目的 

この計画は、消防法第８条第１項の基づき、国営吉野ヶ里歴史公園の防火管理についての必要事

項を定め、火災、自身、その他の災害の予防と人名の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。 

 

２ 適用範囲 

（１）この計画に定めた事項については、次の部分及び者に適用する。 

ア 当該管理権原の及ぶ範囲は国営吉野ヶ里歴史公園内の全施設。 

イ 国営吉野ヶ里歴史公園において業務に従事するすべての者。（防火管理業務の一部を受託し

ている者を含む。） 

ウ 国営吉野ヶ里歴史公園と密接不可分にある県立吉野ヶ里歴史公園についてもその管理者と

連携して来園者の避難誘導や消火活動を行う。 

 

３ 防火管理業務の一部委託について 

（１）委託者からの指揮命令 

国営吉野ヶ里歴史公園の運営維持管理を受託した者等は、この計画に定めるところにより、

適正に業務を実施する。 

（２）受託者の報告 

受託者は、受託した防火管理業務について定期に防火管理者に報告する。 

（３）防火管理業務の委託状況 

別表４「防火管理業務の委託状況」のとおり。 

 

第２ 管理権原者及び防火管理者の業務と権限 

 

１ 管理権原者 

（１）管理権原者は、国営吉野ヶ里歴史公園の防火管理業務について、すべての責任を持つものと

する。 

（２）管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権

限をもつ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。 

（３）管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければ

ならない。 

（４）防火上の建物構造の不備や消防用設備等・特殊消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合

は、速やかに改修しなければならない。 

 

２ 防火管理者 

防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次の業務を行う。 

（１）消防計画の作成（変更） 

（２）消化、通報、避難誘導などの訓練の実施 

（３）火災予防上の自主検査の実施と監督 

次の項目を実施し、不備・欠陥箇所がある場合は、改修促進を図る。 

ア 建物    基礎部、外壁、内装、天井、屋外階段 

イ 防火施設  防火戸、防火シャッター 

ウ 避難施設  階段、避難口 

エ 電気設備  変電室、分電盤、ネオン管灯設備 

オ 危険物施設 少量危険物貯蔵取扱所 

カ 火気を使用する設備器具（以下「火気設備器具」という。） 

給湯設備、ガス設備、ボイラー 

キ 消防用設備等・特殊消防用設備等 

消火器、屋内消火栓設備、児童火災報知設備、放送設備、避難器具、誘導灯 
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（４）防火対象物の法定点検の立ち会い 

（５）消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備及び立ち会い 

（６）改修工事など工事中の立ち会い及び安全対策の樹立 

（７）火気の使用、取り扱いの指導、監督 

（８）収容人員の適正管理 

（９）職員等に対する防災教育の実施 

（10）防火管理業務従事者（火元責任者等）に対する指導、監督 

（11）管理権原者への提案や報告 

（12）放火防止対策の推進 

（13）その他 

 

第３ 消防機関との連絡等 

 

１ 消防機関へ報告、連絡する事項 

 

種別 届出等の時期 届出者等 

（１）防火管理者選任 

（解任）届出 

防火管理者を定めたときは、又はこれを解任したとき 管理権原者 

 

（２）消防計画作成 

（変更）届出 

消防計画を作成したとき、又は次の事項を変更したとき 

ア管理権原者又は防火管理者の変更 

イ自衛消防組織の大幅な変更 

ウ用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等・

特殊消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び

防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 

エ防火管理業務の一部委託に関する事項の変更 

防火管理者 

（３）訓練実施の通報 自衛消防訓練を実施するとき 防火管理者 

（４）消防用設備等・

特殊消防用設備

等点検結果報告 

１年に１回（総合点検終了後の消防用設備等・特殊消防用設

備等点検結果報告書） 

防火管理者の確認を

受けた後に報告する 

（５）防火対象物定期

点検結果報告 

１年に１回 管理権原者 

（６） 

 そ 

 の 

 他 

消防用設備等・

特殊消防用設備

等の設置届出 

児童火災奉仕設備を増設、改設、移転したとき 管理権原者 

 

 

 

２ 防火管理維持台帳の作成、整備及び保管 

管理権原者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画とともにとり

まとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備し、保管する。 

 

第４ 火災予防上の点検・検査 

 

１ 日常の火災予防 

（１）防火管理者、火元責任者が行う日常の任務は、別表１「日常の火災予防の担当者と日常の注

意事項」のとおりとする。 

（２）別表１は全職員等に配布し、さらに休憩室など見やすい場所に掲示する。 

（３）その他 

防火管理者は、定期的に担当者に直接質問し、担当者の任務の確認を行う。 
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２ 自主的に行う検査・点検 

（１）火災予防上の自主点検 

自主点検は、日常的に行う検査と定期的に行う検査に分けて行う。 

ア 日常的に行う検査は、各担当区域の火元責任者がチェックする。 

・「火気関係」のチェックは、毎日終業時に行う。 

・「閉鎖障害等」のチェックは、毎週１回行う。 

イ その他 

・防火管理者は定期的に自主検査の実施状況を確認する。 

（２）消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検 

消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検のほかに、自主点検を実施する。 

ア 自主点検は、火元責任者がチェックする。 

イ 実施時期は、１月と７月の年２回とする。 

 

３ 防火対象物の法定点検及び消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検 

（１）防火対象物の法定点検は、委託して行う。 

（２）消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は委託して行う。 

（３）防火管理者は、防火対象物及び消防用設備等・特殊消防用設備等の点検実施時に立ち会わな

ければならない。 

（４）その他 

建築基準法に定める定期調査（以下「定期調査」という。）を行い、建物の維持管理に努める

ものとし、防火管理者は、定期調査実施時に立ち会わなければならない。 

 

４ 報告書 

（１）自主検査、自主点検及び法定点検の実施者は、定期的に防火管理者に報告する。ただし、不

備・欠陥部分がある場合は、速やかに防火管理者に報告する。 

（２）防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修し

なければならない。 

（３）防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかるものについては、管理権

原者の指示を受け、改修計画を樹立する。 

 

第５ 厳守事項 

 

１ 職員等が守るべき事項 

（１）全職員等は、避難口、廊下、階段、などの避難施設と防火戸、防火シャッターなどの防火設

備が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。 

ア 廊下、階段、通路には、物品を置かない。 

イ 階段等への出入口に設けられている扉の開閉（熱・煙等により自動的に閉まる扉を含む。）

を妨げるように物品が置いてある場合は、直ちに除去する。 

ウ 防火シャッターの降下位置又はそのすぐ近くに物品が置いてある場合は直ちに除去する。 

エ 上記において物品を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者に報告する。 

オ その他 

担当階の非常口等の管理状況について常に確認しておく。 

（２）火気管理等 

ア 喫煙管理について常に注意し、火気設備器具の自主検査と併せて、終業時等に全員が吸い

殻の点検を行う。 

イ 喫煙は指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わない。 

ウ 火気設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。 

エ 火気設備器具は指定された場所で使用する。 

オ 燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しな

い。 

カ 危険物品は、持ち込まない、持ち込ませない。 

（３）防火管理者への連絡、承認事項 

次の事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を受けなければならない。 

ア 指定された場所以外で、臨時的に火気を使用するとき。 

イ 各種火気設備器具を新設又は増設するとき。 

ウ 危険物等を使用するとき。 
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エ その他 

展示品、装備品等の配置換えによる各フロアーの模様替え又は主要、補助通路を変更する

とき。 

（４）放火防止対策 

ア 死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。 

イ 物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。 

ウ 建物内外の整理整頓を行う。 

エ トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行う。 

オ 火元責任者又は 終帰宅者による火気及び施錠の確認を行う。 

カ その他 

警備員による巡回は、定期的又は必要に応じて行う。 

 

２ 防火管理者等が守るべき事項 

（１）収容人員の管理 

防火管理者は、収容能力を把握し、過剰に人員が入室（店）しないように職員等に徹底する。 

（２）工事中の安全対策の樹立 

ア 防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。 

また、次に掲げる事項の工事を行うときは、消防機関に相談し必要に応じて消防計画の変

更届出を行う。 

・増築等で建築基準法第７条の６に基づき特定行政庁に仮使用申請をしたとき。 

・消防用設備等・特殊消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備の機能を停止されると

き又は機能に著しく影響を及ぼすとき。 

イ 工事人等の遵守事項 

防火管理者は、工事人に対し、次の事項を周知し遵守させる。 

・溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制を

確保すること。 

・工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこ

と。 

・工事場所ごとに火気の取り扱い責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者

に報告させること。 

・危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承諾を受けること。 

・放火を防止するために、資機材等の整理整頓をすること。 

・その他 

防火管理者の指示すること。 

（３）火気の使用制限 

防火管理者は、次の事項について指定又は制限することができる。 

ア 喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定 

イ 火気設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定 

ウ 危険物の貯蔵又は取り扱い場所の指定 

エ 工事等の火気使用の禁止又は制限 

オ その他必要と認められる事項 

（４）その他 

ア 防火戸・防火シャッターの閉鎖範囲や閉鎖位置を床面などに必ず明示する。 

イ 防火管管理者は、イベント等の催物を行う者に対し、火災予防上必要な指示をし防火管理

者に報告させる 

・催物主催者側の責任者 

・催物内容、催物規模等の概要 

・火気等を使用する場合の火気取り扱い責任者 

・喫煙管理及び火気管理の徹底方法 

・火災など災害時における顧客等の避難誘導対策等 
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第６ 自衛消防組織等 

 

１ 組織の編成 

自衛消防組織の編成（警戒宣言が発せられた場合の組織を含む。）は、別表２のとおりとし、この

別表は、執務室の見えやすいところに掲示する。 

 

２ 自衛消防活動 

消火・通報・避難誘導等の担当者は、下記に示す基準により行動する。 

（１）通報・連絡 

ア 火災が発生したときには、各通報連絡担当又は火災を発見した者は、１１９番通報、内線

電話により執務室へ火災の状況を通報するとともに、周囲の者に連絡する。 

イ 執務室の職員は、消防機関へ通報するとともに、放送設備により出火場所や消火・避難誘

導などを指導する。 

ウ ぼやで消えた場合であっても、消防機関へ通報する。 

エ 管理権原者、消火管理者は不在のときは、緊急連絡一覧表により、管理権原者、防火管理

者へ連絡する。 

（２）初期消火 

ア 初期消火担当は、出火場所に急行し、積極的に初期消火活動を行う。 

イ 初期消火担当は、近くにある消火器、屋内消火栓設備を用いて消火する。 

（３）避難誘導 

ア 避難誘導担当は、避難経路図に基づいて、避難誘導する。 

イ 放送設備、携帯用拡声器等を使用して落ち着いて行動するよう誘導する。 

ウ 避難方向が、わかりにくいときは、曲がり角などに誘導員が立って、誘導する。 

エ 避難誘導担当は、負傷者及び逃げ遅れた者の確認を行い、自衛消防隊長に報告する。 

オ その他 

エレベータによる避難は、原則として禁止する。 

（４）安全防護 

ア 逃げ遅れた者がいないことを確認した後、防火戸や防火シャッターを閉鎖する。 

イ その他 

空調設備と常用エレベータの運転は、中止する。 

（５）応急救護 

ア 応急救護担当は、負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡を密にして、負傷者を速やかに

運ぶことができるようにする。 

イ 応急救護担当は、負傷者の氏名、負傷程度など必要事項を記録する。 

ウ その他 

原則として、東口エントランス広場に救護所を設置する。 

（６）救出、救護 

応急救護担当は、地震時において前（５）の任務のほか、次の活動を行う。 

ア 倒壊現場付近では、消火器、水バケツ等を用意し、不測の事態に備える。 

イ 救出の優先順位は、人命への危険が切迫している者からとし、多数の要救助者がいる場合

は、救出作業が容易な人を優先する。 

 

３ 自衛消防隊の活動範囲 

（１）自衛消防隊の活動範囲は、当該公園の管理範囲内とする。 

（２）近接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、設置されている消防用設備

等を有効に活用できる範囲で、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。 

 

第７ 閉園時間、閉園日の防火管理体制 

 

緊急連絡先 国営吉野ヶ里歴史公園事務所 総務課長      携帯電話 090-5484-4565 

調査・品質確保課長      090-5484-4567 

１ 閉園時間、閉園日に職員等がいる場合 

（１）閉園時間、閉園日の防火管理体制 

閉園時間、閉園日の勤務者は、定期に巡回する等火災予防上の安全を確保する。 

（２）閉演時間、閉園日における自衛消防活動 

閉園時間、閉園日における自衛消防活動は、勤務している者など建物及び園内にいる者全員
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で次の初動措置を行う。 

ア 通報連絡 

火災が発生したときは、直ちに消防機関に通報するとともに、他の勤務者に火災の発生を

知らせ、さらに緊急連絡一覧表により関係者に速やかに連絡すること。 

イ 初期消火 

全員が協力して、消火器、屋内消火栓設備を有効に活用し適切な初期消火を行うとともに

防火戸などの閉鎖を行うこと。 

ウ 避難誘導 

工事、点検等のために入館者がある場合は、非常放送設備、携帯用拡声器等を使用して火

災を知らせ、避難方向等を指示すること。 

エ 消防隊への情報提供等 

消防隊に対し、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するととも

に、出火場所への誘導を行うこと。 

 

２ 閉園時間、閉園日に無人となる場合 

閉園時間、閉園日において無人となる場合は、警備会社からの通報により、火災発生等の連絡を

受けた防火管理者等は、直ちに現場に駆けつけなければならない。 

 

第８ 地震対策 

 

１ 日常の地震対策 

（１）地震対策を実施する責任者は、国営吉野ヶ里歴史公園事務所の総務課長とする。 

（２）地震時の災害を予防するため、次の事項を実施する。 

ア ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。 

イ 窓ガラスの飛散防止措置及び看板等の落下防止措置を行う。 

ウ 火気設備器具等からの出火防止措置を行う。 

エ 危険物等の流出、漏洩防止措置を行う。 

オ その他 

地震災害対策支部運営要領の定期的な見直しを行う。 

 

（３）地震時の非常用物品等を確保し、有事に備えるとともに、定期に点検整備を実施する。 

 

備蓄品目 備蓄場所 

１ 飲料水 

２ 非常用食料 

３ 割り箸、コップ 

４ ガスコンロ・ボンベ 

５ 医療品 

６ 懐中電灯 

７ 携帯用拡声器 

８ 救出用資機材 

 

 

 

倉庫 

 

２ 地震後の安全措置 

地震発生後の措置については、別に定める「地震災害対策支部運営要領」に基づき行うものとす

るが、これに記載のないもの（特に火災関係）にあっては次のとおりとする。 

（１）地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 

（２）出火防止 

ア 火気設備器具の直近にいる従業員は、元栓・器具栓を閉止又は電源遮断を行い各火元責任

者はその状況を確認する。 

（３）出火状況の確認、けが人の発生状況を確認する。 

（４）地震動終了後、防火管理者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気設備器具及び

危険物施設等について点検・検査を実施し、異常が認められた場合は応急措置を行う。 

（５）各設備器具は、安全を確認した後、使用する。 
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（６）その他 

ア 避難通路の確保を行う。 

イ 防火管理者は、被害の状況を防火管理者に報告させ、把握する。 

 

３ 地震時の活動 

地震時の活動は、前期「自衛消防活動」によるほか、次の事項について行う。 

（１）情報収集等 

通報連絡担当は、次のことを行う。 

ア テレビ、ラジオ等により、情報収集を行う。 

イ 混乱防止を図るため、必要な情報は入園者に知らせる措置をとる。 

（２）救出、救護 

ア 救出、救護活動にあっては、応急救護班を中心とし、他の自衛消防隊員も活用して実施す

る。 

イ 負傷者が発生した場合は、応急手当を行うとともに、地震時の被害状況により緊急をよう

するときは、救護所、医療機関に搬送する。 

ウ その他 

地震時の災害規模によって、消防隊等による救出が困難であると予想される場合は、救出

資機材を活用して救助作業を行う。 

（３）避難誘導等 

ア 各避難誘導担当は、入園者等の混乱防止に努め、次のことを行う。 

・入園者を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで、照明器具などの転倒落下に

注意しながら、柱の周りや、壁ぎわなど安全な場所で待機させる。 

・避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。 

・避難誘導は、入園者の先頭と 後尾に職員等を配置して行う。 

・避難には、車両等は使用せず全員徒歩とする。 

イ 各安全防護担当は、避難通路に落下し、倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去

を行う。 

 

４ その他 

（１）管理権原者は、建物を使用再開又は復旧使用するときは、次の措置を講ずるものとする。 

ア 立ち入り禁止区域の指定と職員等に対する周知徹底 

イ 避難経路の明確化 

（２）管理権原者は、復旧活動時において火災の発生、災害予防等防止するために次の対策を講じ

る。 

ア 建物が無人となる場合は、ガスの元栓及び電気のブレーカーを遮断する等の措置を行い、

再供給時のガス漏れ及び通電による出火防止を図る。 

イ 事業再開時には、火気使用器具の破損状況を検査し、安全であることを確認した後使用を

再開する。 

 

５ 警戒宣言が発せられた場合等の対応処置 

警戒宣言が発せられた場合等は別に定める防災業務計画に従って対応する。 
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第９ 防災教育 

 

１ 防災教育の実施時期等 

防災教育の実施時期等は次表のとおりとする。 

 

実施者 
対象者 実施時期 実施回数 

防火管理者 火元責任者 

新規採用 配属時等 配属時等 ○  

異動職員 配属時 配属時 ○  

１１月と３月 年２回 ○  職員 

朝会・朝礼等 必要の都度  ○ 

採用時等 採用時等その他必要の都度 ○  非常勤等 

朝礼時 必要の都度  ○ 

備考 ○印は対象者に対する実施者を示す 

 

 

２ 自衛消防隊員等の育成 

管理権原者は、災害時において円滑に自衛消防活動を行うため、自衛消防組織の整備を図るとと

もに、自衛消防隊員の育成を推進するものとする。 

 

３ 防災教育の内容及び実施方法 

（１）防災教育の内容は実施者の任務分担を定め、概ね次の項目について教育する。 

ア 消防計画について 

・全職員が守るべき事項について 

・火災発生時の対応及び地震時の対応について 

 

第１０ 訓練 

 

１ 訓練の実施時期等 

（１）訓練の実施時期等は次表のとおりとする。 

 

訓練の種別 実施時期 備考 

消火、通報、避難誘導

訓練 

 

総合訓練 

 

１０月 

 

 

１月 

・消火設備点検、消火・通報・避難訓練、消防署職員

による講習 

 

・消火・通報・避難誘導・安全点検・応急救護訓練 

 

 

（２）防火管理者は訓練指導者を指定して、訓練の実施にあたらせる。 

（３）訓練の参加者 

ア 自衛消防隊員 

イ 職員、非常勤職員等 

（４）防火管理者は訓練を実施しようとするとき、あらかじめその旨を消防機関へ通報する。 

 

２ 訓練時の安全対策 

訓練指導者は自衛消防隊員とし、訓練時における自衛消防隊員の事故防止等を図るため、次の安

全管理を実施する。 

（１）訓練実施前 

ア 訓練に使用する施設、資機材及び設備等は、必ず事前に点検を実施する。 

イ その他 

事前に自衛消防隊員の健康状態を把握し、訓練の実施に支障があると判断した場合は、必

要な指示又は参加させない等の措置を講ずる。 
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（２）訓練実施時 

ア 訓練実施時において、使用資機材及び訓練施設等に異常を認めた場合は、直ちに訓練を中

止するとともに必要な措置を講ずること。 

（３）訓練終了時 

使用資機材収納時には、手袋・保安帽を着装させるなど十分に安全を確保させる。 

 

３ 訓練の実施結果 

（１）防火管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに実施結果について検討し、別表３「自衛消防訓練

実施結果表」に記録し、以後の訓練に反映させるものとする。 

（２）その他 

防火管理者は、訓練終了後、訓練内容等について、検討会を開催する。 
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別表 1 

日常の火災予防の担当者と日常の注意事項 

 

防火管理者：国営吉野ヶ里歴史公園事務所 総務課課長 

（平成 22 年 4 月 1 日現在） 

担当区域 火元責任者 

国営吉野ヶ里歴史公

園事務所管理区域 
事務室等 国土交通省 

国営吉野ヶ里歴史公

園事務所・総務係長

事務室等 歴史公園センター・

総務係長 

歴史公園センタ

ー1 階 

上記以外 
空調機械室等 

国営吉野ヶ里歴史

公園運営維持管理

業務受託者 歴史公園センター・

管理係長 

貴賓室 
 

国土交通省 
国営吉野ヶ里歴史公

園事務所・総務係長

レストラン、売店 
 レストラン運営維

持管理業務受託者 
レストラン店長 

総合インフォメーシ

ョン等 

 

 歴史公園センター・

管理係長 

歴史公園センタ

ー2 階 

上記以外 

 

 

国営吉野ヶ里歴史

公園運営維持管理

業務受託者 
吉野ヶ里歴史公園事

務所・総務係長 

弥生くらし館、北墳丘墓、その他復元施設等 

国営吉野ヶ里歴史

公園運営維持管理

業務受託者 

歴史公園センター・

管理係長 

 

 

 

 
職員等の注意事項 

 

1 消火器、屋内消火栓などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周辺には物品を置かないこと。 

2 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 

3 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。 

4 事務室、会議室などから 後に出る人は、必ず火の始末をすること。 

5 職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。 

6 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。 

7 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 

8 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。 

9 喫煙場所などの吸殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れる 

などして処分すること。 

10 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に 

出さないこと。 

11 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。 

12 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。 

13 その他 

（1）裸火の使用又は危険物品を持ち込むことは、防火管理者の承認を得ること。 

（2）喫煙場所以外の場所で、喫煙している者を発見した場合は、直ちに制止させること。 

（3）レストラン：①厨房は、常に整理整頓し、グリスフィルターは定期的に清掃すること。 

         ②揚げ物等の調理を行っている場合は、調理担当者は絶対に持ち場を離れないこと。 
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別表 2 

国営吉野ヶ里歴史公園 自衛消防隊の編成と任務 

 

自衛消防隊長 国営吉野ヶ里歴史公園事務所長 

（平成 22 年 4 月 1 日現在） 

国土交通省 

国営吉野ヶ里歴史公

園運営維持管理業務

受託者 

レストラン運営維

持管理業務受託者 

 

国営吉野ヶ里歴史 

公園事務所 
歴史公園センター レストラン 

任  務 

総務班 総務課長 

総務係長 

専門職 

経理係長 

経理係員 

歴史公園センター長 

総務課長 

企画係長 

企画係員 

店長 

売店担当 

厨房担当 

・隊長の補佐 

・自衛消防本部の設置 

・地区隊への命令の伝達並

びに情報の収集 

・消防隊への情報の提供並

びに災害現場への誘導 

・その他指揮統制上必要な

事項 

 

・出火場所に直行し、避難

開始の指示命令の伝達 

・非常口の開放並びに解放

の確認 

・避難上障害となる物品の

除去 

・逃げ遅れの確認及び本部

への報告 

・ロープ等による警戒区域

の設定 

 

・応急救護所の設置 

・負傷者の応急処置 

・救急隊との連携、情報の

提供 

・非常持ち出し書類等の持

ち出し 

情報連絡班 調査・品質確保課長 

企画係長 

総務係長 

総務係員 

ホール長 ・消防機関への通報並びに

通報の確認 

・館内への非常通報並びに

指示命令の伝達 

・関係者への連絡 

対策班 工務課長 

建設監督官 

工務係長 

建築整備係長 

企画業務課長 

管理係長 

管理係員 

厨房担当 

売店担当 

 

・出火場所に直行し、消火

栓による消火作業に従事

・消防隊との連携及び補佐

 

・火災発生地区へ直行し、

防火シャッター、防火戸、

防火ダンパー等の閉鎖 

・非常電源の確保、ボイラ

ー等危険物施設の供給運

転停止 

・エレベータの非常時の措

置 
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              自衛消防隊訓練実施結果表（表）         別表 3 
実 施 日 時 

 

 

 

平成 年 月  時  分～ 時  分 

 

 

 

実 施 根 拠 

 

 

 

  消防計画の定期・臨時・応援協定 実施計画書 

 

 

 

有・無

実 施 場 所 

 

 

 

 

 

 

 

参加人員 名

実 施 範 囲 

 

 

 

 

歴史公園センター：  全体 ・ 部分（    棟    階） 

公 園 内：（     ）エリア・（   ）建物 

 

 

 

実 施 区 分    実働 ・ 体験 ・ 確認 ・ 図上研究 

 

 

 

実 施 内 容 

（1～3 については訓

練内容を記録する。） 

1 総合・消火・消火実放水・通報・避難・検証 

2 安全保護・応急救護・地震 

3 隊任務・編成・基礎行動・規律 

4 消防技術会参加・出初式参加・消防演習参加 

訓 練 対 象 者 

 

 

 

・職員（全員・一部）、パート、アルバイト 

・自衛消防隊員（全員・一部・特定の人） 

 

訓 練 想 定 

 

 

 

火災・地震・その他（      ）

 

 

発災階（    ）・場所（    ）

訓 練 指 導 者 

 

 

 

 職               氏名 

 

 

 

結 果 へ の 意 見 

 

全体評価 

推奨事項・反省点 

 

 

記 入 者 

 

 

 

 職               氏名 
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別表 3（裏） 

 主な訓練内容 実技実施者・体験者名簿 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

自衛消防隊の各任務確認 

火災発見時の周知方法 

119 番通報要領 

自衛消防隊への連絡要領 

来園者への情報伝達、避難指示要領 

避難誘導 

応急救護の措置要領 

逃げ遅れ者の確認要領 

自衛消防隊の設置・運用要領 

身体防護（職員等）、安全確保要領 

避難要領（職員等） 

防災センターの運用、活用要領 

 

 

 

 

参加人員    名 

参加人員    名 

 

 

 

参加人員    名 

参加人員    名 

 

消
防
用
設
備
等
・ 

特
殊
消
防
用
設
備
等 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

自火報受信機、非常ベルの取扱要領 

火災通報装置の取扱要領 

放送設備、インターホンの取扱要領 

消火器具、消火栓の取扱要領 

消火器、消火栓の実放水体験 

SP、泡消火設備等の取扱要領 

避難器具の取扱要領 

 

防
火
設
備
・
非
難
施
設 

1 

2 

3 

4 

防火戸、防火シャッターの操作取扱要領 

エレベーターの停止要領 

非常口、避難口、避難通路の確保要領 

排煙設備の操作要領 

 

 

 

そ の 他  
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別表 4－1 

防 火 管 理 業 務 の 委 託 状 況 

（平成 22 年 4 月 1 日現在） 

名   称 

 

国営吉野ヶ里歴史公園 

 

住   所 

（所在地） 

 

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 1869 

 

TEL  0952-53-3902 

防

災

対

象

物 
管理権限者 

氏   名 

国土交通省九州地方整備局 

国営吉野ヶ里歴史公園事務所長 ○○ ○○ 

防火管理者

氏   名
総務課長 ○○ ○○ 

氏   名 

（名称） 

 

○○○○ 

 

教育担当者

氏   名
 

住   所 

（所在地） 
○○○○ TEL  ○○-○○-○○ 

名  称 

 

歴史公園センター 

 

責 任 者

氏   名
センター長 ○○ ○○

受

託

者 担

当

事

務

所 

住  所 

（所在地） 

 

佐賀県神崎郡年吉野ヶ里町田手 1843 

 

TEL  0952-55-9333 

受託者の行う 

防火管理業務 

の範囲 

 

国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務 

・避難誘導、初期消火、通報、園内放送案内 

・負傷者の救護、救急措置 

・避難訓練の計画と実施 

・消防用施設等の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 園 日 所要区分 

 

事項 
従業（公開）時間内 従業（公開）時間外 

閉園日 摘要 

巡回回数 

 

 

 

   

巡回日数 

 

 

 

 

 

 

 
 

委託区域 国営吉野ヶ里歴史公園事務所の管理区域を除く国営吉野ヶ里歴史公園  

受託者

の行う

防火管

理業務

の方法 

委託時間帯 国営吉野ヶ里歴史公園の開園時間帯   
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別表 4－2 

防 火 管 理 業 務 の 委 託 状 況 

（平成 22 年 4 月 1 日現在） 
（機械設備） 

名   称 

 

国営吉野ヶ里歴史公園 

 

住   所 

（所在地） 

 

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 1869 

 

TEL  0952-53-3902 

防

災

対

象

物 
管理権限者 

氏   名 

国土交通省九州地方整備局 

国営吉野ヶ里歴史公園事務所長 ○○ ○○ 

防火管理者 

氏   名 
総務課長 ○○ ○○ 

氏   名 

（名称） 

 

○○警備保障株式会社 

 

教育担当者 

氏   名 
 

住   所 

（所在地） 

 

○○○○ 

 

TEL  ○○-○○-○○ 

名  称 

 

○○○○ 

 

責 任 者 

氏   名 
 

受

託

者 担

当

事

務

所 
住  所 

（所在地） 

 

○○○○ 

 

TEL  ○○-○○-○○ 

受託者の行う 

防火管理業務 

の範囲 

建物機会整備 

・火災等の異常状態の監視 

・火災確認時における関係先への通報・連絡 

受託者の行う防火管理

業務の対象時間 

 

・歴史公園センター1F 国営吉野ヶ里歴史公園事務所内 

平日     :17 時 15 分～翌日 8時 30 分 

土日祝日   : 8 時 30 分～翌日 8時 30 分 

・歴史公園センター1F 及び 2F 

12 月 31 日                 ： 9 時～翌日 9時 

6 月 1日～8月 31 日            ：18 時～翌日 9時 

上記以外の期間              ：17 時～翌日 9時 

・弥生くらし館及び北墳丘墓等 

12 月 31 日、1 月の第３月曜日及びその翌日  ： 9 時～翌日 9時 

6 月 1日～8月 31 日            ：18 時～翌日 9時 

上記以外の期間              ：17 時～翌日 9時 
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別表 4－3 

防 災 管 理 業 務 の 委 託 状 況 

（平成 22 年 4 月 1 日現在） 
（園内警備） 

名   称 

 

国営吉野ヶ里歴史公園 

 

住   所 

（所在地） 

 

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 1869     TEL  0952-53-3902 

 

防

災

対

象

物 
管理権限者 

氏   名 

国土交通省九州地方整備局 

国営吉野ヶ里歴史公園事務所長 ○○ ○○ 

防火管理者 

氏   名 
総務課長 ○○ ○○ 

氏   名 

（名称） 

 

△△警備保障株式会社 

 

教育担当者 

氏   名 
 

住   所 

（所在地） 

 

△△△△ 

 

TEL  △△-△△-△△ 

名  称 

 

△△△△ 

 

責 任 者 

氏   名 
 

受

託

者 担

当

事

務

所 
住  所 

（所在地） 

 

△△△△ 

 

TEL  △△-△△-△△ 

受託者の行う 

防火管理業務 

の範囲 

 

・火災等の異常状態の監視 

・火災確認時における委託先への通報・連絡 

 

 

 

 

開 園 日 所要区分 

 

事項 
従業（公開）時間内 従業（公開）時間外 

閉園日 摘要 

巡回回数  

6月～8月（深夜1時～6時を除く）：

18 時～深夜 1 時（4回以上） 

6 時～8時 30 分（1回以上） 

上記以外の月： 

17 時～深夜 1 時（4回以上） 

6 時～8時 30 分（1回以上） 

8 時～深夜 1時 

（8回以上） 

6 時～8時 

（1回以上） 

 

巡回日数 

 

244 日 

 

 

364 日 

 

 

1 日 

 

 

委託区域 臨時入口 国営吉野ヶ里歴史公園内  

受託者

の行う

防火管

理業務

の方法 

委託時間帯 9 時～17 時 

6 月～8月： 

18 時～翌日 8 時 30 分 

上記以外の月： 

17 時～翌日 8 時 30 分 

8 時～翌日 8時 

（深夜1時～6時

を除く） 
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国営吉野ヶ里歴史公園内の作業および車輌通行に関する規定 

 

第１条 目的 

当規定は作業車輌の通行による来園者の危険を回避し、安全性と快適性の確保を図ることを目的とする。 

 

第２条 適用範囲 

本規定の適用範囲は下記のとおりとする。 

・国土交通省、佐賀県、事業者の管理車輌 

・上記三者発注の工事等にかかる車輌 

・各種取材に関係する車輌 

 

第３条 入園許可 

１．作業等で入園する者は、歴史公園センターにて「業務入園証」を作業人数分受取ること。 

２．作業に際し車輌を伴う場合は、車輌ナンバーを申し出たうえで、同時に「車輌通行許可証」および「作

業車証」（ステッカー）、「黄色回転灯」を車輌台数分、業務用入園口の鍵を必要数受取ること（１業者最

大３組までとする）。なお、原則として社名が明記されていても乗用車タイプ（セダン、クーペタイプ等）

の入園は認めない。 

３．「車輌通行許可証」は車内の運転席もしくは助手席の前部に掲示、「作業車証」は車輌前面に貼り付け、「黄

色回転灯」は車輌上部に取り付けること。 

４．業務入園証、車輌通行許可証、作業者証、鍵、黄色回転灯については作業終了予定までの期間貸与する。 

作業進捗等により、延長の必要がある場合は担当者に連絡すること。 

５．必ず、センターにおいて、入園許可書・車両入園許可書・黄色回転灯・鍵を受け渡しの上、入園するこ

と。 

６．原則として開園中の車両の乗入れは行わない。（開園前・閉園後の入園のみ。但し、来園者の安全に注意

を払うこと。） 

 

第４条 車輌通行範囲、駐車場所、経路 

１．出入口、車輌通行の可能な範囲及び駐車場所については別紙に定める。 

２．芝刈後の集草時など車輌自体が必要な作業を除き、作業現場への車輌乗り入れは準備、片付けの際だけ

に限るものとする。道具運搬後は速やかに直近の駐車場所へ移動すること。また、別紙に示す「車輌通

行禁止区域」内は原則として開園時間中の車輌乗り入れを禁止する（集草作業などは直近の禁止区域外

までリヤカー等による小運搬を行う）。 

３．作業終了後は、直近の車輌出入口より退場すること。 

４．各入口の鍵については、必ず通過のたびに施錠すること。 

５．貸与した鍵については、厳重に管理すること。また複製および又貸しを禁止する。 

６．公園内の車輌通行速度は 20km/h 以下と志し、「黄色回転灯」を点灯、回転させること。 

７．クラクションは使用しないこと。 

８．その他来園者への安全確保および諸施設に対して細心の注意を払うこと。 

９．「車輌通行禁止区域」であっても、雷雨時の園内各施設からの来園者の送迎、急病人の発生等の緊急時、

アンテナ点検等車輌用いた作業が必要な場合は、担当職員に協議のうえ実施すること。 

 

第５条 作業中 

１．来園者の快適な公園利用を妨げることのないよう、作業および運転態度に留意する。 

２．運転中の喫煙、携帯電話による通話等を行わないこと。 

３．作業中は各作業員が「業務入園証」（年間発注の維持管理工事等の作業員は別に監督職員から指示される

名札）を常に身に着けること。 

４．来園者に不快な印象を与えないように、作業中の態度、服装に留意すること。 

５．運搬作業等で作業者全員が一時現場を離れる場合は、道具機械類も携行すること。 

６．作業により発生した廃棄物やゴミについては必ず持ち帰ること。 
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第６条 休憩中 

１．休憩により作業現場を離れる場合は、道具機械類も携行すること。 

２．休憩は来園者の目に触れない場所で行うこと。 

 

 

第７条 その他 

１．作業終了後は「業務入園証」、「車輌通行許可証」、「作業車証」および鍵を返却すること。 

２．万が一、器物損壊等を生じた場合は速やかに監督職員に報告するとともに、対応を協議すること。 

 

 

附則（施行期日） 

この規定は、平成１７年 ７月 １日から施行する。 

 

 

 

47



車輌通行許可証 

業者名：○○○○○ 

工事名：○○○○○○○○○○○ 

○○○○工事 

期 限：平成○○年 ○月○○日 

No.○          歴史公園センター 
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作業心得及び公園内車輌通行に関する規定 

１．乗用車の乗入れは認めない。 

２．公園内では公園利用者など歩行者優先とする。 

３．公園内の制限速度は常に 20km/h 以下とする。 

４．クラクションは使用してはならない。 

５．公園利用者および諸施設の安全に細心の注意を払うこと。 

６．公園利用者の快適な利用を妨げない運転および作業態度とすること。 

７．入園中は車輌入園許可証および作業車証（ステッカー）を車輌前方に明

示すること。また、黄色回転灯を点灯すること。 

８．事前に許可された時間および出入口からの入退場のみを許可する。 

９．駐停車は指定された範囲内年、公園利用者の妨げにならぬよう配慮する

こと。 

１０．車輌入園許可証の有効期限が切れたときは直ちに返却し、もしくは更

新手続きをとること。 

<駐車箇所位置図>
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公園業務入園証等貸出表（貸出の際には必ず記入してください） 

貸出日 返却予定日 借用者 連絡先(Tel) 入園理由 業務入園証
車輌入園 

許可証 
作業車証 車輌番号 鍵 貸出者 返却確認者 

会社名；   ・納品‥‥‥‥‥納品先 (        )        

   ・イベント‥‥‥‥行先 (        )      （    ） （    ） 

氏 名；   ・視察（下見）         
/ / 

   ・工事等その他‥‥目的 (        ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分 

会社名；   ・納品‥‥‥‥‥納品先 (        )        

   ・イベント‥‥‥‥行先 (        )      （    ） （    ） 

氏 名；   ・視察（下見）         
/ / 

   ・工事等その他‥‥目的 (        ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分 

会社名；   ・納品‥‥‥‥‥納品先 (        )        

   ・イベント‥‥‥‥行先 (        )      （    ） （    ） 

氏 名；   ・視察（下見）         
/ / 

   ・工事等その他‥‥目的 (        ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分 

会社名；   ・納品‥‥‥‥‥納品先 (        )        

   ・イベント‥‥‥‥行先 (        )      （    ） （    ） 

氏 名；   ・視察（下見）         
/ / 

   ・工事等その他‥‥目的 (        ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分 

会社名；   ・納品‥‥‥‥‥納品先 (        )        

   ・イベント‥‥‥‥行先 (        )      （    ） （    ） 

氏 名；   ・視察（下見）         
/ / 

   ・工事等その他‥‥目的 (        ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分 

会社名；   ・納品‥‥‥‥‥納品先 (        )        

   ・イベント‥‥‥‥行先 (        )      （    ） （    ） 

氏 名；   ・視察（下見）         
/ / 

   ・工事等その他‥‥目的 (        ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分 

会社名；   ・納品‥‥‥‥‥納品先 (        )        

   ・イベント‥‥‥‥行先 (        )      （    ） （    ） 

氏 名；   ・視察（下見）         
/ / 

   ・工事等その他‥‥目的 (        ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分 

会社名；   ・納品‥‥‥‥‥納品先 (        )        

   ・イベント‥‥‥‥行先 (        )      （    ） （    ） 

氏 名；   ・視察（下見）         
/ / 

   ・工事等その他‥‥目的 (        ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分 

会社名；   ・納品‥‥‥‥‥納品先 (        )        

   ・イベント‥‥‥‥行先 (        )      （    ） （    ） 

氏 名；   ・視察（下見）         
/ / 

   ・工事等その他‥‥目的 (        ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分 50



作業車証等貸与状況（中長期） 

貸出日 返却予定日 業者名等 連絡先(Tel) 入園理由 業務入園証
車輌入園 

許可証 
作業車証 鍵 パトライト 担当者 

       
/ /  

 
 

計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組  

       
/ /  

 
 

計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組  

       
/ /  

 
 

計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組  

       
/ /  

 
 

計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組  

       
/ /  

 
 

計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組  

       
/ /  

 
 

計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組  

       
/ /  

 
 

計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組  
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公園名

所在地

管理者

ふりがな

氏名

公園施設名

事故発生箇所

直近の日常点検

直近の定期点検

事故発生の要因
　
　地面の状態、
　公園施設の構造、
　利用者の行動、
　服装・持ち物等

平成　　　年　　　月　　　日

保護者等の見守り状況

点検者

事故発生の経緯

設置年月

製造・施工者

点検者

事故概要

平成　　　年　　　月　　　日

昭和・平成　　年　　月

受傷内容

負傷した部分
（頭部、大腿骨　　等）

種類
（打撲、骨折　　等）

程度
（全治１か月　　等）

負傷者

年齢

性別

　　　歳　　　ヶ月

公園種別

事故対応記録

事故発生日時・場所

事故発生日時 天候
平成　　　年　　　月　　　日

午前 ・ 午後　　　時　　　分頃
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関係機関への
通報・連絡

氏名 所属

（特に、事故発生の要因や事故発生時の状況は詳しく記載する）

□消防 □警察　

応急措置

本格的な措置

当該施設の
措置の内容

当該施設の写真・図面

備考

記録者

□別紙添付あり　□別紙添付なし

負傷者の
救助内容

応急手当

搬送

事故発生後の対応
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国営吉野ヶ里歴史公園における行為の禁止等に関する取扱要領 

平成１８年 １月  ５日 

改定 平成２１年 ６月１２日 

国営吉野ヶ里歴史公園事務所 

 

（目的） 

第１条 この要領は、国営吉野ヶ里歴史公園（以下「公園」という。）における行為の禁止等に関

する運用方針を定め、もって安全で快適な公園利用に資することを目的とする。 

 

（適用） 

第２条 公園内における行為の禁止等については、都市公園法（以下「法」という。）及びその他

関連法令に定めるほか、この要領によるものとする。 

 

（定義） 

第３条 この要領において「公園内」とは、法の定めるところにより国営吉野ヶ里歴史公園とし

て公告された次の各号に掲げるものをいう。 

   一 法第２条の２により、すでに供用が開始されている区域 

   二 法第３３条第２項により定められた区域のうち、すでに公園管理者が権限を取得して

いる区域 

  ２ この要領において「職員等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

   一 九州地方整備局の公園担当職員 

   二 都市再生機構の公園担当職員 

   三 国が発注する国営吉野ヶ里歴史公園管理運営業務の受託者（以下「管理運営業務受託

者」という。） 

   四 都市再生機構から、法第５条第３項に基づく公園施設の貸借を受けた機関若しくは、

施設管理を委託された機関（以下「特定公園施設等」という。）の職員 

   五 管理運営業務受託者との契約により、管理運営業務受託者の指導監督を受けて、公園

の利用上の指導等の業務を行う者 

  ３ この要領において、「職員等の管理行為」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

   一 前項一、三及び五に該当する者が公園全域を対象に行う公園管理 

   二 前項二及び四に該当する者が、法第５条３項による協議の対象となる区域内で、協議

事項の範囲内で行う施設管理 

  ４ この要領において「利用者」とは、勤務中の職員等を除く公園に入る全ての者をいう。 
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（禁止する行為） 

第４条 公園内における行為のうち、次の各号に掲げるものは法第１１条に準ずる行為とみなし、

その行為を禁止する。 

   一 動植物を採取する行為 

   二 別に指定する場所以外でガスコンロ、石油コンロ等の火気を使用する行為 

   三 指定する場所以外で自転車類を利用する行為 

   四 他の利用者の快適性を損なう音響の発生を伴う行為 

   五 他の利用者の安全または公園施設の正常な利用に支障を及ぼす行為 

   六 公園の利用に際し、許可無く次の各号に掲げる物件を持ち込み又は、使用する行為 

    イ 銃及び刀剣類 

    ロ 爆発性、引火性の高い花火、火薬、大量のガス、油脂類 

    ハ 野球バット（ビニール製のものは除く）及び野球用の硬球 

    二 ゴルフクラブ 

    ホ 自転車類 

    へ その他職員等が安全かつ快適な公園利用に支障を及ぼし公園施設を毀損するおそれ

があると認めたもの 

 

 

（法第１１条の規定に関する適用除外） 

第５条 公園内における行為のうち、職員等の管理行為として行うものについては、法第１１条

の規定を適用しない。 

 

 

（場所の指定） 

第６条 都市公園法施行令（以下「令」という）第１８条第三号第四号及び第五号に指定する場

所は、別に定めるものとする。 

 

 

第７条 公園内における行為のうち次の各号に掲げるものは、法第１２条に準ずる行為とみなし、

公園管理者の許可を受ける者とする。 

   一 アンケート調査又は動植物等の調査 

   二 開催日時を事前に告知することにより参加者を公募して行う行催事 

   三 営利を目的として、または会費などを徴収して写真等の撮影を行うもの 

   四 公園内に標識又は横断幕を掲示して行うもの 

   五 その他事務所長が公園の利用上又は管理上から必要と認めたもの 
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（法第１２条の規定に関する適用除外） 

第８条 公園内における行為のうち、職員等の管理行為として行うものについては、法第１２条

の規定を適用しない。 

 

 

（利用指導） 

第９条 職員等は、その責務に応じ、法令等及びこの要領に定める禁止行為または許可条件に違

反する行為を発見したときは、必要に都度入園の制限または、適切な利用指導を行うもの

とする。 

 

 

（許可基準） 

第１０条 法第１２条の規定による許可の申請に関しては、原則として次の各号に掲げるものに

該当するものは許可しないものとする。 

    一 営利を目的とした物品の販売又は頒布 

    二 公共性に欠け、又は排他的な集会、展示会及び興業 

    三 営利のみを目的とした集会、展示会及び興業 

    四 公共性に欠ける募金又は署名運動 

    五 公園利用又は公園管理に係わりのない調査 

    六 休園日又は開園時間外の利用 

    七 次の各号の一に該当し著しく公園利用の快適性を損なうもの 

     イ 公園施設の損傷又は汚損 

     ロ 公園の風致又は美観の侵害 

     ハ 他の利用者に危害を加え又は不便を生じさせること 

    八 事故発生又は公園施設の損害に対し、申請者の責任能力が欠如していると考えられ

る場合 

    九 前各号に定めるもののほか、公園管理者が公園利用上又は管理上から不都合と認め

るもの 

   ２ 前項第一号及び第六号の規定に係わらず、都市再生機構または管理運営業務受託者が、

公園利用の促進又は利用者の利便を図る目的で実施する場合は許可の対象とするものと

する。 

 

 

（許可の条件） 

第１１条 公園内の行為について許可をする場合は、必要に応じ条件を付するものとする。 

 

  附則 この要領は平成１８年１月５日から適用する。 

  附則 この要領は平成２１年６月１３日から適用する。 
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国営吉野ヶ里歴史公園における行為の禁止等に関する取扱要領の細目 

平成１８年 １月 ５日 

国営吉野ヶ里歴史公園事務所 

 

 

（たき火及び炊飯等） 

第１条 要領第４条第二号に定める場所は次の各号とする。 

   一 職員等の管理のもと行われる行催事等で使用する場所 

   二 法第１２条の申請によりたき火等が許可された場所 

 

（自転車の利用） 

第２条 要領第４条第三号に定める場所は駐輪場及びその進入路とする。 

 

第３条 要領第６条に定める場所は次の各号とする。 

     （たきび） 

    一 令第１８条第三号に定める場所は第１条による。 

     （立ち入り禁止区域） 

    二 令第１８条第四号に定める区域は、立入禁止の表示をしている区域とする。 

     （車両の乗り入れ） 

    三 令第１８条第五号に定める場所は駐車場及びその進入路とする。 

 

 

附則 この要領は平成１８年１月５日から適用する。 
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国土交通省九州地方整備局 

国営吉野ヶ里歴史公園事務所 
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第１編 総 則 

 

第１章 計画の目的及び構成 

１．計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（以下「災対法」という。）、大規模地震対策特別措置

法（以下「大震法」という）、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特

別措置法、防災基本計画及び国土交通省・九州地方整備局防災業務計画に基づき、国営

吉野ヶ里歴史公園事務所の所掌事務について、防災に関しとるべき措置等を定め防災対

策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって民生の安定、国土の保全、社会秩序の維持、

入園者の保安と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

この計画は、災害に関する経験と対策の積み重ね等により随時見直されるべき性格の

ものであり、必要に応じて修正を加えてゆくものとする。 

２．計画の構成 

この計画は、現実の災害に対する対応に即した構成としており、第１編の総則に続い

て、第２編を地震災害対策編、第３編を風水害対策編、第４編を大規模火事等災害対策

編、それぞれ災害に対する予防、応急対策、災害復旧のそれぞれの段階における諸施策

を具体的に定めている。 

 

第２章 防災に関する組織 

１．災害対策支部 

災害が発生した場合、または発生するおそれがある場合において、国営吉野ヶ里歴史

公園事務所が行う当該災害に係る災害応急対策を推進するため、特別の必要があると認

められるときは、臨時に国営吉野ヶ里歴史公園事務所震災対策・風水害対策・大規模火

事等災害対策のための災害対策支部を設置するものとする。 

２．他事務所等への応援 

九州地方整備局の他の事務所等の管内において大規模な災害が発生し、当該事務所等

では災害対策活動が困難な場合に事務所等間相互で応援要請・派遣を実施する場合は事

務所等間相互応援要領に基づき、応援対策支部を設置することができる。 

３．災害対策支部運営要領 

この計画に定めるもののほか、災害対策支部及び災害対策分会の組織及び運営に関す

る事項については、別に定める災害対策支部運営要領によるものとする。 

４．緊急時の連絡体制 

吉野ヶ里歴史公園における、火災及び事故発生等の緊急時の連絡体制は、別途定める

ものとする。 
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第２編 地震災害対策編 

 

第１章 計画の前提 

この計画は、九州地方整備局管内で参考表のような大規模な地震が発生しており、この

事を踏まえ、九州地方整備局管内及び沿岸における大規模地震災害及び津波を想定した計

画としている。 

（参考表）九州地方整備局管内の明治以降の主な地震災害 

番号   西  暦   Ｍ  地    域   地   震   名 県内発生震度 

 1  1889. 7.28  6.3   熊本       － 

 2  1898. 8.10  6.0  福岡県糸島郡       ４ 

 3  1909.11.10  7.6  宮崎県西部       ５ 

 4  1914. 1.12  7.1   桜島       ３ 

 5  1922.12. 8  6.9  長崎県橘湾       ３ 

 6  1941.11.19  7.2   日向灘  日向灘地震      ３ 

 7  1968. 2.21  6.1   宮崎県南西部  えびの地震      ３ 

 8  1968. 4. 1  7.5   日向灘  1968 年日向灘地震      ４ 

 9  1975. 1.23  6.1   熊本県北東部       ３ 

10  1975. 4.21  6.4   大分県中部  大分県中部地震      ０ 

11  1984. 8. 7  7.1   日向灘       ３ 

12  1987. 3.18  6.6   日向灘       ４ 

13  1996.10.19  6.6   日向灘       ３ 

14  1997. 3.26  6.5   鹿児島県薩摩       ３ 

15  1997. 4. 3  5.5   鹿児島県薩摩       ２ 

16  1997. 5.13  6.3   鹿児島県薩摩       ２ 

17  2005. 3.20  7.0   福岡県福岡市   福岡県西方沖      ５弱 

 

（備考）１．福岡管区気象台提供資料 

        ２．掲載震度で、「０は無感」、「－は震度観測を行っていないため不明を示す。 

 

第２章 災害予防 

第１節 地震対策の推進 

１．各種事業・計画に基づく対策の実施 

震災を防止し、または震災が発生した場合における被害の拡大を防ぐため、所管施設

の維持管理を強化するとともに、地震対策事業を地方公共団体等と連携しつつ計画的か
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つ総合的に推進し、災害に強い国土づくり・公園づくりを行うものとする。 

２．所管施設等の地震に対する安全性の確保等 

（１）既存の所管施設の地震に対する安全性を確保するため、点検要領を作成し、巡視等に

より定期的に点検を行い、その結果に基づき、緊急性の高い施設から耐震性の確保に努

めるものとする。 

（２）所管施設に関する設計指針等により適切な耐震設計を行うとともに、公園施設及び施

設周辺の液状化の発生を防止する対策や、液状化が発生した場合においても施設の被害

を防止する対策等の実施に努める。 

第２節 危機管理体制の整備 

１．初動時防災体制の強化 

（１）災害発生時の情報収集・連絡体制の強化 

災害発生時の情報収集・連絡体制等を夜間・休日の場合も含めて対応できるよう、

あらかじめ整備しておくとともに、その周知を徹底するものとする。 

（２）非常参集体制の強化 

大規模災害発生時における迅速かつ確実な災害情報の収集・連絡の重要性に鑑み、

地震災害対策支部（以下「対策支部」という。）に参集する事が必要な職員等をあら

かじめ指名しておく等、体制を整備しておくものとする。 

（３）初動体制に関するマニュアルの整備 

地震による災害に対して、速やかに対処するため、初動体制に関するマニュアルを

整理し下記の事項について、事前に業務が遂行できるように確認しておくものとす

る。 

１）地震発生の把握方法及び連絡系統 

２）初動時防災体制の発令 

３）参集 

４）指揮系統（代行指揮含む）の明確化 

２．応援・協力体制等の強化 

平素から関係各機関との情報及び資料の交換等を含めて連絡を密にし、相互の応援・

協力体制を定めておく等、緊急時の協力体制等の整備を図るものとする。 

（１）事務所等間の応援 

事務所等間における協力要請の方法、人員派遣の発動等は、「事務所等間相互応援

要領」等の定めにより下図の体制で行い、職員等の派遣及び資機材の提供等について

確認しておくものとする。 

事務所等の連絡窓口は連絡窓口一覧表を参照するものとする。  

                           

 

（２）自治体等との協力 

自治体等とは、平常時から連携を強化し、相互応援、協力体制を定めておき、緊急

 

事務所等 

 

本  局

 

事務所等 

要 請 

要 請 指 示 

指 示 

協議内容等の調整 
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時における情報連絡体制、相互の協力体制等について確認しておくものとする。 

１）自治体等との情報連絡体制は連絡窓口一覧表を参照するものとする。 

２）その他必要と認められるものについて相互に協力するものとする。 

（３）公園施設の占用者及び管理者との協力 

公園所管施設の占用者及び管理者とは、所管施設等の点検及び復旧対策を講じる際

の情報連絡体制として連絡窓口一覧表を作成すると共に、協力内容について確認して

おくものとする。 

（４）防災エキスパート等との協力 

地震等の大規模災害による被災施設の復旧等をより迅速、確実、効果的に対処する

ため、「防災エキスパート制度」を定め、かつて公共土木施設の整備、管理等に長年

携わり一定のノウハウをもった人材を定め災害危険箇所の巡視・点検を実施しうる人

材に被災した公共施設等の被害情報の迅速な収集等にボランティアとして協力を得

る等、円滑な災害復旧等を行うため協力体制を確認しておくものとする。 

（５）報道機関との協力 

緊急の広報または連絡が必要な場合、通信網の途絶を考慮し、報道機関と連絡方法

等についての調整を図るものとする。 

３．庁舎等の対策 

（１）点検 

事務所等の庁舎については、「官庁施設の耐震点検・改修要領」（昭和６２年４月、

建設大臣官房官庁営繕部監修）により耐震点検を行い、必要な補強等の対策を実施し

ておくものとする。また、宿舎についても必要な対策を講じておくものとする。 

（２）庁舎機能の確保 

１）庁舎については、地震災害時における庁舎機能を確保するため、火災防止器物破損

防止、ロッカー等の転倒防止等の安全対策を講じておくものとする。 

２）地震発生時に被害状況の把握を速やかに行えるよう、「官庁施設等緊急被害状況調

査表（案）」に施設概要等を記入しておくものとする。 

３）非常用電源の確保 

災害発生後の庁舎の停電に備えて災害対策支部機能を確保するため、負荷に対し

て十分な容量を有する非常用発電設備を設置するとともに、センターは３日間、他

の施設についても原則とし３日間で運転できるよう、燃料の確保、補給、運搬体制

の整備を図るものとする。なお、非常用発電設備は断水に備えて空冷式を原則とす

る。 

４）緊急避難 

緊急避難経路を定め、職員等の誘導に支障のないように配慮しておくものとす

る。 

４．職員等の生活対策 

（１）生活用品等の確保 

地震災害後に必要な水、食料、ガスボンベ（ＬＰＧ）、寝具、救急薬品類、作業衣

類、燃料等を資材倉庫等に常時確保しておくものとする。 

（２）職員等の生活対策用施設、機材の整備 

地震災害後の応急対策を行う職員等のための、飲料水、食料、燃料等の備蓄及び確
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保を図るものとする。また、休息・仮眠所、トイレ、炊事、風呂等の燃料も含めて、

職員等の生活対策用施設、機材を整備する。さらに応援者も含めた宿泊施設等につい

て検討しておくものとする。 

（３）職員等及び家族の連絡等について 

１）職員等が安心して業務が遂行できるよう連絡員（宿舎）を活用する等、家族の安全

確認及び家族との連絡を維持するための方法を確立しておくものとする。 

２）対策支部においては、安否状況を確認に来た職員等及び家族について状況把握でき

る体制を整えておくものとする。 

５．復旧対策に係る契約手続きの簡素化 

地震災害発生等によりその復旧工事を緊急に施工する必要がある場合の契約手続き

として、通常の手続きを執る時間的余裕のないときの契約方法は「地震、洪水等災害に

伴う緊急復旧工事の随意契約方式の取り扱いについて」（建九契第２８３号、平成１０

年８月２８日）を事前に確認しておくものとする。 

第３節 地震災害情報・通信システム等の整備及び運用、管理 

１．地震災害情報・通信システム等の整備 

地震災害情報の収集・連絡に資する通信施設等の整備を進めるため、次の施策を実施

するものとする。 

（１）防災情報ネットワークの整備 

各機関間の情報ネットワーク化に資するため、マイクロ回線の複数ルート化・デジ

タル化等の整備を図るものとする。なお、これらの情報通信施設については、耐震性

の強化や停電対策を講じておくものとする。 

大規模災害発生等により、マイクロ回線等の被災または急激な通信の増加等があっ

た場合にも円滑に情報通信手段を確保するため、通信路の拡大及び臨時回線用設備等

の整備を推進するものとする。 

（２）地域防災無線等との連携 

地域防災無線との連携を図り、情報のネットワーク化を推進するものとする。他機

関との連絡等に配慮し、ＮＴＴの災害時優先電話、非常取り扱い通話及びＮＴＴ災害

応急復旧無線電話、パソコン通信等によるバックアップ対策を推進するものとする。 

（３）移動通信機材の整備 

災害発生による通信回線の途絶への対応が迅速、円滑に実施できるように移動多重

無線機等の通信機材の配備計画を策定し、整備を推進するものとする。 

（４）情報通信施設等の耐震化の推進 

無線室、電源室等の耐震性の強化を図るものとする。また、電子機器の耐震化及び

メールサーバの二重化を推進するものとする。 

（５）コンピュータバックアップ対策 

プログラムデータのディスクテープ等へのバックアップ、代替機への振替え、機器

の分散化、ネットワーク化等のコンピュータバックアップ対策等の推進を図るものと

する。 

２．地震災害情報・通信システム等の運用、管理 

災害発生時の情報通信手段については、平常時よりその確保に努めるものとし、その

運用、管理等にあたっては、次の点を考慮するものとする。 
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（１）関係機関との相互接続 

災害発生時における緊急情報連絡を確保するため、地方公共団体及び関係各機関と

の相互接続等によるネットワーク間の連携を図るものとする。 

（２）点検 

災害発生時の通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無線設備の総

点検を定期的に実施するものとするとともに、通信施設、情報機器、非常用電源設備

等については、「地震に関する通信施設点検指針について」（平成２年４月６日付建

九電通第４２号）により耐震点検を実施、点検結果に基づき必要な補強対策等を実施

するものとする。 

（３）災害発生時優先電話等の活用 

ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害発生優先電話等を効果的に

活用するため、その確保に努めるとともに、その設置場所を周知しておく等災害発生

時において有効に活用できる体制を確立しておくものとする。 

（４）携帯電話の配備 

休日、夜間等において指揮命令者間の連絡を確保するため、携帯電話の個人等への

配備を定めておくものとする。 

（５）電子化データのバックアップ等 

プログラム・データの定期的なバックアップを実施するものとする。 

（６）情報・通信システムの運用、操作マニュアルの整備 

臨時回線等の運用が迅速、円滑に実施できるように、設営操作方法を盛り込んだ電

気通信施設の運用マニュアルの整備を図るものとする。  

３．ヘリコプターの運用体制の整備等 

（１）運用体制の整備 

地震発生時において迅速な情報収集、被害状況の把握、要員の移動等を図るため九

州地方整備局等において管理しているヘリコプターの活用を図るものとする。 

（２）防災臨時ヘリポートの確保 

地震災害発生時において緊急に対応するため、臨時ヘリポートを確保するものとす

る。ヘリポートの選定には、可能な限り制約を受けない場所及びヘリコプターが離発

着できる場所に配慮するものとする。 

第４節 防災拠点の整備 

１．資機材備蓄拠点の整備等 

（１）防災備蓄基地の整備 

地震災害時に広域的な応急復旧を円滑に進めるため、資機材の備蓄拠点の整備を図

るものとする。 

（２）応急復旧資機材の備蓄計画 

地震災害時の応急復旧資機材の備蓄基地のネットワークに関する計画を策定し、防

災備蓄倉庫等において、必要な資機材の備蓄を図るものとする。 

（３）電気通信機材及び電子機材の備蓄 

地震発生時に必要な応急復旧資機材の備蓄を図るものとする。 

２．災害対策支部室等の整備 

（１）災害対策支部室等の整備 
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対策支部等の運営が円滑に行われるよう、庁舎内に災害対策支部室等を設け、必要

な情報機器等を整備するとともに十分な管理をしておくものとする。災害対策支部室

等にはその機能及び機動力を発揮できるような十分な広さを確保するよう努めるも

のとする。 

（２）災害対策支部室等の代替場所の確保 

災害対策支部室等の代替場所については、資機材の準備状況、執務・宿舎設備及び

通信設備の整備状況等を勘案し、検討を進めておくものとする。 

第５節 災害対策用建設機械等の整備 

迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備えとして、所管施設の緊急点検、

被害状況等の把握、応急復旧や二次災害の発生、拡大の防止対策を図るために必要な災

害対策車等の災害対策用機械の保有及び活用に関する計画を作成し、これに基づいて計

画的な整備を行うとともに、大規模災害発生時において、人員、災害対策用機械の派遣

等、広域的かつ効果的な応援を行うために必要な機材等の整備を推進するものとする。 

また、応急復旧用の資機材の備蓄を推進するものとする。 

第６節 緊急輸送路対策 

所管施設について、地震災害応急対策を実施する場合の資機材等の輸送を確保するた

め、主要な緊急輸送経路を選定しておくものとする。 

第７節 防災訓練等 

１．防災訓練 

（１）防災訓練は毎年原則として９月１日に実施するものとする。 

（２）訓練にあたっては、情報の収集、伝達訓練等の大規模な災害を想定した防災訓練を行

うものとする。 

（３）防災訓練の方法及び内容 

防災訓練の方法は、実働訓練等、より機動力を生かした実践的な防災訓練を実施す

る。 

１）情報の収集伝達等 

２）参集訓練 

３）対策支部及び対策分会の設置及び要員参集体制 

４）所管施設等の点検等、状況の把握に関する事項 

５）資機材、人員に配備手配 

６）所管施設の被害想定 

７）地震防災応急対策の実施要員の確保及び関係各機関との協力体制 

８）避難対策等 

９）家族安否確認 

10）パソコン通信等を用いた情報提供訓練 

11）広報 

12）事後評価 

２．非常参集訓練 

職員等の非常参集体制の整備を図るため、非常参集訓練を年１回以上行うものとす

る。その際、公共交通機関の不通等、参集途上で携帯電話等を利用した訓練等様々な条

件を設定し、実践的な参集訓練となるよう努めるものとする。 
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第８節 防災教育及び広報等 

１．職員等に対する教育 

職員等に対する教育については、その所属により果たすべき役割が異なることを考慮

し、次に掲げる事項について、講習会、研修、パンフレット等により教育を行うものと

する。 

（１）予想される地震等に関する知識 

（２）職員等が果たすべき役割 

（３）今後の地震対策として取り組むべき必要のある施設整備 

２．広報 

（１）広報対策 

地震災害発生時における被害の軽減、混乱の防止、二次災害の防止及び応急復旧活

動の円滑化等のため、広報を行うものとする。このためあらかじめ広報の内容、発表

方法、発表の体制等について整備を図るものとする。 

（２）防災知識の普及 

公園利用者等に対して、防災週間等、イベント、各種パンフレット等あらゆる機会

を通じて、直下の地震を含む地震の知識、地震災害時にとられる措置、利用者の心構

え等について正確な知識の普及を図るものとする。 

 

第３章 地震災害応急・復旧対策（地震発生後） 

第１節 地震発生直後の情報収集及び通信の確保等 

地震が発生した場合、地震情報（震度、震源、マグニチュード、余震の状況等）を迅

速、広域的に収集・連絡するものとする。この場合、被害の概括的な情報を含め多くの

情報を効果的な通信手段・機材を用いて伝達し、被害規模の早期把握を行うものとする。 

１．災害情報の収集・連絡 

（１）地震情報等の把握・連絡 

地震が発生した場合、テレビ、ラジオ等の一般情報等により地震の規模、範囲等に

ついて確認するものとする。 

管内で対策支部の設置を必要とする規模の地震等（震度４以上）が発生した場合、

関係各課に連絡・周知するものとし、速やかに防災体制を確立するものとする。 

（２）災害情報の収集・連絡 

１）災害情報の収集 

対策支部は、次に掲げる方法等により迅速かつ的確に応急対策活動に必要な情報

の収集に努めるとともに、その事態に応じて、内容、精度を高めるものとする。ま

た、情報の有効かつ適切な活用を図るため、必要な範囲内において、通報または、

入手した情報の分析・整理を行うものとする。 

①ラジオ、テレビ 

②参集者の情報 

③関係各機関からの情報 

④地域住民からの通報 

⑤現地調査 

⑥その他の方法 
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２）災害情報の連絡 

対策支部等は、関係各機関との間において応急対策活動に必要な収集及び通報を

行い、窓口の一元化に特に留意し、現地等における災害対応等に支障を来さないよ

うに配慮するものとする。 

収集した情報は必要に応じて、速やかに、本局、地方公共団体、警察機関等へ連

絡・情報交換を行うものとする。 

（３）災害情報の共有 

対策支部等及び占用企業者等関係機関が当該災害状況等に関して、共通認識を持つ

ことによって、効率的な地震災害応急対策活動を期するとともに、対策支部等分の行

う応急対策活動に係る調整等の円滑化に資するため、対策支部等及び占用企業者等関

係機関との間で情報の共有を図るものとする。 

２．通信の確保 

災害発生直後直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（１）庁舎・設備の状況把握 

震度４以上の地震が発生した場合、庁舎・設備（ガス・電気・通信施設・情報機器

等）の状況を把握し、不備や不測の事態が生じないことを確認した上で行動を行うも

のとする。 

（２）通信の確保 

通信連絡の方法は原則としてマイクロ回線（電話、ファクシミリ）を使用するもの

とし、通信輻輳に対処するためマイクロ回線の発着信の制限や使用周波数の設定を行

う等、地震災害対策情報の伝達が円滑に行われるようマイクロ回線や機能を確保する

ものとする。なお、園内通信手段として PHS を使用する。 

（３）障害時の緊急対策 

マイクロ回線の障害時における緊急対策として、携帯・自動車電話等の移動通信回

線の活用により対処するものとする。 

（４）点検及び修理 

地震発生後直ちにマイクロ回線等情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が

生じた施設の復旧を行うものとする。また、マイクロ回線等情報通信施設の点検は、

「地震に関する通信施設点検指針について」（平成２年４月６日付建九電通第４２

号）により実施し、被害がある場合には、速やかに修理を行い、その機能回復に努め

るものとする。 

第２節 参 集 

１．職員の参集条件及び参集場所・方法 

（１）対策支部の設置に該当する規模の地震発生等の場合、初動体制に関するマニュアルに

基づき参集し、必要な体制を整えるものとする。 

（２）参集場所は、原則として本勤務地に参集し、防災業務計画書に定められた業務を遂行

するものとする。 

（３）家屋の倒壊、橋梁の落橋、道路の通行止め等によって、本勤務地への参集がどうして

も不可能な場合、近傍の国土交通省官署又は関係機関に参集し、本勤務地に連絡を図る

ものとする。 

２．参集者の把握 
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（１）対策支部等は、迅速に参集者の名簿、不参集者も名簿及び確認された所在地表を作成

し、支部長は対策本部に報告しなければならない。 

（２）対策支部では、「受け入れ職員名簿」により勤務地以外の参集者の把握を行うものと

する。 

（３）対策支部等が、不参集者の把握に努め確認できない場合は、近くの対策本部及び対策

支部等が確認行動を実施するものとする。 

第３節 地震災害応急・復旧対策の体制 

１．対策支部の体制 

（１）対策支部及び分会の設置及び体制 

１）事務所長は、地震等が発生した場合は、下記の体制により事務所に対策支部を設置

するものとする。 

２）事務所長に事故等があるときは、あらかじめ事務所長から指名を受けているものが

対策支部設置を代行するものとする。 

３）支部長は被害状況を確認後、防災体制（要員、資機材等）の強化が必要と判断した

場合は状況に応じて体制の移行指令を行わなければならない。 

４）あらかじめ指名をうけている緊急出動者は、気象庁が事務所管内の地域で震度５弱

以上（その他事務所長が必要と認めた場合を除く。）を発表した場合、原則として自

動的に勤務地へ参集するものとする。 

注意体制 「気象庁が事務所管内の地域で震度４を発表した場合」 

「その他事務所長が必要と認めた場合」 

警戒体制 「気象庁が事務所管内の地域で震度５弱・５強を発表した場合」 

「その他事務所長（対策支部が設置されているときは支部長）が必要

と認めた場合」 

非常体制 「気象庁が事務所管内の地域で震度６弱以上を発表した場合、又は地

震により重大な被害が生じた場合」 

「その他事務所長（対策支部が設置されているときは支部長）が必要

と認めた場合」 

（２）対策支部の移設 

対策支部を設置する事務所庁舎等が被災により使用が不可能な場合、支部長の指示

により対策支部の移設を行うものとする。 

（３）対策支部の廃止 

支部長は次に該当する場合、対策支部を廃止するものとする。 

１）災害応急復旧がおおむね完了し、二次災害の恐れがなくなった場合 

２）その他、対策支部設置の必要性がなくなったと判断される場合 

（４）対策支部の組織 

対策支部の組織は、別途定める「地震災害対策支部運営要領」に示す組織をもって

構成するものとする。 

（５）対策本部の代替場所 

局長（対策本部が設置されているときは本部長）から対策本部の代替場所として指

示を受けた場合、事務所長（対策支部が設置されているときは支部長）は、速やかに対

策本部の受け入れ準備を進め、万全の体制を整えるものとする。 
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２．体制の周知 

対策支部等は、被害状況の収集、応援体制等常に連絡体制がとれる状態を確保するた

め、各々の体制状況を連絡窓口一覧表に基づき伝達するものとする。 

３．動員計画 

（１）体制の組み方 

１）対策支部を設置した場合は、「地震災害対策支部運営要領」、及び初動体制に関す

るマニュアルに基づき速やかに体制を整えるものとする。 

２）対策支部の動員体制の発令及び解除は、支部長が行うものとする。 

（２）構成員の指名 

１）各体制毎に出動することが定められている緊急出動者は、各々の所掌事務を遂行す

るものとする。各班長は、初動時に参集した職員の集合状態を速やかに把握し、優先

度に応じた班編成及び配備を行うものとする。 

２）指揮・命令する者は、初期参集した人員が少人数の場合は、優先度、緊急度の高い

業務への班編成を行い、人数が増えた時点で順次班編成を見直すものとする。 

４．対策支部間の応援 

（１）事務所長等は、本局及び他の事務所等において対策本部及び対策支部が設置された場

合、あるいは報道等の情報により他事務所等管内において著しい被害が予想されると判

断した場合には、事務所長等の指令により応援出動の準備体制に入ることとし、応援に

必要な人員、資機材等を整えておくものとする。 

（２）対策支部間の応援は、「事務所等間相互応援要領」等により原則として被災当該支部

長が応援を本部長に要請し、本部長が他の支部長へ応援を指示する。また、必要に応じ

本部長の判断により応援を指示することができる。応援に出動した職員は被災当該支部

の体制下に入るものとする。 

５．他機関との協力 

（１）防災関係機関との連絡・協力 

地震防災時において迅速適切な応急対策措置を実施するため、他の防災関係機関と

密接な連絡を保ち協力を行うものとする。 

（２）佐賀国道事務所との連絡・協力 

地震情報等の迅速な把握に努めるため、気象庁よりの情報については、佐賀国道事

務所に協力、応援をもらうものとする。 

（３）占用企業者との連絡・協力 

地震災害時において、上・下水道、電気及び通信・電気機器施設の機能を確保する

ため、これら施設の被災状況の把握及び復旧工事等にあたっては、関係する占用機関

等と密接な連絡を保ち必要に応じて協力、応援を行うものとする。 

（４）公園緑地管理財団との連絡・協力 

地震災害時において、来園者及び公園施設等の情報を迅速に把握し対処できるよう

に連絡系統を明確にし、協力するものとする。 

６．応援体制 

（１）関係各機関への応援 

地震災害時において、関係各機関から職員、資機材等の応援の要請があった場合に

は、必要に応じて対処するものとする。 
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（２）応援体制 

応援の要請に対しては必要に応じ事務所長（支部設置の場合には支部長）が応援を

指示するものとする。また、応援に出た職員は被災当該体制下の入るものとする。 

７．庁舎等の対策 

（１）庁舎等点検 

１）庁舎について庁舎等の施設管理者は、被災直後に余震による被災建築物の損傷の一

層の進行や、被災建築物を使用することによる二次的災害の発生に対する安全性を確

認し、使用の可否を判定するため「官庁施設応急危険度判定調査表（案）」により被

災状況の概要を調査し、危険度の判定を行うものとする。また、応急危険度判定結果

に基づき必要に応じて、「官庁施設被災度区分判定調査票（案）」により、当該建築

物の詳細な被災状況を調査し、その後の補強の要否等を判定するための被災度区分判

定を行うものとする。 

２）宿舎について、迅速にその被災状況の把握に努めるものとする。 

（２）緊急時の避難 

火災等の緊急事態が発生した場合は、あらかじめ定めた避難経路により庁舎管理者

が職員等の誘導を行うものとする。 

（３）災害時の応急措置 

建物の被災によって二次災害の発生する危険性がある場合は、速やかに危険物の撤

去、危険区域の設定等の危険防止対策をとるものとする。 

（４）応急復旧 

応急危険度判定及び被災度区分判定の調査結果による被害状況に応じて、庁舎機能

の維持・確保を図るための応急復旧対策を速やかに実施するものとする。 

８．職員等の安全確保、健康管理等 

（１）安全確保 

施設対策等の措置を行う場合においては、職員等の安全確保に配慮するものとす

る。 

（２）健康管理 

施設対策等の措置及び各種の地震後対応は、長期にわたることが予想されるので勤

務の適切なローテーション等、職員等の健康管理に配慮するものとする。 

（３）生活対策 

施設対策等の措置を行う場合においては、業務に必要な物資の購入・調達、職員に

対する非常食等の配給、休息・仮眠所の確保等、職員等の生活対策に配慮するものと

する。 

（４）職員等及び家族の安否確認 

職員等及び家族の安否確認は、初動体制に関するマニュアルに基づき行うものとす

る。 

９．避難住民対策 

地方公共団体、地域住民等より、あらかじめ避難場所として指定された施設以外の所

管施設について、避難場所として使用したい旨の要請があった場合には、施設の状況等

を確認の上、適切に対処するものとする。 

第４節 災害発生時における道路交通の確保等 
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緊急輸送道路については、関係機関と調整を図りつつ、路上障害物の除去・沿道の建

築物の安全確認等により速やかに緊急輸送機能を確保するものとする。 

第５節 地震発生直後の所管施設の緊急点検 

災害発生後、緊急点検実施の体制を速やかに整え、周辺の安全を確認した上で、施設

の緊急点検を実施するものとする。その際、被災した施設等の被害状況の迅速な収集等

を行うものとする。 

第６節 災害対策用資機材・復旧資機材の確保 

応急復旧を円滑に行うため、主要な災害復旧用資機材を緊急・迅速に調達しうるため

に、必要に応じて関係団体等に対し建設機械の調達、労働力の確保、資材調達について

要請等を行うものとする。 

第７節 公園施設対策 

１．公園施設の点検 

被害状況を速やかに把握するため、巡視を実施する。なお、巡視結果等から詳細な点

検が必要と思われるものについては、できるだけ早い時期に詳細な点検を実施するもの

とする。 

２．応急復旧 

（１）パトロールによる巡視結果等に基づき、速やかに応急復旧を行うものとする。 

（２）応急復旧工法は被害の状況、資機材の有無等を考慮して適切な工法を選定するものと

する。 

３．入園者対策 

被災施設については、その種類、位置等について公園利用者に周知し、公園の利用に

危険を及ぼさないように努めるものとする。 

第８節 災害時における広報 

地震災害の広報は、災害対策支部が行うものとし、地震災害応急対策等に係る措置の

状況について、必要に応じ遂時広報を行うものとする。 

１．広報活動はおおむね次の事項について広報を行う。 

（１）入園者の安否等に関する事項 

（２）所管施設の全般的状況（被害及び施設の機能状況） 

（３）浸水・土砂災害等に関する事項 

（４）緊急輸送道路の状況、復旧の見通し等に関する事項 

（５）所管する施設に対して危険防止のために必要な事項及び応急復旧活動に関して理解と

協力を求める必要のある事項 

（６）その他対策支部等の活動に関して広報を行う必要がある事項 

２．広報は、放送機関、新聞社等の報道機関の協力を求めて行う。特に必要があると認める

場合には、関係する地方公共団体等の協力を求めるものとする。 

３．対策支部は、必要に応じて施設利用者及び危険箇所周辺の住民に対して以下の広報を行

う。広報を行う場合には、対策本部にその内容を報告するものとする。 

（１）公園利用者の危険防止のための必要な事項 

（２）公園利用者に理解と協力を求める必要のある事項 

（３）災害危険箇所の周知及び警戒避難に関する事項 

（４）その他、対策支部及び対策分会の活動に関して理解と協力を求める必要のある事項 
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第４章 運営要領の作成 

１．本計画の円滑な運営を図るため事務所長は、年度当初、「地震災害対策支部運営要領」

を定めるものとする。 

２．事務所長は、第１項に基づき定めた「地震災害対策支部運営要領」を毎年度局長に報告

するものとする。 
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第３編 風水害対策編 

第１章 計画の前提 

この計画は、国営吉野ヶ里歴史公園事務所管内で台風・梅雨前線等による豪雨・洪水対

策及び公園施設に災害が発生し、または発生が予想されることを踏まえ災害対策の推進を

図ることを目的とする。 

 

第２章 風水害予防（事前対策） 

第１節 風水害対策の推進 

１．公園施設の風水害対策の推進 

点検要領を作成し、巡視等により定期的に点検を実施し、その結果に基づき、必要な

施設の整備を行うものとする。 

２．総合的な危険度の把握 

公園施設及び施設周辺について、想定される被害等の把握に努めるものとする。 

第２節 防災体制の整備 

１．防災体制の強化 

（１）災害発生時の情報収集・連絡体制の強化 

災害発生時の情報収集・連絡体制等を夜間・休日の場合も含めて対応できるよう、

あらかじめ整備しておくとともに、その周知を徹底するものとする。 

（２）風水による災害に対して、速やかに対処するため下記の事項について、事前に業務が

遂行できるよう確認しておくものとする。 

２．応援・協力体制等の強化 

平素から関係各機関との情報及び資料の交換等を含めて連絡を密にし、相互の応援・

協力体制を定めておく等、緊急時の協力体制等の整備を図るものとする。 

（１）事務所等間の応援 

事務所等間における協力要請の方法、人員派遣の発動等は、「事務所等間相互応援

要領」等の定めにより下図の体制で行い、職員等の派遣及び資機材の提供等について

確認しておくものとする。 

事務所等の連絡窓口は連絡窓口一覧表を参照するものとする。 

 

 

                                    

 

（２）自治体等との協力 

自治体等とは、平常時から連携を強化し、相互応援、協力体制を定めておき、緊急

時における情報連絡体制、相互の協力体制等について確認しておくものとする。 

１）自治体等との情報連絡体制は連絡窓口一覧表を参照するものとする。 

 

事務所等 

 

本  局

 

事務所等 

要 請 

要 請 指 示 

指 示 

協議内容等の調整 
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２）その他必要と認められるものについて相互に協力するものとする。 

（３）公園施設の占用者及び管理者との協力 

公園所管施設の占用者及び管理者とは、所管施設等の点検及び復旧対策を講じる際

の情報連絡体制として連絡窓口一覧表を作成すると共に、協力内容について確認して

おくものとする。 

（４）防災エキスパート等との協力 

風水害の大規模災害による被災施設の復旧等をより迅速、確実、効果的に対処する

ため、「防災エキスパート制度」を定め、かつて公共土木施設の整備、管理等に長年

携わり一定の ノウハウをもった人材を定め災害危険箇所の巡視・点検を実施しうる

人材に被災した公共施設等の被害情報の迅速な収集等にボランティアとして協力を

得る等、円滑な災害復旧等を行うため協力体制を確認しておくものとする。 

（５）報道機関との協力 

緊急の広報または連絡が必要な場合、通信網の途絶を考慮し、報道機関と連絡方法

等についての調整を図るものとする。 

３．庁舎等の対策 

（１）点検 

庁舎等及び宿舎の施設管理者は、「官庁施設等緊急被害状況調査表（案）」により

状況把握を行い、適切な処置を講じておくものとする。 

（２）庁舎機能の確保 

１）非常用電源の確保 

災害発生後の庁舎の停電に備えて風水害対策支部（以下「対策支部」という。）

機能を確保するため、負荷に対して十分な容量を有する非常用発電設備を設置する

とともに、センターは３日間、他の施設については原則として３日間運転できるよ

う、燃料の確保、補給、運搬体制の整備を図るものとする。なお、非常用発電設備

は断水に備えて空冷式を原則とする。 

２）緊急避難 

緊急避難経路を定め、職員等の誘導に支障のないように配慮しておくものとす

る。 

４．職員等の生活対策 

（１）生活用品等の確保 

災害発生後に必要な水、食料、ガスボンベ（ＬＰＧ）、寝具、救急薬品類、作業衣

類、燃料等を資材倉庫等に常時確保しておくものとする。 

（２）職員等の生活対策用施設、機材の整備 

災害発生後の応急対策を行う職員等のための、飲料水、食料、燃料等の備蓄及び確

保を図るものとする。また、休息・仮眠所、トイレ、炊事、風呂等の燃料も含めて、

職員等の生活対策用施設、機材を整備する。さらに応援者も含めた宿泊施設等につい

て検討しておくものとする。 

（３）職員等及び家族の連絡等について 

１）職員等が安心して業務が遂行できるよう連絡員（宿舎）を活用する等、家族の安全

確認及び家族との連絡を維持するための方法を確立しておくものとする。 

２）対策支部においては、安否状況を確認に来た職員等及び家族について状況把握でき
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る体制を整えておくものとする。 

５．復旧対策に係る契約手続きの簡素化 

災害発生等によりその復旧工事を緊急に施工する必要がある場合の契約手続きとし

て、通常の手続きを執る時間的余裕のないときの契約方法は「地震、洪水等災害に伴う

緊急復旧工事の随意契約方式の取り扱いについて」（建九契第２８３号、平成１０年８

月２８日）を事前に確認しておくものとする。 

第３節 風水害情報・通信システム等の整備及び運用、管理 

１．風水害情報・通信システム等の整備 

風水害情報の収集・連絡に資する通信施設等の整備を進めるため、次の施策を実施す

るものとする。 

（１）防災情報ネットワークの整備 

各機関間の情報ネットワーク化に資するため、マイクロ回線の複数ルート化・デジ

タル化等の整備を図るものとする。なお、情報通信施設については、停電対策を講じ

ておくものとする。 

大規模災害発生等により、マイクロ回線等の被災または急激な通信の増加等があっ

た場合にも円滑に情報通信手段を確保するため、通信路の拡大及び臨時回線用設備等

の整備を推進するものとする。 

（２）地域防災無線等との連携 

地域防災無線との連携を図り、情報のネットワーク化を推進するものとする。他機

関との連絡等に配慮し、ＮＴＴの災害時優先電話、非常取り扱い通話及びＮＴＴ災害

応急復旧無線電話、パソコン通信等によるバックアップ対策を推進するものとする。 

（３）移動通信機材の整備 

災害発生による通信回線の途絶への対応が迅速、円滑に実施できるように移動多重

無線機等の通信機材の配備計画を策定し、整備を推進するものとする。 

（４）コンピュータバックアップ対策 

プログラムデータのディスクテープ等へのバックアップ、代替機への振替え、機器

の分散化、ネットワーク化等のコンピュータバックアップ対策等の推進を図るものと

する。 

２．風水害情報・通信システム等の運用、管理 

災害発生時の情報通信手段については、平常時よりその確保に努めるものとし、その

運用、管理等にあたっては、次の点を考慮するものとする。 

（１）関係機関との相互接続 

災害発生時における緊急情報連絡を確保するため、地方公共団体及び関係各機関と

の相互接続等によるネットワーク間の連携を図るものとする。 

（２）点検 

災害発生時の通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無線設備の総

点検を定期的に実施し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 

（３）災害発生時優先電話等の活用 

ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害発生優先電話等を効果的に

活用するため、その確保に努めるとともに、その設置場所を周知しておく等災害発生

時において有効に活用できる体制を確立しておくものとする。 
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（４）携帯電話の配備 

休日、夜間等において指揮命令者間の連絡を確保するため、携帯電話の個人等への

配備を定めておくものとする。 

（５）電子化データのバックアップ等 

プログラム・データの定期的なバックアップを実施するものとする。 

（６）情報・通信システムの運用、操作マニュアルの整備 

臨時回線等の運用が迅速、円滑に実施できるように、設営操作方法を盛り込んだ電

気通信施設の運用マニュアルの整備を図るものとする。  

３．ヘリコプターの運用体制の整備等 

（１）運用体制の整備 

災害発生時において迅速な情報収集、被害状況の把握、要員の移動等を図るため九

州地方整備局等において管理しているヘリコプターの活用を図るものとする。 

（２）防災臨時ヘリポートの確保 

災害発生時において緊急に対応するため、臨時ヘリポートを確保するものとする。

ヘリポートの選定には、可能な限り制約を受けない場所及びヘリコプターが離発着で

きる場所に配慮するものとする。 

第４節 防災拠点の整備 

１．資機材備蓄拠点の整備等 

（１）防災備蓄基地の整備 

災害時に広域的な応急復旧を円滑に進めるため、資機材の備蓄拠点の整備を図るも

のとする。 

（２）応急復旧資機材の備蓄計画 

災害時の応急復旧資機材の備蓄基地のネットワークに関する計画を策定し、防災備

蓄倉庫等において、必要な資機材の備蓄を図るものとする。 

（３）電気通信機材及び電子機材の備蓄 

発生時に必要な応急復旧資機材の備蓄を図るものとする。 

２．災害対策支部室等の整備 

（１）災害対策支部室等の整備 

対策支部等の運営が円滑に行われるよう、庁舎内に災害対策支部室等を設け、必要

な情報機器等を整備するとともに十分な管理をしておくものとする。災害対策支部室

等にはその機能及び機動力を発揮できるような十分な広さを確保するよう努めるも

のとする。 

（２）災害対策支部室等の代替場所の確保 

災害対策支部室等の代替場所については、資機材の準備状況、執務・宿舎設備及び

通信設備の整備状況等を勘案し、検討を進めておくものとする。 

第５節 災害対策用建設機械等の整備 

迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備えとして、所管施設の緊急点検、

被害状況等の把握、応急復旧や二次災害の発生、拡大の防止対策を図るために必要な災

害対策車等の災害対策用機械の保有及び活用に関する計画を作成し、これに基づいて計

画的な整備を行うとともに、大規模災害発生時において、人員、災害対策用機械の派遣

等、広域的かつ効果的な応援を行うために必要な機材等の整備を推進するものとする。 
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また、応急復旧用の資機材の備蓄を推進するものとする。 

第６節 緊急輸送路対策 

所管施設について、災害応急対策を実施する場合の資機材等の輸送を確保するため、

主要な緊急輸送経路を選定しておくものとする。 

第７節 訓練 

１．訓練は毎年原則として年１回以上実施するものとする。 

（他の訓練を行った場合これに代えることが出来る） 

２．訓練にあたっては、情報の収集、伝達訓練等の大規模な災害を想定した防災訓練を行う

ものとする。 

３．防災訓練の方法及び内容 

防災訓練の方法は、実働訓練等、より機動力を生かした実践的な防災訓練を実施する。 

（１）洪水予報等の情報収集及び伝達等 

（２）対策支部及び対策分会の設置及び要員参集体制 

（３）所管施設等の点検等、状況の把握に関する事項 

（４）資機材、人員に配備手配 

（５）所管施設の被害想定 

（６）避難対策等 

（７）家族安否確認 

（８）関係各機関との協力体制 

（９）応急復旧対策 

（10）広報 

（11）事後評価 

第８節 風水害に対する教育及び広報等 

１．職員等に対する教育 

職員等に対する教育については、その所属により果たすべき役割が異なることを考慮

し、次に掲げる事項について、講習会、研修、パンフレット等により教育を行うものと

する。 

（１）洪水予報・水防警報の性格及びこれに基づきとられる措置の内容 

（２）予想される洪水・高潮等に関する知識 

（３）災害応急対策に関する知識 

１）対策支部の設置及び要員参集体制 

２）園内状況の把握と情報の伝達 

３）洪水予報等の伝達 

４）その他施設管理上の措置に関する事項 

（４）職員等が果たすべき役割 

（５）災害応急対策として講じられている対策に関する知識 

（６）今後の洪水・高潮対策等災害対策として取り組むべき必要のある施設整備 

２．広報 

（１）広報対策 

災害発生時における被害の軽減、混乱の防止、二次災害の防止及び応急復旧活動の

円滑化等のため、広報を行うものとする。このためあらかじめ広報の内容、発表方法、
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発表の体制等について整備を図るものとする。 

（２）防災知識の普及 

公園利用者等に対して、防災週間、イベント、各種パンフレット等あらゆる機会を

通じて、災害に対する知識、災害時にとられる措置、利用者の心構え等について正確

な知識の普及を図るものとする。 

 

第３章 風水害応急・復旧対策（災害発生後又は恐れのある場合） 

第１節 災害発生直後の情報収集及び通信の確保等 

災害が発生した場合または発生する恐れのある場合、風水害に関わる情報を迅速、広

域的に収集・連絡するものとする。この場合、被害の概括的な情報を含め多くの情報を

効果的な通信手段・機材を用いて伝達し、被害規模の早期把握を行うものとする。 

１．災害情報の収集・連絡 

（１）災害情報等の把握・連絡 

災害発生後または発生の恐れがある場合、気象情報、被害状況等の情報収集を行うもの

とする。園内で対策支部の設置を必要とする規模の情報を入手した場合、直ちに関係各課

に連絡・周知するものとし、速やかに防災体制を確立するものとする。 

（２）災害情報の収集・連絡 

１）災害情報の収集 

対策支部は、次に掲げる方法等により迅速かつ的確に応急対策活動に必要な情報

の収集に努めるとともに、その事態に応じて、内容、精度を高めるものとする。ま

た、情報の有効かつ適切な活用を図るため、必要な範囲内において、通報または、

入手した情報の分析・整理を行うものとする。 

①ラジオ、テレビ 

②参集者の情報 

③関係各機関からの情報 

④地域住民からの通報 

⑤現地調査 

⑥その他の方法 

２）災害情報の連絡 

対策支部等は、関係各機関との間において応急対策活動に必要な収集及び通報を

行い、窓口の一元化に特に留意し、現地等における災害対応等に支障を来さないよ

うに配慮するものとする。 

収集した情報は必要に応じて、速やかに、本局、地方公共団体、警察機関等へ連

絡・情報交換を行うものとする。 

（３）災害情報の共有 

対策支部等及び占用企業者等関係機関が当該災害状況等に関して、共通認識を持つ

ことによって、効率的な災害応急対策活動を期するとともに、対策支部等の行う応急

対策活動に係る調整等の円滑化に資するため、対策支部等及び占用企業者等関係機関

との間で情報の共有を図るものとする。 

２．通信の確保 

災害発生直後直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 
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（１）庁舎・設備の状況把握 

災害が発生した場合、庁舎・設備（ガス・電気・通信施設・情報機器等）の状況を

把握し、不備や不測の事態が生じないことを確認した上で行動を行うものとする。 

（２）通信の確保 

通信連絡の方法は原則としてマイクロ回線（電話、ファクシミリ）を使用するもの

とし、通信輻輳に対処するためマイクロ回線への発着信の制限等、災害対策情報の伝

達が円滑に行われるようマイクロ回線の機能を確保するものとする。 

（３）障害時の緊急対策 

マイクロ回線の障害時における緊急対策として、携帯・自動車電話等の移動通信回

線の活用により対処するものとする。 

（４）点検及び修理 

災害発生後直ちにマイクロ回線等情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が

生じた施設の復旧を行うものとする。 

第２節 風水害応急・復旧対策の体制 

１．対策支部の体制 

（１）対策支部設置及び体制 

１）事務所長は、風水害が発生した場合または恐れのある場合は、下記の体制により事

務所に対策支部を設置するものとする。体制発令の基準詳細は、別途定める「風水害

対策支部運営要領」によるものとする。 

（実施体制）「注意体制」 

「警戒体制」 

「非常体制」 

２）事務所長に事故等があるときは、あらかじめ事務所長から指名を受けているものが

対策支部設置を代行するものとする。 

３）支部長は被害状況を確認後、防災体制（要員、資機材等）の強化が必要と判断した

場合は状況に応じて体制の移行指令を行わなければならない。 

（２）対策支部の移設 

対策支部を設置する事務所庁舎等が被災により使用が不可能な場合、支部長の指示

により対策支部の移設を行うものとする。 

（３）対策支部の廃止 

支部長は次に該当する場合、対策支部を廃止するものとする。 

１）災害応急復旧がおおむね完了し、二次災害の恐れがなくなった場合 

２）その他、対策支部・対策分会設置の必要性がなくなったと判断される場合 

（４）対策支部の組織 

対策支部の組織は、別途定める「風水害対策支部運営要領」に示す組織をもって構

成するものとする。 

（５）対策本部の代替場所 

局長（対策本部が設置されているときは本部長）から対策本部の代替場所として指

示を受けた場合、事務所長（対策支部が設置されているときは支部長）は、速やかに

対策本部の受け入れ準備を進め、万全の体制を整えるものとする。 

２．体制の周知 
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対策支部等は、被害状況の収集、応援体制等常に連絡体制がとれる状態を確保するた

め、各々の体制状況を連絡窓口一覧表に基づき伝達するものとする。 

３．動員計画 

（１）体制の組み方 

１）対策支部を設置した場合は、「風水害対策支部運営要領」に基づき速やかに体制を

整えるものとする。 

２）対策支部の動員体制の発令及び解除は、支部長が行うものとする。 

（２）構成員の指名 

１）対策支部は、「風水害対策支部運営要領」の各体制毎に定められた動員者によって

業務を遂行するものとする。 

４．対策支部間の応援 

（１）事務所長等は、本局及び他の事務所等において対策本部及び対策支部が設置された場

合、あるいは報道等の情報により他事務所等管内において著しい被害が予想されると判

断した場合には、事務所長等の指令により応援出動の準備体制に入ることとし、応援に

必要な人員、資機材等を整えておくものとする。 

（２）対策支部間の応援は、「事務所長等間相互応援要領」等により原則として被災当該支

部長が応援を本部長に要請し、本部長が他の支部長へ応援を指示する。また、必要に応

じ本部長の判断により応援を指示することができる。応援に出動した職員は被災当該支

部の体制下に入るものとする。 

５．他機関との協力 

（１）防災関係機関との連絡・協力 

風水害時において迅速適切な応急対策措置を実施するため、他の防災関係機関と密

接な連絡を保ち協力を行うものとする。 

（２）佐賀国道事務所との連絡・協力 

気象情報等の迅速な把握に努めるため、気象庁よりの情報については、佐賀国道事

務所に協力、応援をもらうものとする。 

（３）占用企業者との連絡・協力 

風水害時において、上・下水道、電気及び通信・電気機器施設の機能を確保するた

め、これら施設の被災状況の把握及び復旧工事等にあたっては、関係する占用機関等

と密接な連絡を保ち必要に応じて協力、応援を行うものとする。 

   （４）公園緑地管理財団との連絡・協力 

災害時において、来園者及び公園施設等の情報を迅速に把握し対処できるように連

絡系統を明確にし、協力するものとする。 

６．応援体制 

（１）関係各機関への応援 

災害時において、関係各機関から職員、資機材等の応援の要請があった場合には、

必要に応じて対処するものとする。 

（２）応援体制 

応援の要請に対しては必要に応じ事務所長（支部設置の場合には支部長）が応援を

指示するものとする。また、応援に出た職員は被災当該体制下の入るものとする。 
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７．庁舎等の対策 

（１）庁舎等点検 

被害を受けた庁舎等及び宿舎の管理者は、「施設点検要領（案）」により被害状況

の把握を行い、庁舎等の管理者においては対策支部へ報告し、支部は対策本部へ報告

する。国土交通省職員宿舎の管理者においては管理官署に報告するものとする。 

（２）災害時の応急措置 

建物の被災によって二次災害の発生する危険性がある場合は、速やかに危険物の撤

去、危険区域の設定等の危険防止対策をとるものとする。 

（３）応急復旧 

応急危険度判定及び被災度区分判定の調査結果による被害状況に応じて、庁舎機能

の維持・確保を図るための応急復旧対策を速やかに実施するものとする。 

８．職員等の安全確保、健康管理等 

（１）安全確保 

施設対策等の措置を行う場合においては、職員等の安全確保に配慮するものとす

る。 

（２）健康管理 

施設対策等の措置及び風水害対応は、長期にわたることが予想される場合、勤務の

適切なローテーション等、職員等の健康管理に配慮するものとする。 

（３）生活対策 

施設対策等の措置を行う場合においては、業務に必要な物資の購入・調達、職員に

対する非常食等の配給、休息・仮眠所の確保等、職員等の生活対策に配慮するものと

する。 

（４）職員等及び家族の安否確認 

職員等及び家族の安否確認は、必要に応じて行うものとする。 

９．避難住民対策 

地方公共団体、地域住民等より、あらかじめ避難場所として指定された施設以外の所

管施設について、避難場所として使用したい旨の要請があった場合には、施設の状況等

を確認の上、適切に対処するものとする。 

第３節 災害発生時における道路交通の確保等 

緊急輸送道路については、関係機関と調整を図りつつ、路上障害物の除去・沿道の建

築物の安全確認等により速やかに緊急輸送機能を確保するものとする。 

第４節 災害発生直後の所管施設の緊急点検 

災害発生後、緊急点検実施の体制を速やかに整え、周辺の安全を確認した上で、施設

の緊急点検を実施するものとする。その際、被災した施設等の被害状況の迅速な収集等

を行うものとする。 

第５節 災害対策用資機材・復旧資機材の確保 

応急復旧を円滑に行うため、主要な災害復旧用資機材を緊急・迅速に調達しうるため

に、必要に応じて関係団体等に対し建設機械の調達、労働力の確保、資材調達について

要請等を行うものとする。 

第６節 公園施設対策 

１．公園施設の点検 
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被害状況を速やかに把握するため、巡視を実施する。なお、巡視結果等から詳細な点

検が必要と思われるものについては、できるだけ早い時期に詳細な点検を実施するもの

とする。 

２．応急復旧 

（１）パトロールによる巡視結果等に基づき、速やかに応急復旧を行うものとする。 

（２）応急復旧工法は被害の状況、資機材の有無等を考慮して適切な工法を選定するものと

する。 

３．入園者対策 

被災施設については、その種類、位置等について公園利用者に周知し、公園の利用に

危険を及ぼさないように努めるものとする。 

第７節 災害時における広報 

風水害の広報は、災害対策支部が行うものとし、災害応急復旧対策等に係る措置の状

況について、必要に応じ遂次広報を行うものとする。 

１．広報活動はおおむね次の事項について広報を行う。 

（１）入園者の安否等に関する事項 

（２）所管施設の全般的状況（被害及び施設の機能状況） 

（３）浸水・土砂災害等に関する事項 

（４）緊急輸送道路の状況、復旧の見通し等に関する事項 

（５）所管する施設に対して危険防止のために必要な事項及び応急復旧活動に関して理解と

協力を求める必要のある事項 

（６）その他対策支部等の活動に関して広報を行う必要がある事項 

２．広報は、放送機関、新聞社等の報道機関の協力を求めて行う。特に必要があると認める

場合には、関係する地方公共団体等の協力を求めるものとする。 

３．対策支部は、必要に応じて施設利用者及び危険箇所周辺の住民に対して以下の広報を行

う。広報を行う場合には、対策本部にその内容を報告するものとする。 

（１）公園利用者の危険防止のための必要な事項 

（２）公園利用者に理解と協力を求める必要のある事項 

（３）災害危険箇所の周知及び警戒避難に関する事項 

（４）その他、対策支部及び対策分会の活動に関して理解と協力を求める必要のある事項 

 

第４章 運営要領の作成 

１．本計画の円滑な運営を図るため事務所長は、年度当初、「風水害対策支部運営要領」を

定めるものとする。 

２．事務所長は、第１項に基づき定めた「風水害対策支部運営要領」を毎年度局長に報告す

るものとする。 
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第４編 大規模火事等災害対策編 

 

第１章 計画の前提 

この計画は、国営吉野ヶ里歴史公園事務所管内で大規模火事等災害による公園施設に災

害が発生し、または発生が予想されることを踏まえ、災害対策の推進を図ることを目的と

する。 

 

第２章 大規模火事等災害予防（事前対策） 

第１節 大規模火事等災害対策の推進 

１．公園施設の大規模火事等災害対策の推進 

点検要領を作成し、巡視等により定期的に点検を実施し、その結果に基づき、必要な

施設の整備を行うものとする。 

２．総合的な危険度の把握 

公園施設及び施設周辺について、想定される火事災害の範囲と現象等の把握に努める

ものとする。 

第２節 防災体制の整備 

１．初動時防災体制の強化 

（１）災害発生時の情報収集・連絡体制の強化 

災害発生時の情報収集・連絡体制等を夜間・休日の場合も含めて対応できるよう、あ

らかじめ整備しておくとともに、その周知を徹底するものとする。 

（２）非常参集体制の強化 

大規模災害発生時における迅速かつ確実な災害情報の収集・連絡の重要性に鑑み、大

規模火事等災害対策支部（以下「対策支部」という。）に参集する事が必要な職員等を

あらかじめ指名しておく等、体制を整備しておくものとする。 

（３）初動体制に関するマニュアルの整備 

火事による災害に対して、速やかに対処するため、初動体制に関するマニュアルを整

備し下記の事項について、事前に業務が遂行できるように確認しておくものとする。 

１）火事発生の把握方法及び連絡系統 

２）初動時防災体制の発令 

３）参集 

４）指揮系統（代行指揮含む）の明確化 

２．応援・協力体制等の強化 

平素から関係各機関との情報及び資料の交換等を含めて連絡を密にし、相互の応援・

協力体制を定めておく等、緊急時の協力体制等の整備を図るものとする。 

（１）事務所等間の応援 

事務所等間における協力要請の方法、人員派遣の発動等は、「事務所等間相互応援

要領」等の定めにより下図の体制で行い、職員等の派遣及び資機材の提供等について

確認しておくものとする。 

事務所等の連絡窓口は連絡窓口一覧表を参照するものとする。 
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（２）自治体等との協力 

自治体等とは、平常時から連携を強化し、相互応援、協力体制を定めておき、緊急

時における情報連絡体制、相互の協力体制等について確認しておくものとする。 

１）自治体等との情報連絡体制は連絡窓口一覧表を参照するものとする。 

２）その他必要と認められるものについて相互に協力するものとする。       

（３）公園施設の占用者及び管理者との協力 

公園所管施設の占用者及び管理者とは、所管施設等の点検及び復旧対策を講じる際

の情報連絡体制として連絡窓口一覧表を作成すると共に、協力内容について確認して

おくものとする。 

（４）防災エキスパート等との協力 

火事等の大規模災害による被災施設の復旧等をより迅速、確実、効果的に対処する

ため、「防災エキスパート制度」を定め、かつて公共土木施設の整備、管理等に長年

携わり一定のノウハウをもった人材を定め災害危険箇所の巡視・点検を実施しうる人

材に被災した公共施設等の被害情報の迅速な収集等にボランティアとして協力を得

る等、円滑な災害復旧等を行うため協力体制を確認しておくものとする。 

（５）報道機関との協力 

緊急の広報または連絡が必要な場合、通信網の途絶を考慮し、報道機関と連絡方法

等についての調整を図るものとする。 

３．庁舎等の対策 

（１）点検 

庁舎等及び宿舎の施設管理者は、「官庁施設等緊急被害状況調査表（案）」により

状況把握を行い、適切な処置を講じておくものとする。 

（２）庁舎機能の確保 

１）非常用電源の確保 

災害発生後の庁舎の停電に備えて災害対策支部機能を確保するため、負荷に対し

て十分な容量を有する非常用発電設備を設置するとともに、重要拠点は７日間、他

の施設については原則とし３日間で運転できるよう、燃料の確保、補給、運搬体制

の整備を図るものとする。なお、非常用発電設備は断水に備えて空冷式を原則とす

る。 

２）緊急避難 

緊急避難経路を定め、職員等の誘導に支障のないように配慮しておくものとす

る。 

４．職員等の生活対策 

（１）生活用品等の確保 

火事災害後に必要な水、食料、ガスボンベ（ＬＰＧ）、寝具、救急薬品類、作業衣

類、燃料等を資材倉庫等に常時確保しておくものとする。 
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（２）職員等の生活対策用施設、機材の設備 

火事災害後の応急対策を行う職員等のための、飲料水、食料、燃料等の備蓄及び確

保を図るものとする。また、休息・仮眠所、トイレ、炊事、風呂等の燃料も含めて、

職員等の生活対策用施設、機材を整備する。さらに応援者も含めた宿泊施設等につい

て検討しておくものとする。 

（３）職員等及び家族の連絡等について 

１）職員等が安心して業務が遂行できるよう連絡員（宿舎）を活用する等、家族の安全

確認及び家族との連絡を維持するための方法を確立しておくものとする。 

２）対策支部においては、安否状況を確認に来た職員等及び家族について状況把握でき

る体制を整えておくものとする。 

５．復旧対策に係る契約手続きの簡素化 

火事災害発生等によりその復旧工事を緊急に施工する必要がある場合の契約手続き

として、通常の手続きを執る時間的余裕のないときの契約方法は「地震、洪水等災害に

伴う緊急復旧工事の随意契約方式の取り扱いについて」（建九契第２８３号、平成１０

年８月２８日）を事前に確認しておくものとする。 

第３節 大規模火事等災害情報・通信システム等の整備及び運用、管理 

１．火事災害情報・通信システム等の整備 

火事災害情報の収集・連絡に資する通信施設等の整備を進めるため、次の施策を実施

するものとする。 

（１）防災情報ネットワークの整備 

各機関間の情報ネットワーク化に資するため、マイクロ回線の複数ルート化・デジ

タル化等の整備を図るものとする。なお、これらの情報通信施設については、停電対

策を講じておくものとする。 

大規模災害発生等により、マイクロ回線等の被災又は急激な通信の増加等があった

場合にも円滑に情報通信手段を確保するため、通信路の拡大及び臨時回線用設備等の

整備を推進するものとする。 

（２）地域防災無線等との連携 

地域防災無線との連携を図り、情報のネットワーク化を推進するものとする。他機

関との連絡等に配慮し、ＮＴＴの災害時優先電話、非常取り扱い通話及びＮＴＴ災害

応急復旧無線電話、パソコン通信等によるバックアップ対策を推進するものとする。 

（３）移動通信機材の整備 

災害発生による通信回線の途絶への対応が迅速、円滑に実施できるように移動多重

無線機等の通信機材の配備計画を策定し、整備を推進するものとする。 

（４）コンピュータバックアップ対策 

プログラムデータのディスクテープ等へのバックアップ、代替機への振替え、機器

の分散化、ネットワーク化等のコンピュータバックアップ対策等の推進を図るものと

する。 

２．大規模火事等災害情報・通信システム等の運用、管理 

災害発生時の情報通信手段については、平常時よりその確保に努めるものとし、その

運用、管理等にあたっては、次の点を考慮するものとする。 

（１）関係各機関との相互接続 
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災害発生時における緊急情報連絡を確保するため、地方公共団体及び関係各機関と

の相互接続等によるネットワーク間の連携を図るものとする。 

（２）点検 

災害発生時の通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無線設備の総

点検を定期的に実施し、その結果に基づき必要な措置を講じておくものとする。 

（３）災害発生時優先電話等の活用 

ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害発生優先電話等を効果的に

活用するため、その確保に努めるとともに、その設置場所を周知しておく等災害発生

時において有効に活用できる体制を確立しておくものとする。 

（４）携帯電話の配備 

休日、夜間等において指揮命令者間の連絡を確保するため、携帯電話の個人への配

備を定めておくものとする。 

（５）電子化データのバックアップ等 

プログラムデータの定期的なバックアップを実施するものとする。 

（６）情報・通信システムの運用、操作マニュアルの整備 

臨時回線等の運用が迅速、円滑に実施できるように、設営操作方法を盛り込んだ電

気通信施設の運用マニュアルの整備を図るものとする。 

３．ヘリコプターの運用体制の整備等 

（１）運用体制の整備 

災害発生時において迅速な情報収集、被害状況の把握、要員の移動等を図るため管

理しているヘリコプターの活用を図るものとする。 

（２）防災臨時ヘリポートの確保 

災害発生時において緊急に対応するため、臨時ヘリポートを確保するものとする。

ヘリポートの選定には、可能な限り制約を受けない場所及びヘリコプターが離発着で

きる場所に配慮するものとする。 

第４節 防災拠点の整備 

１．資機材備蓄拠点の整備等 

（１）防災備蓄基地の整備 

災害時に広域的な応急復旧を円滑に進めるため、資機材の備蓄拠点の整備を図るも

のとする。 

（２）応急復旧資機材の備蓄計画 

災害時の応急復旧資機材の備蓄基地のネットワークに関する計画を策定し、防災備

蓄倉庫等において、必要な資機材の備蓄を図るものとする。 

（３）電気通信機材及び電子機材の備蓄 

災害発生時に必要な応急復旧資機材の備蓄を図るものとする。 

２．災害対策支部室等の整備 

（１）災害対策支部室等の整備 

対策支部等の運営が円滑に行われるよう、庁舎内に災害対策支部室等を設け、必要

な情報機器等を整備するとともに十分な管理をしておくものとする。災害対策支部室

等にはその機能及び機動力を発揮できるような十分な広さを確保するよう努めるも

のとする。 
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（２）災害対策支部室等の代替場所の確保 

災害対策支部室等の代替場所については、資機材の準備状況、執務・宿舎設備及び

通信設備の整備状況等を勘案し、検討を進めておくものとする。 

第５節 災害対策用建設機械等の整備 

迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備えとして、所管施設の緊急点検、

被害状況等の把握、応急復旧や二次災害の発生、拡大の防止対策を図るために必要な災

害対策車等の災害対策用機械の保有及び活用に関する計画を作成し、これに基づいて計

画的な整備を行うとともに、大規模災害発生時において、人員、災害対策用機械の派遣

等、広域的かつ効果的な応援を行うために必要な機材等の整備を推進するものとする。 

また、応急復旧用の資機材の備蓄を推進するものとする。 

第６節 緊急輸送路対策 

所管施設について、大規模火事等災害応急対策を実施する場合の資機材等の輸送を確

保するため、主要な緊急輸送経路を選定しておくものとする。 

第７節 訓練 

１．訓練は毎年原則として年１回以上実施するものとする。 

（他の訓練を行った場合これに代えることが出来る） 

２．訓練にあたっては、情報の収集、伝達訓練等の大規模な災害を想定した防災訓練を行う

ものとする。 

３．防災訓練の方法及び内容 

防災訓練の方法は、実働訓練等、より機動力を生かした実践的な防災訓練を実施する。 

（１）情報の収集伝達等 

（２）対策支部及び対策分会の設置及び要員参集体制 

（３）所管施設等の点検等、状況の把握に関する事項 

（４）資機材、人員に配備手配 

（５）所管施設の被害想定 

（６）避難対策等 

（７）家族安否確認 

（８）関係各機関との協力体制 

（９）応急復旧対策 

（10）広報 

（11）事後評価 

第８節 大規模火事等災害に対する教育及び広報等 

１．職員等に対する教育 

職員等に対する教育については、その所属により果たすべき役割が異なることを考慮

し、次に掲げる事項について、講習会、研修、パンフレット等により教育を行うものと

する。 

（１）火事等に関する知識 

（２）職員等が果たすべき役割 

（３）今後の火事災害対策として取り組むべき必要のある施設整備 

２．広報 

（１）広報対策 
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火事災害発生時における被害の軽減、混乱の防止、二次災害の防止及び応急復旧活

動の円滑化等のため、広報を行うものとする。このためあらかじめ広報の内容、発表

方法、発表の体制等について整備を図るものとする。 

（２）防災知識の普及 

公園利用者等に対して、防災週間等、イベント、各種パンフレット等あらゆる機会

を通じて、災害に対する知識、災害時にとられる措置、利用者の心構え等について正

確な知識の普及を図るものとする。 

 

第３章 大規模火事等災害応急・復旧対策（災害発生後） 

第１節 災害発生直後の情報収集及び通信の確保等 

災害が発生した場合又は発生する恐れのある場合、火事災害に関わる情報を迅速、広

域的に収集・連絡するものとする。この場合、被害の概括的な情報を含め多くの情報を

効果的な通信手段・機材を用いて伝達し、被害規模の早期把握を行うものとする。 

１．災害情報の収集・連絡 

（１）災害情報等の把握・連絡 

災害発生後又は発生の恐れがある場合、気象情報、被害状況等の情報収集を行うも

のとする。園内で対策支部の設置を必要とする規模の情報を入手した場合、直ちに関

係各課に連絡・周知するものとし、速やかに防災体制を確立するものとする。 

（２）災害情報の収集・連絡 

１）災害情報の収集 

対策支部は、次に掲げる方法等により迅速かつ的確に応急対策活動に必要な情報

の収集に努めるとともに、その事態に応じて、内容、精度を高めるものとする。ま

た、情報の有効かつ適切な活用を図るため、必要な範囲内において、通報または、

入手した情報の分析・整理を行うものとする。 

①ラジオ、テレビ 

②参集者の情報 

③関係各機関からの情報 

④地域住民からの通報 

⑤現地調査 

⑥その他の方法 

２）災害情報の連絡 

対策支部等は、関係各機関との間において応急対策活動に必要な収集及び通報を

行い、窓口の一元化に特に留意し、現地等における災害対策等に支障を来さないよ

うに配慮するものとする。 

収集した情報は必要に応じて、速やかに、本局、地方公共団体、警察、消防機関

等へ連絡・情報交換を行うものとする。 

（３）災害情報の共有 

対策支部等及び占用企業者等関係各機関が当該災害状況等に関して、共通認識を持

つことによって、効率的な大規模火事等災害応急対策活動を期するとともに、対策支

部等分の行う応急対策活動に係る調整等の円滑化に資するため、対策支部等及び占用

企業者等関係機関との間で情報の共有を図るものとする。 
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２．通信の確保 

災害発生直後直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（１）庁舎・設備の状況把握 

災害が発生した場合、庁舎・設備（ガス・電気・通信施設・情報機器等）の状況を

把握し、不備や不測の事態が生じないことを確認した上で行動を行うものとする。 

（２）通信の確保 

通信連絡の方法は、原則としてマイクロ回線（電話、ファクシミリ）を使用するも

のとし、通信輻輳に対処するためマイクロ回線への発着信の制限等、災害対策情報の

伝達が円滑に行われるようマイクロ回線の機能を確保するものとする。 

（３）障害時の緊急対策 

マイクロ回線の障害時における緊急対策として、携帯・自動車電話等の移動通信回

線の活用により対処するものとする。 

（４）点検及び修理 

災害発生後直ちにマイクロ回線等情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が

生じた施設の復旧を行うものとする。 

第２節 参 集 

１．職員の参集条件及び参集場所・方法 

（１）対策支部の設置に該当する規模の災害発生等の場合、初動体制に関するマニュアルに

基づき参集し、必要な体制を整えるものとする。 

（２）参集場所は、原則として本勤務地に参集し、防災業務計画書に定められた業務を遂行

するものとする。 

（３）万が一、本勤務地への参集がどうしても不可能な場合、近傍の国土交通省官署又は関

係機関に参集し、本勤務地に連絡を図るものとする。 

２．参集者の把握 

（１）対策支部等は、迅速に参集者の名簿、不参集者も名簿及び確認された所在地等を作成

し、支部長は対策本部に報告しなければならない。 

（２）対策支部では、「受け入れ職員名簿」により勤務地以外の参集者の把握を行うものと

する。 

（３）対策支部等が、不参集者の把握に努め確認できない場合は、近くの対策本部及び対策

支部等が確認行動を実施するものとする。 

第３節 大規模火事等災害応急・復旧対策の体制 

１．対策支部及の体制 

（１）対策支部の設置及び体制 

１）事務所長は、災害が発生した場合は、下記の体制により事務所に対策支部を設置す

るものとする。 

２）事務所長に事故等があるときは、あらかじめ事務所長から指名を受けているものが

対策支部設置を代行するものとする。 

３）支部長は被害状況を確認後、防災体制（要員、資機材等）の強化が必要と判断した

場合は状況に応じて体制の移行指令を行わなければならない。 
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発令基準 

警戒体制 「相当規模の火災が発生し、災害の規模が相当拡大する恐れがある場合」 

「その他事務所長（対策支部が設置されているときは支部長）が必要と

認めた場合」 

非常体制 「相当規模の火災のため、大規模な災害発生を免れないと予想された場

合」 

「その他事務所長（対策支部が設置されているときは支部長）が必要と

認めた場合」 

（２）対策支部の移設 

対策支部を設置する事務所庁舎等が被災により使用が不可能な場合、支部長の指示

により対策支部の移設を行うものとする。 

（３）対策支部の廃止 

支部長は次に該当する場合、対策支部を廃止するものとする。 

１）災害応急復旧がおおむね完了し、二次災害の恐れがなくなった場合 

２）その他、対策支部設置の必要性がなくなったと判断される場合 

（４）対策支部の組織 

対策支部の組織は、別途定める「大規模火事等災害対策支部運営要領」に示す組織

をもって構成するものとする。 

（５）対策本部の代替場所 

局長（対策本部が設置されているときは本部長）から対策本部の代替場所として指

示を受けた場合、事務所長（対策支部が設置されているときは支部長）は、速やかに

対策本部の受け入れ準備を進め、万全の体制を整えるものとする。 

２．体制の周知 

対策支部等は、被害状況の収集、応援体制等常に連絡体制がとれる状態を確保するた

め、各々の体制状況を連絡窓口一覧表に基づき伝達するものとする。 

３．動員計画 

（１）体制の組み方 

１）対策支部を設置した場合は、「大規模火事等災害対策支部運営要領」及び初動体制

に関するマニュアルに基づき速やかに体制を整えるものとする。 

２）対策支部の動員体制の発令及び解除は、支部長が行うものとする。 

（２）構成員の指名 

１）各体制毎に出動することが定められている緊急出動者は、各々の所掌事務を遂行す

るものとする。各班長は、初動時に参集した職員の集合状態をするものとする速やか

に把握し、優先度に応じた班編成及び配備を行うものとする。 

２）指揮・命令する者は、初期参集した人員が少人数の場合は、優先度、緊急度の高い

業務への班編成を行い、人数が増えた時点で順次発令班編成を見直すものとする。 

４．対策支部間の応援 

（１）事務所長等は、本局及び他の事務所等において対策本部及び対策支部が設置された場

合、あるいは報道等の情報により他事務所等管内において著しい被害が予想されると判

断した場合には、事務所長等の指令により応援出動の準備体制に入ることとし、応援に

必要な人員、資機材等を整えておくものとする。 
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（２）対策支部間の応援は、「事務所長等間相互応援要領」等により原則として被災当該支

部長が応援を本部長に要請し、本部長が他の支部長へ応援を指示する。また、必要に応

じ本部長の判断により応援を指示することができる。応援に出動した職員は被災当該支

部の体制下に入るものとする。 

応援に出動した場合、被災当該分会の体制下に入るものとする。 

５．他機関との協力 

（１）防災関係機関との連絡・協力 

災害時において迅速かつ適切な応急対策措置を実施するため、他の防災関係機関と

密接な連絡を保ち協力を行うものとする。 

（２）占用企業者との連絡・協力 

火山災害時において、上・下水道、電気及び通信・電気機器施設の機能を確保する

ため、これら施設の被災状況の把握及び復旧工事等にあたっては、関係する占用機関

等と密接な連絡を保ち必要に応じて協力、応援を行うものとする。 

   （３）公園緑地管理財団との連絡・協力 

災害時において、来園者及び公園施設等の情報を迅速に把握し対処できるように連

絡系統を明確にし、協力するものとする。 

６．応援体制 

（１）関係各機関への応援 

火事災害時において、関係各機関から職員、資機材等の応援の要請があった場合に

は、必要に応じて対処するものとする。 

（２）応援体制 

応援の要請に対しては必要に応じ事務所長（支部設置の場合には支部長）が応援を

指示するものとする。また、応援に出た職員は被災当該体制下に入るものとする。 

７．庁舎等の対策 

（１）庁舎等点検 

被害を受けた庁舎等及び宿舎の管理者は、「施設点検要領（案）」により被害状況

の把握を行い、庁舎等の管理者においては対策支部へ報告し、支部は対策本部へ報告

する。国土交通省職員宿舎の管理者においては管理官署に報告するものとする。 

（２）緊急時の避難 

火災等の緊急事態が発生した場合は、あらかじめ定めた避難経路により庁舎管理者

が職員等の誘導を行うものとする。 

（３）災害時の応急措置 

建物の被災によって二次災害の発生する危険性がある場合は、速やかに危険物の撤

去、危険区域の設定等の危険防止対策をとるものとする。 

（４）応急復旧 

応急危険度判定及び被災度区分判定の調査結果による被害状況に応じて、庁舎機能

の維持・確保を図るための応急復旧対策を速やかに実施するものとする。 

８．職員等の安全確保、健康管理等 

（１）安全確保 

施設対策等の措置を行う場合においては、職員等の安全確保に配慮するものとす

る。 
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（２）健康管理 

施設対策等の措置及び各種の火山災害後対応は、長期にわたることが予想されるの

で勤務の適切なローテーション等、職員等の健康管理に配慮するものとする。 

（３）生活対策 

施設対策等の措置を行う場合においては、業務に必要な物資の購入・調達、職員に

対する非常食等の配給、休息・仮眠所の確保等、職員等の生活対策に配慮するものと

する。 

（４）職員等及び家族の安否確認 

職員等及び家族の安否確認は、初動体制に関するマニュアルに基づき行うものとす

る。 

９．避難住民対策 

地方公共団体、地域住民等より、あらかじめ避難場所として指定された施設以外の所

管施設について、避難場所として使用したい旨の要請があった場合には、施設の状況等

を確認の上、適切に対処するものとする。 

第４節 災害発生時における道路交通の確保等 

緊急輸送道路については、関係機関と調整を図りつつ、路上障害物の除去・沿道の建

築物の安全確認等により速やかに緊急輸送機能を確保するものとする。 

第５節 大規模火事等災害発生直後の所管施設の緊急点検 

災害発生後、緊急点検実施の体制を速やかに整え、周辺の安全を確認した上で、施設

の緊急点検を実施するものとする。その際、被災した施設等の被害状況の迅速な収集等

を行うものとする。 

第６節 災害対策用資機材・復旧資機材の確保 

応急復旧を円滑に行うため、主要な災害復旧用資機材を緊急・迅速に調達しうるため

に、必要に応じて関係団体等に対し建設機械の調達、労働力の確保、資材調達について

要請等を行うものとする。 

第７節 公園施設対策 

１．公園施設の点検 

被害状況を速やかに把握するため、巡視を実施する。なお、巡視結果等から詳細な点

検が必要と思われるものについては、できるだけ早い時期に詳細な点検を実施するもの

とする。 

２．応急復旧 

（１）パトロールによる巡視結果等に基づき、速やかに応急復旧を行うものとする。 

（２）応急復旧工法は被害の状況、資機材の有無等を考慮して適切な工法を選定するものと

する。 

３．入園者対策 

被災施設については、その種類、位置等について公園利用者に周知し、公園の利用に

危険を及ぼさないように努めるものとする。 

第８節 災害時における広報 

大規模火事等災害の広報は、災害対策支部が行うものとし、大規模火事等災害応急対

策等に係る措置の状況について、必要に応じ遂次広報を行うものとする。 

１．広報活動はおおむね次の事項について広報を行う。 
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（１）入園者の安否等に関する事項 

（２）所管施設の全般的状況（被害及び施設の機能状況） 

（３）災害等に関する事項 

（４）緊急輸送道路の状況、復旧の見通し等に関する事項 

（５）所管する施設に対して危険防止のために必要な事項及び応急復旧活動に関して理解と

協力を求める必要のある事項 

（６）その他対策支部等の活動に関して広報を行う必要がある事項 

２．上記災害状況の発表方法は、「防災広報マニュアル」（案）によるものとする。 

３．広報は、放送機関、新聞社等の報道機関の協力を求めて行う。特に必要があると認める

場合には、関係する地方公共団体等の協力を求めるものとする。 

４．対策支部は、必要に応じて施設利用者及び危険箇所周辺の住民に対して以下の広報を行

う。広報を行う場合には、対策本部にその内容を報告するものとする。 

（１）公園利用者の危険防止のための必要な事項 

（２）公園利用者に理解と協力を求める必要のある事項 

（３）災害危険箇所の周知及び警戒避難に関する事項 

（４）その他、対策支部及び対策分会の活動に関して理解と協力を求める必要のある事項 

第４章 運営要領の作成 

１．本計画の円滑な運営を図るため事務所長は、年度当初、「大規模火事等災害対策支部運営

要領」を定めるものとする。 

２．事務所長は、第１項に基づき定めた「大規模火事等災害対策支部運営要領」を毎年度当初、

局長に報告するものとする。 
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第 1 章 

 1 

１．総則 

 
１－１ 計画の目的と背景 

１－１－１ 目的 

 
 
 
 
 
 

    
【解説】 

業務継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan 以下ＢＣＰと呼ぶ）

とは、災害等の被害を受けても業務が中断せず、また中断した場合でも可能

な限り短い期間で回復させることを目的としており、優先すべき重要業務が

実施・継続できるよう、かつ、中断した重要業務は目標時間内に復旧できる

よう、前もって資源（人、モノ、情報）の準備を行ったり、災害発生時の対

応方法や組織を定めるものである。 
国営吉野ヶ里歴史公園事務所においては、災害に伴う被害を受けても、即

座に災害応急対策業務や一般重要業務を継続し、あるいは一定期間内に復旧

するために、事前に準備すべき行動を整理した計画を「事前準備」として定

めるとともに、発災後の行動を整理した計画を「震後行動」を定めることと

した。この２つの計画を総称してＢＣＰとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

業務継続計画（ＢＣＰ）は、「災害時には行政自らも被災する」という視

点に立って策定するものであり、その状況下における資源（人、モノ、情

報）の現状を踏まえた災害時における重要業務継続のためのプロセスを明

示し、災害応急対策業務や一般重要業務を継続、あるいは中断しても早期

に再開できるよう機能する体制をつくることを目的とする。 

ＢＣＰが

　ない場合

業
務

（
サ
ー

ビ
ス

）
の
レ
ベ
ル 目標

通 常レベル

100％

災害発生

②  復 旧 を早 め る

目 標

ＢＣＰを
　行った場合

①  事前 準備 や 発災直 後か らの 初動 によ り 、

　 　 目標 レ ベル 以上 で業 務を 継 続す る

時 間経過

図 1-1-1 ＢＣＰ概念図 
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 2 

１－１－２ 背景 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【解説】 

防災対策の内容を規定している既存計画としては、災害対策基本法第 36

条にもとづく「防災業務計画」がある。この計画は、災害応急対策業務の実

施体制、実施事項及び実施方法を定めることに重点を置きながら、災害の予

防段階から復旧・復興段階までの対応計画をとりまとめたものである。 

これに対し、ＢＣＰは、自らも被災することを想定し、非常時に優先すべ

き業務を選定し、さらにこれらの業務継続が迅速になされるようにするため

の取り組みを定めるものである。（表 1-1-1 参照） 

 

表 1-1-1 防災業務計画と BCP の比較 

 防災業務計画 BCP 

前

提

・自らが被災することを想定し

ない。 

・特定の被災想定は行わない。

・自らが被災し、職員が参集できない状況を

想定する。 

・被災想定を行い、実践的な計画を立案する。

目

的

・国民の安全、建物等の資本保

全を目的とし、組織毎の減災

対策や復旧対策を実施する。

・左記に加え、重要業務を選定し、目標とす

る復旧時間を設定する。 

・目標とする業務(サービス)のレベル以上で

重要業務を継続する。 

対

応

・被災事務所から応援事務所に

応援要請を行った後、応援が

開始される。 

・事前に定めた計画に従い、自動的に応援行

動を開始する。 

 
 

本計画は、「中央省庁業務継続ガイドライン第 1 版(内閣府：平成 19 年 6

月)」、「国土交通省業務継続計画(平成 19 年 6 月)」、国土交通省防災業務計

画及び、「国土交通省 安心・安全のためのソフト対策推進大綱(平成 18

年 6 月)」に基づき、九州地方整備局における「業務継続計画（ＢＣＰ）」

を定めたものであり、業務継続の総合的かつ計画的な推進を図り、もって

民生の安定、国土の保全、社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資するこ

とを目的とする。 

なお、この計画は、経験と対策の積み重ねにより見直されるべき性格の

ものであり、随時検討を加え、必要に応じて修正しスパイラルアップする

ものとする。 
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１－２ 基本方針 

   ＢＣＰは甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震

を想定災害とする。地震の発生時には、災害応急対策業務を迅速に実施し、

一般業務は一時中断する。一般業務のうち特に重要な業務を復旧目標時間

内に再開する。 
 

１－２－１ 災害等の想定 

 
 
 
 
【解説】 

ＢＣＰでは通常、対象災害の発生を被害 大、対応困難の 悪状況で設定

する。よって、来園者が多く事務所職員が出勤しない休日の開園時間内とし

た。あわせて、事務所職員及び管理運営業務受託者が勤務していない時間帯

も設定する。 

 
１－２－２ 計画の位置づけ 

 
 
 
 

本計画は事務所管内（神埼市、吉野ヶ里町）で震度 6強以上の地震が「休

日の日中（開園時間内）もしくは平日の深夜（閉園時間内）」に発生したと

想定した。 

本計画は、「国営吉野ヶ里歴史公園事務所 防災業務計画」に基づき策定

するもので、本計画に定めのないものは、災害対策運営要領などの各種要

領・マニュアルによる。 

図 1-2-1 国営吉野ヶ里歴史公園事務所の BCP の所掌範囲 

災害応急対策業務 

防災業務計画 

災害対策運営要領 

 ●災害対策本部の立ち上げ 
●被害状況の把握 
●緊急点検、緊急応急復旧 等 

ＢＣＰ 

 各種要領・マニュアルによる 
 

一般業務 

●一般業務で災害時には一時的に

中断が許容される業務 

一般継続重要業務 
●一般業務で中断が許容されな

い、または中断しても、早期に

復旧が必要な重要業務 

・所管施設の管理、運営 

・許認可、支払い 等 

●復興に関する業務 
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１－２－３ 計画の構成 

 
 
 【解説】 

ＢＣＰは、災害時の災害対策業務を速やかに遂行するため、及び一般継

続重要業務を早急に再開するために、事前に備えておく事前準備と発災後

の災害対策業務及び一般継続重要業務の震後行動を定めたものである。 
 
１－２－４ 計画の原則 

 
 
 
 
【解説】 
  本計画は、国営吉野ヶ里歴史公園事務所の庁舎や職員が被災することを

想定し、そのような状況下でも重要業務を継続させるために必要なプロセ

スを記したものである。参集した職員が少ない場面や情報の途絶が生じた

場合などでも速やかに業務が継続されるよう、発災時には、自動的に行動

を開始することを原則としている。 
  なお、計画策定にあたり想定した災害と実災害が一致とは限らない。こ

のため、自動的に行動を開始するが、災害の状況や体制の状況を確認し、

状況に応じて柔軟な対応を図ることが重要である。 
  
１－２－５ 計画の見直し 

 
 

 
【解説】 
  本計画は、地震発生後に参集可能な人員を想定し、その想定に基づいて

施設の点検計画など様々な対応を計画している。よって、年度当初に行わ

れる人事異動などで非常参集可能人数が変わることや、施設整備の進捗状

況の変化等もあることから、随時、状況を把握し計画を修正する。 
  また、ＰＤＣＡサイクル＜Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、

Act（改善）＞に基づいた継続的なスパイラルアップを実施し、ＢＣＰをよ

り実用的にしていくものとする。 

本計画は、総則、事前準備、震後行動により構成している。 

本計画の遂行にあたっては、発災後の混乱期で連絡が取れない場合など

を想定し、自動的に行動を開始することを原則とする。ただし、災害の状

況や体制の情報を確認し、状況に応じた対応を図ることが重要である。 

本計画は、訓練の結果、事業の進捗状況、人事異動を反映させる等状況

に応じて随時見直しを図るものとする。 
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１－３ ＢＣＰの発動基準 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務所管内（神埼市、吉野ヶ里町）で震度６強以上の地震を観測した場

合には、事務所の体制は、ＢＣＰ発動「非常体制」となり、事務所職員は

事務所へ自動参集する。 

・甚大な被害が発生すると想定される震度6 強とする。 
・震度6強では広い範囲でライフラインの停止が想定される。 
・震度 6 強以上では、自ら単独での点検復旧活動や重要な業務の継続が困難に

なることが想定される。 

ＢＣＰの発動基準震度の考え方 

震度６弱 震度６強 震度７
震度５強震度５弱 震度４

災害対策本部運営要領

に基づく体制 注意体制 警戒体制 非常体制 

震度６弱以上

ＢＣＰ体制 

国営吉

野ヶ里

歴史公

園 BCP発動 
震度６強以上大規模地震 

非常体制 
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１－４ 対象災害とその被害想定 

１－４－１ 対象災害（震度 6強以上の大規模地震） 

 
 
 
 
１－４－２ 被害想定 

 
 

 

（１）事務所庁舎等の被害想定 

１）事務所庁舎等の被害 
【解説】 
  歴史公園センター、弥生くらし館、北墳丘墓、天の浮橋、県道吉田鶴線

横断ＢＯＸについては新基準で整備されていることから大きな損傷は発生

しないものとする。 
表 1-4-1 事務所庁舎等のライフライン等への想定される被害の概要 

既往事例 

主な設備等 被害の概要 阪神・淡路大震災 

(震度7 強) 

能登半島地震

(震度6 強) 

庁舎 ・設備等も含め、大きな被害無し － － 

一般電話 ・輻輳により１週間以上つながり 

にくい 

２週間後復旧 即日復旧 

携帯メール ・遅延があるが使用可能 － － 
省専用通信網 

(マイクロ回線等) 

・一部遮断 

・重要なものは６時間で応急復旧 
－ － 

インターネット ・６日程度使用不可 － － 
電気 ・停電３日程度 ６日後復旧 翌日復旧 

水道 ・断水３日程度 １～３ヶ月後復旧 翌日復旧 

トイレ ・３日間程度使用不可 ３ヶ月後復旧 － 

鉄道 ・３日間程度途絶、その後徐々に回復 ３～５ヶ月後復旧 ５日後復旧 

園内施設 

（弥生くらし館、

復元建物、トイレ

等） 

・公園施設は、壊滅的な被害を受けず

一部が破損した程度で簡易な対策に

より機能回復が図れるものとする。 

  

 

「1-2 基本方針」に述べたように、本計画における対象災害は、甚大な

被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震を対象に被害想定

を行う。 

本計画では、既往資料による一般被害を元に、事務所庁舎等の被害想定

を行う。 
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２．事前準備 

 
 
 
 
 
 
 
 
２－１ 業務継続のための組織体制 

 ２－１－１ 非常体制発令及び対策支部の立ち上げ 

 
 
 

【解説】 
地震発生後、なるべく早く（30 分以内を目標）、非常体制を発令し、災害

対策支部を立ち上げる必要がある。そのため、 初に事務所に参集した職

員が事務所長に連絡を入れることで非常体制発令、災害対策支部発足とす

る。なお、災害対策支部の予定場所は調査・品質確保課とする。 
 

 
２－１－２ 初動時の組織体制 

 
 
 
 
 
【解説】 

地震発生後の事務所の体制は「国営吉野ヶ里歴史公園事務所防災業務計

画書（平成２２年度版）」を基本とする。ただし、発災直後から２日程度ま

では参集人員が少ないと予想されるため、班体制は所属課にとらわれるこ

となく参集人員で柔軟に対応するものとする。 
 
 
 

地震発生後 30 分程度で災害対策支部（各班）を立ち上げる事が出来る

よう、必要な人員を確保する。 

なお、 初に事務所に参集した職員が事務所長に連絡を入れることで非

常体制発令、災害対策支部発足とする。 

 事前準備編では、優先すべき業務の継続あるいは早期復旧のために、発

災前に準備すべき項目を示す。 

ここでは、業務の実施上必要となる資源の確保状況や職員の安否確認と

いった、発災後の基本的業務の準備状況を確認し、危機的状況下における

資源状況とそれが業務継続にどの程度支障をもたらすのかを想定し、今後

の対応方針を示す。 

地震発生後、 初に事務所に参集した職員が事務所長に連絡を入れるこ

とで非常体制発令、災害対策支部発足とする。 
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２－１－３ 職員（家族）の安否確認 

 
 

 

以下の方法により職員の安否確認を行う。 

 
 
【解説】 

（１）職員及び家族の安否確認 
 総務課長（noda-s8911@qsr.mlit.go.jp） 

総務係長（kabashima-f8910@qsr.mlit.go.jp） 
以下の内容を簡潔に記載する。 

① 氏名 
② 本人の状況 

③ 家族の安否 

④ 参集可能時間 

携帯メールでの報告がない者に対しては、総務班から電話をかける。 
 

 

２－１－４ 支部長（事務所長）の参集 

 
 
 

 
 
 

地震発生後、１時間以内に職員及び職員家族の安否確認が完了できる体

制とする。 

具体的には、携帯メールを活用するものとする。職員は時間外連絡系統

図に則る連絡のみならず、自発的に総務課長、総務係長の業務用パソコン

にメール送信を行うことで安否を報告する。 

地震発生後、速やかに事務所長と連絡をとり、事務所庁舎へ参集できる

体制を整える。事務所長と連絡がとれない場合は、調査・品質確保課長、

工務課長、総務課長の順に連絡をとる。災害対策支部と支部長の確実な連

絡体制を構築するため衛星携帯電話を確保する。 

支部長：事務所長

総 務 班

情報連絡班 

対 策 班 

班 長：総務課長

班 員：２名 

（総務課：総務係・経理係）

（調査・品質確保課：企画係）

（工務課：工務係・建築設備係）

班 長：調査・品質確保課長

班 員：２名 

班 長：工務課長 

班 員：２名 
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２－１－５  権限の代行 

 
 
 
 

 

 

 

表 2-1-2 支部長代行順位  

順位 役職名 

- 事務所長 

1 調査・品質確保課長 

2 工務課長 

3 総務課長 

 
 
２－１－６  職員の参集 

 
 
 
 

２－１－７ 関係機関等との連携 

（１）九州地方整備局、他事務所、佐賀県、神埼市、吉野ヶ里町等との連絡

網 

 
 

 
 
 
（２）他事務所等への応援依頼及び受入れ 

 
 
 
 

 
 

支部長（事務所長）が参集するまでの間は、定められた支部長代行順位

に従い、支部長権限を代行する。支部長（事務所長）が参集完了していな

いものの、連絡が取れている場合は、支部長代行は支部長（事務所長）と

の連絡を行い、支部長指示により支部を運営する。 

関係機関との情報連絡、共有化を行うため、発災後も九州地方整備局及

び他事務所、佐賀県や神埼市、吉野ヶ里町等他機関との連絡網を確立して

おく。 

各職員は、地震発生後、速やかに携帯メール等で安否の報告を行い、事

務所へ参集できる体制を整え、速やかに参集する。 

他事務所等への応援の必要が生じた場合は、本局や近隣事務所等に応援

出動を要請する。 
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 ２－１－８ 関連企業等との連携 

（１） 委託業者との連絡網 
 
 
 
 
 
（２） 協定先との連絡網 

 
 
 
 
 
 
 
２－１－９ 避難住民対応 

 
 
 

 
 
２－１－１０ 防災広報 

 
 

委託業者との災害時の連絡手段を事前に取り決めておく。また、電話回

線がつながらなくなることなどを考慮し、携帯電話・メールによる連絡体

制を複数準備する。 

災害時でも必要な業務が実施できるよう、（社）日本造園建設業協会 佐

賀支部との災害時の連絡手段を事前に取り決めておく。また、電話回線が

つながらなくなることなどを考慮し、携帯電話・メールによる連絡体制を

複数準備する。 

発災後、帰宅困難となった来園者や近隣住民等が公園施設への避難を求

めた場合、施設の状況等を確認の上、避難住民救護のために、受け入れの

措置を講ずる。 

発災後、二次災害、近隣住民等の混乱を避けるため、報道機関等に対し

て、被害状況、復旧の見通し等を定期的に発表する。 
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２－２ 業務継続のための環境確保 
２－２―１ 庁舎、宿舎 

（１）庁舎の耐震診断と補強 
 
 
 
（２）発災後の庁舎の点検 

 
 

 

 【解説】 
   事務所庁舎（歴史公園センター）は防災に関する指揮・命令を下す重要

な防災拠点施設である。発災後は速やかに防災活動の遂行が可能かどうか

の点検を「被災建築物応急危険度判定マニュアル」により行う。 
   

（３）事務所庁舎のバックアップ 
 
 

 
 
 
２－２―２ 設備 

（１）非常用電源設備 
 
 
 
（２）エレベーター機能 

 
 
（３）通信手段設備 

 
 
 
 
 
 

庁舎の耐震診断結果に基づき、必要な耐震対策を実施する。 

（事務所庁舎は新基準で建設されており耐震対策は必要ない。） 

発災後、速やかに支部庁舎の点検を実施する。参集可能者（30 分以内）

以外でも、早期参集者による点検体制を確保する。 

非常用電源設備（自家発電機）にて災害時に必要な電力を確保する。 

災害時に衛星携帯（インマルサット）の通信を確保する。 

災害時にエレベーター機能を確保する。 

事務所庁舎は耐震化済みであるが、震災時に火災等により支部としての

機能を維持できない場合を想定し、東口駐車場休憩所をバックアップ庁舎

とする。 
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（４）本部との防災情報共有及び情報ネットワーク 

 
 

 
 ※Ｈ２２本局発注により吉野ヶ里の防災ＬＡＮへの切り替えが予定されてい

る） 
 
 
（５）情報処理システム 

 
（７）CCTV カメラの停電対策 

 
 

 
２－２―３ 備蓄食糧、什器備品等 

（１）備蓄食糧 
 
 
（２）寝具衛生等什器備品 

 
 
（３）事務機器等什器備品 

 
 

 

本部との防災情報共有と支部間の情報ネットワーク（光ケーブル回線と

多重無線回線による多重化）を拡充する。 

災害時においても業務継続が必要なシステムやネットワーク回線が利用

できるようバックアップ体制を備える。 

備蓄食糧は、全職員が３日間活動できる分の食料と飲料水を備蓄する。

全職員が交替で勤務する際に利用する寝具を準備する。 

災害時において災害対策業務に必要な設備、機器、什器備品等が確保で

きる体制を整える。 
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２－３ 教育・訓練 

２－３―１ BCP の周知・普及 

 
 

 
 
２－３―２ 訓練方針 

 
 

 
 
２－３―３ 関連企業や各協定先の BCP 策定の促進 

 
 
 

BCP が機能する体制をつくるため、毎年 BCP を考慮した災害対応の訓練

を実施する。 

災害時に必要な委託業務を実施できるよう、関連企業及び協定先につい

ても BCP 策定の促進に協力する。 

BCP が機能するよう職員に広く周知・普及を図る。 

111



第 3 章 
 

 14

３. 震後行動 

 
 
 
 
 
 
 
３－１ 活動方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－２ 事務所間応援 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震の発生時

に国営吉野ヶ里歴史公園事務所が果たすべき防災業務に係わる役割は、先

ず第１に、管理運営業務委託者と連携して来園者の安全を図ることであり、

併せて、災害対策支部の運営、参集人員の把握、職員及び家族の安否確認、

被害情報の収集、緊急点検、情報共有体制の確立等を行うことである。こ

れにより、迅速な状況把握と体制の構築により、災害からの復旧及び重要

度にあわせた業務を行う。 

 震後行動では、災害応急対策業務及び一般継続重要業務の継続のための

発災後の行動計画を示す。 

 災害応急対策業務は、甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上

の大規模地震発生時に国営吉野ヶ里歴史公園事務所が果たすべき業務であ

る。 

一般継続重要業務は、国民の生命・安全の維持、国民の権利や財産の保

全等のために継続することが必要な業務である。 

甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震が発生し

た場合を想定し、事前に近隣事務所との応援体制を構築しておく。 
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３－３ 対象業務の選定と復旧目標 

 

 

 

 

 

影響レベル内訳 

  九州地整影響レベル 

レベルⅠ： 

 影響は軽微～ 

その時点で復旧していなくても、目立った故障や不便はなく、 

社会的影響はわずかなレベルである。 

レベルⅡ： 

 影響は小さい～ 

若干の社会的影響があるレベル 

（復旧準備を始める必要が生じるレベル） 

レベルⅢ： 

 影響は中程度～ 

業務の停止が対外的（社会的）に影響を与えるレベル 

（真剣に復旧対応を行うべきレベル） 

レベルⅣ： 

 影響は大きい～ 

業務の停止により法律的に問題が発生するレベル 

業務の停止が事故処理に影響を与えるレベル 

レベルⅤ： 

 影響は極めて大～ 
業務の停止が人命、安全、治安に影響を与えるレベル 

 
３－４ 災害応急対策業務 

３－４－１ 災害応急対策業務と目標 
 

 

甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震発生時に国営吉

野ヶ里歴史公園事務所が果たすべき災害応急対策業務は、「防災業務計画書」「災害

対策本部運営要領」に基づき 優先で実施する。 

災害発生後の迅速に実施すべき対応に適切さを欠いてしまうと国民生活や経済

活動等への支障が拡大する。１時間以内に災害情報の収集や公表、３時間以内に二

次災害防災や応急復旧の計画等、１２時間以内に所管施設の応急復旧などの適切に

実施する必要があるべき業務のうち、本計画では、発災後30 日以内の業務停止に

よる影響レベルが「Ⅲ」以上である業務を「災害応急対策業務」とした。 

各部局の災害応急対策業務と復旧目標を設定する。 

甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震の発災時

における災害応急対策業務と、一般業務のうち発災時においても継続する

必要のある一般継続重要業務を抽出すると共に、業務停止による社会への

影響度を考慮し、各業務における復旧目標を設定する。 
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表 3-4-1 災害応急対策業務及び業務停止による影響レベル 1/28 

災害応急対策業務 業務停止による影響レベル 

班名

業務項目 業務内容 
1
時
間

3
時
間

12
時
間

1
日 

3
日

7
日 

14 
日 

21
日

30
日

職員及びその家族の

安否確認に関するこ

と。 

①各職員の参集状況を確認する。 

②各課職員及び家族の安否状況を

確認する。 
③職員及び家族等の人的被害にあ

った場合のフォローアップを行う。

Ⅳ           

庁舎機能の確保及び

点検に関すること。

①被災後の庁舎機能の状況把握を

行い、場合によっては代替施設等の

確保を考慮する。 
②被災後の執務室機能の状況を調

査・把握し、場合によっては緊急的

な措置を施す。 

 Ⅳ         

配車に関すること。
災害対策支部の運営、必要物資の運

搬、災害応急対策活動への派遣等を
する上で必要な車両を手配する。 

   Ⅳ      

物品等の調達補給に
関すること。 

被災後に緊急に必要な物資の調達
手続きを行う。 

     Ⅳ     

帰宅困難者や避難住

民の受け入れに関す
ること。 

帰宅困難者や避難住民の受け入れ

に必要な措置を講ずる。 
    Ⅲ     

非食事等の配給に関
すること。 

支部の非常食、飲料水の備蓄状況を
確認するとともに、支部の非常食、

飲料水の配給の準備を実施する。 

   Ⅳ      

仮眠、休憩の設備に

関すること。 

支部の仮眠・休憩室を事前に確認し

ておくとともに、支部の仮眠・休憩

室の準備を実施する。また、簡易ト
イレの準備も実施する。 

   Ⅳ      

職員の勤務管理に関
すること 

初動体制の作業を行った職員を中
心に勤務管理をおこなうことで、職

員の健康面からも業務効率の面か

らも 適な災害対応をできる体制
を構築する。 

   Ⅳ      

救急医療業務に関す
ること。 

職員の健康や安全を把握し、救急医
療業務の支援を行う。 

   Ⅳ       

災害対策応急工事の
契約または予算に関

すること。 

応急復旧工事に関する諸手続を緊
急に行う。 

     Ⅴ      

総
務
班 

庁内の備品等の点検

に関すること。 

被災後に庁内の備品等の損壊等が

ないか点検を行う。 
      Ⅳ    

 災害関係の超勤等、

会計に関すること。
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災害応急対策業務 業務停止による影響レベル 

班名
業務項目 業務内容 

1

時
間

3

時
間

12

時
間

1

日 

3

日

7

日 

14 

日 

21

日

30

日

本部の体制発令及び
解除、支部長指令、

支部情報等の起案に

関すること。 

１．「体制発令」 
①「体制立ち上げ手順」により、本

部を立ち上げる。(本部メールの

送信及び館内放送等により本部
の体制を周知する) 

②登録者全員へ安否確認メールを

送る。 
③上記①、②において返信メール 

が本部長、副本部長及び各室長か

ら 10 分以内に返信がない場合は 
電話又は、メールで安否確認を 

行う。 

２．「体制解除」 
①本部メールの送信により本部 

の体制を周知する。 

３．「本部長指令」 
①本部長からの指令を関係事務所 

や関係室に連絡をとる。 

４．「本部情報等の起案」 
①本部長指令による災対機器等に 

関する出動要請やリエゾン派遣 

等に関する起案を行う。 

Ⅳ           

支部の参集、連絡に

関すること。 
連絡網により          

園内の安全確保及び

災害状況の把握に関
すること。 

          

本部及び関係機関と
の連絡・調整に関す

ること。 

①体制立ち上げの手順により体制
を立ち上げる。 

② 

１．[本省との連絡調整] 
①「体制立ち上げ手順」により、本

省防災担当者へ"体制立ち上げ" 

の電話連絡を行う。 
②「体制立ち上げ手順」により、全

国防災メールリストへのメール 

送信を行う。 
③記者発表資料や災害情報を FAX や

ﾒｰﾙで送る。 

 
２．[関係機関との連絡調整] 

①関係機関(海保、自衛隊、警察、 

自治体等)に記者発表資料や災害 
情報を FAX やﾒｰﾙで送る。 

②CCTV 映像や、ヘリ映像を関係機関

へ配信する。 

Ⅳ           

各種情報の収集及び

整理に関すること 

①本部室各班、関係室、関係自治体、

リエゾン等からの情報収集及び
その整理 

Ⅳ           

情
報
連
絡
班 

災害状況資料及び記
録整理に関すること

①災害状況等資料の記録整理及び 
イントラによる本省への状況報 

告 

Ⅳ           
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災害応急対策業務 業務停止による影響レベル 

班名
業務項目 業務内容 

1

時
間

3

時
間

12

時
間

1

日 

3

日

7

日 

14 

日 

21

日

30

日

一般住民からの問い
合わせ、一般利用者

への情報提供等の広

報に関する 

①記者発表（被災後の速やかな情報
配信）資料の作成を行う。 

②記者発表資料や災害情報をホー 

ムページに掲載し情報配信を行 
う。 

※「九州地整 HP 管理画面」

http://www.qsr.mlit.go.jp/bousa
i/admin.html へアクセスし、「防

災情報」を点滅させる。また、災害

情報をアップする。
ID:qsq1bousai,PS:qsq1bousai01 

①問い合わせの対応については、企

画調整官が行うが、いない場合は、
企画課長が行う。 

 Ⅴ          

 

気象資料の収集・整
理及び交通状況の把

握に関すること。 

  Ⅴ          

電気通信施設の運営

に関すること 

電気通信施設及び非常用電源の稼

働状況確認や、障害対応を行う。 
Ⅴ           

事務所庁舎、職員宿

舎等、建築物の安全
に関すること。 

（総務班の庁舎機能の確保に関す

ることによる。） 
 Ⅳ        

国営吉野ヶ里歴史公
園区域内の巡視に関

すること。 

公園区域内の被害状況がないか、巡
視を行う。 

   Ⅲ      

園内被害状況の把握

及び報告、記録等の

とりまとめに関する
こと。 

園内の被害状況を把握し、報告や記

録等のとりまとめを行う。 
   Ⅲ      

地震・豪雨・風水害・
火事等に伴う二次災

害の恐れのある施設

の対策に関するこ
と。 

地震・豪雨・風水害・火事等に伴う
二次災害の恐れのある施設の対策

を行う。 
   Ⅲ      

資機材の調達に関す
ること。 

応急復旧工事に必要な資機材の調
達を行う。 

    Ⅲ     

災害箇所の応急復旧
及び本復旧に関する

こと。 

被災箇所の応急復旧及び本復旧を
行う。 

    Ⅲ     

対
策
班 

工事請負業者への指

示及び安全対策に関

すること。 

応急復旧工事に関する安全管理に

ついて指導を行う。 
    Ⅲ     
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３－５ 一般継続重要業務 
３－５－１ 一般継続重要業務と目標 

 

 

 

「一般継続重要業務」は、被災地だけではなく九州管内の国民の生命・安全の維

持や社会経済活動を支えるための業務である。適切な措置や行政サービスを継続、

順次回復させ、より安全・安心な社会を提供する体制を構築する。 

 

（１）生命・安全の確保 

国民の生命・安全の維持を確保に関する業務については、迅速に対応できる

よう情報収集、体制を整えることが不可欠である。 

・事務所管内以外で台風や梅雨前線等による自然災害、重大工事事故や油汚染

事故等が発生した場合、３時間以内に対応できる体制を整える。 
・災害対応に必要な情報システムに関する不具合状況を把握し、その解消      

に必要となる指示・調整を行う体制を１２時間以内に整える。 
 

（２）権利・財産の保全 

     国民の権利・義務や財産の保全に関して相当程度影響が生じる業務について

は、迅速に対応し適切な措置や行政サービスを順次回復させる。 

     停滞し社会的影響が比較的小さい許認可業務においては、国民の権利・義務

や財産の保全への影響が可能な限り、小さくなるように努める。 

     

その他の所掌業務は、地震発生直後、積極的に抑制し、その後、通常業務体制へ

の移行が開始できる状況になった場合には、継続すべき優先業務の復旧・遂行に影

響を与えない範囲内において、順次復旧・再開を目指すものとする。 

 

表 3-5-1(1) 一般継続重要業務及び業務停止による影響レベル 

業務停止による影響レベル 
一般継続重要業務 部

署
名 

発災からの 

復旧目標 

業務項目 

1

時

間

3

時

間

12 

時

間

1 

日 

3 

日 

7

日

14

日

21

日

30

日

総
務
課 

7 日以内 契約・支払い手続きの再開     Ⅳ    

全
体 

7 日以内 国営公園事業関係業務      Ⅲ  

 

国営吉野ヶ里歴史公園事務所の一般継続重要業務と復旧目標を設定す

る。 
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統括責任者による外部会議への出席 

 

会 議 等 回 数 場 所 

１．公園管理者が開催する公園関係者の管理運営連絡会議 毎月１回 
歴史公園センター 

１Ｆ会議室 

２．吉野ケ里商工会が主催する三水会 第三水曜日 吉野ヶ里商工会議所

３．佐賀県観光連盟が主催するファミリーツーリズム研究会 適 時 佐賀市内 
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人数

金額

人数

金額

人数

金額

大型車 小型車(マイクロ) 二輪車 無　料

　車椅子利用台数

利　用　状　況　報　告　書

国営吉野ヶ里歴史公園

曜日　　　　天気

　電動車椅子利用台数

　駐車料金身障者・パスポート減免台数

合　計

金　額

――

合　計

――

西口
駐車場

東口
駐車場

西口
駐車場

東口
駐車場

東
　
口

西
　
口

臨
時
口

台数

―― ――

一　　般

人

合　計

金　額

―― ―― ――

台

台数 金　額

台　年間パスポート利用者数

　ベビーカー利用台数

台数 金　額 パス 身障者 台数

台

円

円　総　合　計

気　　温 最　高　　　　℃

　国庫納入額　計台

――

―――――― ―― ―― ―― ――

―― ―― ――

――

最　低　　　℃

―― ―― ―― ―― ――

―――― ―― ―― ―― ――

パス小
パス
ｼﾙﾊﾞｰ

幼児

無　　料

身障者 一般パス大小人 ｼﾙﾊﾞｰ

団　　体 年間パスポート

大人 小人 ｼﾙﾊﾞｰｼﾙﾊﾞｰ 大人小人大人
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国営吉野ヶ里歴史公園の園内職員の服装 

・ 魏志倭人伝には、男性は布を体に巻き付けたもの（横幅
よこはば

衣
い

）、女性は布の真ん中に穴を開け、首から

かぶったもの（貫頭
かんとう

衣
い

）を着ていたと書かれている。 
・ また、吉野ヶ里遺跡では、麻や絹の布片が見つかっている。 
・ 利用者と接する園内職員は、貫頭衣を現代的にアレンジした服装（古代服）を着用するものとする。 
 
 
 

 
 
解説案内ガイド 
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吉野ヶ里歴史公園園内移動施設ルート図 

※平成 24 年度末の古代の森開園時には、古代の森ゾーンまでルートを延長すること。

121



吉野ヶ里歴史公園園内移動施設時刻表 

発車時刻表 
 

 

行 先 

環壕入口 

↓ 

北墳丘墓 

北墳丘墓 

↓ 

環壕入口 

９時 １５ ４５  ００ ３０  

１０時 １５ ４５ ００ ３０ 

１１時 １５ ４５ ００ ３０ 

１２時 １５ ４５ ００ ３０ 

１３時 １５ ４５  ００ ３０  

１４時 １５ ４５ ００ ３０ 

１５時 １５ ４５ ００ ３０ 

１６時 １５ ４５ ００ ３０ 

１７時 １５   ００ ３０ ５０ 

 

発車時刻表 
 

 

行 先 

環壕入口 

↓ 

北墳丘墓 

北墳丘墓 

↓ 

環壕入口 

９時 １５ ４５  ００ ３０  

１０時 １５ ４５ ００ ３０ 

１１時 １５ ４５ ００ ３０ 

１２時 １５ ４５ ００ ３０ 

１３時 １５ ４５  ００ ３０  

１４時 １５ ４５ ００ ３０ 

１５時 １５ ４５ ００ ３０ 

１６時 １５ ００ ３０ ５０
 

6 月 1 日～8 月 31 日

4 月 1 日～5 月 31 日 

9 月 1 日～3 月 31 日 
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国営吉野ヶ里歴史公園電気自動車 

【概要と仕様】 

１－１．概要 

この電気自動車はバッテリーＶＣＤＨ４００Ｐ－４８（４８Ｖ ４００ＡＨ 
／５ＨＲ）を電源とした電動台車です。 
 運転操作は自動車と同じようにアクセルペダルを踏むと発進しブレーキペ 
ダルを踏むと停止します。 
 
１－２．仕様 

１－２－１．使用条件 

  環境        公園内平坦アスファルト及びコンクリート舗装路面 
  温度        ０℃～４０℃ 
  湿度        ３５～９０％ＲＨ 
  走行路面      平坦アスファルト及びコンクリート相当 
  走行可能距離    定員乗車時５０ｋｍ程度（平坦路）／１充電 
 
１－２－２．台車性能 

  搭載人員      乗客定員 １１名 ドライバー １名 
  走行スピード    ドライバー１名乗車時 約１６ｋｍ／ｈ 
                 定員乗車時 約１５ｋｍ／ｈ 
                 登坂時   約１０ｋｍ／ｈ 
  走行ブレーキ    ４輪油圧ブレーキ 
  駐車ブレーキ    機械式 
  電  源      ４００ＡＨ／５ＨＲ（クラッド式） 
  モータードライバー サイリススタ・チョッパー制御 
  操作方式      搭乗式ハンドル操作  
            足踏み式アクセレーター 
  タイヤ       ＩＮＤ５．００－８－８ＰＲ（フロント） 
            ＩＮＤ５．００－９－８ＰＲ（リヤー） 
 
１－２－３．台車寸法 

  台車寸法(mm)    約４８８５Ｌ×約１５００Ｗ×約２３００Ｈ 
  最小旋回半径    約６２００ｍｍ（フレーム外側） 
 

※電気自動車は 2 台保有しており、適宜充電して使用することができる。 
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枚 枚 枚 枚 枚

円 円 円 円 円

枚 枚 枚 枚 枚

円 円 円 円 円

枚 枚 枚 枚 枚

円 円 円 円 円

枚 枚 枚 枚 枚

円 円 円 円 円

種別

大人 枚 枚 枚 枚 枚 円

小人 枚 枚 枚 枚 枚 円

シルバー 枚 枚 枚 枚 枚 円

小計 枚 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人

人

人

人

人

人

人

人

台

台

台

入園券及び料金整理報告書

　平成　　　年　　　月　　　日　（　　　）

一
般

券
売
機

手
売

大人

小人

シルバー

小計

団
体

種別

大人

小人

シルバー

小計

　　　　　　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

　　廃棄　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

　（Ｎｏ　　　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　　　　）　　（　　　口）

　　廃棄

円

小人
　　　　　　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

円
　　廃棄　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

大人

円
　　廃棄　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

有料入園者合計　（A）

小計

シルバー
　　　　　　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

パ
ス
ポ
ー

ト

種別

一般無料

身 障 者

幼　　児

　乳母車貸出台数

　車椅子貸出台数

　電動車椅子貸出台数

分任出納職

発券数

当日受

号機

発券数

金額

発券数

金額

前日残

係長

号機

総計

人

担当者

廃棄

発券数

人数

人数

号機

残数

　　　　　パスポート利用者数

種別

金額

発券数

金額

　（Ｎｏ　　　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　　　　）　　（　　　口）

入園者総数　（A＋B）

人

人

無料入園者数　（うち身障者数　　　　　　　人）　（B）

内
　
訳

（　　　　口）

計

金額

金額

金額

大人

小人

シルバー
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①委託費のみで行う主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

1
2008/4/26

～
2008/4/27

弥生のムラの春まつ
り

遺跡エリア 来園者
弥生人パレード（26日）や、大鍋
の振る舞い（26,27日）などを
行った。

9141 人 観覧者数

2
2008/4/26

～
2008/5/6

スタンプラリー 遺跡エリア 一般希望者
遺跡エリア内の主要ポイント13箇
所にスタンプを設け、手ぬぐいに
スタンプを集めるラリーを実施。

1604 人 参加者数

3
2008/4/26
2008/4/27
2008/4/29

熱気球搭乗体験 臨時駐車場 一般希望者
公園の気球ひみか号の係留での搭
乗体験を行った。

526 人 参加者数

4 2008/5/6
南のムラ屋敷畑植え

付け
南のムラ 一般希望者

南のムラの屋敷畑にウリやサトイ
モなどを植えつける体験を行っ
た。

115 人 参加者数

5

2008/5/24
2008/5/25
2008/5/31
2008/6/1

屋敷畑ゴボウ・エン
ドウ収穫体験

南のムラ 一般希望者

南のムラの屋敷畑で栽培していた
ゴボウ・エンドウの収穫体験を行

�い、お持ち帰りいただいた。 ま
た宿泊体験のお客様にも体験して
いただくなど、他のイベントとも
連携して実施した。

358 人 参加者数

6 2008/5/31
400万人達成記念セ

レモニー
東口 来園者

累計入園者数400万人達成を記念
してセレモニーを行った。400万
人目のお客様には認定証とともに
記念品を贈呈した。

50 人 参加者数

7
2008/6/28

～
2008/7/7

七夕飾り 東口、西口 一般希望者

各ゲートに笹を設置し、短冊に願
い事を書いていただいた。また、
地元幼稚園に飾り付けをしにきて

�いただいた。 今年は御神火の儀
式のパフォーマンスも行い、来園
者の興味を引いた。

5004 人 参加者数

8
2008/7/19

～
2008/7/21

熱気球搭乗体験 臨時駐車場 一般希望者
公園の気球ひみか号の係留での搭
乗体験を行った。

190 人 参加者数

9
2008/7/19

～
2008/8/24

サイエンス展示・ミ
ニ実験

弥生くらし館 一般希望者
音、光、水、空気の不思議に関す
るパネル展示と、ミニ実験を行っ

�た。
3829 人 観覧者数

10
2008/7/19

～
2008/8/24

穀物臼ひき体験 弥生の大野 一般希望者
公園で育てた大豆やもち米、小
麦、ソバの穀物を臼でひいてお持
ち帰りいただく体験を行った。

800 人 参加者数

11
2008/8/2

～
2008/8/17

変化朝顔展示 多目的ホール 来園者

佐賀県とゆかりのある変化朝顔の
展示を行った。また、今回新たに
小学校にも協力いただいて育てて
いただいた。

4583 人 観覧者数

12
2008/8/13

～
2008/8/17

吉野ヶ里・古代体験
隊

園内全域 一般希望者

バーバパパのファミリーツーリズ
ムの企画イベントとして、園内の
ポイントをめぐり、体験にも参加
するスタンプラリーを行った。

194 人 観覧者数

13
2008/9/13

～
2008/9/14

吉野ヶ里マウンテン
ラリー

園内全域 一般希望者

東口でのセレモニー（閉園後）
や、弥生の大野（開園前）でのセ
レモニアルスタート、臨時駐車場
でのイベント、セレモニアルゴー
ルなどを行った。

1040 人 参加者数

14 2008/10/4
へたでいいへたがい
い絵手紙スケッチ会

園内全域 一般希望者

絵手紙の書き方を教え、野菜など
を題材にハガキに書いていただい
た。希望者の作品は多目的ホール
に展示した。

11 人 参加者数

15
2008/10/11

～
2008/11/9

特別企画まぼろしの
邪馬台国展

多目的ホール 来園者

映画「まぼろしの邪馬台国」の撮
影で使われた衣装や、パネルなど

�を展示。 前売りチケットの販売
も行った。

6346 人 観覧者数

参加人数

主要行催事一覧表（平成20年度～平成22年度）
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①委託費のみで行う主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

参加人数

16 2008/10/19
2008・佐賀・吉野ヶ

里撮影会
園内全域 来園者

バルーンの係留飛行や、郷土芸能
の面浮立、コスモス、モデル等を
題材に撮影を行った。当日撮影し
た作品で「２００８佐賀・吉野ヶ
里撮影会写真コンテスト」を開催

362 人 観覧者数

17
2008/11/15

～
2008/11/16

サトイモ収穫体験 南のムラ 一般希望者
サトイモの収穫体験を行い、お持

�ち帰りいただいた。 （110組）
293 人 参加者数

18
2008/11/15

～
2009/1/12

篝火花の世界展 多目的ホール 来園者

「シクラメンのかほり」をテーマ
に、芳香性シクラメンや、香水、
シクラメンなど冬の鉢花による室
内花壇の展示やシクラメンの販売
を行った。

13322 人 観覧者数

19 2008/12/7 しめ縄作り 南のムラ 一般希望者
赤米の稲わらをねじって、輪のタ
イプのしめ縄を作る体験を行っ
た。

21 人 参加者数

20 2008/12/21 雑炊ふるまい 南のムラ 来園者 赤米を使った雑炊を振舞った 100 人 参加者数

21
2009/1/1

～
2009/1/2

お正月イベント 東口エントランス 来園者

新春恒例となった、赤米の餅つき
と地元太鼓の神舞太鼓及び赤熊太
鼓の新春初打ちを開催。餅つきは
今年度の秋に収穫されたもち米を
使用し、来園者と一緒に餅つきを
実施

2391 人 参加者数

22
2009/1/24
2009/1/25
2009/2/1

カブの収穫体験 南のムラ 一般希望者

南のムラの屋敷畑にて、貫頭衣を
着ていただいてカブの収穫体験を

�行った。 1月25日は積雪があった
ため、2月1日にも実施した

143 人 参加者数

23
2009/2/14

～
2009/2/15

ダイコンの収穫体験 南のムラ 一般希望者
南のムラの屋敷畑にて、貫頭衣を
着ていただいてダイコンの収穫体

�験を行った。 123組323名
323 人 参加者数

24
2009/2/21

～
2009/2/22

弥生の雑炊ふるまい 南のムラ 来園者
公園で収穫した赤米、大根、カブ
などを使った雑炊を振舞った

200 人 参加者数

25

2009/3/7
2009/3/8
2009/3/15
2009/3/28

熱気球搭乗体験 祭りの広場 一般希望者

花とみどりの市の開催に合わせ、
祭りの広場にて熱気球の搭乗体験

�を行った。 天候により中止と
なった場合は、バーナーやサー
キュレーターの体験を行い、対応
した。

386 人 参加者数

26
2009/4/25

～
2009/5/6

弥生人ガイド 遺跡エリア
一般参加希

望

遺跡観光等で訪れる来園者へ対
し、東口（受付）→環壕入り口→
南内郭→北内郭と、吉野ヶ里遺跡
及び歴史公園についてのガイドを
実施。約45分程度。 また、あわ
せて南内郭、北内郭、北墳丘墓で
も随時拠点ガイドを実施。

872 人 参加者数

27
2009/4/25
2009/4/26
2009/4/29

熱気球「ひみか号」
搭乗体験

祭りの広場
一般参加希

望
公園の熱気球ひみか号の係留搭乗
体験を行う

558 人 参加者数

28
2009/4/25
2009/4/26
2009/4/29

石臼ひき体験 南のムラ集会所
一般参加希

望
公園で育てた赤米や大豆を石臼で
ひいて、お持ち帰りいただく。

2902 人 参加者数

29
2009/4/25
2009/4/26
2009/4/29

弥生キッズ遊び
南のムラ、南内郭集
会の館

一般参加希
望

弓矢遊び、やり投げ、的当て、竹
馬、輪投げ、ボーリング、水鉄砲
を用意し、気軽に遊んでいただ
く。 南内郭の集会の館では小さ
い子どもが楽しめる塗り絵コー
ナーも用意。

3762 人 参加者数

30 2009/5/3 弥生人パレード  来園者

王や最高司祭者、巫女、兵士、ム
ラ人と一緒に環壕入口→南内郭ま
でパレードに参加していただく。
パレード参加者には大なべの振る
舞いあり。

138 人 観覧者数
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①委託費のみで行う主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

参加人数

31
2009/5/3

～
2009/5/4

野菜収穫体験 南のムラ屋敷畑
一般参加希

望

貫頭衣を着て、ゴボウやエンドウ
マメを収穫してお持ち帰りいただ
く。

464 人 参加者数

32
2009/5/5

～
2009/5/6

野菜植付体験 南のムラ屋敷畑
一般参加希

望
貫頭衣を着て、サトイモやウリを
植えていただく。

353 人 参加者数

33
2009/7/18

～
2009/8/30

石臼ひき体験 弥生くらし館
一般参加希

望

土日祝及び8/13,14に実施。 公園
で育てた米や小麦、ソバなどの臼
ひき体験を行う。

500 人 参加者数

34 2009/7/22 日食イベント 遺跡エリア 来園者

「日食が起こったとき、弥生人は
どうするか？」をテーマにボラン
ティア、スタッフによる古代劇を
鑑賞していただき、合わせて観察
用に日食めがねを配布する。

400 人 参加者数

35
2009/8/1

～
2009/8/16

変化朝顔展示 多目的ルーム 来園者
鍋島藩にゆかりのある変化朝顔の
展示を行う。

2796 人 観覧者数

36
2009/8/13

～
2009/8/16

チャレンジ！吉野ヶ
里クイズラリー

遺跡エリア
一般参加希

望

探検マップを利用し、遺跡エリア
をめぐるクイズラリーを行う。
参加者や、正解者にはプレゼント
あり。

686 人 参加者数

37
2009/9/5

～
2009/9/23

「２００８佐賀・吉
野ケ里撮影会」入賞
作品展

多目的ルーム 来園者

2008年秋に吉野ヶ里歴史公園の古
代集落を舞台に、大勢のアマチュ
ア写真家を集めて行った全日本写
真連盟の撮影会で優秀な成績をお
さめた作品を、公園内多目的ルー
ムに約６４点展示する。

26 人 観覧者数

38 2009/10/11 丸木舟進水式 池 来園者

弥生なりきり体験でお客様と一緒
につくってきた丸木舟を完成さ
せ、進水式を行う。式に合わせ
て、スタッフやボランティアによ
る古代劇も行う。

300 人 参加者数

39
2009/10/24

～
2009/11/23

よみがえる邪馬台国
吉野ヶ里と倭人伝の
世界

弥生くらし館他 来園者

吉野ヶ里や、周辺の遺跡から出土
した品などを展示する特別企画展
を行う。 11/1には「なぜ邪馬台
国は九州か」をテーマにフォーラ
ムも行う

18657 人 来館者数

40
2009/10/24

～
2010/1/11

篝火花の世界展 多目的ルーム 来園者
古代から人々の生活にかかせな
かった「火」にちなんだ別名をも
つシクラメンの展示を行う。

17045 人 来館者数

41
2009/10/31

～
2009/11/3

バルーンフェスタ連
携イベント

祭りの広場 来園者

佐賀市で行われるバルーンフェス
タに合わせ、臨時駐車場から神埼
駅までピストンバスを運行する。
また、祭りの広場では、焼き芋な
どの体験も行う。

55 人 参加者数

42
2009/11/14

～
2009/11/15

サトイモ収穫体験 南のムラの屋敷畑
一般参加希

望

貫頭衣を着て、南のムラの屋敷畑
で育てたサトイモを収穫してお持
ち帰りいただく体験を行う。

441 人 参加者数

43 2009/12/23 吉野ヶ里　冬至祭り 園内 来園者
12月22日の冬至にちなみ、古代劇
を行う。

50 人 観覧者数

44 2009/12/26 わら細工体験 弥生くらし館
一般参加希

望

赤米の稲わらを使って、正月に
ぴったりなリースタイプのしめ縄
か亀の飾りを作っていただききま
す

31 人 参加者数

45 2010/1/1 お正月イベント 東口エントランス
一般参加希

望

お正月のイベントとして、地元太
鼓の初打ちや赤米のもちつき、マ
スコットキャラクターの出迎えな
どを行う。

300 人 参加者数

46
2010/2/6

～
2010/2/7

ダイコン・カブ収穫
体験

南のムラの屋敷畑
一般参加希

望

貫頭衣を着て、南のムラの屋敷畑
で育てたダイコン・カブを収穫し
てお持ち帰りいただく体験を行
う。 2月上旬を予定

243 人 参加者数

47 2010/2/21
弥生劇「吉野ヶ里祖
霊感謝祭」

遺跡エリア 来園者
吉野ヶ里の報道がされた２月２１
日に、祖霊に感謝する古代劇を行
う。

213 人 観覧者数
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①委託費のみで行う主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

参加人数

48
2010/3/13
2010/3/14
2010/3/20

熱気球搭乗体験 祭りの広場
一般参加希

望

熱気球「ひみか号」も合わせて２
～３機の熱気球による係留搭乗体
験を行う。 ※天候等により急遽
中止となる場合があり

1018 人 参加者数

49
2010/3/20

～
2010/3/22

バルーンイベント 祭りの広場
一般参加希

望
球皮に入る体験など、バルーンに
関するイベントを行います。

380 人 参加者数

50 2010/3/21 弥生劇「春分祭」 遺跡エリア 来園者
春分をテーマにボランティア、ス
タッフなどによる弥生劇を行う。

160 人 参加者数

51 2010/3/28
邪馬台国を考える会
フォーラム

弥生くらし館
一般参加希

望

「邪馬台国を考える会」会員によ
るフォーラム（「吉野ヶ里は女王
卑弥呼がいた邪馬台国の都だっ
た」）

100 人 参加者数

52
2010/4/14

～
2010/4/18

春ダイコン収穫体験 南のムラ屋敷畑 一般希望者
南のムラの屋敷畑にて、春ダイコ
ンを収穫してお持ち帰りいただ
く。

539 人 参加者数

53
2010/4/24
2010/4/25
2010/4/29

熱気球搭乗体験 祭りの広場 一般希望者

熱気球「ひみか号」を中心に３機
の熱気球を使い、熱気球搭乗体験
を実施。熱気球からの弥生の景色
を楽しんでいただく。

1,284 人 参加者数

54 2010/4/25
弥生の古代劇「穀雨

祭」
南内郭 来園者

弥生を髣髴させる春の訪れを祝う
儀式を、地元の中学校、公園ボラ
ンティアと実施。

42 人 観覧者数

55
2010/5/1

～
2010/5/5

特別体験「弓矢あそ
び」

南のムラ 一般希望者
弥生時代の生活で行なわれていた
狩りを遊びに変えた弓矢遊びを実
施。

3,500 人 参加者数

56
2010/5/1

～
2010/5/5

発掘現場シャトルバ
ス運行

東園内バス停～発掘
現場～北墳丘墓

一般希望者

佐賀県が公開する発掘現場公開に
あわせて、現場までの交通手段と
してシャトルバスを無料で運行す
る。

9,816 人 利用者数

57 2010/5/15 エンドウ収穫体験 南のムラ屋敷畑 一般希望者
南のムラの屋敷畑にて、エンドウ
を収穫してお持ち帰りいただく。

39 人 参加者数

58
2010/6/12

～
2010/6/13

ゴボウ収穫体験 南のムラ屋敷畑 一般希望者
南のムラの屋敷畑にて、ゴボウを
収穫してお持ち帰りいただく。

100 人 参加者数

59 2010/6/20
古代弥生劇「夏至

祭」
南内郭・北内郭 来園者

夏至にあわせ、当時の祭りを再現
したイベントを、ボランティア、
地元中学生等の協力で実施。

65 人 観覧者数

60
2010/7/3

～
2010/7/4

ゴボウの収穫体験 南のムラ 一般希望者
南のムラの屋敷畑にて、ゴボウを
収穫してお持ち帰りいただく。

58 人 参加者数

61
2010/7/17

～
2010/8/29

蚕展示 弥生くらし館 来園者

カイコの飼育から布ができるまで
の展示を行う中で、現在ではあま
り見ることの無くなったカイコを
展示

2,000 人 観覧者数

62 2011/7/18
弥生古代劇「案山子

祭」
水田 来園者

田植えを行なった水田で、鳥等か
ら稲穂を守るための案山子作りに
あわせ、古代弥生劇を実施。

40 人 観覧者数

63
2010/7/31

～
2010/8/15

変化朝顔展示 多目的ルーム 来園者
佐賀鍋島藩に縁の深い「変化朝
顔」約３０品種を解説を踏まえ展
示。

3,305 人 来館者数

64
2010/10/2

～
2010/11/28

特別企画展「よみが
える邪馬台国」

弥生くらし館 来園者
邪馬台国九州説の吉野ヶ里遺跡よ
近畿説の纒向遺跡を中心とした遺
物等をあつめ企画展を開催

24,602 人 来館者数

65 2010/10/10
弥生古代劇「稲刈り

祭」
水田 来園者

地元中学生やボランティアなどで
行う劇

150 人 観覧者数
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①委託費のみで行う主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

参加人数

66 2010/10/10
特別企画展　記念

フォーラム
東口エントランス 一般希望者

特別企画展を記念して著名な方々
をお招きしパネルディスカッショ
ンなどを開催。

800 人 参加者数

67
2010/10/16

～
2010/10/17

特別企画展イベント
「青銅器鋳込み実

演」
南のムラ 来園者

吉野ヶ里遺跡出土の銅鐸をモチー
フに、青銅器の鋳込み実演を実施

100 人 観覧者数

68
2010/10/30

～
2010/10/31

特別企画展イベント
「疑似発掘体験」

南のムラ 一般希望者
南のムラにおいて、レプリカ等を
使用した親子で楽しめる疑似発掘
体験を実施。

76 人 参加者数

69
2010/11/13

～
2010/11/14

サトイモ・カブ・大
根の収穫体験

南のムラ 一般希望者
南のムラ畑にて栽培しているサト
イモを収穫する体験、収穫したサ
トイモは、お持ち帰りいただく。

522 人 参加者数

70
2010/11/6

～
2010/11/7

カブ・ダイコン収穫
体験

南のムラ屋敷畑 一般希望者
南のムラの屋敷畑にて、カブ・ダ
イコンを収穫してお持ち帰りいた
だく。

100 人 参加者数

71 2010/11/21
弥生古代劇「新嘗

祭」
 祀堂前 来園者

地元中学生やボランティアなどで
行う劇

40 人 観覧者数

72 2010/12/19
弥生の古代劇「冬至

祭」
南内郭 来園者

冬至にあわせ、当時の祭りを再現
したイベントを、ボランティア、
地元中学生の協力で実施。

30 人 観覧者数

73 2011/1/1
お正月イベント 餅

つき
東口インフォメー
ション

一般希望者
お正月イベントとして、園内で収
穫された赤米を使った餅つきと地
元太鼓の初打ちイベントを開催

220 人 参加者数

74
2011/3/5

～
2011/3/27

シルクロード　2000
年前の大陸文化

多目的ルーム 来園者

今回は特別企画展の中でも取り上
げたシルクロードの紹介を中心に
2000年前の大陸文化の流れをク
ローズアップし、弥生時代のアジ
ア情勢を紹介する。

1,557 人 観覧者数

75
2011/3/5

～
2011/3/27

邪馬台国・卑弥呼の
宝探しラリー

国営エリア 一般希望者

園にあの各施設、体験プログラム
実施場所にヒントを設置し、邪馬
台国・卑弥呼の宝を探すクイズラ
リーを実施。

2,170 人 参加者数

76
2011/3/12

～
2011/3/13

熱気球から遺跡展望 祭りの広場 一般希望者

熱気球「ひみか号」を含め、３機
の熱気球で搭乗体験を開催。吉
野ヶ里歴史公園を空からお楽しみ
いただけます。

1,843 人 参加者数

77
2011/3/12

～
2011/3/13

吉野ヶ里○×クイ
ズ・火おこし選手権

南のムラ 一般希望者
吉野ヶ里遺跡の関する○×クイズ
と火おこし選手権を開催。

448 人 参加者数

　①委託費のみで行う主要行催事

イベント開催件数計 77件 参加人数計 157,228 人
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②委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収する主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

1
2008/4/26

～
2008/5/6

体験イベント 弥生くらし館 一般希望者

年間通して行なっている体験プロ
グラムを特別に3種類行なうとと
もに、勾玉づくりでは新色や固伯
の勾玉などを登場させ実施する。

8463 人 参加者数

2
2008/4/26

～
2008/5/6

弥生なりきりプログ
ラム

弥生くらし館 一般希望者

丸木舟つくり、布作り、舞いの稽
古、楽器製作と演奏など、通常の
プログラムを行うとともに、5月4
日は半額、こどもの日は無料な
ど、利用者へのPRを行なう。

206 人 参加者数

3 2008/5/6 竪穴住居組立体験 南のムラ 事前申込 竪穴住居の組立の体験を行った。 25 人 参加者数

4
2008/5/24

～
2008/5/25

草木染体験 南のムラ 一般希望者

茜、くちなしの自然素材を使用し
て草木染の体験を実施。綿のハン
カチに絞りなどを入れるなどして
自分だけのオリジナルのハンカチ

 を作っていただいた。

50 人 参加者数

5
2008/5/31

～
2008/6/1

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 事前申込

貫頭衣を着て、エンドウ豆の収穫
体験や、火おこし体験、竪穴住居
の組立などを行った。翌日は、水
田での田植えも体験していただい
た。

29 人 参加者数

6
2008/7/19

～
2008/8/24

化石割り体験 弥生くらし館 一般希望者
化石の入った石を割ってもらい、
どんな化石が出てくるか体験して

 いただいた。
1961 人 参加者数

7
2008/7/19

～
2008/7/21

土器づくり体験 弥生くらし館 一般希望者 土器作りの体験を行った。 137 人 参加者数

8
2008/7/19

～
2008/8/24

蚕の糸つむぎ・機織
り実演・体験

弥生くらし館 一般希望者
蚕から糸をつむいで、巻き取る体
験や、絹糸を使って機織りをする
体験を行った。

3829 人 参加者数

9
2008/7/19

～
2008/8/24

木工体験 弥生くらし館 一般希望者
木の実や枝を使って、自由に創作
するクラフトを行った

557 人 参加者数

10
2008/7/26

～
2008/7/27

横笛・水鉄砲をつく
ろう

多目的ホール 一般希望者
竹で、水鉄砲や、横笛を作ってお
持ち帰りいただいた。

60 人 参加者数

11
2008/8/2

～
2008/8/24

サイエンス不思議実
験

弥生くらし館 来園者
音、光、水、空気の不思議に関す
る工作・実験を行った。

209 人 参加者数

12

2008/8/2
2008/8/3
2008/8/23
2008/8/24

鏡製作体験 弥生くらし館 一般希望者

鋳込みの仕組みを知ってもらうた
めに、シリコン製の鋳型に低融合
金を流し込んでつくる鏡製作体験
を行った。鏡のデザインは吉野ヶ
里遺跡から発見されたものを使
用。

213 人 参加者数

13
2008/8/9

～
2008/8/17

琥珀の勾玉づくり 弥生くらし館 一般希望者
数量限定で、通常使っている高蝋
石より硬い琥珀を使った、より本
格的な勾玉づくりを行った。

231 人 参加者数

14
2008/8/13

～
2008/8/17

ガラス玉づくり体験 弥生くらし館 一般希望者
赤や青、緑色などさまざまな色の
ガラスを使って、３つのガラス玉
を作る体験を行った。

308 人 参加者数

15
2008/11/1

～
2008/11/2

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 一般希望者

貫頭衣を着て、食器作り、弓矢作
り、赤米を使った料理、かご作り
などを体験して、竪穴住居に宿泊
した。

47 人 参加者数

16 2008/11/15 草木染体験 南のムラ 一般希望者

吉野ヶ里遺跡から茜や紫貝で染め
た布片が出土しており、今回は土
器を使って、綿のハンカチ（50ｃ
ｍ 50ｃｍ）を茜またはクチナシ
で染色する体験を行った。

34 人 参加者数

17
2008/12/13

～
2008/12/14

シクラメンの寄植え
づくり

多目的ホール 一般希望者

植木鉢に、思い思いの絵を描く
ポットペイントを行い、シクラメ
ンなどの寄せ植えをしていただい
た。

39 人 参加者数

参加人数
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②委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収する主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

参加人数

18
2008/12/20

～
2008/12/21

アロマキャンドル作
り

南のムラ 一般希望者

蝋にクレヨンで色をつけ、アロマ
オイルで香りをつけて、紙コップ
で固める、アロマキャンドル作り

 を行った。 20日･･･8名、21日･･･
 9名

17 人 参加者数

19
2009/3/22

～
2009/3/29

特別体験　お団子作
り体験

弥生くらし館 一般希望者
公園で取れたよもぎなどを材料
に、お団子作りを体験していただ
いた。

145 人 参加者数

20
2009/4/30

～
2009/5/6

鏡製作体験 弥生くらし館 一般参加希望

低融合金とシリコン製の鋳型を
使って、鋳込みの仕組みを学びな
がら鏡を作っていただく。デザイ
ンは、吉野ヶ里遺跡から出土した
銅鏡の模様。 対象年齢；小学校4
年生以上

465 人 参加者数

21
2009/5/2

～
2009/5/6

ビービー笛つくり体
験

南のムラ 一般参加希望
竹を割ってビービー鳴る笛をつ
くって遊んでいただく。

3250 人 参加者数

22
2009/5/30

～
2009/5/31

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 事前申込

南のムラの竪穴住居にて、・竹で
食器作り　・火おこしをして、土
器で煮炊きをする食事作り　・竪
穴住居に宿泊する体験を行う。事
前申込制（５/２０締切）

16 人 参加者数

23
2009/7/4
2009/7/5
2009/7/11

ベニバナ染め特別体
験

祭りの広場、中のム
ラ、弥生くらし館

一般参加希望
ベニバナの花を摘み、木綿の手ぬ
ぐいを染める体験を行う。

53 人 参加者数

24
2009/7/18

～
2009/8/30

鏡製作体験 弥生くらし館 一般参加希望
土日祝のみの実施である鏡製作体
験を夏休みイベント期間中、毎日
実施する 対象；小学3年以上

1188 人 参加者数

25
2009/7/18

～
2009/8/30

化石割体験 弥生くらし館 一般参加希望
石を割って、どんな化石が出てく
るか体験していただく。

2054 人 参加者数

26
2009/7/18

～
2009/8/30

ビービー笛づくり体
験

弥生くらし館前 一般参加希望
期間中の土日祝に実施 竹を割っ
てビービーなる笛を作る体験を行
う。

793 人 参加者数

27
2009/7/25

～
2009/7/26

サイエンス実験　音 多目的ルーム 一般参加希望
音をテーマに、声で回り方が変わ
るヘビのおもちゃを作る実験を行
う。

21 人 参加者数

28
2009/7/25

～
2009/7/26

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 事前申込

南のムラの竪穴住居にて、・竹で
食器作り　・火おこしをして、土
器で煮炊きをする食事作り　・竪
穴住居に宿泊する体験を行う。

4 人 参加者数

29
2009/8/1

～
2009/8/2

サイエンス実験　光 多目的ルーム 一般参加希望
光をテーマに、偏光板を使った万
華鏡を作る実験を行う。

66 人 参加者数

30
2009/8/8

～
2009/8/9

サイエンス実験　植
物

多目的ルーム 一般参加希望
植物をテーマに、紫キャベツの染
色の実験を行う。

53 人 参加者数

31
2009/8/8

～
2009/8/16

土器作り体験 弥生くらし館 一般参加希望

土器づくりの体験を行う。  その
ままお持ちいただくか、希望者は
こちらで乾燥・素焼きをして着払
いでお送りする。

186 人 参加者数

32
2009/8/15

～
2009/8/16

サイエンス実験　空
気

多目的ルーム 一般参加希望
空気をテーマに、液体窒素を使っ
た実験を行う。

89 人 参加者数

33
2009/8/22

～
2009/8/23

サイエンス実験　水 多目的ルーム 一般参加希望
水をテーマに、マーブリングの実
験を行う。

48 人 参加者数

34
2009/11/7

～
2009/11/8

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 一般参加希望

南のムラの竪穴住居にて、・竹で
食器作り　・火おこしをして、土
器で煮炊きをする食事作り　・竪
穴住居に宿泊する体験を行う。事
前申込制（１０/２８締切）

13 人 参加者数

35
2009/12/15

～
2010/2/28

鏡・金印製作体験 弥生くらし館 一般参加希望
土・日・祝のみの実施の鏡・金印
製作体験を、冬季限定で毎日実施
する。

567 人 参加者数
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②委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収する主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

参加人数

36
2010/1/10
2010/1/24
2010/2/7

布つくり体験　長期
プログラム

弥生くらし館 来園者

蚕のマユを使った糸紡ぎから染
色、弥生時代の機織を講習会形式
で実施し、本格的な作品を仕上げ
る全６回（月2回、3ヶ月）の長期
プログラムを開催

4 人 参加者数

37
2010/3/6
2010/3/7
2010/3/13

特別体験プログラム 弥生くらし館 一般参加希望
土器づくり（300円・送料別）
や、特製勾玉づくり（３００円）
などを行う。

240 人 参加者数

38
2010/3/13
2010/3/14
2010/3/27

吉野ヶ里Dayキャン
プ

南のムラ 一般参加希望

火おこし道具で火をおこして土器
を使って赤米を炊き、燻製をつく
るDayキャンプを行う。小さいお
子様は保護者同伴でご参加いただ
く。   申込みはFAXかハガキで、
住所・氏名・年齢・性別・電話番
号を記入の上管理センターまでご
連絡いただく

74 人 参加者数

39
2010/4/24
2010/4/25
2010/4/29

特別体験土器作り体
験

一般希望者
ゴールデンウィークイベントとし
て土器づくり体験を開催

156 人 参加者数

40
2010/5/8

～
2010/5/9

特別体験「吉野ヶ里
DAYキャンプ」

南のムラ 事前申込
食器作り、火おこしから行なう食
事作り等、日帰りの弥生バージョ
ンのDAYキャンプを実施。

50 人 参加者数

41
2010/5/29

～
2010/5/30

竪穴住居宿泊体験 南のムラ・園内全域 事前申込
竪穴住居宿泊体験を通し、食器作
りや食事作りなど弥生時代の生活
を親子で体験していただく。

42 人 参加者数

42
2010/7/17

～
2010/8/29

夏休みサイエンスイ
ベント「化石割り体

験」
多目的ルーム 一般希望者

数十万年前の地層からでた石の中
から、木の葉の化石を探す化石割
り体験を実施。

2,052 人 参加者数

43
2010/7/24

～
2010/7/25

夏休みサイエンス実
験イベント「万華鏡

を作ろう」
多目的ルーム 一般希望者

光の不思議を探る実験イベントと
して「万華鏡づくり」を光の不思
議の解説を踏まえ実施

60 人 参加者数

44 2010/8/14

夏休みサイエンス実
験イベント「箱カメ
ラで物見櫓を撮ろ

う」

多目的ルーム 一般希望者
光の不思議を探る実験イベントと
して、光の屈折などの不思議解説
を交え実施。

27 人 参加者数

45 2010/8/15
夏休みサイエンス実
験イベント「鉄を作

ろう」
弥生くらし館 一般希望者

弥生時代の鉄作りを解説しなが
ら、簡単に砂鉄から鉄ができる実
験を実施

50 人 参加者数

46
2010/8/21

～
2010/8/22

夏休みサイエンス実
験イベント「土器作

り体験」
多目的ルーム 一般希望者

土の不思議。「どうして土は焼く
と硬くなるの?」の不思議解説を
行ないながら、古代の土器作りを
実施

86 人 参加者数

47
2010/11/13

～
2010/11/14

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 事前申込
竪穴住居に泊まって弥生時代の生
活を体験していただく体験

38 人 参加者数

②委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収する主要行催事

イベント開催件数計 47件 参加人数計 28,305 人
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③自主財源により独立採算で行う主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

1 2009/3/29
第２回　吉野ヶ里検

定
弥生くらし館 事前申込

吉野ヶ里遺跡や、吉野ヶ里町、神
埼市などの周辺地域に関するご当
地検定を実施した。

10 人 参加者数

③自主財源により独立採算で行う主要行催事

イベント開催件数計 1件 参加人数計 10 人

参加人数
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ボランティア活動（活動概要、規約、人数等） 

 
（１） ボランティアの活動内容 

 ボランティアの活動内容は以下の通りである。 
① 遺跡部門 
② 草花運営 
③ その他 
 

（２） ボランティアの資格 

ボランティアは、ボランティア養成のための研修を修了し、歴史管理センターが認定

し、登録した方とする。 

 

（３） ボランティアの任期 

登録日から次の３月３１日までとし、更新を年度毎に行う。 

 

（４） ボランティアの活動費等 

ボランティア活動に必要な物品等については歴史管理センターが貸与する。 

また、認定されたボランティアは、必ず登録期間中、ボランティア保険に加入するが、

ボランティア保険への加入費用についてはボランティア個人負担とする。 

 
（５） ボランティアの特典 

ボランティア活動を行う場合に限り、会員証を提示することで登録期間中入園料及び

駐車料を免除する。 
 

（６） ボランティアの義務 

ボランティアは次の各号に掲げる事項を遵守してすること。 

① ボランティア会員として自覚ある行為をとること。 

② 入園者等に関して適切・親切な対応を行うこと。 

③ 所定の研修へ参加すること。 

④ 決められたスケジュールや活動内容を遵守すること。 

⑤ 国営吉野ヶ里歴史公園における活動中に起きた事故、クレーム、質問等について、

担当スタッフへ速やかに連絡すること。また、不明な内容については容易に回答

せず、担当スタッフに確認をとること。 

⑥ 国営吉野ヶ里歴史公園の設置目的に見合った活動内容とすること。 

 

（７） ボランティア数の推移 

 

年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

人数 87 人 69 人 45 人 
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グラフィックマニュアル（抜粋） 

「吉野ヶ里歴史公園グラフィックマニュアル」より抜粋 

 

 

 

【吉野ヶ里歴史公園シンボルマーク】 

 

 

 

 

 

【吉野ヶ里歴史公園マスコットキャラクター】 
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【吉野ヶ里歴史公園ロゴタイプ】 

 

 

 

 

 

【吉野ヶ里歴史公園シンボルカラー】 

 

 

136



 

吉野ヶ里歴史公園のシンボルマーク及び 

マスコットキャラクターの使用取扱基準 
 

国土交通省九州地方整備局   
国営吉野ヶ里歴史公園事務所 

 
 

国営吉野ヶ里歴史公園のシンボルマーク及びマスコットキャラクター（以下「マーク等」

という。）は、国営公園事業に対する理解と協力を高めるため広く使用していただくことにし

ております。 
そこで、マーク等の乱用を避け正しく使用していただくため、使用についての手続き、使

用方法等をまとめましたので、この趣旨をご理解いただき、国営公園事業にご協力下さいま

すようお願い致します。 
 
 
１．使用にあたって 
 国営吉野ヶ里歴史公園のマーク等に関する一切の権利は、国土交通省国営吉野ヶ里歴史公

園事務所（以下「国営事務所」という。）に属しておりますので、マーク等を使用される場合

は、必ず国営事務所の承認を受けて下さい。 
 
 
２．使用承認の基準 
 ・承認の場合 
 （１）吉野ヶ里歴史公園のＰＲに効果があると認められる場合。 
 （２）教育目的に使用する場合。 
 （３）吉野ヶ里歴史公園の催事等に対し、参加等を行う企業、団体等が当該参加に直接関

連して使用する場合。 
 （４）企業等が、社内報等営利に目的としない印刷物の国営公園関連記事中に使用する場

合。 
 （５）その他、承認となることが適当であると認められる場合。 
 
・不承認の場合 
（１）国営公園事業に関する理念に反する恐れがある場合。 

 （２）主として特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用しようとする場合。 
 （３）特定の個人等の売名に利用しようとする場合。 
 （４）不当な利益を上げるために利用しようとする場合。 
 （５）国土交通省の事業を推進するうえで支障があると認められる場合。 
 （６）国営公園の品位を傷つけまたは正しい理解の妨げとなると認められた場合。 
 （７）マーク等を正しい利用方法に従って使用しないと認められる場合。 
 （８）品質、性能等に関し、公的機関の認定等が必要な新商品について当該認定等が得ら

れていない場合。 
 （９）マーク等の使用の結果について確認できない場合。 
 （10）法令及び公序良俗に反しまたはその恐れがある場合。 
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３．使用承認の申請 
 マーク等を使用する場合は、事前に「吉野ヶ里歴史公園マーク等使用承認申請書」(以下、

「申請書」という。)（様式第１号）にマーク等を使用しようとする事業の企画書（商品等に

ついては、小売価格（市場価格並であること）、販売数量、販売計画書等を、広告等について

は、広告媒体、広告費用等を明記すること。）、商品見本、広告原稿、企業の経歴書等添付の

上、国営事務所に提出し、その承認を受けていただきます。 
 
 
４．使用承認について 
 提出された申請書は、国営事務所で検討の上、使用を承認するものについては、「吉野ヶ里

歴史公園マーク等使用承認書」をお渡しいたします。なお、その際条件を付すことがありま

すが、その場合には、その条件に従ってマーク等を使用して下さい。 
 なお、使用用途（種類）によっては、一括使用承認をすることがありますので、その際は、

国営事務所と協議して下さい。 
 
 
５．使用方法について 
 マーク等を使用するときは、次の事項を守って下さい。 
 （１）申請・承認のあった用途にのみ使用して下さい。 
 （２）定められた規格に従って正しく使用して下さい。 
    ※マーク等の一部のみの使用、変形もしくが他の図形や文字と重ねて使用はしない

で下さい。 
 （３）マーク等は、原則として基本形（別添）を使用していただきますが、これによりが

たい場合（印刷物等）は、単色を用いてもかまいません。ただし、単色使用の場合

は、吉野ヶ里歴史公園シンボルカラー（別添）に準じて使用すること。 
 
 
６．使用条件について 
 （１）使用方法及び申請内容を遵守すること。 
 （２）商標登録等を行わないこと。 
 （３）商品等については、吉野ヶ里歴史公園以外での販売は行わないこと。 
 （４）広告等については、制作前に内容確認を受け、修正等が必要な場合は国営事務所の

指示に従うこと。（内容によっては使用承認の取消を行うことがある） 
 （５）成果品を提出すること。 
 
 
７．使用承認の取消 
 使用条件等に違反してマーク等を使用した場合、また使用承認申請書の内容に虚偽がある

ことが判明した場合、その他国営事務所が必要と認める場合は、使用条件の変更、使用承認

の取り消し、または使用物件の回収を求めることがあります。 
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取材許可申請書 

 

公園管理者 

国土交通省九州地方整備局長 殿 

平成    年    月    日    

会社名：              ㊞ 

申請者：                

  

記 

申請者住所： 〒 

申請者連絡先： 電話 

FAX 
e-mail 

取材・撮影目的：  

取材・撮影内容： 

（具体的な内容で

お願いいたします

別紙にて企画書を

添付して頂いても

結構です） 

 

取材・撮影場所：  

第 1 希望    月   日（  ）  ：  ～  ：   取材希望日時： 

第 2 希望    月   日（  ）  ：  ～  ： 

取材人数：          人 

乗入車両： 乗用車（     ）台     マイクロバス（     ）台 

取材・撮影期間： 平成   年   月   日～平成   年   月   日 

公園内にて撮影する場合は、撮影日を下記に記入してください。 

平成   年   月   日（   ）   時～   時 

放映・出版 

予定日時：

番組・出版  名称： 

放映・発売  予定日：平成  年  月  日（  ）  時 

事前に連絡を取っ

ている当公園職員

もしくは、御紹介者

 

【注意事項】 

１ 開園時間、料金などの基本情報を確認できるよう、校正原稿を必ずお送りください。 

２ 取材中は、危険防止のため、施設管理者の指示に従ってください。 

３ 来園者の観覧を妨げる行為はご遠慮ください。 

４ 県立公園区域で撮影を行う場合は、別途県立公園管理者の許可申請手続きを行ってく

ださい。 

※取材・撮影の許可を得るための申請は、概ね 3 週間前に提出してください。 
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ペットの公園内への持込について 

 

Ｈ21.6.１2 

国営吉野ヶ里歴史公園事務所 

 

１．背景 

   現在、公園内へのペット類の持込は禁止となっていることから、ペット同伴で来られた

お客様はいったん管理センターへペットを預けてから園内へ入る必要がある。今後は利用

者の利便性向上を目的とし、ペットの持込も出来るようにする事を前提とし以下のとおり

運用基準を設ける。 

 

２．運用基準 

   公園内のペットの持込は禁止しないが、以下の事項について遵守して頂く。ただし、建

物内部等の狭い場所については、同伴は出来ないものとする。また、ペット同伴の来園者

が建物へ入る場合に、一時的におもてにつないでおく施設（リードフック等）については

準備しない。（理由：繋がれているペットと第三者とのトラブル回避及びペットの盗難防止

のため。つまり飼い主の目の届く範囲でちゃんとした（リードで繋ぐ）管理がなされてい

ることが必要であるという理由。） 

   以上、その旨入り口ゲートでお伝えし、配布用ビラにも明記する。なお、お客様から管

理センターで預かって欲しい旨の申し出があった場合は従前どおりケージを提供すること

とする。 

（なお、本運用について補助件（盲導犬・聴導犬・介助犬）は適用外とする。） 

１）園内では、ペットは必ず引き綱・リードでつないでおくこと。 

２）ペットの糞の始末は飼い主の責任で処理すること。 

３）貸し車椅子、貸しベビーカーには乗せないこと。 

４）他のお客様とのペットに起因するトラブルについては、飼い主の責任とすること。 

５）以下の場所についてはペットの同伴は出来ない。 

６）歴史公園センターの売店、レストラン、シアタールーム等の部屋内部 

 ・弥生くらし館 

 ・北墳丘墓 

 ・展示室 

  ・竪穴式建物・高床倉庫・物見櫓などの復元建物内部 

 ・弥生のせせらぎ・貝川・池などの水面 

・電気自動車内 

   ※なお、全てトイレについては同伴できるものとする。 

   ※ペット用キャリーケース、バック等に入れて頂いている場合は同伴できるものとする。 
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３．周知方法 

   入り口で別紙を掲示するほか、ペット同伴の入園者にはビラを配布し周知徹底を図る。 

 

４．その他 

１）「何故同伴が出来るようにしたのか」という苦情、質問に対しての回答案 

   当公園は平成１３年の開園以来、他の利用者とのトラブルに対する懸念、糞尿の適切な

処理に対する懸念等からペットの持込は禁止としていました。他の都市公園においてもペ

ット同伴を認めている公園、禁止している公園は様々です。しかし、ペット同伴を禁止し

ている多くの都市公園では利用者のマナーの問題からやむなく禁止とした例がほとんどで

あるということを鑑み今回、利用者の要望もあり、利便性向上を目的としペット同伴を認

める事としました。よって、今後はペット同伴のお客様も含め全てのお客様が快適にご利

用頂けるように適切に運用していきたいと考えます。 

２）「ペット同伴の来園者が建物内へ入る場合に、おもてにつないでおく施設（リードフック

等）を設置して頂きたい。という要望に対しての回答案 

   ペットとの同伴については、他のお客様とのトラブル回避及びペットの盗難防止の観点

から、飼い主様ご自身の目が届く範囲で管理して頂くことが最善と考えています。ご理解

とご協力のほど宜しくお願い致します。 
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 提示（案） 

ペット同伴の皆様へ 

 

吉野ヶ里歴史公園では、ペット同伴のお客様も、ペットは苦手だとお考えのお客様も楽 

しく過ごして頂けるよう下記のルールを取り決めております。他のお客様のご迷惑になら 

ないようルールをお守りいただくようご協力を願い致します。 

 

１) 園内では、ペットは必ず引き綱・リードでおつなぎください。 

２) ペットの糞の始末は飼い主の責任で処理してください。 

３) 貸し車椅子、貸しベビーカーには乗せないでください。 

４) 他のお客様とペットに起因するトラブルについては、飼い主の責任となります。 

５) 保健衛生及び安全のため、以下の場所へのペットの同伴はご遠慮下さい。 

・ 歴史公園センターの売店、レストラン、シアタールーム等の部屋内部 

・ 弥生くらし館 

・ 北墳丘墓 

・ 展示室 

・ 竪穴式建物・高床倉庫・物見櫓などの復元建物内部 

・ 弥生のせせらぎ・貝川・池などの水面 

・ 電気自動車内 

 注) 園内では、公園スタッフの指示に従って下さい。 

 

 

吉野ヶ里歴史公園 
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◆配布内訳

学校関係 534,963 534,963
関係機関 2,620
県内図書館・歴史資料館 1,500
店舗関係 1,000
道の駅・農産物直売施設 4,300
宿泊施設 3,040
教育委員会・教育事務所 1,050
田代中学校 480 50
工園事務所 300
まちづくり推進課 100
県内各町村 1,800
文化財課 50
展示室 300
神埼土木 50
神埼市役所 神埼庁舎(秘書広報係) 200
神埼市役所 神埼庁舎　商工課 200
神埼市役所 千代田庁舎 200
神埼市役所 背振庁舎 200
吉野ヶ里町役場 三田川庁舎　企画課 300
吉野ヶ里町役場 東脊振庁舎 300
神埼遊学館 100
三田川コミュニティホール 200
神埼駅 100
公園駅 100
東脊振IC　料金所 500
山茶花の湯 100
さざんか千坊館 100
エスプラッツ 200
園内設置他 16,077

計 570,000

◆学校配布内訳

幼稚園 学校数 小学校 学校数 宿泊施設 学校数 人数計
佐賀県内 32,096 305 56,676 193 30,010 100 118,782
福岡市内 77,170 149 42,806 80 119,976
大野城市 6,260 10 2,710 5 8,970
春日市 6,330 10 4,160 6 10,490
太宰府市 3,810 7 2,350 5 6,160
筑紫野市 6,140 11 3,490 5 9,630
小郡市 4,330 8 2,230 5 6,560
久留米市 19,715 47 7,930 14 27,645
八女市 2,630 8 1,670 5 4,300
筑後市 3,050 12 1,550 3 4,600
大川市 2,480 8 1,430 4 3,910
柳川市 5,565 19 1,570 4 7,135
中間市 2,810 6 2,810
直方市 3,580 11 3,580
宗像市 6,530 15 6,530
飯塚市 4,840 12 4,840
古賀市 4,190 8 4,190
前原市 5,160 10 5,160
甘木市 2,890 8 1,700 4 4,590
大牟田市 8,200 24 5,260 13 13,460
北九州市 56,210 136 33,560 70 89,770
三潴郡 960 3 960
山門郡 2,070 9 2,070
三井郡 1,160 4 1,160
朝倉郡 3,630 12 3,630
筑紫郡 3,540 8 3,540
糟屋郡 13,865 26 13,865
福津市 3,570 7 3,570
鞍手郡 4,240 19 4,240
遠賀郡 6,410 16 6,410
三池郡 970 6 970
八女郡 3,550 16 3,550
うきは市 2,400 10 2,400
嘉穂郡 6,470 22 6,470
田川市 3,230 9 3,230
山田市 730 3 730
京都郡 3,930 17 3,930
築上郡 2,350 14 2,350
行橋市 4,730 11 4,730
豊前市 1,710 10 1,710
糸島郡 2,360 7 2,360

合計 32,096 305 360,441 941 142,426 323 534,963

1箇所×50部
直接持参
直接持参

直接持参

『ひみか通信』配布先リスト（H22年度）

＊まちづくり推進課から各町村配布18箇所（神埼市吉野ヶ里町除く）各100部

29箇所
26箇所×50部
20箇所×50部
20箇所×100部
92箇所×30部（若楠会館200部ｻﾝﾎﾃﾙ鳥栖,ﾋﾞｱﾝﾄｽ100部）

35箇所×30部（24箇所,11箇所）

直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
直接持参
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ロケーション許可申請（仮称） 

 

 

平成  年  月  日 

公園管理者 

国土交通省九州地方整備局長 殿 

申請者 住所            

氏名          印 

 

都市公園法第 12条第 1項の許可を受けたいので、下記により、申請します。 

 

記 

行為の種別  

日時又は期間 平成  年  月  日（  ）  ： ～  ：   

場  所  

目  的  

内  容  

その他参考と

なるべき事項
 

 

備考 

１ 申請者が法人である場合においては、「氏名」は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

２ 申請者の氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）の記載を自署で行う場合におい

ては、押印を省略することができる。 

３ 「その他参考となるべき事項」の欄には、次の事項のほか、許可申請に当たって特記

すべき事項を記載すること。 

（１）工作物の設置を伴うときは、その工作物の種類、設置場所、設置期間、その他必要

な事項 

（２）変更の許可申請の場合には、既に受けた許可の年月日 
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使 用 個 所 
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行為の許可申請書記入要領 

 

 

１．黒のボールペン又はサインペンで記入して下さい。 

２．「平成 年 月 日」は提出日を記入して下さい。 

３．「申請者住所」は、東京都内の場合は市町村名から、それ以外は都道府県名から記入し

て下さい。 

４．「申請者氏名」は、法人等の組織名称及び代表者肩書・氏名を記入し、代表者印（社判

ではなく、代表者自身を証するもの）を押印して下さい。 

５．「行為の種別」は、「イベント」「ロケーション」等記入し、行催事等がある場合は（ ）

書きで記入して下さい。 

６．「日時又は期間」は、準備・撤去等の時間も含めて（予備日は「その他参考となるべき

事項」へ）記入して下さい。 

７．「場所」は、園内施設名、広場名等を記入して下さい。 

８．「目的」は申請行為を行う目的、「内容」は申請行為の具体的内容を記入して下さい。 

９．申請行為の詳細事項・タイムスケジュール・担当者連絡先等を記入した企画書及び申

請行為を行う範囲を図示した使用箇所図を添付して下さい。 

 

※園内の樹木、その他の公園施設を損傷した場合、他の利用者の方に不快感を与える行為

をした場合、許可内容と異なる行為をした場合には許可を取り消し、即刻退園して頂く

事があります。 
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フリガナ

団体名

※ご記入のご協力を
　 お願いいたします

利用目的

利用日時

ふりがな

ふりがな

団体内容 大人 小人(小中学生) 幼児 身障者 その他
添乗員・
ﾊﾞｽｶﾞｲﾄﾞ

人　　数

交通機関

体験種類

希望時間
ものづくり体験

希望時間

石鹸(せっけん)石

白
ﾋﾟﾝｸ・
ﾓｻﾞｲｸ

人数／数量

合計金額 円 円 円

備　　考

団体種別

※ツアーガイド（学校団体のみ）の申し込みは電話でお申し込み下さい。

　(ご利用日の３ヶ月～２週間前までの先着順になっております）

TEL ： 0952-55-9351

弥生なりきり体験 ものづくり体験（団体のみ）

：　　　　～　　　　：
所要時間は１時間程度ですが、短縮もできますのでご相談ください。

希望時間　　　：　　　～　　　：

合計

（受付時間　○：00～○：00）

FAX ： 0952-55-9352
E-mail：

※昼食(お弁当)をご希望の方は、仕出等もご案内致しております。ご希望の方は下に○をつけて下さい。

himika@yoshinogari.jp
希望する

　□　団体名・個人名と同じ　□　申込者会社名と同じ

　□　団体名、申込会社名以外
領収書は　　必要　・　不要

歴史公園センター

団体専用番号

※あらかじめ領収書の宛名を記入させていただき、お待たせする時間を少なくさせていただきたいと考えております。
　 ご記入のご協力をお願いいたします。

※弥生なりきり体験とものづくり体験の受付は２週間前までの先着順になっております。

※レストラン利用は直接レストラン(TEL：○○○○-○○-○○○○)にお願いします。

申込者連絡先

（旅行会社等）

　１．遠足　　　２．修学旅行　　　３．社会科見学　　　４．観光ツアー　　　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　） 　　　：　　　　～　　　　：

利用団体
連絡先

　〒　　　　－

　住所

　

　会社名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　担当者名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　様 ）

　（TEL　　　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　　/ FAX　　　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　　）

領収書名

（ ）

　住所

　（TEL　　　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　　/ FAX　　　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　　）

　〒　　　　－

　７．子ども会・ＰＴＡ　８．旅行ツアー　９．文化サークル　10．老人クラブ　11．企業　12．その他(　　　　　　　　　　　　)

　１．幼稚園・保育所　２．小学校　３．中学校　４．高校　５．大学・短大・専門学校　６．その他学校

受付確認欄

団 体 利 用 申 込 書

吉 野 ヶ 里 歴 史 公 園

様　　学年（　　　　　）年

土笛づくり
高蝋(こうろう)石

勾玉づくり
火おこし

　貸切バス（　　　　　　台）　　・　　普通車　　・　　JR　　・　　その他（　　　　　　　）

プログラム種類

※弥生なりきり体験は各プログラム原則１０名様ずつとなっております。
それ以上の場合は複数のプログラムに分かれていただくことがあります。

円

１時間コース
２時間コース

1セット
2名～4名
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巡回ルート図 

巡回ルート
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清掃人工実績

単位 ： 人/年単位 ： 人/年

  センター 園内建物 園地清掃 備考

 平成19年度 377 214 114
平成20年度 430 275 143
 平成21年度 757 283 環濠清掃の定期化

平成22年度    

建物清掃頻度
 建物区分 頻度

歴史公園センター 毎日

その他園内便益建物 毎日

復元建物（倉と市、南のムラ） １回/週

復元建物（その他） 毎日

復元建物（非公開棟） ２回/年 程度
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ゴミ処理場・コンポスト位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物集積所 

ゴミ処理場位置図 
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堆肥化施設 平成 24 年（予定） 

コンポスト（堆肥化施設）位置図
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施設点検一覧表 

国営吉野ヶ里歴史公園 施設点検 一覧表 

種類 名称 概要 頻度・時期 点検者 発注者 摘要 

電気通信設備点検 

光ファイバーネットワーク、公園情

報収集端末装置、受変電設備、CCTV

装置、環境点検等 

月 1 回 専門技術者 公園事務所 電気事業法第 42 条

消防用設備保守点検 

歴史公園センター（レストラン分除

く）及び園内施設に設置している火

災報知機の警報設備点検、消火栓等

の消化設備点検 

年 2 回 専門技術者 公園事務所 
消防法第 17 条の 3

の 3 

水質検査 貯水槽等外観・書類・水質検査 半年 1 回 指定機関 公園事務所 水道法第 34 条の 2

受水槽点検・清掃 
歴史公園センター及び園内受水槽

の点検・清掃 
年 1 回 専門技術者 公園事務所 水道法施行規則 

浄化槽法定検定 浄化槽の外観・水質検定 年 1 回 専門技術者 公園事務所 浄化槽法第 11 条

自動扉点検 

歴史公園センター６箇所、弥生くら

し館２箇所、北墳丘墓２箇所の扉本

体、運転状態等の点検 

４半期 1 回 専門技術者 公園事務所 

官公庁施設の建設

等に関する法律第

12 条 

段差解消機点検 

南のムラ復元建物に設置している

段差解消機の機器本体、運転状態、

制御盤等の点検 

年 2 回 専門技術者 公園事務所 
建築基準法 

第 12 条 3 

法
定
点
検 

昇降機法定点検 

歴史センターに設置しているエレ

ベーター２基について、運転状況、

ポンプ・制御盤、昇降路等の点検・

清掃 

年 1 回 専門技術者 公園事務所 
建築基準法 

第 12 条 3 

任
意
点
検
・

日
常
点
検 

日常点検 
現場状況や利用状況に応じて施設

工作物・植物の点検を適宜実施 
毎日適宜 事業者   

水道施設 水道設備ポンプ、基盤等の点検 年 1 回 事業者   

汚水ポンプ、ポンプ槽、操作盤の通

常点検 
月 1 回 事業者   

汚水施設 

汚水ポンプ、操作盤の精密点検 年 1 回 事業者   

昇降機保守点検 
歴史公園センターに設置している

エレベーター２基の外観・機能点検
年 1 回 専門技術者 公園事務所  

空調設備保守点検 

歴史公園センター及び弥生くらし

館空調設備の外観・機能点検及び冷

暖房切替作業 

年 2 回 専門技術者 公園事務所  

トイレ点検 不良個所の点検修繕 年 1 回 事業者   

水飲み点検 不良個所の点検修繕 年 1 回 事業者   

空気環境測定 歴史公園センターの空気環境測定 月 1 回 専門技術者 公園事務所  

 

害虫駆除 歴史公園センターの害虫駆除 半年 1 回 専門技術者 公園事務所  

任
意
点
検 

時点検 
風・豪雨等の異常気象時や 震発

生時の施設工作物・植物の外観点検
発生の際適宜 事業者  
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国営吉野ヶ里歴史公園植物維持管理方針 

 

■植物管理方針 

１． 当公園の植物管理方針の概要は下記のとおりである。いずれの対象についても、管理方針をよく理

解して作業にあたること。 

 

 

入口ゾーン 環壕集落ゾーン 古代の原ゾーン

東口駐車場、歴史公園センター周辺
環壕入口、南内郭、中のムラ、
北内郭、南のムラ、北墳丘墓

祭りの広場

都市公園の入口として、緩衝緑地帯的
部分を除き、芝生・樹木・草花ともに整
然と管理する。

粗放な管理としながらも、「弥生のムラ」
のバックグラウンドとして、違和感の無
い景観演出に努める。

多客期にはイベントも開催される開放
的な都市公園空間として管理する。

目標
芝生の美しさが重要な景観構成要素と
なるため、常に良好な状態を保つ。

弥生時代の景観演出のため草地的景
観への移行をすすめる。

広場として降雨後の冠水などに留意す
る。

方針

原則として芝生以外の草種の混入を可
能な限り排除するが、緩衝緑地的な箇
所については、やや粗放的に管理す
る。

外来種などは選択的に抜き取りを行
う。甕棺墓列など遺跡展示施設部分で
は、美しい芝生として管理する。

芝生以外の草種混入は容認するが裸
地の無いように管理する。

目標
花付を意識して、意識して季節ごとに
美しい景観要素となるように管理する。

方針

寄植は適期刈込を行い整形的に管理
する。花木の単木は自然樹形を維持
する。花木については定期的な施肥を
施す。

目標
景観的要素の高い樹木は枝張りなど
の樹形、花木については花付につい
ても留意する。

方針
樹種、場所ごとに特性に合わせてきめ
細かに管理する。

目標
季節毎に華のある花修景を実施し、都
市公園として華やぎを演出する。

チガヤやススキを主体とする草地群落
の中に、野生草本類が季節毎に散在
して開花する自然な演出。

多客期に合わせ、印象的で大規模な
花畑修景を実施する。

方針
花修景期間中はつねに美しく管理し、
そのためにも育成期間より十分な養生
を行う。

野生草本類については佐賀県産種子
によるものとして、植栽数増大のため定
期的に採種を行う。

施工適期を外すことなく、確実に実施
する。

草
花
管
理

各ゾーンにおける植物管理の方針

低
木
管
理

高
木
管
理

枝の張り出しなど安全な利用上の支障や、枯損枝による景観悪化などに留意
して管理する。

基本的に整形せず、自然樹形を維持する。

枝の張り出しなど安全な利用上の支障や、枯損枝による景観悪化などに留意
して管理する。また、早期の緑陰形成を目標に生育環境の是正を図る。

基本的に整形せず、自然樹形を維持する。花木については定期的な施肥を施
す。

ゾーン名

施設名など

ゾーンの特徴および
総体的な管理方針

芝
生
管
理
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回数 数量m
2 回数 数量m

2 回数 数量m
2 回数 数量m

2 回数 数量m
2 回数 数量m

2 回数 数量m
2

1 613 6 3,678

2 5,357 6 32,142

入口Ｂ 1 1,505 6 9,030

入口Ｃ 1,278 4 5,112

3,107 2 6,214 囲障沿部分施工

20,459 1 20,459

2 1,269 1 1,269 半乾湿地

3 1,382 1 1,382 チガヤススキ化範囲

1 4,854 1 4,854

2 459 1 459

3-1 1,973 1 1,973

3-2 1,800 1 1,800

4 482 1 482

5 3,423 1 3,423

6 5,869 1 5,869

7 6,164 1 6,164

1 1,360 1 1,360

2 532 1 532

3 1,410 1 1,410

4 772 1 772

5 775 1 775

6 1,901 1 1,901

7 554 5 2,770

8 424 1 424

9 2,254 2 4,508

10 4,866 1 4,866

1 1,604 4 6,416

1,043 2 2,086 広場（「倉と市１」）周囲部分施工

9,972 1 9,972

3 1,451 1 1,451

2,025 1 2,025 囲障沿部分施工

9,739 1 9,739

2 160 1 160

1-1 21,437 4 85,748

1-2 13,250 3 39,750

2 6,966 2 13,932

3 1,944 2 3,888

4-1 5,818 3 17,454

4-2 1,607 3 4,821

5 574 3 1,722

6 6,079 2 12,158

1 13,757 4 55,028 1 13,757

2 600 1 600

3 2,820 1 2,820

4 1,846 1 1,846

5 9,141 1 9,141

6 2,500 1 2,500

7 1,700 1 1,700

8 1,680 2 3,360

9 2,315 3 6,945

10 5,795 1 5,795

1,303 2 2,606 桑畑周辺部分施工

4,852 1 4,852

12 846 1 846

13 790 2 1,580

14 4,265 2 8,530

15 1,965 2 3,930

16 1,601 3 4,803

17 2,394 1 2,394

18 393 1 393

19 4,537 1 4,537

20 608 1 608

21 614 1 614

22 356 1 356

23 1,959 1 1,959

1 1,820 2 3,640

2 1,607 1 1,607

計 43,670 130,964 15,478 126,325 10,727 140,776 13,757

設計数量 43,670 130,960 15,470 126,320 10,720 140,770 13,750

芝刈工（５）

肩掛式

枯草刈

芝刈工（６）

乗用３連式

芝生管理　数量内訳表

芝生施肥工

機械エリア名 数　量 備考

芝刈工（１）

ハンドガイド

４～６回

芝刈工（２）

ハンドガイド

３回以下

芝刈工（３）

肩掛式

４～６回

芝刈工（４）

肩掛式

３回以下

逆茂木

入口Ａ

1

南内郭

北内郭

倉と市

外周園路沿い

11

2

1

北墳丘墓

祭りの広場

南のムラ

ゾーン別植物管理区分図（芝生管理区分図）
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※古代の森ゾーン

（Ｈ25年開園予定）

野芝　22,285㎡

ゾーン別植物管理区分図
（追加芝生管理区分図）
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国営吉野ヶ里歴史公園身体障害者等割引制度 

 

１ 駐車料金身体障害者等割引の適用方法 

適用区分 割引適用の方法等 

(1) 運転者が障害者 手帳の呈示があれば適用する。 

①同乗者 10 人

以下の場合 

同乗の障害者１名の手帳の呈示があれば適

用する。 

②同乗者 11 人

以上の場合 

同乗の障害者２名の手帳の呈示があれば適

用する。 (2) 同乗者が障害者 

③観光バスに

よる場合 

割引制度の適用外とする。 

ただし、養護学校等が借上げた観光バスで

事前に財団の承諾を得た場合は適用する。

(3)事前許可を受けた車両 
養護学校等の車両で、財団から割引を適用する旨の証書の交

付を受けた車両は当該証書を呈示すれば適用する。 

（１） 手帳とは身体障害者手帳若しくは療育手帳をさす。 

（２） 障害者とは身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者である。 

（３） 財団とは財団法人公園緑地管理財団のセンターをさす。 

（４） 観光バスとは道路運送法第３条１号ロの事業のように供される車両をさす。 

（５） 養護学校等とは障害者の団体、ボランティア団体等障害者の社会参加を支援する

団体を含む。 

（６） 表中(3)の適用を受けるための申請方法等について 

申請があり、適用することが妥当と財団が判断した車両に対し、割引が適用され

る旨を証した書面〔学校名等、車両ナンバー等を記載し有効期限１年間（４月から

翌年３月迄）〕を財団が発行する。 

駐車場利用に際しては、当該書面を呈示することで割引を適用する。 

（７） 表中(2)③の適用を受けるための申請方法等について 

利用の都度、事前に申請があり、適用することが妥当と財団が判断した場合に上

記(6)に準じた書面を財団が発行する。 

駐車場利用に際しては、当該書面を呈示することで割引を適用する。 

２ 周知方法等 

（１） 表中(2)③、(3)の対象となる学校等が既に判明している場合は、財団から利用案

内を送付する。 

（２） 当分の間、当該割引制度の内容に係る説明書面を料金徴収ブースに備え、求めが

あれば配布することとする。 

３ 割引措置実績の報告 

適用実績を日別、料金所別、上記１の表区分別に整理する。 

以 上 
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区　　分 実施した業務の内容・期日・数量等

平成　　　年度　　　月　　　管　理　月　報

管

理

概

要

業

務

実

施

状

況

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。
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計画数量 前　月　迄 今月出来高 累　計 進捗率 実 施 業 務 内 容 及 び 施 工 箇 所 等

平成　　　年度　　　月　　　管　　理　　月　　報　　内　　訳

工種・種別・細別
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業務名等 金　額 業務等の内容 実施期間 請負業者名等

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

予定額

管　理　四　半　期　報　　（平成　　　年度　　　第　　　　四半期）

実 施 予 定 当 期 ま で の 契 約 状 況

数量 契約額
内 訳

工　　種 種　　別 単位 数量
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行催事効果等報告様式 平成　　　年度　　　四半期 ○○事務所

実施日 行催事名 概要 効果 費用 今後の方針 事務所確認欄

※記載要領
　概要：行催事を実施する目的・狙い・工夫等について記載
　効果：可能な限り定量的に把握し、あわせて定性的な効果を記入する。（収入は自主事業分は含まず、維持管理費の縮減に繋がる収入を計上）
　費用：行催事にかかる経費を記入（行催事毎の費用を算出。切り出しが難しいものは内数表記も可）
　今後の方針：継続、廃止　などの方針案を記載し、その理由・改善案を併記する。
　事務所確認結果：方針案について国事務所が承認、非承認、その他意見などを記載
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国営吉野ヶ里歴史公園園内マップ 
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利用者指導及び巡視計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史公園センター 
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利用指導及び巡視計画書 

 

１．利用者指導及び巡視の目的 

国営吉野ヶ里歴史公園管理運営業務委託特記仕様書に基づき、開園区域について、入園者の

安全利用確保・指導・サービス及び公園施設の維持を効果的かつ、能率的に行うため定期的に

巡視を実施し災害、事故等不測の事態に備え、緊急の処置をとることを目的とする。また、平

常時においては、国営公園及び佐賀県立公園の責任者は、各々の業務を遂行するが、緊急時の

初動体制及び拾得物、遺失物、迷子については、情報を共有し一体的に協力し入園者への安全

の確保を図るものとする。 

 

 

２．利用者指導及び巡視要項 

一 利用指導及び巡視は、次の事項について調査、点検、指導、サービスを行うものとする。 

（１）園路広場の路面、路側、法面、環壕及び側溝、集水桝等排水機能の状況調査並びに橋

梁、擁壁、階段、マンホールその他構造物の維持状況。 

（２）樹木、芝、草花等植物の生育状況等の修景施設の維持状況。 

（３）歴史公園センター、復元建物、休憩所等休養施設等の維持状況。 

（４）便所、駐車場等便益施設の維持状況。 

（５）柵、案内板、標識等管理施設の維持状況。 

（６）電気、放送、緊急電話、給排水設備等の維持状況。 

（７）清掃の状況。 

（８）入園者の危険箇所への立入り及び危険な行為に対する制止等の安全指導。 

（９）病人、迷子、負傷者等の事故、事件及び災害の発生に対するすみやかな処置・救護報

告書等。 

（10）火災、盗難及び不法不当行為の防止並びに排除。 

（11）施設の維持保全に関すること。 

（12）区域内における出入りに関する秩序の保持。 

（13）事故発生時における警備対象物件の保全及び警備対象区域内の秩序の維持。 

（14）緊急時の関係機関への迅速な連絡及び報告。 

（15）その他、入園者の安全確保・指導サービス及び諸施設の管理上必要な処置。 

二 調査点検等は、定期的に行う他必要に応じ、随時行うものとする。 

 

 

３．巡視日誌及び報告書 

一 利用指導及び巡視点検の結果は巡視日誌に記録するものとする。 

二 重大な事件、事故及び災害等が発生した場合は、遅滞なく甲に報告し指示を受けるものと

する。 
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４．利用指導及び巡視要領 

一 主要巡視ルートにおいて、利用指導及び巡視を行うものとし、天候その他利用状況等に対

応するよう柔軟な態勢の下に巡視するものとする。 

二 巡視時間は、開園時間中、開園前準備及び閉園後点検時間とする。 

三 巡視員等は巡視の際、入園者がひと目で巡視員とわかるような所定の表示及び服装をする

ものとする。 

四 巡視員等の巡視の際、入園者に対して不快の念を与えないよう常に親切、丁寧に接するも

のとする。 

五 園内に事故災害等が発生した場合は、緊急の連絡を行うこと。 

六 巡視の際、点検用具、小規模の修理用具並びに緊急用具を携帯し必要に応じ直ちに処置で

きるようにする。 

七 巡視職員は、都市公園法第１１条、同１２条、都市公園法施行令第１８条、第１９条に定

める違反行為を発見した場合は制止しなければならない。 

また、制止に応じない場合は退園を求めるものとする。その際、すみやかに甲に報告する

ものとする。 
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国営吉野ヶ里歴史公園巡視日誌 

総 務 企画業務 総 務 管 理 企 画 セ
ン
タ
ー
長 

   
課 

長   

係 

長    

平成   年  月  日（  ） 

天候（            ） 

記載者             印 

記  事 
巡視者 巡回時間 特記事項・残業者等 見回り場所 

日 中 夜 間 
措置結果 

 ：  ～  ：  

 ：  ～  ：  
園路    

 ：  ～  ：  

 ：  ～  ：  
歴史公園センター    

 ：  ～  ：  

 ：  ～  ：  
南内郭    

 ：  ～  ：  

 ：  ～  ：  
倉と市    

 ：  ～  ：  

 ：  ～  ：  
北内郭    

利用者指導、緊急、その他取扱い事項 
高床倉庫群・中のムラ    

逆茂木・展示室    

北墳丘墓・甕棺墓列    

 

南のムラ・弥生くらし館    

備  考 
便所・休憩所    

案内看板・掲示板等    

駐車場（料金所・乗務員控

室・団体休憩所含む） 
   

 

その他    
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団体利用の手引き（案） 

 

●学校の遠足や職場・サークルのレクリエーションなど、20 名以上の団体で公園をご

利用いただく場合は、事前に「団体利用予定記録簿」へのご記入・提出をお願いし

ております。また、下見や利用に関するご相談は、お気軽に歴史公園センターへお

問い合わせください。 

●参加者を一般募集するイベント形式で利用する場合、施設を設置する場合などは、

事前に許可申請が必要となります。 

 

<許可申請が必要な事例> 

○物品を販売、又は頒布する場合 

○集会、展示会などの催しのために、公園の一部を独占して使用する場合 

○通常の公園利用には不必要とされる物品を園内に持込み、設置する場合 

○公園内に標識や横断幕等を設置する場合 

○アンケート調査、または植生調査等の調査を行う場合 

○ロケーションをする場合（取材等は除く） 

○イベント等で器材の運搬や救護のための車輌を園内に乗り入れる場合（乗用車不可） 

○その他、公園管理者が許可申請が必要であると判断した行為をする場合  
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<許可申請の手順> 

 

内容や日程などを事前に確認させていただきますので、申請書提

出前に歴史公園センターへご連絡ください。 

※申請手続きは担当スタッフと相談しながら進めていきます。 

所定の許可申請書に必要事項をご記入の上、1 ヶ月前までに実施

計画書（貸出物品、搬入車両等の内容も含む）とあわせて担当ス

タッフにご提出ください。 

※すでに実施要領等を作られている場合は、計画書の代わりに要

領等でも結構です。 

 

○許可申請書 

○実施計画書（イベント等一般用） 

許可が下りた場合は、許可書を申請者に郵送します。 

（場合により当日手渡し） 

提出された申請書と実施計画書に沿って実施していだだきます。

 

・貸出物品 ※設置・組立は申請者で行ってください。 

机・イス・拡声器・コードリール・リヤカー 

・入園方法等 

人数が多い場合や入園時間が団体内で異なる場合、「入園整理券」の発行をお願い

する場合がございます。詳しく歴史公園センターにお問合わせください。 

・ゴミ処理 

お持ち帰りにご協力いただきますよう、お願いいたします。 
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許可申請書 

 

 

平成  年  月  日 

公園管理者 

国土交通省九州地方整備局長 殿 

申請者 住所            

氏名          印 

都市公園法第 12 条第 1項の許可を受けたいので、下記により、申請します。 

 

記 

行為の種別  

日時又は期間 平成  年  月  日（  ）  ： ～  ：   

場 所  

目 的  

内 容  

その他参考と

なるべき事項 
 

 

備考 

１ 申請者が法人である場合においては、「氏名」は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

２ 申請者の氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）の記載を自署で行う場合におい

ては、押印を省略することができる。 

３ 「その他参考となるべき事項」の欄には、次の事項のほか、許可申請に当たって特記

すべき事項を記載すること。 

（１）工作物の設置を伴うときは、その工作物の種類、設置場所、設置期間、その他必要

な事項 

（２）変更の許可申請の場合には、既に受けた許可の年月 

４ 提出部数  ３部 

213



 

実施計画書（イベント等一般用） 

1 実施日  

2 時 間  

3 人 数 スタッフ   名     参加者   名 

4 実施場所  

5 入・退園口 入園口            退園口 

6 雨天時の対応  

7 実施内容  

8 当日のスケジュール  

9 貸出物品およびその数  

10 仮設物設置の有無  

11 
参加料徴収    

イベントであるか 
 

12 緊急連絡先  

13 その他記載すべき事項  

●各欄についてなるべく詳しくご記入下さい。     

●必要に応じて、枠を広げても構いません。（2 ページになっても可） 

※車両を園内に乗り入れる必要がある場合はご相談ください。 
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